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８ 応急対策実施に係る協定 

 

 

（１）災害復旧資材の緊急調達に関する協力協定 
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(２) 災害時における応急対策業務に関する基本協定書 

 

 山梨県（以下「甲」という。）と一般社団法人山梨県建設業協会（以下「乙」という。）とは、災害対

策基本法（昭和３６年法律第２３３号）及び山梨県地域防災計画に基づき、地震、風水害等の災害（以

下「災害」という。）が発生した場合又はそのおそれがある場合の応急対策業務の実施に関し次のとおり

協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時における民間協力の一環として、甲が管理する道路、河川、治山、林道等

の施設の機能の確保及び回復のため、甲と乙との応急対策業務の実施に関する基本事項を定め、災害

に対し迅速かつ的確に対応することを目的とする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、前条の目的を達成するため、応急対策業務を実施する必要があると認めたときは、乙に

協力を要請する。 

２ 乙は、前項の要請があったときは、甲に協力するものとする。 

（担当区域） 

第３条 甲及び乙は、応急対策業務を円滑に実施するために、甲の県土整備部及び森林環境部の各出先

事務所と、乙を構成する法人（別紙参照）の各担当区域を、あらかじめ協議の上、定めておくものと

する。 

（損害補償） 

第４条 第２条の協力要請により応急対策業務に従事した者が死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、

又は廃疾となった場合の本人又はその遺族に対する損害補償は、山梨県知事が災害対策基本法第 71

条第1項の規定により、協力命令を発したときに限り、災害応急措置の業務に従事した者に対する損

害補償に関する条例（昭和37年山梨県条例第55号）を適用する。 

（細目協定） 

第５条 この基本協定を実施するための細目について、甲の県土整備部及び森林環境部の各出先事務所

長と、乙を構成する法人（別紙参照）の各会長とは、協定を締結するものとする。 

（効力） 

第６条 この協定の有効期間は、協定の締結の日から平成31年3月31日までとする。 

ただし、この期間満了の日の30日前までに、甲乙いずれからもそれぞれの相手方に対して文書により

異議の申出のないときは、更に１年間延長するものとし、その後も同様とする。 

（協議事項） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して

定めるものとする。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

 平成30年8月1日 

      甲 甲府市丸の内一丁目6番1号 

        

       山梨県知事  後 藤  斎 

 

      乙 甲府市丸の内一丁目13番7号 

       一般社団法人 山梨県建設業協会 

       会 長    浅 野  正 
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 （別紙） 

 ・乙を構成する法人 

 （地区建設業協会名） 

 

   一般社団法人甲府地区建設業協会 

   一般社団法人塩山建設業協会 

   一般社団法人笛吹建設業協会 

   一般社団法人市川建設業協会 

   一般社団法人身延建設業協会 

   一般社団法人峡北地区建設業協会 

   一般社団法人富士・東部建設業協会 
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(３) 災害時における資機材提供等の支援協力に関する基本協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と山梨県重機・建設解体工事業協同組合（以下「乙」という。）とは、

地震・風水害等の災害が発生した場合又は発生する恐れがある場合の応急対策業務の実施に関し、次の

とおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、災害が発生した場合又は発生する恐れがある場合に、応急対策業務に係る資機材

提供等の支援により、円滑な県民の救助活動及び災害復旧活動の遂行を図ることを目的とする。 

（支援要請） 

第２条 甲は第１条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を実施する必要があると認めたとき

は、乙に協力を要請するものとする。 

（１） 保有重機及び建設資機材の提供並びにこれらによる応急対策作業  

（２） 生活用水（飲料水以外の生活の中で使用する雑用水をいう。）の供給  

（３） （１）、（２）に対する労務の提供 

（４） 避難地・救援物資集積地としての保有用地の提供 

２ 乙は、甲からの支援要請に基づき、できる限り速やかに乙を構成する会員（以下「乙の会員」とい

う。）と調整し、乙の会員に出動を要請するとともに、派遣する会員名を甲へ報告するものとする。 

３ 災害により甲が乙に連絡することが不可能な場合や緊急を要する場合、甲は乙の会員に直接支援要

請を行うことができるものとする。 

（支援要請の手続き） 

第３条 甲から乙又は乙の会員への支援要請は文書で行うものとし、要請書は甲、乙がそれぞれ１通保

管するものとする。 

２ 緊急を要するなど前項によりがたい場合は、甲から乙又は乙の会員へ支援要請を口頭又は電話等で

行うことができることとするが、この場合においても、甲は、後日速やかに文書にて要請を行うもの

とする。 

３ 甲は、乙の会員が業務を実施するために必要な情報や資料を提出するものとする。 

（業務の実施） 

第４条 出動の指示を受けた乙の会員は、速やかに指示された業務を実施するものとする。 

２ 乙の会員が当該業務を行うにあたっては、二次災害に注意して作業を進めなければならない。また、

当該作業の関係者だけでなく、近隣住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければな

らない。 

３ 乙の会員は、業務従事者の労働災害補償のため、労働者災害補償保険法の適用を受けられるよう手

続きを行うものとする。 

（業務内容の報告） 

第５条 前条の業務を実施する乙の会員は、乙を経由し、適宜業務の進捗状況を甲に報告するとともに、

業務を完了したときは実施結果を文書により報告するものとする。 

（業務の実施体制） 

第６条 乙は、第３条の業務を早急に実施できるよう事前に必要な技術者等の確保、出動の方法を定め、

その実施体制及び連絡系統を示した表を甲に報告するものとする。 

（費用負担） 

第７条 第３条に基づく支援に要する費用は、原則として甲が負担するものとする。 

ただし、支援の要請が市町村からのものであるときは、当該市町村が負担するものとする。 

２ 前項に規定する費用は、災害発生時直前の当該地域における同種の事業の料金等を基準として、甲

または甲の指定する地方自治体と乙が協議のうえ決定するものとする。 
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３ 甲は、前項の費用について、業務終了後、乙から適正な請求書を受理したときは、速やかに甲また

は甲の指定する地方自治体から乙が指定する口座に振り込みにより支払うものとする。 

（損害補償） 

第８条 第５条の規定により、業務に従事したものが死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障

害の状態となったときは、労働者災害補償保険法等の関係法令に基づき補償を受けるものとする。 

（連絡責任者の報告） 

第９条 甲と乙は、本協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに相手方に報告するものとす

る。また、変更があった場合においても直ちに相手方に報告するものとする。 

（車両の通行） 

第１０条 第３条に基づく支援を乙が行うときには、甲は、業務の実施にかかる車両を緊急通行車両と

して通行できるように支援するものとする。 

（協議事項） 

第１１条 この協定に定めのない事項及びこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、その都度、甲、

乙が協議して定めるものとする。 

（協定の効力） 

第１２条 この協定の期間は、協定を締結した日から平成２２年３月３１日までの期間とする。 

２ 前項に規定する期間満了の１箇月前までに甲、乙いずれかから文書により何ら申し出がないときは、

前項の定めにかかわらず、同一条件をもって更に１年間延長するものとし、その後期間満了したとき

も同様とする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ１通を保有する。 

平成２１年９月２日 

甲  甲府市丸の内一丁目６番１号 

山梨県知事 

乙  甲府市城東一丁目３番８号 

山梨県重機・建設解体工事業協同組合 

理事長 
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(４) 災害時における資機材提供等の支援協力に関する基本協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と社団法人 山梨県造園建設業協会（以下「乙」という。）とは、地震・

風水害等の災害が発生した場合又は発生する恐れがある場合の応急対策業務の実施に関し、次のとおり

協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、災害が発生した場合又は発生する恐れがある場合に、応急対策業務に係る資機材

提供等の支援により、円滑な県民の救助活動及び災害復旧活動の遂行を図ることを目的とする。 

（支援要請） 

第２条 甲は第１条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を実施する必要があると認めたとき

は、乙に協力を要請するものとする。 

（１） 保有重機及び建設資機材の提供並びにこれらによる応急対策作業  

（２） 生活用水（飲料水以外の生活の中で使用する雑用水をいう。）の供給  

（３） （１）、（２）に対する労務の提供 

（４） 避難地・救援物資集積地としての保有用地の提供 

２ 乙は、甲からの支援要請に基づき、できる限り速やかに乙を構成する会員（以下「乙の会員」とい

う。）と調整し、乙の会員に出動を要請するとともに、派遣する会員名を甲へ報告するものとする。 

３ 災害により甲が乙に連絡することが不可能な場合や緊急を要する場合、甲は乙の会員に直接支援要

請を行うことができるものとする。 

（支援要請の手続き） 

第３条 甲から乙又は乙の会員への支援要請は文書で行うものとし、要請書は甲、乙がそれぞれ１通保

管するものとする。 

２ 緊急を要するなど前項によりがたい場合は、甲から乙又は乙の会員へ支援要請を口頭又は電話等で

行うことができることとするが、この場合においても、甲は、後日速やかに文書にて要請を行うもの

とする。 

３ 甲は、乙の会員が業務を実施するために必要な情報や資料を提出するものとする。 

（業務の実施） 

第４条 出動の指示を受けた乙の会員は、速やかに指示された業務を実施するものとする。 

２ 乙の会員が当該業務を行うにあたっては、二次災害に注意して作業を進めなければならない。また、

当該作業の関係者だけでなく、近隣住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければな

らない。 

３ 乙の会員は、業務従事者の労働災害補償のため、労働者災害補償保険法の適用を受けられるよう手

続きを行うものとする。 

（業務内容の報告） 

第５条 前条の業務を実施する乙の会員は、乙を経由し、適宜業務の進捗状況を甲に報告するとともに、

業務を完了したときは実施結果を文書により報告するものとする。 

（業務の実施体制） 

第６条 乙は、第３条の業務を早急に実施できるよう事前に必要な技術者等の確保、出動の方法を定め、

その実施体制及び連絡系統を示した表を甲に報告するものとする。 

（費用負担） 

第７条 第３条に基づく支援に要する費用は、原則として甲が負担するものとする。 

ただし、支援の要請が市町村からのものであるときは、当該市町村が負担するものとする。 

２ 前項に規定する費用は、災害発生時直前の当該地域における同種の事業の料金等を基準として、甲

または甲の指定する地方自治体と乙が協議のうえ決定するものとする。 
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３ 甲は、前項の費用について、業務終了後、乙から適正な請求書を受理したときは、速やかに甲また

は甲の指定する地方自治体から乙が指定する口座に振り込みにより支払うものとする。 

（損害補償） 

第８条 第５条の規定により、業務に従事したものが死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障

害の状態となったときは、労働者災害補償保険法等の関係法令に基づき補償を受けるものとする。 

（連絡責任者の報告） 

第９条 甲と乙は、本協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに相手方に報告するものとす

る。また、変更があった場合においても直ちに相手方に報告するものとする。 

（車両の通行） 

第１０条 第３条に基づく支援を乙が行うときには、甲は、業務の実施にかかる車両を緊急通行車両と

して通行できるように支援するものとする。 

（協議事項） 

第１１条 この協定に定めのない事項及びこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、その都度、甲、

乙が協議して定めるものとする。 

（協定の効力） 

第１２条 この協定の期間は、協定を締結した日から平成２２年３月３１日までの期間とする。 

２ 前項に規定する期間満了の１箇月前までに甲、乙いずれかから文書により何ら申し出がないときは、

前項の定めにかかわらず、同一条件をもって更に１年間延長するものとし、その後期間満了したとき

も同様とする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ１通を保有する。 

 

平成２１年９月２日 

甲  甲府市丸の内一丁目６番１号 

山梨県知事 

乙  甲斐市篠原２４５６番地の４ 

社団法人 山梨県造園建設業協会 

会長 
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(５) 災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、山梨県地域防災計画に基づき災害時における応急仮設住宅（以下「住宅」という。）

の建設に関して、山梨県（以下「甲」という。）が社団法人プレハブ建築協会（以下「乙」という。）

に協力を求めるにあたって必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この協定において「住宅」とは、災害救助法第23条第1項第1号に規定するところのものをい

う。 

（所要の手続き） 

第３条 甲は住宅建設の要請にあたっては、建築場所、戸数、規模、着工期日その他必要と認める事項

を文書をもって乙に連絡するものとする。ただし、緊急の場合は電話等によることができる。この場

合において、甲は後に前記文書をすみやかに乙に提出しなければならない。 

 

（協力） 

第４条 乙は前条の要請があったときは、乙の会員である住宅建設業者（以下「丙」という。）のあっせ

んその他可能な限り甲に協力するものとする。 

（住宅建設） 

第５条 乙のあっせんを受けた丙は、甲（甲が住宅建設業務を市町村長に委任した場合は、当該市町村

長。次条においても同じ。）の要請に基づき住宅建設を行うものとする。 

（費用の負担及び支払） 

第６条 丙が前条の住宅建設に要した費用は、甲が負担するものとする。 

２ 甲は、丙の住宅建設終了後検査をし、これを確認したときは丙の請求により前項の費用をすみやか

に支払うものとする。 

（連絡窓口） 

第７条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においては山梨県県土整備部住宅対策室、乙において

は社団法人プレハブ建築協会担当部とする。 

（報告） 

第８条 乙は、住宅建設について協力できる建設能力等の状況を毎年１回甲に報告するものとする。 

  ただし、甲が必要と認めた場合は乙に対し随時報告を求めることができる。 

（会員名簿等の提供） 

第９条 乙は、本協定に係る乙の業務担当部員名簿及び乙に加盟する会員の名簿を毎年１回甲に提供す

るものとし、部員及び会員に異動があった場合は、甲に報告するものとする。 

（協議） 

第10条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度甲乙協議のうえ、定めるものと

する。 

（適用） 

第11条 この協定は平成9年3月31日から適用する 

 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自その１通を保管する。 

   平成9年3月31日 

     甲 山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号 

      山梨県知事  天 野  建 

     乙 東京都千代田区霞ヶ関三丁目2番6号 
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        東京倶楽部ビル 

      社団法人 プレハブ建築協会 

       会長 辻  昇 平 
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（６）災害時における応急仮設住宅の建設用木材確保に関する協定書 

 

（目的） 

第１条 この協定は、山梨県地域防災計画に基づく災害時における木造応急仮設住宅

（以下「住宅」という。）の建設用木材確保について、山梨県（以下「甲」という。）、

山梨県森林整備生産事業協同組合（以下「乙」という。）、一般社団法人全国木造建

設事業協会（以下「丙」という。）、山梨県森林組合連合会、南部町森林組合、甲斐

東部材産地形成事業協同組合（以下「丁」という。）が相互に協力することにより、

住宅の供給体制を強化することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この協定において「住宅」とは、災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）第 4

条第 1項第 1号に規定するものをいう。 

 

（木材の販売） 

第３条 甲は、丙から住宅の建設用木材の販売要請を受けたときは、可能な範囲内にお

いて、丙に県有林材を販売するものとする。 

 

（木材の伐採・搬出） 

第４条 乙は、甲から住宅の建設用木材確保への協力要請を受けたときは、県有林材を

伐採及び搬出するなど、住宅建設に必要な協力を行うものとする。 

 

（木材の使用） 

第５条 丙は、この協定に基づき甲から販売された県有林材を住宅の建設に使用するも

のとする。 

 

（木材の集積・引き渡し） 

第６条 丁は、甲から住宅の建設用木材確保への協力要請を受けたときは、県有林材を

集積し、引き渡すなど、住宅建設に必要な協力を行うものとする。 

 

（その他） 

第７条 この協定に定めるもののほか、必要な事項については、その都度甲乙丙丁協議

の上、定めるものとする。 

 

（適用） 

第８条 この協定は平成３０年１２月２６日から施行する。 

 

 この協定を証するため、本書６通を作成し、甲乙丙丁記名押印の上、各自その１通を

保有する。 

 

 平成３０年１２月２６日 

 

      （甲）山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

山梨県知事 
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         （乙）山梨県甲府市徳行四丁目１１番２０号 

            山梨県森林整備生産事業協同組合  

            理事長 

                                 

 

（丙）東京都中央区八丁堀三丁目４番地１０ 

            京橋北見ビル東館６階 

            一般社団法人全国木造建設事業協会 

            理事長 

                                 

 

         （丁）山梨県中央市極楽寺１２１４番地 

            山梨県森林組合連合会  

            代表理事会長 

                                 

            山梨県南巨摩郡南部町内船７７５４番地１ 

            南部町森林組合  

            代表理事組合長 

                                 

            山梨県大月市初狩町中初狩字近ヶ坂３２７４番地の２ 

            甲斐東部材産地形成事業協同組合 

            代表理事 
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(７) 災害時における交通の確保等の業務に関する協定 

 

 山梨県（以下「甲」という。）と社団法人山梨県警備業協会（以下「乙」という。）とは、災害時にお

ける交通の確保等の業務について、次のとおり協定する。 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時において被災地の被害拡大防止及び救援、救護活動等を円滑に実施するた

めの事項を定め、緊急に必要とする交通誘導その他の警備業務を遂行して、県民生活の安定に寄与す

ることを目的とする。 

（業務内容） 

第２条 この協定により、甲が乙に要請する業務（以下「要請業務」という。）は、災害時における被災

地の被害拡大防止及び救援、救護活動等を円滑にするための交通誘導、避難場所等の警戒活動、救援

物資の保管場所の警備活動その他甲が必要と認める警備業務とする。 

（出動要請） 

第３条 甲は、災害が発生した場合において、山梨県警察本部長（以下「警察本部長」という。）の意見

を聞いて必要と認めるときは、警察本部長を経由して、乙に出動を要請するものとする。 

２ 乙は、甲の出動要請がなされた場合は、可能なかぎりこれに応ずるものとする。 

（出動警備員の指定） 

第４条 要請業務に従事する警備員は、別に山梨県警察と乙とが協議して定める者をもって充てるもの

とする。 

（業務の解除） 

第５条 甲は、要請業務の必要がなくなったときは、警察本部長を経由して乙に対し、すみやかに文書

等により業務の解除を連絡するものとする。 

２ 乙は、業務解除後すみやかに出動警備員について、出勤日、出動時間、業務内容等を文書により警

察本部長を経由して甲に報告しなければならない。 

（費用の負担等） 

第６条 要請業務の実施に伴う費用は、当該地域における通常の実費用を基準として、甲と乙とが協議

の上定め、甲が負担する。 

２ 乙は、業務解除後、所定の方法により費用を甲に請求するものとする。 

３ 甲は、前項の請求があったときは、内容を精査、確認してその費用を乙に支払うものとする。 

（出動警備員の災害補償） 

第７条 要請業務の実施により、出動した警備員が災害を受けた場合の補償は、当該警備員の使用者た

る警備業者の責において行うものとする。 

（損害賠償） 

第８条 要請業務の実施により、甲又は第三者に損害を与えた場合の賠償は、当該警備員の使用者たる

警備業者の責において行うものとする。 

（訓練） 

第９条 乙は、この協定に基づく業務を円滑に実施するため、甲が実施する防災訓練に参加するととも

に、平素から災害時を想定した訓練に努めるものとする。 

（協議） 

第10条 この協定に定める事項について疑義が生じたときは、その都度、甲と乙が協議して定めるもの

とする。 

（適用） 

第11条 この協定は、平成9年3月11日から適用する。 
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この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成9年3月11日 

     甲 山梨県知事  天 野  建 

     乙 社団法人山梨県警備業協会 

      会長  望 月  操 三 
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災害時における交通の確保等の業務に関する細目協定 

 

 山梨県警察（以下「甲」という。）と社団法人山梨県警備業協会（以下「乙」という。）は、山梨県（以

下「県」という。）と乙との間で締結された「災害時における交通の確保等の業務に関する協定」（以下

「基本協定」という。）第３条の出動要請に基づく業務の実施に関して、次のとおり協定する。 

（出動要請） 

第１条 県からの乙に対する出動要請は、甲が乙に対して具体的に日時、場所、業務内容及び出動警備

員数を示して警備員の出動を文書等により行うものとする。出動期間については、別途協議するもの

とする。 

２ 乙は、甲が要請する警備業務を警備業者に委託するものとする。 

（業務の連絡） 

第２条 甲は、乙が委託した警備業者に対し、具体的業務内容を要請業務の実施地域を管轄する警察署

長（以下「署長」という。）を経由して連絡するものとする。 

２ 出動要請を受けた警備業者は。甲の要請に係る業務について、要請業務の実施地域を管轄する警察

署長に、出動警備員及び業務内容等について報告しなければならない。 

（業務の実施） 

第３条 出動警備員は、所属警備業者の指揮に基づき、甲の要請する業務に従事するものとする。 

２ 乙は、出動後速やかに警備業者ごとに第１条の出動要請に係る警備員の出動状況を文書により甲に

報告しなければならない。甲は、警備員の出動状況について、乙に対して必要の都度、教務内容等の

報告を求めることができる。 

（出動警備員の資格） 

第４条 基本協定に基づく要請業務に従事する警備員は、警備業務ごとに専門的知識、技能を有し、か

つ、警備業務の経験が１年以上ある者でなければならない。 

２ 交通誘導警備業務に警備員を出動させる場合は、当該出動警備員数の中に、警備員等の検定に関す

る規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号）で定める検定合格者を４分の１以上含めるものとする。 

（出動可能人員の届出） 

第５条 乙は、要請業務に応ずるため毎年、年度始めに甲に対して出動可能警備員数を報告するものと

する。 

（訓練） 

第６条 乙は、基本協定に基づく要請業務を円滑に行うため、必要な訓練の実施に努めるものとする。 

２ 甲は、乙の行う前項の訓練に対して、必要な指導を行うことができる。 

（協議） 

第７条 この協定に定める事項について疑義が生じたときは、その都度、甲と乙が協議して定めるもの

とする。 

（適用） 

第８条 この協定は、平成9年3月11日から適用する。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成9年3月１１日 

     甲 山梨県警察本部長 加 地 隆 治 

     乙 社団法人山梨県警備業協会 

        会長  望 月 操 三 
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(８) アマチュア無線による災害時応援協定書 

 

 社団法人日本アマチュア無線連盟山梨県支部（以下「ＪＡＲＬ山梨県支部」という。）と山梨県（以下

「県」という。）は、県が災害対策基本法（昭和36年法律第223号、以下「災対法」という。）に基づき

実施する災害時における情報の収集伝達に関し、県民の安全と県民生活の早期安定を確保するためには、

行政及び民間が連携及び協力し、地域の総力をあげて災害応急対策を推進していくことが重要であると

の共通の認識のもとに、次のとおり協定を締結する。 

  平成10年8月25日 

    社団法人 日本アマチュア無線連盟山梨県支部長 

        秋 山  亮 

    山 梨 県 知 事  天 野  建 

（目的） 

第１条 この協定は、県内及びその周辺で大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にお

いて、ＪＡＲＬ山梨県支部のアマチュア無線局が県に協力して、災害情報の収集伝達を行うために必

要な事項について定めることを目的とする。 

（性格） 

第２条 前条におけるアマチュア無線局の活動は、ボランティア精神に基づく活動とする。 

（構成員） 

第３条 この協定において、情報の収集伝達を行うものは、ＪＡＲＬ山梨県支部の構成員（以下「構成

員」という。）とする。 

２ ＪＡＲＬ山梨県支部は、毎年１回構成員名簿の見直しを行い、県に提出するものとする。 

（災害） 

第４条 この協定において「災害」とは、災対法第２条第１項第１号に定める内容をいう。 

（要請） 

第５条 県は、災害時において、公衆通信回線網その他の手段による通信連絡が困難又は不可能な場合

で災害情報の収集伝達上必要があると認めるときは、ＪＡＲＬ山梨県支部及び構成員に対し、情報の

収集伝達について、協力を要請することができる。 

（情報の提供） 

第６条 ＪＡＲＬ山梨県支部の構成員は、県から協力要請がなくても必要と思われる災害情報について

は、県に提供することができるものとする。 

（連絡系統） 

第７条 ＪＡＲＬ山梨県支部と県との情報連絡系統は、別表のとおりとする。 

（情報収集連絡の訓練） 

第８条 ＪＡＲＬ山梨県支部及び県は、非常災害時の災害情報収集伝達を迅速かつ的確に行うため、毎

年共同して訓練を行うものとする。 

（雑則） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、ＪＡＲＬ山梨県支部と県

が協議の上定めるものとする。 

 

 附則 

 この協定は平成10年8月25日から実施する。 

 

ＪＡＲＬ山梨県支部と県は、この協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、それぞれ署名押

印の上、各自その１通を保有するものとする。 
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別表（第７条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山梨県災害対策本部 山梨県職員
（総務部消防防災課） アマチュア無線クラブ

（常設無線局）

県内各地域クラブ
アマチュア無線局

県内各学校クラブ
アマチュア無線局

県内各職域クラブ
アマチュア無線局

県内各特殊クラブ
アマチュア無線局

ＪＡＲＬ山梨県支部



 

- 478 - 

(９) 災害時の物資等の緊急輸送に関する協定 

 

 山梨県（以下「甲」という。）と社団法人山梨県トラック協会（以下「乙」という。）とは、次のとお

り災害時の物資等の緊急輸送に関する協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、地震等による大規模災害が発生し、又は発生のおそれがある場合において、山梨

県地域防災計画に基づく災害応急対策として、物資等の緊急時の輸送業務が適正かつ円滑に実施され

ることを目的とする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、次に掲げる場合において必要があると認めたときは、乙に対し、物資等の緊急輸送を要

請することができるものとする。 

 (1) 県内に災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。 

 (2) 県外において災害が発生し、救援の必要があると認められるとき。 

 (3) その他甲が必要と認めるとき 

（業務の内容） 

第３条 甲が乙に協力を要請する輸送業務の内容は、次のとおりとする。 

 (1) 物資等の緊急輸送に関すること。 

 (2) その他物資等の緊急時の輸送に付随する業務として甲が必要と認めるもの。 

（要請の方法） 

第４条 第２条の要請は、次に掲げる事項を明示した文書（別記様式１）により行うものとする。ただ

し、文書によるいとまがないときは、口頭又は電話等により要請し、事後、速やかに文書により要請

するものとする。 

 (1) 災害の状況及び輸送業務の要請を必要とする事由 

 (2) 輸送を必要とする車両、人員、期間、輸送先等 

 (3) 輸送物資等の種類（数量） 

 (4) 物資積み込み、取り下ろし場所及び活動内容 

 (5) その他参考となる事項 

（協力の実施） 

第５条 乙は、甲からの協力の要請を受けたときは、やむを得ない事由のない限り、通常業務に優先し

て最大限の協力を行うものとする。 

２ 甲は、乙が実施する緊急時の輸送業務が円滑に実施できるよう、情報の提供その他必要な協力を行

うものとする。 

（報告） 

第６条 乙は、前条の規定により輸送業務に従事した場合は、速やかに甲に対し、次に掲げる事項を明

示した文書（別記様式２）により報告するものとする。 

  ただし、緊急を要する場合は、口頭又は電話等により報告し、事後、文書を提出するものとする。 

 (1) 輸送期日、輸送先、輸送距離、車両数、人員、輸送物資等 

 (2) 事業者名 

 (3) その他必要な事項 

（経費の負担） 

第７条 第５条の規定により実施した輸送業務に要した費用は、甲が負担するものとする。 

２ 前項に規定する費用は、災害発生時直前における地域の事業者の届出運賃・料金を基準として、甲

乙協議のうえ決定するものとする。 

３ 甲は、前項の費用について、輸送業務終了後、乙から請求書を受理したときは、速やかに支払うも
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のとする。 

（事故等） 

第８条 乙の供給した事業用自動車が故障その他の理由により運航を中断したときは、乙は速やかに当

該事業用自動車を交換してその供給を継続するものとする。 

２ 乙は、前項の場合その他事業用自動車の運行に際し、事故が発生したときは、甲に対し速やかにそ

の状況を報告するものとする。 

（災害補償の負担等） 

第９条 輸送業務の従事員が災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法等の関係法令に基づき補償を

受けるものとする。 

２ 前項の外、輸送業務の従事員が災害救助法等を適用すべき災害を受けた場合には、甲が関係法令に

基づき補償するものとする。 

  なお、輸送先において市町村長等からの要請により応急業務に従事中、災害対策基本法等に適用す

べき災害を受けた場合は、甲は関係市町村長等に対し、関係法令に基づき適切な災害補償が受けられ

るよう助言するものとする。 

（連絡責任者） 

第10条 この協定の実施に関する事務を円滑に進めるため、連絡責任者を置くものとする。 

２ 前項の連絡責任者は、甲については総務部消防防災課長とし、乙については、専務理事とする。 

（協議） 

第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ決定するもの

とする。 

（適用） 

第12条 この協定は、締結の日から適用し、甲又は乙が文書をもって協定を終了させる意思を通知しな

い限り、その効力は継続するものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙が記名押印の上、それぞれ１通を保有

する。 

 

  平成11年3月15日 

      甲 甲府市丸の内一丁目6番1号 

       山梨県知事  天 野  建 

      乙 東八代郡石和町唐柏1000-7 

       社団法人 山梨県トラック協会 

         会長 宮 川  睦 武 
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別記様式１ 

第     号 

平成  年  月  日 

社団法人山梨県トラック協会 

   会長 ○ ○ ○ ○  殿 

山梨県知事 ○ ○ ○ ○    

緊急物資等輸送要請書 

「災害時の物資等の緊急輸送に関する協定」に基づき、下記のとおり輸送業務を要請します。 

記 

１ 災害の状況及び輸送業務の要請を必要とする事由 

２ 輸送を必要とする車両・輸送内容等 

車種（形状） 最大積載量(t) 必要な台数 乗務員数 

        

    

輸送期間（日時） 輸送先 輸送物資等の種類（数量） 

      

３ 物資の積み込み・取り下ろし場所及び活動内容 

 (1) 積み込み 

  ○場  所： 

  ○活動内容： 

 (2) 取り下ろし 

  ○場  所： 

  ○活動内容： 

４ その他参考となる事項 
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別記様式２ 

第     号 

平成  年  月  日 

山梨県知事  ○ ○ ○ ○  殿 

社団法人山梨県トラック協会 

会長 ○ ○ ○ ○    

緊急物資等輸送実施報告書 

「災害時の物資等の緊急輸送に関する協定」に基づき、下記のとおり緊急物資等を輸送しましたので報

告します。 

記 

１ 輸送結果 

輸送月日 

（期間） 

輸送先 

（区間及び距離） 
事業者名 

車種(t)・ 

台数 
乗務員数 

物資輸送等の 

種類(数量) 

            

２ その他必要な事項 
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(１０) 災害時における食糧、生活必需品等の輸送協力に関する協定 

 

 山梨県（以下「甲」という。）と赤帽山梨県軽自動車運送協同組合（以下「乙」という。）とは、次の

とおり災害時における食糧、生活必需品等（以下「物資等」という。）の輸送協力に関する協定を締結す

る。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、甲の地域内に地震その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下

「災害時」という。）における物資の輸送について、甲が乙に自動車による輸送の協力を要請し、相互

に協力することにより県民生活の早期安定を図ることを目的とする。 

（協力要請及び要請手続き） 

第２条 甲は、災害時において、物資輸送のため車両及び運転者等（以下「車両等」という。）を必要と

するときは、次に掲げる事項を明らかにした文書（別記様式１）により、乙に協力を要請することが

できる。ただし、緊急を要するときは口頭で要請し、その後すみやかに文書を送付するものとする。 

 (1) 災害の状況及び要請する理由 

 (2) 要請する車両台数 

 (3) 要請期間及び輸送する物資 

 (4) その他必要事項 

（物資輸送協力の実施） 

第３条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、特別な事由がない限りこれに協力し、物

資の輸送を行うものとする。 

（輸送業務） 

第４条 甲の要請により物資の輸送に従事する乙の組合員は、甲の指示により、物資の輸送業務に従事

するものとする。 

（報告） 

第５条 乙は、前２条の規定に基づき輸送業務を実施したときは、次に掲げる事項を口頭で甲に報告す

るものとし、その後、文書（別記様式２）を送付するものとする。 

 (1) 従事した車両等の名簿 

 (2) 従事した日数及び走行距離 

 (3) その他必要事項 

（経費の負担） 

第６条 第３条の規定により実施した輸送業務に要した経費は、甲が負担するものとする。 

２ 前項の規定により甲が負担する額は、当該災害の発生直前において乙の組合員が国土交通大臣に届

け出ている運賃を基準に、甲と乙が協議して決定するものとする。 

（経費の請求） 

第７条 乙は、組合員の輸送活動実績及び経費を集計し、甲に一括して請求するものとする。 

（経費の支払い） 

第８条 甲は、前条の規定に基づき乙から経費の支払いの請求があった場合は、速やかに乙に支払うも

のとする。 

（災害補償の負担等） 

第９条 輸送業務の従事員が災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法等の関係法令に基づき補償を

受けるものとする。 

２ 前項の外、輸送業務の従事員が災害対策基本法等を適用すべき災害を受けた場合は、甲が関係法令

に基づき補償するものとする。 

  なお、輸送先において市町村長等からの要請により応急措置の業務に従事中、災害対策基本法等を
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適用すべき災害を受けた場合は、甲は関係市町村長等に対し、関係法令に基づき適切な災害補償が受

けられるよう助言するものとする。 

（支援体制の整備） 

第10条 乙は、災害時における円滑な輸送の協力が図られるよう、広域的な応援体制の整備に努めるも

のとする。 

２ 乙は、この協定により協力できる組合員の名簿を毎年、甲に通知するものとする。 

 

（協議） 

第11条 甲と乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、必要に応じ協議を行うものとする。 

２ この協定に定めのない事項及び物資の輸送について必要な事項は、甲と乙が協議して定めるものと

する。 

（適用） 

第12条 この協定は、締結の日から適用し、甲又は乙が文書をもって協定を終了させる意思を通知しな

い限り、その効力は継続するものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙が記名押印の上、それぞれ１通を保有

する。 

 

  平成14年3月20日 

     甲 甲府市丸の内一丁目6番1号 

       山梨県知事  天野 建 

     乙 甲府市徳行一丁目1番21号 

      赤帽山梨県軽自動車運送協同組合 

       理事長  幡野 良治 
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(11) 災害時における山梨県と関東郵政局の協力に関する覚書 

 

 山梨県知事（以下「甲」という。）と関東郵政局長（以下「乙」という。）は、山梨県内に地震、風水

害その他の災害が発生した場合、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法、災害救助

法その他関係法令に定める災害予防、災害応急対策等防災に関しとるべき措置のほか、必要とする措置

を山梨県と関東郵政局が相互に協力し円滑に遂行するため、次のとおり覚書を締結する。 

（用語の定義） 

第１条 この覚書において「災害」とは、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条第１号に定

めるものをいう。 

（協力要請） 

第２条 甲及び乙は、山梨県内に災害が発生したとき、若しくは発生するおそれがある場合において、

次の各号について必要に応じ、相互に協力を要請することができる。 

 (1) 乙は災害時における郵便・為替貯金・簡易保険に係わる災害特別事務取扱及び援護対策を行う。 

 (2) 乙が管理する集配郵便局において、必要に応じて、道路の被災状況等に関する情報提供を行うほ

か、休憩所としてトイレ、飲料水その他施設の提供 

 (3) 甲が所有し、又は管理する施設及び用地を郵便局集積所等として提供 

 (4) 乙が所有し、又は管理する施設及び用地を避難場所、応急仮設用地等として提供 

 (5) 甲又は乙が収集した、被災住民の避難先及び被災状況等の情報の相互提供 

 (6) 乙による、必要に応じた避難所への郵便差出箱（ポスト）の設置 

 (7) 前各号に定めるもののほか、支援・協力できる事項 

 

（協力の実施） 

第３条 甲及び乙は、前条の規定による要請を受けたときは、その重要性に鑑み、協力するよう努めな

ければならない。 

（経費の負担） 

第４条 第２条に規定する協力要請に要した経費は、法令その他特段の定めがあるものを除くほか、要

請したものが適正な方法により算出した金額を負担するものとする。 

２ 前項の定めによりがたいときは、甲乙協議の上、決定するものとする。 

（災害対策本部への参加） 

第５条 乙は甲から要請があった場合、必要に応じ甲の設置する災害対策本部に職員を派遣することが

できる。 

（災害情報等の収集・伝達体制の整備） 

第６条 甲及び乙は、災害情報等を迅速かつ的確に収集・伝達するため、その方策について協議するも

のとする。 

（防災訓練等への参加） 

第７条 甲及び乙は、この覚書に基づく応援が円滑に行われるよう、相互の防災訓練等に参加するよう

努めるものとする。 

（情報の交換） 

第８条 甲及び乙は、この覚書に基づく応援が円滑に行われるよう、防災に係わる計画その他必要な情

報を相互に交換するものとする。 

（連絡責任者） 

第９条 この覚書に関する連絡責任者は、甲においては山梨県総務部消防防災課長、乙においては甲府

中央郵便局総務課長とする。 

（市町村との連携） 
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第10条 この覚書は、山梨県内各郵便局長と関係市町村長との間の災害支援協力に関する覚書と連携す

るものであり、特に各市町村をまたがる広域災害時においては、相互に密接な連携を取り合って実効

性を確保するよう努めるものとする。 

（協議） 

第11条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものと

する。 

 

 この覚書の締結を証するため、この書面２通を作成し、甲乙両者が記名押印の上、各自その１通を保

管するものとする。 

 

平成12年6月22日 

     甲 山梨県知事 天野 建 

     乙 関東郵政局長 高原 耕三 

 

（注）本協定中「関東郵政局」を「日本郵政公社南関東支社」と読み替えるものとする。 
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(12) 地震等大規模災害時における災害廃棄物処理等の協力に関する協定 

 

山梨県（以下「甲」という。）と社団法人山梨県産業資源循環協会（以下「乙」という。）は、地震等

大規模災害発生時における災害廃棄物処理等の協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、山梨県内において地震等大規模災害が発生した場合に、甲が乙に災害廃棄物の撤

去、収集・運搬、中間処理・処分の協力を要請するに当たって必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この協定において、「災害廃棄物」とは、地震等大規模災害により倒壊、焼失した建築物等の解

体撤去に伴って発生する木くず、コンクリートくず、金属くず等及びこれらの混合物並びに災害に伴

い緊急に処理する必要が生じた廃棄物をいう。 

（協力要請） 

第３条 甲は、県内市町村・一部事務組合（以下「市町村等」という。）が実施する次の各号に掲げる事

業（以下「災害廃棄物の処理等」という。）について、市町村等からの要請に基づいて、乙に協力を要

請するものとする。 

(1) 災害廃棄物の撤去 

(2) 災害廃棄物の収集・運搬 

(3) 災害廃棄物の中間処理・処分 

(4) 前各号に伴う必要な事項 

（災害廃棄物の処理等の実施） 

第４条 乙は、甲から要請があったときは、必要な人員、車輌、資機材を調達し、市町村等が実施する

災害廃棄物の処理等に可能な限り協力するものとする。 

２ 乙は、災害廃棄物の処理等に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。 

(1) 周囲の生活環境を損なわないよう十分に配慮すること。 

(2) 災害廃棄物の再利用及び再資源化に配慮し、その分別に努めること。 

（情報の提供） 

第５条 甲は、大規模災害時に円滑な協力が得られるように、乙に県内の被災、復旧状況等必要な情報

を提供するものとする。 

２ 乙は、災害廃棄物の処理等に関し協力可能な会員の状況を甲へ報告するものとする。 

（協力要請の手続き） 

第６条 甲は、協力要請に当たっては、次の各号に掲げる事項を文書で乙に通知する。ただし、文書に

より難い場合は、口頭で要請し、後日、速やかに文書で通知するものとする。 

(1) 市町村名 

(2) 協力内容 

(3) その他必要な事項 

（実施報告） 

第７条 乙は、災害廃棄物の処理等を実施したときは、次の各号に掲げる事項を文書で甲に報告するも

のとする。 

(1) 市町村名 

(2) 実施内容 

(3) その他必要な事項 

（経費の負担） 

第８条 第３条に規定する要請に基づき乙が実施した災害廃棄物の処理等に要した経費については、原

則として当該市町村等が負担するものとし、その額は乙と当該市町村等で協議の上決定するものとす
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る。 

（連絡窓口） 

第９条 この協定に関する連絡窓口は、甲においては山梨県森林環境部環整備課、乙においては社団法

人山梨県産業資源循環協会事務局とする。 

（協会員の状況等の報告） 

第１０条 乙は、この協定に基づく廃棄物の処理が円滑に行われるよう、必要機材の確保可能台数等の

状況を３年ごとに作成し、これを甲に報告するものとする。ただし、甲が必要と認めた場合は、乙に

随時報告を求めることができる。 

（協議） 

第１１条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度甲と乙で協議して定める。 

 

  この協定を証するため本書２通を作成し、甲乙各１通を保有するものとする。 

  この協定は、平成１７年５月１２日から効力を発生する。 

 

平成１７年５月１２日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号    

山梨県知事     山本 栄彦  

乙 山梨県甲府市徳行２丁目２番３７号   

社団法人山梨県産業資源循環協会 

会  長       古屋 昶 
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地震等大規模災害時における災害廃棄物処理等の 

協力に関する協定の一部を改定する協定 
 

山梨県（以下「甲」という。）と一般社団法人山梨県産業資源循環協会（以下「乙」という。）

との間で、平成１７年５月１２日に締結した協定（以下、「原協定」という。）の一部を次のと

おり改定するものとする。 
 
第１条 原協定の前文中「社団法人山梨県産業廃棄物協会」を「一般社団法人山梨県産業資源

循環協会」に改める。 
 
第２条 原協定の第１条中、「中間処理・処分」の次に「、仮置場の管理・運営等」を加える。 
 
第３条 原協定の第３条中、第４号を第５号とし、同条に第４号として次の１号を加える。 

 (4) 災害廃棄物の仮置場の管理・運営 
 
第４条 原協定の第９条中、「山梨県森林環境部環境整備課」を「山梨県環境・エネルギー部

環境整備課」に、「社団法人山梨県産業廃棄物協会」を「一般社団法人山梨県産業資源循環

協会」に改める。 

 

この協定は、令和５年４月１日から適用するものする。 

 

この協定を証するため本書２通を作成し、甲乙各１通を保有するものとする。 

 

 令和５年３月２０日 

 

         甲 山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号 

 

           山梨県知事 長崎 幸太郎  印 

 

 

         乙 山梨県甲府市中町２１９番地９ 

 

           一般社団法人山梨県産業資源循環協会 

 

           会 長   反田 成樹   印 
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(13) 災害救助法に基づく救助業務委託契約書 

 

 災害救助法（昭和２２年法律第１１８号。以下「法」という。）に基づく救助又はその応援の

実施について、山梨県知事（以下「甲」という。）と日本赤十字社山梨県支部事務局長（以下「乙」

という。）との間に次のとおり委託契約を締結する。 

 

第１条 乙が甲の委託を受けて救助又はその応援を実施する災害の範囲は、甲が法の適用を認め

た場合に限る。 

 

第２条 法第１６条の規定によって、甲が救助又はその応援の実施に関して必要な事項を乙に委

託することができる範囲は、次のとおりとする。 

（１）避難所の設置 

甲が行う避難所の設置の支援として、次の事項を必要に応じて行う。 

ア 生活環境の整備 

救援物資の配布や衛生管理対策を含めた生活環境の整備を行うこと。 

イ こころのケア 

災害の発災直後における被災者の精神的なショック及び避難生活による心労に対し、健

康相談等のこころのケアを応急的に行うこと。 

（２）医療及び助産 

ア 医療 

（ア）診察 

（イ）薬剤又は治療材料の支給 

（ウ）処置、手術、その他の治療及び施術 

（エ）病院又は診療所への収容 

（オ）看護 

イ 助産 

（ア）分娩の介助 

（イ）分娩前及び分娩後の処置 

（ウ）脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の支給 

（３）死体の処理 

ア 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置 

イ 検案 

（４）その他必要な事項 

法第４条に規定される救助の範囲において、必要な事項を委託することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急の必要があると認めるときは、甲乙協議のうえ、委託の範囲

を変更することができる。この場合において、甲は、乙に委託する事項について、書面により

明示するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭、電子メール等によることができる

ものとし、事後、速やかに文書により当該委託事項を明示するものとする。 

 

第３条 乙が甲の委託を受けて行う事項（以下、「委託事項」という。）の期間は、次のとおりと

する。ただし、甲の要請により延長することができる。 

（１）避難所の設置の期間は、災害発生の日から７日以内とする。 

（２）医療の実施期間は、災害発生の日から１４日以内とする。 

（３）助産の実施期間は、災害発生の日の以前又は以後７日以内に分娩した者に対して、分娩し



 

- 492 - 

た日から７日以内とする。 

（４）死体の処理期間は、災害発生の日から１０日以内とする。 

 

第４条 法第１９条の規定によって、乙が支弁した費用は、その費用のための寄附金その他の収

入を除き、甲が補償する。但し、乙が独自の計画に基づいて実施した業務に要した費用は、乙

の負担とする。 

 

第５条 法第１９条の規定による乙が支弁した費用に対する甲が行う補償にかかる請求及びそ

の額は、次によるものとする。 

（１）補償の額は、乙が委託事項を実施するために支弁した費用であって、その費用に充当すべ

き寄附金その他の収入がある場合には、それを控除した額とする。 

（２）寄附金その他の収入とは、乙が当該災害の際特に救助又はその応援のために使用すること

を指定して受けた金品をいい、国又は地方公共団体の災害設備整備に要する補助金、日本赤

十字社募金及び一般義援金品は含まないものとする。 

（３）補償の請求は「災害救助法第１９条の規定による補償請求書（別紙様式）」の提出によっ

て行うものとする。 

（４）補償の請求に際し、提出する書類のうち、乙の支弁費用にかかる証拠書類等については、

その写しを添付することとし、正本は乙が保管することとする。 

 

第６条 委託事項を実施するために必要な支弁費用は、次の各号によるものとする。 

（１）人件費 

委託事項の実施に従事した救護員の旅費、役務提供の対価に相当する費用（日本赤十字社

の有給職員を除く。）、時間外手当及び深夜手当として、日本赤十字社旅費規則、同救護規則

第２８条の規定による費用弁償に関する規程及び同職員給与要綱により又は準じて算定し

た額とする。 

ア 旅費 

イ 役務費 

ウ 時間外手当及び深夜手当 

（２）救助費 

ア 避難所の設置 

（ア）生活環境の整備 

生活環境の整備のために使用した器物の購入費又は借上料等の実費とする。 

（イ）こころのケア 

こころのケアのために使用した消耗品及び消耗材料等の購入費又は借上料等の実費

とする。 

イ 医療及び助産 

医療及び助産のために使用した薬剤、治療材料、衛生材料、医療器具破損修理等の実費

とする。 

ウ 死体の処理 

（ア）死体の洗浄、縫合、消毒等の処置 

死体の洗浄、縫合、消毒等の処置として一体当たり「山梨県災害救助法施行細則別表

第一の十一の（四）の（１）に定める金額」以内の実費とする。 

（イ）検案 

検案の処置のために使用した材料、器具破損処理等の実費とする。 
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エ その他必要な事項 

（ア）救護所設置のために使用した救護器材費、消耗器材費、建物等の借上料及び破損修理

を含む損料の実費とする。 

（イ）上記（ア）のほか、委託事項の実施のために要した費用の実費とする。 

（３）輸送費 

委託事項の実施のために必要な輸送費についての当該地域における通常の実費とする。 

（４）賃金職員等雇上費 

委託事項の実施のために必要な賃金職員等雇上費についての当該地域における通常の実

費とする。 

（５）扶助金 

委託事項の実施に従事した救護員（日本赤十字社の有給職員を除く。）が、業務上の理由

により負傷し、疾病にかかり又は死亡したとき、その者又はその者の遺族に対し、日本赤十

字社法第３２条の規定によって、支給した扶助金の額とする。 

ア 療養扶助金 

イ 休業扶助金 

ウ 障害扶助金 

エ 遺族扶助金 

オ 葬祭扶助金 

カ 打切扶助金 

（６）事務費 

委託事項の実施のための事務処理に使用した文房具等の消耗品費、通信運搬費等の実費と

する。 

ア 消耗品費 

イ 通信運搬費 

ウ その他 

 

第７条 甲は、必要と認めた場合、委託事項についても直接実施し得るものとする。 

 

第８条 前各条に定めるものの外、必要な事項は、甲・乙両者の協議により定めるものとする。 

 

附  則 

１ この契約の有効期間は、令和  年  月  日から令和４年３月３１日までとする。 

ただし、有効期間満了の１ヶ月前に契約当事者のいずれか一方から何等の意思表示がなけれ

ば、本契約は更に１年間引続きその効力を有する。以後満期の時においても同様とする。 

２ 平成１６年６月１６日締結した「災害救助法に基づく救助業務委託契約書」は、令和  年  

月  日をもって解除する。 

３ 本契約の確実を証明するために、本書二通を作り双方署名調印の上各一通を保有するものと

する。 

 

令和３年１２月２４日 

 

甲  甲府市丸の内一丁目６番１号 

                    山梨県知事  長 崎  幸 太 郎 
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乙  甲府市池田一丁目６番１号 

                    日本赤十字社山梨県支部 

                    事 務 局 長  𠮷 原  美 幸 
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災害救助法第１９条の規定による補償請求書 

 

 

災害救助法第１６条の規定による委託事項に基づき、災害に際して実施した救助 

（の応援）に係る当社が支弁した費用に対する補償を同法第１９条の規定により下記のとおり請

求します。 

 

 

 

 

    年   月   日 

 

    日本赤十字社山梨県支部事務局長  氏 名            ㊞ 

 

 

山 梨 県 知 事 殿 

 

 

１ 請求金額          金             円也 

  支弁費用総額                      円 

  寄附金その他の収入額                  円 

 

２ 救助の種類及び期間 

 

救助の種類 期  間 適  要 

   

 

３ 支弁費用の明細 

 

   支弁費用明細書（別紙）のとおり 
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（別紙） 

 

支弁費用明細書 

区  分 金  額 備  考 

１ 人件費 

（１）旅費 

（２）役務費 

（３）時間外手当及び深夜手当 

２ 救助費 

（１） 避難所の設置 

  ア 生活環境の整備 

  イ こころのケア 

（２） 医療及び助産 

  ア 医療 

  イ 助産 

（３） 死体の処理 

ア 死体の洗浄、縫合、消毒等 

  イ 検案 

（４） その他必要な事項 

３ 輸送費 

４ 賃金職員等雇上費 

５ 扶助金 

（１） 療養扶助金 

（２） 休業扶助金 

（３） 障害扶助金 

（４） 遺族扶助金 

（５） 葬祭扶助金 

（６） 打切扶助金 

６ 事務費 

（１）消耗品費 

（２）通信運搬費 

（３）その他 

 日本赤十字社救護

規則第28条の規定

による費用弁償費

を計上するもので

あること。 

合  計 
  

 

注）この費用明細書の各費目の明細は内訳として添付すること。 
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(14) 大規模災害発生時の応急復旧業務の実施に係る相互協力に関する協定 
 
 山梨県（以下「県」という。）と中日本高速道路株式会社八王子支社（以下「会社」という。）とは、

「山梨県と中日本高速道路株式会社との包括的提携協定書」（平成１８年４月７日締結）に基づき、大規

模災害発生時の緊急時における応急復旧業務の実施にあたり、相互に協力することについて、次のとお

り協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、大規模災害発生時の緊急時における応急復旧業務の実施にあたり、相互協力に必要

な事項を定め、もって災害応急復旧業務の適正かつ円滑な遂行を図ることを目的とする。 

（相互協力の内容） 

第２条 大規模災害発生時の緊急時における応急復旧業務の相互協力は、次の各号に掲げる内容とし、

協力要請された県または会社は、自らが行う業務に支障ない範囲において、応じるものとする。 

 一 道路の土工部、橋梁部及びトンネル部等の大規模道路構造物の異常、変形及び損傷等の調査、復

旧に対する技術的支援 

 二 応急復旧工事に必要となる資機材の提供 

  三 休憩施設等の緊急開口部を利用した緊急車輌等の出入り 

四 応急復旧業務に必要な情報交換 

 五 その他応急復旧業務の実施に必要と認められる事項 

（協力の要請） 

第３条 協力を要請する県または会社は、第２条に定める協力内容を明らかにし、口頭もしくは電話等

で協力を要請し、後日速やかに文書を送付するものとする。 

（業務内容の報告） 

第４条 前条で要請された業務を実施した県または会社は、実施した業務内容及び実施結果を文書をも

って報告することとする。 

（費用負担） 

第５条 第２条に基づく協力に要する費用は、原則として協力を要請した県または会社が負担するもの

とする。 

（補償） 

第６条 本協定に基づいて業務に従事した者（以下「従事者」という。）が本業務において負傷若しく

は疾病にかかり、または、死亡した場合の補償については、原則として、従事者の使用者の責任にお

いて行うものとする。 

（情報連絡体制） 

第７条 大規模災害発生時の協力が円滑に実施されるために、担当事業部署の名称及び連絡先を相互に

交換するものとする。また、必要に応じて、県または会社は情報連絡員を相手先に派遣することがで

きるものとする。 

（その他） 

第８条 本協定に定めのない事項または本協定の解釈に疑義を生じた事項については、その都度協議を

するものとする。 

（適用） 

第９条 本協定は平成１９年 ２月 ９日から適用し、有効期間は「山梨県と中日本高速道路株式会社

との包括的提携協定書」が締結の間とする。ただし、県または会社が相互協力することが困難になる

事由が生じた場合は事前に協議のうえ、本協定を解除することができる。 
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  平成１９年 ２月 ９日 

 

        甲  山 梨 県 

                            県土整備部長     根 岸 秀 之  

 

        乙  中日本高速道路株式会社八王子支社 

                                     支 社 長      今 井 正 平  
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(15) 災害時における調査･設計等の応急対策業務に関する協定書 

 

山梨県知事（以下「甲」という。）と社団法人山梨県測量設計業協会会長（以下「乙」という。）及び

有限責任中間法人山梨県建設コンサルタンツ協会会長（以下「丙」という。）とは、地震、風水害等の

災害（以下「災害」という。）により、甲の所管する道路、河川、砂防、地すべり防止、急傾斜地崩壊防

止対策等の施設（以下「公共土木施設」という。）に被害が発生した場合、又はその恐れがある場合の調

査、設計業務等の実施に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第1条 この協定は、災害対策基本法及び山梨県地域防災計画に基づく災害時における民間協力の一環

として、災害が発生した場合又はその恐れがある場合（以下「災害時」という。）に、社会の混乱を防

止し、円滑な県民の救助活動及び災害復旧活動に資するため、災害復旧工事等に必要な調査、設計業

務を迅速に実施することにより、公共土木施設の機能確保及び回復を早期に図ることを目的とする。 

（対象となる災害） 

第2条 この協定の対象となる災害は、災害対策基本法に基づく山梨県災害対策本部が設置された場合、

又は地震、風水害その他の異常な自然現象によるもので甲が必要と認める場合の災害とする。 

（支援の要請） 

第３条 甲は災害時において、乙及び丙の支援が必要であると認めたときは、乙及び丙に支援を要請す

るものとする。 

２ 甲の要請には、別表に掲げる者からの要請を含むものとする。 

３ 乙及び丙は、甲からの支援要請に基づき、できる限り速やかに乙及び丙を構成する会員（以下「乙

及び丙の会員」という。）と調整し、乙及び丙の会員に現地への出動を指示するとともに、現地へ派遣

する会員名を甲へ報告するものとする。 

４ 災害により甲が乙及び丙に連絡することが不可能な場合や緊急を要する場合、甲は、乙及び丙の会

員に直接支援要請を行うことができるものとする。 

（支援要請の手続き） 

第４条 甲から、乙及び丙または乙及び丙の会員への支援要請は文書で行うものとし、要請書は甲、乙

及び丙がそれぞれ１通保管するものとする。 

２ 緊急を要するなど前項によりがたい場合は、甲から、乙及び丙または乙及び丙の会員へ支援要請を

口頭または電話等で行うことができることとするが、この場合においても、甲は、後日速やかに文書

にて要請を行うものとする。 

３ 甲は、乙及び丙の会員が業務を実施するために必要な情報や資料を提供するものとする。 

(業務の実施) 

第５条 出動の指示を受けた乙及び丙の会員は速やかに現地の状況を把握し、甲の指示により調査、設

計等の業務を実施するものとする。 

２ 前項の調査、設計等の業務の範囲は、災害を受けた公共土木施設の機能確保又は回復に係る必要最

小限の業務とする。 

３ 乙及び丙の会員が当該業務を行うにあたっては、二次災害に注意して作業を進めなければならない。

また、当該作業の関係者だけでなく、近隣住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなけ

ればならない。  

４ 乙及び丙の会員は、業務従事者の労働災害補償のため、労働者災害補償保険法の適用を受けられる

よう手続きを行うものとする。 

５ 乙及び丙の会員は、業務内容が判定できるような写真等の資料を整備するとともに、適宜業務の進

捗状況及び完了を甲に報告するものとする。 
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（業務の実施体制） 

第６条 乙及び丙は、前条の業務を早急に実施できるよう事前に必要な技術者等の確保、動員の方法を

定め、その実施体制及び連絡系統を示した表(以下「実施体制表等」という。) を甲に報告するものと

する。 

なお、実施体制表等に変更が生じた場合には速やかに甲に報告するものとする。 

（委託契約の締結） 

第７条 甲は、第５条の業務に要した費用を負担するものとし、同条第５項により提出された資料に基

づき、山梨県の基準により速やかに随意契約を締結するものとする。 

（読替規定） 

第８条 第３条第２項の規程を適用する場合には、同条から第７条までの「甲」を「別表に掲げる者」

と読み替えるものとする。 

（協議事項） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、その都度甲、乙、

丙が協議して定めるものとする。 

（協定の効力） 

第10条 この協定の期間は、協定を締結した日から平成２０年３月３１日までの期間とする。 

２ 前項に規定する期間満了の１箇月前までに甲、乙、丙のいずれかから文書により何ら申し出がない

ときは、前項の定めにかかわらず、同一条件をもって更に１年間継続するものとし、当該継続期間が

満了したときも同様とする。 

 

この協定を証するため、本書３通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ、それぞれ１通を保有する。 

 

平成１９年 ８月 ２９日 

 

甲  甲府市丸の内一丁目６番１号 

山梨県知事  横  内  正  明 

 

乙  甲府市中小河原町１６１２番地３ 

社団法人 山梨県測量設計業協会 

会長  古  屋  正  美 

 

丙  甲府市丸の内一丁目１４番１９号 

有限責任中間法人 山梨県建設コンサルタンツ協会 

会長  中  村  明  雄 
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別 表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中北建設事務所長 

中北建設事務所峡北支所長 

峡東建設事務所長 

峡南建設事務所長 

富士･東部建設事務所長 

富士･東部建設事務所吉田支所長 

その他、県土整備部各出先機関の長 
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 (16)  災害時における民間賃貸住宅の提供に関する協定書 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、山梨県（以下「甲」という。）が、公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会（以

下「乙」という。）に対し、災害発生時に被災者の住宅を確保するため、民間賃貸住宅の提供に関し

て協力を求めるときに必要な事項を定めるものとする。 

（協力要請の手続き） 

第２条 甲は、災害救助法適用時に、乙に対して、被災者用の民間賃貸住宅の提供に関する協力要請

を行うことができる。 

２ 前項の規定による要請は、原則として文書によるものとする。ただし、緊急を要する場合には、口

頭で要請することとし、後日、速やかに要請文書を乙に送付する。 

（協力業務） 

第３条 乙は、前条の規定に基づく甲からの要請があった場合、民間賃貸住宅に関する貸し主への協

力依頼、その情報の提供及びその円滑な提供（以下「協力業務」という。）に向けて、甲に可能な限

り協力するものとする。 

２ 乙は、会員の宅地建物取引業者（以下「会員業者」という。）に対して、協力業務への協力を求める

ものとする。 

３ 乙は、会員業者の協力業務が円滑に行われるよう、必要な措置を講ずるものとする。 

（連絡窓口） 

第４条 この協定に関する連絡窓口は、甲においては山梨県県土整備部建築住宅課、乙においては公

益社団法人山梨県宅地建物取引業協会事務局とする。 

（協議事項） 

第５条 この協定の実施に関して定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議して定

めるものとする。 

（適用等） 

第６条 この協定は平成２８年１１月１８日から適用する。 

２ 平成２２年４月３０日付けで締結した「災害時における民間賃貸住宅の提供に関する協定」は廃止

する。 

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成２８年１１月１８日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

             

山梨県知事   後 藤   斎 

 

乙 山梨県甲府市下小河原町２３７番地の５ 

公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会 

会   長   市 川  三千雄 
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(17)  災害時における民間賃貸住宅の提供に関する協定書 

 

（趣旨） 

第７条 この協定は、山梨県（以下「甲」という。）が、公益社団法人全日本不動産協会山梨県本部（以

下「乙」という。）に対し、災害発生時に被災者の住宅を確保するため、民間賃貸住宅の提供に関し

て協力を求めるときに必要な事項を定めるものとする。 

（協力要請の手続き） 

第８条 甲は、災害救助法適用時に、乙に対して、被災者用の民間賃貸住宅の提供に関する協力要請

を行うことができる。 

２ 前項の規定による要請は、原則として文書によるものとする。ただし、緊急を要する場合には、口

頭で要請することとし、後日、速やかに要請文書を乙に送付する。 

（協力業務） 

第９条 乙は、前条の規定に基づく甲からの要請があった場合、民間賃貸住宅に関する貸し主への協

力依頼、その情報の提供及びその円滑な提供（以下「協力業務」という。）に向けて、甲に可能な限

り協力するものとする。 

２ 乙は、会員の宅地建物取引業者（以下「会員業者」という。）に対して、協力業務への協力を求める

ものとする。 

３ 乙は、会員業者の協力業務が円滑に行われるよう、必要な措置を講ずるものとする。 

（連絡窓口） 

第１０条 この協定に関する連絡窓口は、甲においては山梨県県土整備部建築住宅課、乙においては公

益社団法人全日本不動産協会山梨県本部事務局とする。 

（協議事項） 

第１１条 この協定の実施に関して定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議して定

めるものとする。 

（適用等） 

第１２条 この協定は平成２８年１１月１８日から適用する。 

２ 平成２２年４月３０日付けで締結した「災害時における民間賃貸住宅の提供に関する協定」は廃止

する。 

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成２８年１１月１８日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

             

山梨県知事   後 藤   斎 

 

乙 山梨県甲府市徳行三丁目１３番２５号岩下ビル２階 

            公益社団法人全日本不動産協会山梨県本部 

              本 部 長   村 松  清 美 

  

 

 



 

- 504 - 

(18)  山梨県被災建築物応急危険度判定士の招集に関する協定書 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、地震災害時における山梨県被災建築物応急危険度判定士（以下「判定士」という。）

の招集に関し、山梨県（以下「甲」という。）が、山梨県地域防災計画に基づき、社団法人山梨県建築

士会（以下「乙」という。）に協力を求めるに当たって必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この協定において、「判定士」とは、山梨県被災建築物応急危険度判定士認定要綱（平成７年１

１月１日施行）第２条第２項に定める判定士のうち県及び市町村等の職員を除く民間の判定士をいう。 

（協力要請） 

第３条 甲は、判定士を招集する際、乙に協力を要請することができる。 

２ 甲は、前項の規定による要請は、原則として文書によるものとする。ただし、緊急を要するときは、

口頭等により要請することができる。この場合、後日、改めて要請文書を乙に送付するものとする。 

３ 乙は、前項の規定による要請があったときは、乙の会員のうち判定士に該当する者に対して、甲の

要請する内容を速やかに伝えるものとする。 

（県への報告） 

第４条 乙は、要請に応じることが可能な乙の会員の判定士を取りまとめ、速やかに甲に報告するもの

とする。 

（協力のための準備） 

第５条 甲は、判定士の承諾を得た上で登録者名簿を乙に交付し、新規登録、更新又は登録事項の変

更があった場合は、遅滞なくその氏名等を乙に通知するものとする。 

２ 乙は、平常時から、判定士に該当する会員に対して甲の要請内容を円滑に伝達するための連絡系統

（以下「連絡網」という。）を整備し、地震災害時に備えるものとする。 

３ 平常時の準備及び地震災害時の活動等は、被災建築物応急危険度判定業務マニュアルに基づき行う

ものとする。 

４ 乙は、年度当初に甲に対して連絡網を報告するものとする。 

（訓練） 

第６条 甲が、訓練のために判定士に連絡を行う必要があるときは、乙はこれに協力するものとする。 

（協議） 

第７条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、甲乙協議の上、別途定めるものとする。 

（適用） 

第８条 この協定は、協定締結の日から適用する。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

 平成２３年７月２０日 

 

          甲  山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

              山梨県知事  

 

          乙  山梨県甲府市丸の内一丁目１４番１９号 

             社団法人 山梨県建築士会 

 会 長  
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 (19)  災害時における資機材提供等の支援協力に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と特定非営利活動法人山梨県地震対策四駆隊（以下「乙」という。）と

は、地震・風水害等の災害が発生した場合又は発生する恐れがある場合の応急対策業務の実施に関し、

次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、災害が発生した場合又は発生する恐れがある場合に、応急対策業務に係る資機材

提供等の支援により、円滑な被災地における情報収集及び被災者の生活支援活動の遂行を図ることを

目的とする。 

（支援要請） 

第２条 甲又は山梨県内の市町村（以下「市町村」という。）は第１条の目的を達成するため、次の各号

に掲げる業務を実施する必要があると認めたときは、乙に協力を要請するものとする。 

（５） 保有車両及び無線機の提供 

（６） （１）に伴う労務提供による応急対策作業 

２ 乙は、甲又は市町村からの支援要請に基づき、できる限り速やかに乙を構成する者（以下「乙の構

成員」という。）と調整し、乙の構成員に出動を要請するとともに、派遣する構成員名を甲又は市町村

へ報告するものとする。 

３ 災害により甲又は市町村が乙に連絡することが不可能な場合や緊急を要する場合、甲又は市町村は

乙の構成員に直接支援要請を行うことができるものとする。 

（支援要請の手続き） 

第３条 甲又は市町村から乙又は乙の構成員への支援要請は文書で行うものとし、要請書は甲又は市町

村、乙がそれぞれ１通保管するものとする。 

２ 緊急を要するなど前項によりがたい場合は、甲又は市町村から乙又は乙の構成員へ支援要請を口頭

又は電話等で行うことができることとするが、この場合においても、甲又は市町村は、後日速やかに

文書にて要請を行うものとする。 

３ 前二項の規定により市町村が乙又は乙の構成員に支援を要請する場合、市町村は甲にその内容を報

告するものとする。 

４ 甲又は市町村は、乙の構成員が業務を実施するために必要な情報や資料を提出するものとする。 

（業務の実施） 

第４条 出動の指示を受けた乙の構成員は、速やかに指示された業務を実施するものとする。 

２ 乙の構成員が当該業務を行うにあたっては、二次災害に注意して作業を進めなければならない。ま

た、当該作業の関係者だけでなく、近隣住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなけれ

ばならない。 

３ 乙は、業務従事者の災害補償のため、ボランティア活動保険の適用を受けられるよう手続きを行う

ものとする。 

（業務内容の報告） 

第５条 前条の業務を実施する乙の構成員は乙を経由し、適宜業務の進捗状況を支援の要請をした甲又

は市町村に報告するとともに、業務を完了したときは実施結果を文書により報告するものとする。 

２ 前項の規定により市町村が乙からの実施結果を文書により報告を受けた場合、市町村は甲にその内

容を文書により報告するものとする。 

（業務の実施体制） 

第６条 乙は、第２条の業務を早急に実施できるよう事前に必要な構成員の確保、出動の方法を定め、

その実施体制及び連絡系統を示した表を甲に報告するものとする。 

（損害補償） 
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第７条 第４条の規定により、業務に従事したものが死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障

害の状態となったときは、第４条第３項に規定するボランティア活動保険に基づき補償を受けるもの

とする。 

（費用負担） 

第８条 第２条に基づく支援に要する燃料費は、原則として甲が負担するものとする。 

ただし、支援の要請が市町村からのものであるときは、当該市町村が負担するものとする。 

２ 前項に規定する費用は、災害発生時直前の当該地域における適正な価格（災害発生前ついては要請

時の価格）を基準として、甲又は市町村と乙が協議のうえ決定するものとする。 

３ 第４条第３項に規定するボランティア活動保険の保険加入に要する費用は、原則として甲又は市町

村が負担するものとする。 

４ 甲又は市町村は、前二項の費用について、業務終了後、乙から適正な請求書を受理したときは、速

やかに甲又は市町村から乙が指定する口座に振り込みにより支払うものとする。 

（連絡責任者の報告） 

第９条 甲と乙は、本協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに相手方に報告するものとす

る。また、変更があった場合においても同様とする。 

（車両の通行） 

第１０条 第２条に基づく支援を乙が行うときには、甲は、業務の実施にかかる車両を緊急通行車両と

して通行できるように支援するものとする。 

（協議事項） 

第１１条 この協定に定めのない事項及びこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、その都度、甲、

乙が協議して定めるものとする。 

（協定の効力） 

第１２条 この協定の期間は、協定を締結した日から平成２４年３月３１日までの期間とする。 

２ 前項に規定する期間満了の１箇月前までに甲、乙いずれかから文書により何ら申し出がないときは、

前項の定めにかかわらず、同一条件をもって更に１年間延長するものとし、その後期間満了したとき

も同様とする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ１通を保有する。 

 

平成２３年５月３０日 

                   

甲  甲府市丸の内一丁目６番１号 

山梨県知事 

 

乙  甲州市勝沼町菱山１３４９番１ 

特定非営利活動法人 山梨県地震対策四駆隊 

理事長 
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(20)  災害等における応援に関する協定 

 

山梨県（以下「甲」という。）と社団法人山梨県整骨師会（以下「乙」という。）とは、次のとおり災

害時等における応援に関する協定を締結する。 

 

（協定の趣旨） 

第１条 この協定は、災害が発生した場合又は災害が発生するおそれのある場合（以下「災害時等」と

いう。）において、甲が乙の協力を得て応急対策を実施する必要があると認められるときに、その実施

に当たり必要な事項を定めるものとする。 

（支援の内容） 

第２条 甲は、災害時等に、乙の協力を必要と認めるときは、乙に対し、派遣場所、日時、救護対象人

数等を明示して、支援を要請するものとする。 

２ 乙が実施する業務内容は、避難所等における傷病者の応急救護（柔道整復師法（昭和４５年法律第

１９号）に規定された業務の範囲）とする。 

（支援の実施） 

第３条 乙は、前条の規定により、甲から支援の要請を受けたときは、その緊急性にかんがみ、可能な

範囲において、支援を実施するものとする。なお、甲から乙に対し通信の途絶等により要請を行うこ

とができないときは、乙の判断により、支援を実施することができるものとする。 

（経費の負担） 

第４条 第３条に規定する支援の実施に要した経費は、当該支援を実施した乙が負担するものとする。  

（情報の交換） 

第５条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて、情報の交換を行うも

のとする。 

（協議） 

第６条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ、決定

する。 

（協定の有効期間） 

第７条 この協定の期間は、協定を締結した日から平成２４年３月３１日までとする。 

２ 前項に規定する期間満了の１箇月前までに甲、乙のいずれかから文書による申し出がないときは、

前項の定めにかかわらず、更に１年間継続するものとし、その後期間が満了したときも同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ１通を保有する。 

 

平成２３年６月１３日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号 

山梨県知事 横 内 正 明               

 

乙 山梨県甲府市中央四丁目１２番２１号 

  社団法人 山梨県整骨師会 

  会  長 向 山 一 夫 
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(21) 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と株式会社 壱番屋（以下「乙」という。）とは、次のとおり協定を締

結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、地震等による災害が発生し、交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校

等に 

滞留する大量の通勤者、通学者、観光客等のうち、容易に帰宅することができない者（以下「帰宅困

難者」という。）の支援を行うため、必要な事項を定める。 

（支援ステーションの設置） 

第２条 甲は、山梨県内に所在する乙の直営店及び乙のフランチャイズチェーン契約により加盟され

てい 

る店舗（以下併せて「店舗」という。）に対しこの協定に基づき支援ステーションの設置を依頼する

ものとする。 

２ 乙は、フランチャイズチェーン本部として、店舗に最大限の努力を以って協定の履行を求めるもの

とするが、甲は、乙のフランチャイズチェーン契約上の制限から店舗に協定の履行を強制することが

困難な事情があることを承諾し、これを支援ステーション設置における前提とする。 

（支援の内容） 

第３条 甲は、乙に対し、災害時に次の各号について、支援ステーションとしての協力を要請するこ

とが 

できるものとする。 

（１） 乙の店舗において、帰宅困難者に対し、水道水、トイレ等の提供をすること。 

（２）乙の店舗において、帰宅困難者に対し、地図等による道路情報、ラジオ等で知った通行可能な道

路に関する情報を提供すること。 

２ 前項に規定する店舗は、支援ステーションの設置に賛同する店舗であり、前項に掲げる事項の全部

又は一部について支援可能な店舗（以下「支援ステーション協力店舗」という。）とする。 

３ 甲及び乙は、第１項に定めのない事項について、可能な範囲で相互に協力を求めることができる。 

（支援の実施） 

第４条 乙は、前条の規定により甲から支援の協力要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、可能な

範囲 

内において、帰宅困難者に対し、支援を実施するものとする。ただし、甲が、乙に対し、通信の途絶

等の事由により要請を行うことができないときは、乙は、甲の要請を待たないで、状況に応じ自主的

に可能な範囲において支援を実施することができるものとする。 

（支援ステーション・ステッカーの掲出） 

第５条 乙は支援ステーション協力店舗の取組みについて、広く住民へ周知を図るとともに、防災に

対す 

る意識啓発のため、甲が提供する「支援ステーション・ステッカー」を掲出するものとする。 

２ 甲は、支援ステーション協力店舗へ提出中の「支援ステーション・ステッカー」の劣化を鑑みて、年

1回２月１日までに乙に次年度の必要数を確認し、提供するものとする。 

（経費の負担） 
第６条 第４条に規定する支援の実施に要した経費は、当該支援を実施した者が負担するものとする。 

２ 第５条の「支援ステーション・ステッカー」を作成する費用は、甲が負担するものとする。 

（情報の交換） 

第７条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて、情報の交換を行うも
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のとする。 

（協定の効力） 

第８条 この協定は、甲の各市町村とその市町村に店舗が所在する乙が、各市町村と個別に協定を締結

した場合と同等の効力を有するものとする。 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定書締結日から1年間とする。なお、期間満了の１ヶ月前までに甲

乙双方又はいずれか一方からの特段の意思表示がない場合は、この協定はさらに１年間更新されるも

のとし、以後も同様とする。 

（協議） 

第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙が協議の上、これを

定めるものとする。 

 

  この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成２４年２月１５日 

 

（甲）山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号  

                    山梨県知事  横内正明     印 

 

              （乙）愛知県一宮市三ツ井６－１２－２３ 

株式会社 壱番屋       

代表取締役社長 浜島俊哉   印 
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(22) 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と株式会社オートバックスセブン（以下「乙」という。）とは、次のと

おり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、地震等による災害が発生し、交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等

に 

滞留する大量の通勤者、通学者、観光客等のうち、容易に帰宅することができない者（以下「帰宅困

難者」という。）の支援を行うため、必要な事項を定める。 

（支援ステーションの設置） 

第２条 甲は、山梨県内に所在する乙の直営店及び乙のフランチャイズチェーン契約により加盟されて

い 

る店舗（以下併せて「店舗」という。）に対しこの協定に基づき支援ステーションの設置を依頼する

ものとする。 

２ 乙は、フランチャイズチェーン本部として、店舗に最大限の努力を以って協定の履行を求めるもの

とするが、甲は、乙のフランチャイズチェーン契約上の制限から店舗に協定の履行を強制することが

困難な事情があることを承諾し、これを支援ステーション設置における前提とする。 

（支援の内容） 

第３条 甲は、乙に対し、災害時に次の各号について、支援ステーションとしての協力を要請すること

が 

できるものとする。 

（２） 乙の店舗において、帰宅困難者に対し、水道水、トイレ等の提供をすること。 

（２）乙の店舗において、帰宅困難者に対し、地図等による道路情報、ラジオ等で知った通行可能な道

路に関する情報を提供すること。 

２ 前項に規定する店舗は、支援ステーションの設置に賛同する店舗であり、前項に掲げる事項の全部

又は一部について支援可能な店舗（以下「支援ステーション協力店舗」という。）とする。 

３ 甲及び乙は、第１項に定めのない事項について、可能な範囲で相互に協力を求めることができる。 

（支援の実施） 

第４条 乙は、前条の規定により甲から支援の協力要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、可能な範

囲 

内において、帰宅困難者に対し、支援を実施するものとする。ただし、甲が、乙に対し、通信の途絶

等の事由により要請を行うことができないときは、乙は、甲の要請を待たないで、状況に応じ自主的

に可能な範囲において支援を実施することができるものとする。 

（支援ステーション・ステッカーの掲出） 

第５条 乙は支援ステーション協力店舗の取組みについて、広く住民へ周知を図るとともに、防災に対

す 

る意識啓発のため、甲が提供する「支援ステーション・ステッカー」を掲出するものとする。 

２ 甲は、支援ステーション協力店舗へ提出中の「支援ステーション・ステッカー」の劣化を鑑みて、年

1回２月１日までに乙に次年度の必要数を確認し、提供するものとする。 

（経費の負担） 
第６条 第４条に規定する支援の実施に要した経費は、当該支援を実施した者が負担するものとする。 

２ 第５条の「支援ステーション・ステッカー」を作成する費用は、甲が負担するものとする。 

（情報の交換） 

第７条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて、情報の交換を行うも
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のとする。 

（協定の効力） 

第８条 この協定は、甲の各市町村とその市町村に店舗が所在する乙が、各市町村と個別に協定を締結

した場合と同等の効力を有するものとする。 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定書締結日から1年間とする。なお、期間満了の１ヶ月前までに甲

乙双方又はいずれか一方からの特段の意思表示がない場合は、この協定はさらに１年間更新されるも

のとし、以後も同様とする。 

（協議） 

第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙が協議の上、これを

定めるものとする。 

 

  この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成２４年２月１５日 

          

（甲）山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号  

                    山梨県知事  横内正明     印 

 

              （乙）東京都江東区豊洲五丁目６番５２号 

株式会社オートバックスセブン       

代表取締役  湧田節夫        印 
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(23) 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と株式会社セブン-イレブン・ジャパン（以下「乙」という。）とは、次

のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第1条 この協定は、地震等による災害が発生し、交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等

に 

滞留する大量の通勤者、通学者、観光客等のうち、容易に帰宅することができない者（以下「帰宅困

難者」という。）の支援を行うため、必要な事項を定める。 

（支援ステーションの設置） 

第２条 甲は、山梨県内に所在する乙の直営店及び乙のフランチャイズチェーン契約により加盟されて

い 

る店舗（以下併せて「店舗」という。）に対しこの協定に基づき支援ステーションの設置を依頼する

ものとする。 

２ 乙は、フランチャイズチェーン本部として、店舗に最大限の努力を以って協定の履行を求めるもの

とするが、甲は、乙のフランチャイズチェーン契約上の制限から店舗に協定の履行を強制することが

困難な事情があることを承諾し、これを支援ステーション設置における前提とする。 

（支援の内容） 

第３条 甲は、乙に対し、災害時に次の各号について、支援ステーションとしての協力を要請すること

が 

できるものとする。 

（３） 乙の店舗において、帰宅困難者に対し、水道水、トイレ等の提供をすること。 

（２）乙の店舗において、帰宅困難者に対し、地図等による道路情報、ラジオ等で知った通行可能な道

路に関する情報を提供すること。 

２ 前項に規定する店舗は、支援ステーションの設置に賛同する店舗であり、前項に掲げる事項の全部

又は一部について支援可能な店舗（以下「支援ステーション協力店舗」という。）とする。 

３ 甲及び乙は、第１項に定めのない事項について、可能な範囲で相互に協力を求めることができる。 

（支援の実施） 

第４条 乙は、前条の規定により甲から支援の協力要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、可能な範

囲 

内において、帰宅困難者に対し、支援を実施するものとする。ただし、甲が、乙に対し、通信の途絶

等の事由により要請を行うことができないときは、乙は、甲の要請を待たないで、状況に応じ自主的

に可能な範囲において支援を実施することができるものとする。 

（支援ステーション・ステッカーの掲出） 

第５条 乙は支援ステーション協力店舗の取組みについて、広く住民へ周知を図るとともに、防災に対

す 

る意識啓発のため、甲が提供する「支援ステーション・ステッカー」を掲出するものとする。 

２ 甲は、支援ステーション協力店舗へ提出中の「支援ステーション・ステッカー」の劣化を鑑みて、年

1回２月１日までに乙に次年度の必要数を確認し、提供するものとする。 

（経費の負担） 
第６条 第４条に規定する支援の実施に要した経費は、当該支援を実施した者が負担するものとする。 

２ 第５条の「支援ステーション・ステッカー」を作成する費用は、甲が負担するものとする。 

（情報の交換） 

第７条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて、情報の交換を行うも
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のとする。 

（協定の効力） 

第８条 この協定は、甲の各市町村とその市町村に店舗が所在する乙が、各市町村と個別に協定を締結

した場合と同等の効力を有するものとする。 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定書締結日から1年間とする。なお、期間満了の１ヶ月前までに甲

乙双方又はいずれか一方からの特段の意思表示がない場合は、この協定はさらに１年間更新されるも

のとし、以後も同様とする。 

（協議） 

第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙が協議の上、これを

定めるものとする。 

 

  この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成２４年２月１５日 

          

（甲）山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号  

                    山梨県知事  横内正明     印 

 

              （乙）東京都千代田区二番町８番地８ 

株式会社セブン-イレブン・ジャパン       

代表取締役  井阪隆一        印 
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(24) 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と山崎製パン株式会社（以下「乙」という。）とは、次のとおり協定を

締結する。 

（趣旨） 

第1条 この協定は、地震等による災害が発生し、交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等

に 

滞留する大量の通勤者、通学者、観光客等のうち、容易に帰宅することができない者（以下「帰宅困

難者」という。）の支援を行うため、必要な事項を定める。 

（支援ステーションの設置） 

第２条 甲は、山梨県内に所在する乙の直営店及び乙のフランチャイズチェーン契約により加盟されて

い 

る店舗（以下併せて「店舗」という。）に対しこの協定に基づき支援ステーションの設置を依頼する

ものとする。 

２ 乙は、フランチャイズチェーン本部として、店舗に最大限の努力を以って協定の履行を求めるもの

とするが、甲は、乙のフランチャイズチェーン契約上の制限から店舗に協定の履行を強制することが

困難な事情があることを承諾し、これを支援ステーション設置における前提とする。 

（支援の内容） 

第３条 甲は、乙に対し、災害時に次の各号について、支援ステーションとしての協力を要請すること

が 

できるものとする。 

（４） 乙の店舗において、帰宅困難者に対し、水道水、トイレ等の提供をすること。 

（２）乙の店舗において、帰宅困難者に対し、地図等による道路情報、ラジオ等で知った通行可能な道

路に関する情報を提供すること。 

２ 前項に規定する店舗は、支援ステーションの設置に賛同する店舗であり、前項に掲げる事項の全部

又は一部について支援可能な店舗（以下「支援ステーション協力店舗」という。）とする。 

３ 甲及び乙は、第１項に定めのない事項について、可能な範囲で相互に協力を求めることができる。 

（支援の実施） 

第４条 乙は、前条の規定により甲から支援の協力要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、可能な範

囲 

内において、帰宅困難者に対し、支援を実施するものとする。ただし、甲が、乙に対し、通信の途絶

等の事由により要請を行うことができないときは、乙は、甲の要請を待たないで、状況に応じ自主的

に可能な範囲において支援を実施することができるものとする。 

（支援ステーション・ステッカーの掲出） 

第５条 乙は支援ステーション協力店舗の取組みについて、広く住民へ周知を図るとともに、防災に対

す 

る意識啓発のため、甲が提供する「支援ステーション・ステッカー」を掲出するものとする。 

２ 甲は、支援ステーション協力店舗へ提出中の「支援ステーション・ステッカー」の劣化を鑑みて、年

1回２月１日までに乙に次年度の必要数を確認し、提供するものとする。 

（経費の負担） 
第６条 第４条に規定する支援の実施に要した経費は、当該支援を実施した者が負担するものとする。 

２ 第５条の「支援ステーション・ステッカー」を作成する費用は、甲が負担するものとする。 

（情報の交換） 

第７条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて、情報の交換を行うも
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のとする。 

（協定の効力） 

第８条 この協定は、甲の各市町村とその市町村に店舗が所在する乙が、各市町村と個別に協定を締結

した場合と同等の効力を有するものとする。 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定書締結日から1年間とする。なお、期間満了の１ヶ月前までに甲

乙双方又はいずれか一方からの特段の意思表示がない場合は、この協定はさらに１年間更新されるも

のとし、以後も同様とする。 

（協議） 

第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙が協議の上、これを

定めるものとする。 

 

  この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成２４年２月１５日 

          

（甲）山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号  

                    山梨県知事  横内正明     印 

 

              （乙）東京都千代田区岩本町三丁目１０番１号 

山崎製パン株式会社       

代表取締役社長  佐藤 卓   印 
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(25) 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と株式会社ファミリーマート（以下「乙」という。）とは、次のとおり

協定を締結する。 

（趣旨） 

第1条 この協定は、地震等による災害が発生し、交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等

に 

滞留する大量の通勤者、通学者、観光客等のうち、容易に帰宅することができない者（以下「帰宅困

難者」という。）の支援を行うため、必要な事項を定める。 

（支援ステーションの設置） 

第２条 甲は、山梨県内に所在する乙の直営店及び乙のフランチャイズチェーン契約により加盟されて

い 

る店舗（以下併せて「店舗」という。）に対しこの協定に基づき支援ステーションの設置を依頼する

ものとする。 

２ 乙は、フランチャイズチェーン本部として、店舗に最大限の努力を以って協定の履行を求めるもの

とするが、甲は、乙のフランチャイズチェーン契約上の制限から店舗に協定の履行を強制することが

困難な事情があることを承諾し、これを支援ステーション設置における前提とする。 

（支援の内容） 

第３条 甲は、乙に対し、災害時に次の各号について、支援ステーションとしての協力を要請すること

が 

できるものとする。 

（５） 乙の店舗において、帰宅困難者に対し、水道水、トイレ等の提供をすること。 

（２）乙の店舗において、帰宅困難者に対し、地図等による道路情報、ラジオ等で知った通行可能な道

路に関する情報を提供すること。 

２ 前項に規定する店舗は、支援ステーションの設置に賛同する店舗であり、前項に掲げる事項の全部

又は一部について支援可能な店舗（以下「支援ステーション協力店舗」という。）とする。 

３ 甲及び乙は、第１項に定めのない事項について、可能な範囲で相互に協力を求めることができる。 

（支援の実施） 

第４条 乙は、前条の規定により甲から支援の協力要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、可能な範

囲 

内において、帰宅困難者に対し、支援を実施するものとする。ただし、甲が、乙に対し、通信の途絶

等の事由により要請を行うことができないときは、乙は、甲の要請を待たないで、状況に応じ自主的

に可能な範囲において支援を実施することができるものとする。 

（支援ステーション・ステッカーの掲出） 

第５条 乙は支援ステーション協力店舗の取組みについて、広く住民へ周知を図るとともに、防災に対

す 

る意識啓発のため、甲が提供する「支援ステーション・ステッカー」を掲出するものとする。 

２ 甲は、支援ステーション協力店舗へ提出中の「支援ステーション・ステッカー」の劣化を鑑みて、年

1回２月１日までに乙に次年度の必要数を確認し、提供するものとする。 

（経費の負担） 
第６条 第４条に規定する支援の実施に要した経費は、当該支援を実施した者が負担するものとする。 

２ 第５条の「支援ステーション・ステッカー」を作成する費用は、甲が負担するものとする。 

（情報の交換） 

第７条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて、情報の交換を行うも
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のとする。 

（協定の効力） 

第８条 この協定は、甲の各市町村とその市町村に店舗が所在する乙が、各市町村と個別に協定を締結

した場合と同等の効力を有するものとする。 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定書締結日から1年間とする。なお、期間満了の１ヶ月前までに甲

乙双方又はいずれか一方からの特段の意思表示がない場合は、この協定はさらに１年間更新されるも

のとし、以後も同様とする。 

（協議） 

第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙が協議の上、これを

定めるものとする。 

 

  この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成２４年２月１５日 

          

（甲）山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号  

                    山梨県知事  横内正明     印 

 

              （乙）東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 

株式会社ファミリーマート       

代表取締役社長  上田準二    印 
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(26) 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と株式会社モスフードサービス（以下「乙」という。）とは、次のとお

り協定を締結する。 

（趣旨） 

第1条 この協定は、地震等による災害が発生し、交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等

に 

滞留する大量の通勤者、通学者、観光客等のうち、容易に帰宅することができない者（以下「帰宅困

難者」という。）の支援を行うため、必要な事項を定める。 

（支援ステーションの設置） 

第２条 甲は、山梨県内に所在する乙の直営店及び乙のフランチャイズチェーン契約により加盟されて

い 

る店舗（以下併せて「店舗」という。）に対しこの協定に基づき支援ステーションの設置を依頼する

ものとする。 

２ 乙は、フランチャイズチェーン本部として、店舗に最大限の努力を以って協定の履行を求めるもの

とするが、甲は、乙のフランチャイズチェーン契約上の制限から店舗に協定の履行を強制することが

困難な事情があることを承諾し、これを支援ステーション設置における前提とする。 

（支援の内容） 

第３条 甲は、乙に対し、災害時に次の各号について、支援ステーションとしての協力を要請すること

が 

できるものとする。 

（６） 乙の店舗において、帰宅困難者に対し、水道水、トイレ等の提供をすること。 

（２）乙の店舗において、帰宅困難者に対し、地図等による道路情報、ラジオ等で知った通行可能な道

路に関する情報を提供すること。 

２ 前項に規定する店舗は、支援ステーションの設置に賛同する店舗であり、前項に掲げる事項の全部

又は一部について支援可能な店舗（以下「支援ステーション協力店舗」という。）とする。 

３ 甲及び乙は、第１項に定めのない事項について、可能な範囲で相互に協力を求めることができる。 

（支援の実施） 

第４条 乙は、前条の規定により甲から支援の協力要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、可能な範

囲 

内において、帰宅困難者に対し、支援を実施するものとする。ただし、甲が、乙に対し、通信の途絶

等の事由により要請を行うことができないときは、乙は、甲の要請を待たないで、状況に応じ自主的

に可能な範囲において支援を実施することができるものとする。 

（支援ステーション・ステッカーの掲出） 

第５条 乙は支援ステーション協力店舗の取組みについて、広く住民へ周知を図るとともに、防災に対

す 

る意識啓発のため、甲が提供する「支援ステーション・ステッカー」を掲出するものとする。 

２ 甲は、支援ステーション協力店舗へ提出中の「支援ステーション・ステッカー」の劣化を鑑みて、年

1回２月１日までに乙に次年度の必要数を確認し、提供するものとする。 

（経費の負担） 
第６条 第４条に規定する支援の実施に要した経費は、当該支援を実施した者が負担するものとする。 

２ 第５条の「支援ステーション・ステッカー」を作成する費用は、甲が負担するものとする。 

（情報の交換） 

第７条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて、情報の交換を行うも
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のとする。 

（協定の効力） 

第８条 この協定は、甲の各市町村とその市町村に店舗が所在する乙が、各市町村と個別に協定を締結

した場合と同等の効力を有するものとする。 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定書締結日から1年間とする。なお、期間満了の１ヶ月前までに甲

乙双方又はいずれか一方からの特段の意思表示がない場合は、この協定はさらに１年間更新されるも

のとし、以後も同様とする。 

（協議） 

第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙が協議の上、これを

定めるものとする。 

 

  この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成２４年２月１５日 

         

（甲）山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号  

                    山梨県知事  横内正明     印 

 

              （乙）東京都品川区大崎２－１－１ 

株式会社モスフードサービス       

代表取締役社長  櫻田 厚    印 

 

 



 

- 520 - 

(27) 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と株式会社吉野家（以下「乙」という。）とは、次のとおり協定を締結

する。 

（趣旨） 

第1条 この協定は、地震等による災害が発生し、交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等

に 

滞留する大量の通勤者、通学者、観光客等のうち、容易に帰宅することができない者（以下「帰宅困

難者」という。）の支援を行うため、必要な事項を定める。 

（支援ステーションの設置） 

第２条 甲は、山梨県内に所在する乙の直営店及び乙のフランチャイズチェーン契約により加盟されて

い 

る店舗（以下併せて「店舗」という。）に対しこの協定に基づき支援ステーションの設置を依頼する

ものとする。 

２ 乙は、フランチャイズチェーン本部として、店舗に最大限の努力を以って協定の履行を求めるもの

とするが、甲は、乙のフランチャイズチェーン契約上の制限から店舗に協定の履行を強制することが

困難な事情があることを承諾し、これを支援ステーション設置における前提とする。 

（支援の内容） 

第３条 甲は、乙に対し、災害時に次の各号について、支援ステーションとしての協力を要請すること

が 

できるものとする。 

（７） 乙の店舗において、帰宅困難者に対し、水道水、トイレ等の提供をすること。 

（２）乙の店舗において、帰宅困難者に対し、地図等による道路情報、ラジオ等で知った通行可能な道

路に関する情報を提供すること。 

２ 前項に規定する店舗は、支援ステーションの設置に賛同する店舗であり、前項に掲げる事項の全部

又は一部について支援可能な店舗（以下「支援ステーション協力店舗」という。）とする。 

３ 甲及び乙は、第１項に定めのない事項について、可能な範囲で相互に協力を求めることができる。 

（支援の実施） 

第４条 乙は、前条の規定により甲から支援の協力要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、可能な範

囲 

内において、帰宅困難者に対し、支援を実施するものとする。ただし、甲が、乙に対し、通信の途絶

等の事由により要請を行うことができないときは、乙は、甲の要請を待たないで、状況に応じ自主的

に可能な範囲において支援を実施することができるものとする。 

（支援ステーション・ステッカーの掲出） 

第５条 乙は支援ステーション協力店舗の取組みについて、広く住民へ周知を図るとともに、防災に対

す 

る意識啓発のため、甲が提供する「支援ステーション・ステッカー」を掲出するものとする。 

２ 甲は、支援ステーション協力店舗へ提出中の「支援ステーション・ステッカー」の劣化を鑑みて、年

1回２月１日までに乙に次年度の必要数を確認し、提供するものとする。 

（経費の負担） 
第６条 第４条に規定する支援の実施に要した経費は、当該支援を実施した者が負担するものとする。 

２ 第５条の「支援ステーション・ステッカー」を作成する費用は、甲が負担するものとする。 

（情報の交換） 

第７条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて、情報の交換を行うも
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のとする。 

（協定の効力） 

第８条 この協定は、甲の各市町村とその市町村に店舗が所在する乙が、各市町村と個別に協定を締結

した場合と同等の効力を有するものとする。 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定書締結日から1年間とする。なお、期間満了の１ヶ月前までに甲

乙双方又はいずれか一方からの特段の意思表示がない場合は、この協定はさらに１年間更新されるも

のとし、以後も同様とする。 

（協議） 

第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙が協議の上、これを

定めるものとする。 

 

  この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成２４年２月１５日 

          

（甲）山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号  

                    山梨県知事  横内正明     印 

 

              （乙）東京都北区赤羽南１丁目20番１号 

株式会社吉野家       

代表取締役 社長 安部修二  印 
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(28) 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と株式会社ローソン（以下「乙」という。）とは、次のとおり協定を締

結する。 

（趣旨） 

第1条 この協定は、地震等による災害が発生し、交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等

に 

滞留する大量の通勤者、通学者、観光客等のうち、容易に帰宅することができない者（以下「帰宅困

難者」という。）の支援を行うため、必要な事項を定める。 

（支援ステーションの設置） 

第２条 甲は、山梨県内に所在する乙の直営店及び乙のフランチャイズチェーン契約により加盟されて

い 

る店舗（以下併せて「店舗」という。）に対しこの協定に基づき支援ステーションの設置を依頼する

ものとする。 

２ 乙は、フランチャイズチェーン本部として、店舗に最大限の努力を以って協定の履行を求めるもの

とするが、甲は、乙のフランチャイズチェーン契約上の制限から店舗に協定の履行を強制することが

困難な事情があることを承諾し、これを支援ステーション設置における前提とする。 

（支援の内容） 

第３条 甲は、乙に対し、災害時に次の各号について、支援ステーションとしての協力を要請すること

が 

できるものとする。 

（８） 乙の店舗において、帰宅困難者に対し、水道水、トイレ等の提供をすること。 

（２）乙の店舗において、帰宅困難者に対し、地図等による道路情報、ラジオ等で知った通行可能な道

路に関する情報を提供すること。 

２ 前項に規定する店舗は、支援ステーションの設置に賛同する店舗であり、前項に掲げる事項の全部

又は一部について支援可能な店舗（以下「支援ステーション協力店舗」という。）とする。 

３ 甲及び乙は、第１項に定めのない事項について、可能な範囲で相互に協力を求めることができる。 

（支援の実施） 

第４条 乙は、前条の規定により甲から支援の協力要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、可能な範

囲 

内において、帰宅困難者に対し、支援を実施するものとする。ただし、甲が、乙に対し、通信の途絶

等の事由により要請を行うことができないときは、乙は、甲の要請を待たないで、状況に応じ自主的

に可能な範囲において支援を実施することができるものとする。 

（支援ステーション・ステッカーの掲出） 

第５条 乙は支援ステーション協力店舗の取組みについて、広く住民へ周知を図るとともに、防災に対

す 

る意識啓発のため、甲が提供する「支援ステーション・ステッカー」を掲出するものとする。 

２ 甲は、支援ステーション協力店舗へ提出中の「支援ステーション・ステッカー」の劣化を鑑みて、年

1回２月１日までに乙に次年度の必要数を確認し、提供するものとする。 

（経費の負担） 
第６条 第４条に規定する支援の実施に要した経費は、当該支援を実施した者が負担するものとする。 

２ 第５条の「支援ステーション・ステッカー」を作成する費用は、甲が負担するものとする。 

（情報の交換） 

第７条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて、情報の交換を行うも
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のとする。 

（協定の効力） 

第８条 この協定は、甲の各市町村とその市町村に店舗が所在する乙が、各市町村と個別に協定を締結

した場合と同等の効力を有するものとする。 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定書締結日から1年間とする。なお、期間満了の１ヶ月前までに甲

乙双方又はいずれか一方からの特段の意思表示がない場合は、この協定はさらに１年間更新されるも

のとし、以後も同様とする。 

（協議） 

第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙が協議の上、これを

定めるものとする。 

 

  この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成２４年２月１５日 

          

（甲）山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号  

                    山梨県知事  横内正明     印 

 

              （乙）東京都品川区大崎一丁目１１番２号 

株式会社ローソン       

代表取締役社長 新浪 剛史  印 
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(29) 災害等緊急時のヘリコプターの使用に関する協定書 

 

（目的） 

第1条 この協定は、山梨県（以下「甲」という。）と株式会社ジャネット（以下「乙」という。）が、

乙が所有するヘリコプター（以下「乙のヘリコプター」という。）に係る、甲が災害対策本部又は地

震災害警戒本部を設置したとき等の緊急時（以下「災害等緊急時」という。）の使用について必要な

事項を定めることを目的とする。 

（使用方法） 

第２条 甲は、災害等緊急時に、必要に応じ別表１に規定する搬送を乙に要請するものとする。 

２ 乙は、甲から前項に規定する要請を受けた場合は、優先的に甲の指示に基づき飛行を行なうものと

する。ただし、気象条件の不良その他明らかに飛行不能と認められる場合は、飛行しないことができ

る。 

（要請手続、緊急連絡先） 

第３条 甲は、乙に搬送を要請するときは、乙の緊急連絡先に電話又はファクシミリ等により行い、後

日、様式１によるヘリコプター搬送要請書を送付するものとする。 

２ 甲及び乙は、協議の上、緊急連絡先を定めるものとする。 

（ヘリコプターの手配） 

第４条 乙は、乙のヘリコプターが使用不能な場合、他社のヘリコプターを用意するものとする。 

（運航料金） 

第５条 甲は、運航時間に応じて、別表２の運航料金を乙に支払うものとする。 

（運航管理） 

第６条 乙は、飛行に必要な航空法上の手続き及び運航管理について、一切の義務と責任を負う。 

（飛行時間） 

第７条 飛行は、原則として日の出から日没までの間に行なうものとする。ただし、夜間の飛行を妨げ

るものではない。 

（損害賠償） 

第８条 乙は別表１の搬送を受ける者が乙のヘリコプターに搭乗中または乗降時に、事故により死亡ま

たは負傷した場合には、賠償の責に任ずるものとする。ただし、甲及びその関係者の故意または重大

な過失による場合はこの限りでない。 

２ 乙は、乙のヘリコプターの運航中の事故により第三者に損害を与えた場合には、賠償の責を負うも

のとする。ただし、甲及びその関係者の故意または重大な過失による場合はこの限りでない。 

（協定の効力） 

第９条 この協定は、平成２４年３月１４日から効力を有するものとする。 

（協定等の見直し） 

第 10 条 この協定については、必要に応じ、甲乙協議の上、見直しを実施するものと

する。 

（定めのない事項の処理） 

第 11 条 この協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。 

 

上記の協定の成立を証するため、この協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自

その１通を所持する。 

 

平成２４年３月１４日 
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（甲）山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号  

                    山梨県知事  横内正明     印 

 

              （乙）山梨県甲斐市宇津谷４４５番地の１ 

株式会社ジャネット       

代表取締役  櫻井康雄    印 

 

 

別表１ 

搬送対象者 運航区間 

山梨県災害対策本部（地震警戒本部） 

本部長等 

県外の公共又は非公共のヘリポートと県内の非

公共ヘリポートの区間 

（注）運航区間については、状況により変更する場合がある。 

 

別表２（株式会社ジャネット） 

運航料金（国土交通省届け出料金） 

運航区分 

 

機  種 

作  業 

（円／時間） 

 

空  輸 

（円／時間） 

 

滞    留 

昼 間 

（円／時間） 

夜 間 

（円／泊） 

ベル式 B206 

ユーロコプター式 EC135 

348,000 

640,000 

330,600 

585,500 

229,680 

440,000 

48,720 

71,700 

（注） 

１ 「作業」とは、人員の搬送に従事することを、「空輸」とは、作業を実施するため

の回送のことをいい、運航料金は、分単位で計算し、円未満の端数ができたときは切

り下げて計算するものとする。 

２ 「滞留」とは、甲の都合により、待機することをいい、「夜間」とは。滞留が日没

から日の出までに及ぶ場合をいう。 

３ 昼間の滞留については、その時間が１日２時間を超える場合であっても、２時間分

の滞留料金を限度として支払うものとし、滞留料金は時間単位で端数を切り下げて計

算するものとする。 

  夜間の滞留料金には１泊分の料金を支払うものとする。 

４ 運航料金には消費税及び地方消費税を加算するものとする。 
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様式１ 

第    号 

年  月  日 

殿 

山梨県知事 

ヘリコプター搬送要請書 

「災害等緊急時のヘリコプターの使用に関する協定書」に基づき、次のとおり貴社ヘ

リコプターによる搬送を要請します。 

 

１ 搬送を希望する日時   年 月 日 午前・午後 時 分 

２ 発 着 地          から     まで 

３ 運 航 予 定 時 間         時間  分 

４ 搬 送 者   氏名        年齢  歳 

５ 県担当者（連絡先）  氏名      電話番号 

Ｆ Ａ Ｘ 
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(30) 災害等緊急時のヘリコプターの使用に関する協定書 

 

（目的） 

第1条 この協定は、山梨県（以下「甲」という。）と東邦航空株式会社（以下「乙」という。）が、

乙が所有するヘリコプター（以下「乙のヘリコプター」という。）に係る、甲が災害対策本部又は地

震災害警戒本部を設置したとき等の緊急時（以下「災害等緊急時」という。）の使用について必要な

事項を定めることを目的とする。 

（使用方法） 

第２条 甲は、災害等緊急時に、必要に応じ別表１に規定する搬送を乙に要請するものとする。 

２ 乙は、甲から前項に規定する要請を受けた場合は、優先的に甲の指示に基づき飛行を行なうものと

する。ただし、気象条件の不良その他明らかに飛行不能と認められる場合は、飛行しないことができ

る。 

（要請手続、緊急連絡先） 

第３条 甲は、乙に搬送を要請するときは、乙の緊急連絡先に電話又はファクシミリ等により行い、後

日、様式１によるヘリコプター搬送要請書を送付するものとする。 

２ 甲及び乙は、協議の上、緊急連絡先を定めるものとする。 

（ヘリコプターの手配） 

第４条 乙は、乙のヘリコプターが使用不能な場合、他社のヘリコプターを用意するものとする。 

（運航料金） 

第５条 甲は、運航時間に応じて、別表２の運航料金を乙に支払うものとする。 

（運航管理） 

第６条 乙は、飛行に必要な航空法上の手続き及び運航管理について、一切の義務と責任を負う。 

（飛行時間） 

第７条 飛行は、原則として日の出から日没までの間に行なうものとする。ただし、夜間の飛行を妨げ

るものではない。 

（損害賠償） 

第８条 乙は別表１の搬送を受ける者が乙のヘリコプターに搭乗中または乗降時に、事故により死亡ま

たは負傷した場合には、賠償の責に任ずるものとする。ただし、甲及びその関係者の故意または重大

な過失による場合はこの限りでない。 

２ 乙は、乙のヘリコプターの運航中の事故により第三者に損害を与えた場合には、賠償の責を負うも

のとする。ただし、甲及びその関係者の故意または重大な過失による場合はこの限りでない。 

（協定の効力） 

第９条 この協定は、平成２４年３月１４日から効力を有するものとする。 

（協定等の見直し） 

第 10 条 この協定については、必要に応じ、甲乙協議の上、見直しを実施するものと

する。 

（定めのない事項の処理） 

第 11 条 この協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。 

 

上記の協定の成立を証するため、この協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自

その１通を所持する。 

 

平成２４年３月１４日 
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（甲）山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号  

                    山梨県知事  横内正明     印 

 

              （乙）東京都江東区新木場四丁目7番５１号 

東邦航空株式会社       

代表取締役社長 宇田川雅之  印 

 

 

別表１ 

搬送対象者 運航区間 

山梨県災害対策本部（地震警戒本部） 

本部長等 

県外の公共又は非公共のヘリポートと県内の非

公共ヘリポートの区間 

（注）運航区間については、状況により変更する場合がある。 

 

別表２（東邦航空株式会社） 

運航料金（国土交通省届け出料金） 

運航区分 

 

機  種 

作  業 

（円／時間） 

 

空  輸 

（円／時間） 

 

滞    留 

昼 間 

（円／時間） 

夜 間 

（円／泊） 

ｱｴﾛｽﾊﾟｼｱﾙ方式 AS350 

ｱｴﾛｽﾊﾟｼｱﾙ方式 AS350B3 

ｱｴﾛｽﾊﾟｼｱﾙ方式 SA315 

ｱｴﾛｽﾊﾟｼｱﾙ方式 AS355 

ユーロコプター式 EC135 

ｱｴﾛｽﾊﾟｼｱﾙ方式 AS365 

ベル式 412 

シコルスキー式 S76 

ｱｴﾛｽﾊﾟｼｱﾙ方式 AS332 

395,600 

467,000 

465,000 

480,000 

640,000 

846,300 

869,100 

876,700 

1,352,500 

371,900 

427,100 

425,400 

440,400 

585,500 

791,200 

814,000 

821,600 

1,284,800 

262,300 

317,900 

297,000 

317,800 

440,000 

625,700 

650,475 

633,000 

981,000 

57,900 

71,700 

71,700 

71,700 

71,700 

99,300 

99,300 

99,300 

113,100 

（注） 

１ 「作業」とは、人員の搬送に従事することを、「空輸」とは、作業を実施するため

の回送のことをいい、運航料金は、分単位で計算し、円未満の端数ができたときは切

り下げて計算するものとする。 

２ 「滞留」とは、甲の都合により、待機することをいい、「夜間」とは。滞留が日没

から日の出までに及ぶ場合をいう。 

３ 昼間の滞留については、その時間が１日２時間を超える場合であっても、２時間分

の滞留料金を限度として支払うものとし、滞留料金は時間単位で端数を切り下げて計

算するものとする。 

  夜間の滞留料金には１泊分の料金を支払うものとする。 

４ 運航料金には消費税及び地方消費税を加算するものとする。 
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様式１ 

第    号 

年  月  日 

殿 

山梨県知事 

ヘリコプター搬送要請書 

「災害等緊急時のヘリコプターの使用に関する協定書」に基づき、次のとおり貴社ヘ

リコプターによる搬送を要請します。 

 

１ 搬送を希望する日時   年 月 日 午前・午後 時 分 

２ 発 着 地          から     まで 

３ 運 航 予 定 時 間         時間  分 

４ 搬 送 者   氏名        年齢  歳 

５ 県担当者（連絡先）  氏名      電話番号 

Ｆ Ａ Ｘ 
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(31) 災害等緊急時のヘリコプターの使用に関する協定書 

 

（目的） 

第1条 この協定は、山梨県（以下「甲」という。）とエクセル航空株式会社（以下「乙」という。）

が、乙が所有するヘリコプター（以下「乙のヘリコプター」という。）に係る、甲が災害対策本部又

は地震災害警戒本部を設置したとき等の緊急時（以下「災害等緊急時」という。）の使用について必

要な事項を定めることを目的とする。 

（使用方法） 

第２条 甲は、災害等緊急時に、必要に応じ別表１に規定する搬送を乙に要請するものとする。 

２ 乙は、甲から前項に規定する要請を受けた場合は、優先的に甲の指示に基づき飛行を行なうものと

する。ただし、気象条件の不良その他明らかに飛行不能と認められる場合は、飛行しないことができ

る。 

（要請手続、緊急連絡先） 

第３条 甲は、乙に搬送を要請するときは、乙の緊急連絡先に電話又はファクシミリ等により行い、後

日、様式１によるヘリコプター搬送要請書を送付するものとする。 

２ 甲及び乙は、協議の上、緊急連絡先を定めるものとする。 

（ヘリコプターの手配） 

第４条 乙は、乙のヘリコプターが使用不能な場合、他社のヘリコプターを用意するものとする。 

（運航料金） 

第５条 甲は、運航時間に応じて、別表２の運航料金を乙に支払うものとする。 

（運航管理） 

第６条 乙は、飛行に必要な航空法上の手続き及び運航管理について、一切の義務と責任を負う。 

（飛行時間） 

第７条 飛行は、原則として日の出から日没までの間に行なうものとする。ただし、夜間の飛行を妨げ

るものではない。 

（損害賠償） 

第８条 乙は別表１の搬送を受ける者が乙のヘリコプターに搭乗中または乗降時に、事故により死亡ま

たは負傷した場合には、賠償の責に任ずるものとする。ただし、甲及びその関係者の故意または重大

な過失による場合はこの限りでない。 

２ 乙は、乙のヘリコプターの運航中の事故により第三者に損害を与えた場合には、賠償の責を負うも

のとする。ただし、甲及びその関係者の故意または重大な過失による場合はこの限りでない。 

（協定の効力） 

第９条 この協定は、平成２４年３月１４日から効力を有するものとする。 

（協定等の見直し） 

第 10 条 この協定については、必要に応じ、甲乙協議の上、見直しを実施するものと

する。 

（定めのない事項の処理） 

第 11 条 この協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。 

 

上記の協定の成立を証するため、この協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自

その１通を所持する。 

 

平成２４年３月１４日 
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（甲）山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号  

                    山梨県知事  横内正明     印 

 

              （乙）千葉県浦安市千鳥１４番地 

エクセル航空株式会社       

代表取締役社長 小島裕二   印 

 

 

別表１ 

搬送対象者 運航区間 

山梨県災害対策本部（地震警戒本部） 

本部長等 

県外の公共又は非公共のヘリポートと県内の非

公共ヘリポートの区間 

（注）運航区間については、状況により変更する場合がある。 

 

別表２（東邦航空株式会社） 

運航料金（国土交通省届け出料金） 

運航区分 

 

機  種 

作  業 

（円／時間） 

 

空  輸 

（円／時間） 

 

滞    留 

昼 間 

（円／時間） 

夜 間 

（円／泊） 

シコルスキー式 S76 876,700 821,600 633,000 99,300 

（注） 

１ 「作業」とは、人員の搬送に従事することを、「空輸」とは、作業を実施するため

の回送のことをいい、運航料金は、分単位で計算し、円未満の端数ができたときは切

り下げて計算するものとする。 

２ 「滞留」とは、甲の都合により、待機することをいい、「夜間」とは。滞留が日没

から日の出までに及ぶ場合をいう。 

３ 昼間の滞留については、その時間が１日２時間を超える場合であっても、２時間分

の滞留料金を限度として支払うものとし、滞留料金は時間単位で端数を切り下げて計

算するものとする。 

  夜間の滞留料金には１泊分の料金を支払うものとする。 

４ 運航料金には消費税及び地方消費税を加算するものとする。 
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様式１ 

第    号 

年  月  日 

殿 

山梨県知事 

ヘリコプター搬送要請書 

「災害等緊急時のヘリコプターの使用に関する協定書」に基づき、次のとおり貴社ヘ

リコプターによる搬送を要請します。 

 

１ 搬送を希望する日時   年 月 日 午前・午後 時 分 

２ 発 着 地          から     まで 

３ 運 航 予 定 時 間         時間  分 

４ 搬 送 者   氏名        年齢  歳 

５ 県担当者（連絡先）  氏名      電話番号 

Ｆ Ａ Ｘ 
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(32) 災害時における石油燃料の安定供給及び帰宅困難者支援に関する協定書 

 

（目的） 

第１条 山梨県（以下「甲」という。）と山梨県石油協同組合（以下「乙」という。）とは、地震等によ

る災害時における災害応急・復旧対策に必要な石油燃料を安定的に供給するため、並びに、災害が発

生し、交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等に滞留する大量の通勤者、通学者、観光客

等のうち、容易に帰宅することができない者（以下「帰宅困難者」という。）を支援するために必要と

なる災害時帰宅支援ステーション（以下「支援ステーション」という。）の設置及び帰宅困難者を支援

するため、必要な事項を定めるものとする。 

（協定の効力） 

第２条 この協定は、乙の組合員の給油所（以下「給油所」という。）が所在する山梨県内の市町村（以

下「市町村」という。）が、乙と個別に協定を締結した場合と同等の効力を有するものとする。 

（支援ステーションの設置） 

第３条 甲又は市町村は、乙に対し、この協定に基づき支援ステーションの設置を依頼し、乙はこれを

受諾するものとする。 

（支援の内容） 

第４条 甲又は市町村は、乙に対し、災害時に次の各号について、石油燃料の供給又は支援ステーショ

ンとしての協力を要請することができるものとする。 

（１）給油所における、災害対策上特に重要な施設等で、甲又は市町村が指定するものに対する石油燃

料の供給 

（２）給油所における、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第76条による緊急通行車両その他

甲又は市町村が指定する車両に対する石油燃料の供給 

（３）給油所における、帰宅困難者に対する、水道水、トイレ等の提供 

（４）給油所における、帰宅困難者に対する、地図等による道路情報、ラジオ等で知った通行可能な道

路に関する情報の提供 

２ 前項に規定する給油所は、石油燃料の供給及び支援ステーションの設置に賛同する給油所であり、

前項に掲げる事項の全部又は一部について支援可能な給油所とする。 

３ 甲又は市町村及び乙は、第１項に定めのない事項について、可能な範囲で相互に協力を求めること

ができる。 

（支援の実施） 

第５条 乙は、前条の規定により甲又は市町村から支援の協力要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、

可能な範囲内において、前条第１項第１号及び第２号に規定する石油燃料の供給を実施するとともに、

帰宅困難者に対し、支援を実施するものとする。ただし、甲又は市町村が、乙に対し、通信の途絶等

の事由により要請 

を行うことができないときは、乙は、甲又は市町村の要請を待たないで、状況に応じ自主的に可能な

範囲において支援を実施することができるものとする。 

（災害時帰宅支援ステーション・ステッカーの掲出） 

第６条 乙は、支援ステーションについて、広く住民へ協力給油所の取組の周知を図り、防災に対する意

識啓発のため、甲が提供する「災害時帰宅支援ステーション・ステッカー」を掲出するものとする。 

２ 甲は、乙の給油所へ掲出中の「災害時帰宅支援ステーション・ステッカー」の劣化に鑑みて、年１回

２月１日までに次年度の必要数を確認し、提供するものとする。 

（経費の負担） 

第７条 第４条第１項第１号及び第２号の規定に基づき乙が供給した石油燃料の対価及び運搬費用につ

いては、当該石油燃料の供給を受けた者が負担するものとし、その費用は災害時等の直前における適正
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な価格とするものとする。同項第３号及び第４号に規定する支援の実施に要した経費は、当該支援を実

施した者が負担するものとする。 

２ 第６条の「災害時帰宅支援ステーション・ステッカー」を作成する費用は、甲が負担するものとする。 

（情報の交換） 

第８条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて、情報の交換を行うも

のとする。 

（有効期間） 

第９条 この協定は、協定書締結日から平成２５年３月３１日までとし、期間満了の１ヶ月前までに甲

乙双方又はいずれか一方からの特段の意思表示がない場合は、さらに１年間更新されるものとし、以

後も同様とする。 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙が協議の上、これ

を定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者署名の上、各１通を保有する。 

 

平成２４年３月２６日 

                （甲）住 所  山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

山梨県知事  

 

（乙）住 所  山梨県甲府市中央四丁目１２番２１号 

山梨県石油協同組合 理事長 

 

 



 

- 535 - 

(33) 災害時における資機材提供等の協力に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と一般社団法人山梨県情報通信業協会（以下「乙」という。）とは、県

内において地震、風水害その他の災害発生に際し、県が運用管理する情報通信基盤等の応急復旧に係る

資機材（以下「復旧資機材」という。）の確保を図るため、次のとおり協定する。 

（協力要請） 

第１条 甲は、災害時における応急措置のため、緊急に復旧資機材の確保を図る必要が生じたときは、

乙に対して復旧資機材の提供及び調達等協力を要請するものとする。 

２ 乙は、甲の要請があったときは、乙に加入している会員（以下「会員」という。）に周知し、すみや

かに復旧資機材の提供等に協力するものとする。 

３ 災害により甲が乙に連絡することが不可能な場合や緊急を要する場合、甲は会員に直接協力要請を

行うことができるものとする。 

（協力要請の手続き） 

第２条 甲から乙又は会員への協力要請は文書で行うものとし、要請書は甲乙がそれぞれ１通保管する

ものとする。 

２ 緊急を要するなど前項によりがたい場合は、甲から乙又は会員へ協力要請を口頭又は電話等で行う

ことができることとするが、この場合においても、甲は、後日すみやかに文書にて要請を行うものと

する。 

３ 甲は、会員が復旧資機材の提供等を行うために必要な情報や資料を提出するものとする。 

（協力の方法） 

第３条 第１条第２項により乙は、会員が保有する復旧資機材を、甲又は甲の指定する事業者に対して

優先的に提供するよう措置するものとし、この場合、会員が保有する復旧資機材のみでは不足すると

認められる場合は、甲が円滑に復旧資機材を調達できるよう協力するものとする。 

（復旧資機材の種類） 

第４条 復旧資機材の種類は次のとおりとする。 

（１）別表に掲げる復旧資機材 

（２）その他特に必要とする復旧資機材 

（無償提供・無償貸与） 

第５条 乙は、あらかじめ乙又は会員が、前条に掲げる復旧資機材のうち無償で提供又は貸与できる復

旧資機材の数量、種類、所在を明らかにし、文書により相互に確認するものとする。 

（費用負担） 

第６条 復旧資機材の価格は、前条に規定する復旧資機材を除き、災害発生時前における価格を基準と

して適正な価格とする。 

（県の協力） 

第７条 甲は、乙の要請があったときは、第１条により乙又は会員が行う復旧資機材提供等に関する事

項が円滑に行われるよう、協力するものとする。 

（協議事項） 

第８条 この協定の実施について疑義が生じた場合、及びこの協定に定めのない事項については、その

都度、甲乙協議するものとする。 

（効力） 

第９条 この協定は、協定締結の日から１年間効力を有する。 

２ この協定は、協定終了の日から１ヶ月前までにこの協定の継続について甲乙双方に異議のない場合

には、１年を単位として年々自動的に継続するものとする。 
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この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名捺印のうえ、各自１通を保有する。 

 

平成２４年４月２５日 

                 甲  甲府市丸の内一丁目６番１号 

山梨県知事  

乙  甲府市大津町２１９２－８ 

一般社団法人山梨県情報通信業協会会長 

別表 必要となる復旧資機材 

品名 規格 備考 

光ケーブル ＳＭ８Ｃ～ＳＭ２００Ｃ以下  

クロージャー ＮＦ－２７０ 三菱（地中・架空）  

クロージャー ＨＭＣ－ＳＴＥＭ 日立（地中・架空）  

高所作業車   

パワーゲート付トラック   

ＬＡＮケーブル   

ＬＡＮケーブル・コネクタ   

スイッチングＨＵＢ   

ローカルルータ   

無停電装置   
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(34) 災害時における障害物除去等の協力に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と全日本高速道路レッカー事業協同組合（以下「乙」という。）は、山

梨県内で地震、風水害その他の大規模災害が発生した場合（以下「大規模災害時」という。）における応

急復旧活動の阻害となる障害物の除去等（以下「障害物除去等」という。）について、次のとおり協定を

締結する。 

（総則） 

第１条 この協定は、災害対策基本法第６４条第２項に規定する市町村の応急措置について甲が市町村

から業務実施の調整依頼を受けた場合において、乙に対して障害物除去業務等の協力を要請するため

の事項を定めるものとする。 

（協力の要請） 

第２条 甲は、市町村から障害物除去等の実施に係る調整依頼を受けたときは、乙に対し、当該市町村

への協力の要請を行うものとする。 

２ 甲が乙に対し前項の規定による要請を行う場合は、「応援業務要請書（様式１）」により行うものと

する。ただし、緊急を要するときは、口頭、電話等により要請できるものとし、後日速やかに文書を

提出するものとする。 

（要請への対応等） 

第３条 乙は、前条第１項の要請を受けたときは、乙の組合加入者と調整を行い、乙の組合加入者の保

有する資機材を活用し、必要な協力を行うものとする。 

２ 乙は、応援業務を完了したときは、「応援業務実施報告書（様式２）」により、甲及び当該市町村に

報告するものとする。 

（経費の負担） 

第４条 本協定に基づく業務に要する費用については、災害発生後一定期間は無償とする。なお、無償

の期間及び一定期間経過後における経費は、乙及び当該市町村が協議して決定するものとする。 

（災害補償） 

第５条 本協定に基づく活動の実施により、乙の出動組合員及び装備が災害を受けた場合の補償は、乙

の責において行うものとする。 

（損害補償） 

第６条 本協定に基づく活動の実施により、乙の出動組合員が第三者に損害を与えた場合の補償は、乙

の責において行うものとする。 

（情報提供） 

第７条 甲及び乙は、それぞれ知り得た災害に関する情報を相互に提供するよう努めるものとする。 

（連絡責任者） 

第８条 甲及び乙は、あらかじめ連絡責任者を定めて相手方に報告し、大規模災害時には相互に連絡す

る体制をとるものとする。 

（自発的活動） 

第９条 この協定は、大規模災害時において乙が自発的に実施する障害物除去等の社会貢献活動に制限

を加えるものではない。 

（有効期間） 

第１０条 この協定は、協定を締結した日からその効力を有するものとし、甲及び乙が相手側に対して、

書面により協定の終了の通知をしない限り、その効力を継続する。 

（協議） 

第１１条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じた時は、その都度甲及び乙が協

議して決定するものとする。 
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この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

平成２４年７月１１日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号 

山梨県知事  横 内  正 明 

 

乙 東京都港区南青山１－１０－３ 

全日本高速道路レッカー事業協同組合 

理 事 長  佐 藤  正 良 
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(35) 大規模災害時における法律相談業務に関する協定書 

 

 山梨県(以下｢甲｣という｡)と山梨県弁護士会(以下｢乙｣という｡)とは，県内で地震，風水害その他の大

規模災害が発生した場合（以下「大規模災害時」という。）において，県民（県内に避難してきた被災者

を含む。以下，同じ）に対して行う法律相談業務の体制確保を図るため，次のとおり協定を締結する。 

(協議) 

第１条 甲は，大規模災害時における県民の不安解消のため，緊急に法律相談を行う必要が生じたとき

は，乙と協議の上，法律相談会を開催するものとする。 

２ 諸般の事情から乙において緊急に法律相談を行う必要が生じたと認め，乙から甲に

対しその旨の告知があったときも，前項の例による。 

３ 法律相談会の開催について県内市町村からの要請があった場合には，甲乙双方で協議し，必要な調

整を行うものとする。 

(相談担当者の連絡) 

第２条 乙は，前条記載の協議の結果，法律相談を行う場合には，速やかに法律相談担当者を選出し，

甲へ法律相談担当者名簿を提出する。ただし，緊急を要するなど事前に名簿を提出することが能わな

い場合は，省略することができる。 

２ 法律相談担当者は，乙の会員弁護士であることを原則とする。ただし，諸般の事情により乙の会員

のみによる対応が困難な場合は，乙の会員でない弁護士を派遣することができる。 

(相談場所の確保及び広報) 

第３条 甲は，法律相談会の開催場所の確保及び相談会を開催する旨の広報を行う。 

(報告) 

第４条 乙は，実施した法律相談の件数，対象者，相談内容について，随時甲に書面で報告をするもの

とする。ただし，その具体的範囲は，弁護士が法令上遵守すべき守秘義務に反しないものとする。 

(経費) 

第５条 甲と乙は，この協定に基づく法律相談業務は，県民に対して無償で提供することを相互に確認

する。 

２ 甲は，乙に対し，この協定に基づく法律相談業務の特殊性に鑑み，これに要する報酬その他の経費

は支弁しないものとする。 

(平時における準備) 

第６条 甲と乙は，この協定が想定する事態に備え，平時において，情報交換や担当窓口の連絡先等の

提供に努めるものとする。 

(協議解決) 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは，その都度，甲乙協議の

上解決するものとする。 

(有効期間) 

第８条 この協定の有効期間は，協定書締結日から１年間とする。ただし，期間満了の１ヶ月前までに

甲乙双方またはいずれか一方から特段の意思表示がない場合は，さらに１年間更新されるものとし，

以後も同様とする。 

 

この協定の締結を証するため，本書２通を作成し，甲乙両者署名捺印の上，各１通を保有する。 

  

平成２４年１０月３１日 

 

                甲 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 
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                  山梨県知事   横 内 正 明 

 

                乙 山梨県甲府市中央一丁目８番７号 

                  山梨県弁護士会会長  清水 毅 
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(36) 大規模災害時における税務相談業務に関する協定書 

 

 山梨県(以下｢甲｣という｡)と東京地方税理士会山梨県会(以下｢乙｣という｡)とは，県内で地震，風水害

その他の大規模災害が発生した場合（以下「大規模災害時」という。）において，県民（県内に避難して

きた被災者を含む。以下，同じ）に対して行う税務相談業務の体制確保を図るため，次のとおり協定を

締結する。 

(協議) 

第１条 甲は，大規模災害時における県民の不安解消のため，緊急に税務相談を行う必要が生じたとき

は，乙と協議の上，税務相談会を開催するものとする。 

２ 諸般の事情から乙において緊急に税務相談を行う必要が生じたと認め，乙から甲に

対しその旨の告知があったときも，前項の例による。 

３ 税務相談会の開催について県内市町村からの要請があった場合には，甲乙双方で協議し，必要な調

整を行うものとする。 

(相談担当者の連絡) 

第２条 乙は，前条記載の協議の結果，税務相談を行う場合には，速やかに税務相談担当者を選出し，

甲へ税務相談担当者名簿を提出する。ただし，緊急を要するなど事前に名簿を提出することが能わな

い場合は，省略することができる。 

２ 税務相談担当者は，乙の会員税理士であることを原則とする。ただし，諸般の事情により乙の会員

のみによる対応が困難な場合は，乙の会員でない税理士を派遣することができる。 

(相談場所の確保及び広報) 

第３条 甲は，税務相談会の開催場所の確保及び相談会を開催する旨の広報を行う。 

(報告) 

第４条 乙は，実施した税務相談の件数，対象者，相談内容について，随時甲に書面で報告をするもの

とする。ただし，その具体的範囲は，税理士が法令上遵守すべき守秘義務に反しないものとする。 

(経費) 

第５条 甲と乙は，この協定に基づく税務相談業務は，県民に対して無償で提供することを相互に確認

する。 

２ 甲は，乙に対し，この協定に基づく税務相談業務の特殊性に鑑み，これに要する報酬その他の経費

は支弁しないものとする。 

(平時における準備) 

第６条 甲と乙は，この協定が想定する事態に備え，平時において，情報交換や担当窓口の連絡先等の

提供に努めるものとする。 

(協議解決) 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは，その都度，甲乙協議の

上解決するものとする。 

(有効期間) 

第８条 この協定の有効期間は，協定書締結日から１年間とする。ただし，期間満了の１ヶ月前までに

甲乙双方またはいずれか一方から特段の意思表示がない場合は，さらに１年間更新されるものとし，

以後も同様とする。 

 

この協定の締結を証するため，本書２通を作成し，甲乙両者署名捺印の上，各１通を保有する。 

 

 平成２４年１０月３１日 
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                甲 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

                  山梨県知事  横 内 正 明 

 

                乙 山梨県甲府市中央二丁目11番23号 

                  東京地方税理士会山梨県会 

                  会 長    小 泉 久 司 
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(37) 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と味の民芸フードサービス株式会社（以下「乙」という。）とは、次の

とおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、地震等による災害が発生し、交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等

に滞留する大量の通勤者、通学者、観光客等のうち、容易に帰宅することができない者（以下「帰宅

困難者」という。）の支援を行うため、必要な事項を定める。 

（支援ステーションの設置） 

第２条 甲は、山梨県内に所在する乙の直営店及び乙のフランチャイズチェーン契約により加盟されて

いる店舗（以下併せて「店舗」という。）に対しこの協定に基づき支援ステーションの設置を依頼す

るものとする。 

２ 乙は、フランチャイズチェーン本部として、店舗に最大限の努力を以って協定の履行を求めるもの

とするが、甲は、乙のフランチャイズチェーン契約上の制限から店舗に協定の履行を強制することが

困難な事情があることを承諾し、これを支援ステーション設置における前提とする。 

（支援の内容） 

第３条 甲は、乙に対し、災害時に次の各号について、支援ステーションとしての協力を要請すること

ができるものとする。 

（１）乙の店舗において、帰宅困難者に対し、水道水、トイレ等の提供をすること。 

（２）乙の店舗において、帰宅困難者に対し、地図等による道路情報、ラジオ等で知った通行可能な道

路に関する情報を提供すること。 

２ 前項に規定する店舗は、支援ステーションの設置に賛同する店舗であり、前項に掲げる事項の全部

又は一部について支援可能な店舗（以下「支援ステーション協力店舗」という。）とする。 

３ 甲及び乙は、第１項に定めのない事項について、可能な範囲で相互に協力を求めることができる。 

（支援の実施） 

第４条 乙は、前条の規定により甲から支援の協力要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、可能な範

囲内において、帰宅困難者に対し、支援を実施するものとする。ただし、甲が、乙に対し、通信の途

絶等の事由により要請を行うことができないときは、乙は、甲の要請を待たないで、状況に応じ自主

的に可能な範囲において支援を実施することができるものとする。 

（支援ステーション・ステッカーの掲出） 

第５条 乙は支援ステーション協力店舗の取組みについて、広く住民へ周知を図るとともに、防災に対

する意識啓発のため、甲が提供する「支援ステーション・ステッカー」を掲出するものとする。 

２ 甲は、支援ステーション協力店舗へ提出中の「支援ステーション・ステッカー」の劣化を鑑みて、

年１回２月１日までに乙に次年度の必要数を確認し、提供するものとする。 

（経費の負担） 

第６条 第４条に規定する支援の実施に要した経費は、当該支援を実施した者が負担するものとする。 

２ 第５条の「支援ステーション・ステッカー」を作成する費用は、甲が負担するものとする。 

（情報の交換） 

第７条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて、情報の交換を行うも

の 

とする。 

（協定の効力） 

第８条 この協定は、甲の各市町村とその市町村に店舗が所在する乙が、各市町村と個別に協定を締
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結し 

た場合と同等の効力を有するものとする。 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定書締結日から1年間とする。なお、期間満了の１ヶ月前までに甲

乙双方又はいずれか一方からの特段の意思表示がない場合は、この協定はさらに１年間更新されるも

のとし、以後も同様とする。 

（協議） 

第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙が協議の上、これを

定めるものとする。 

 

  この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成２４年１１月９日 

          

（甲）山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号                      

                 山梨県知事 横内 正明     印 

               

（乙）東京都立川市錦町三丁目６番６号 

中村LKビル２階 

味の民芸フードサービス株式会社      

代表取締役社長  鬼澤 修  印 
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（38）地理空間情報の活用促進のための協力に関する協定書 
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(39) 災害時の医療救護に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と社団法人山梨県医師会（以下「乙」という。）とは、災害時の医療救

護に関して、次のとおり協定を締結する。 

（総則） 

第１条 この協定は、山梨県地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力について、

必要な事項を定めるものとする。 

（医療救護班の派遣） 

第２条 甲は、医療救護活動を実施する上で必要があると認めた場合は、乙に対して医療救護班の派遣

を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、速やかに医療救護班を編成し災害現場等の救護所等に派遣する

ものとする。 

（自主出動） 

第３条 乙は、甲と連絡がとれないとき又は派遣の要請を待ついとまがないときは、自主的に被災地の

情報収集を行い、その結果、緊急に医療救護班を派遣する必要があると認めた場合は、自主的に医療

救護班を編成して派遣することができる。 

２ 乙は、前項の規定により医療救護班を派遣したときは遅延なく甲に報告するものとする。 

３ 乙が前項の規定により派遣した後において、甲が前条に基づき医療救護班の派遣が必要と認めたと

きは、乙が派遣したときに要請があったものとみなす。 

（医療救護班の業務） 

第４条 乙が派遣する医療救護班は、甲又は市町村が避難所及び災害現場等に設置する救護所において

医療救護活動を行うものとする。 

２ 医療救護班の業務は、次のとおりとする。 

（１）傷病者のトリアージ（治療の優先順位による患者の振り分け） 

（２）傷病者に対する応急処置の実施及び必要な医療の提供 

（３）後方医療機関への転送の要否の判断及びその順位の決定 

（４）死亡の確認 

（５）死体の検案 

（６）その他必要な措置 

（医療救護班の輸送） 

第５条 医療救護班の輸送手段は乙が確保するものとするが、道路等の被災状況により困難な場合には、

甲は、必要な措置を講じるものとする。 

（医薬品等の供給） 

第６条 乙が派遣する医療救護班が使用する医薬品等は、当該医療救護班が携行するもののほか、甲が

供給するものとする。 

（搬送先医療機関の確保） 

第７条 甲は、乙の協力を得て災害拠点病院のほか必要な搬送先医療機関を確保するよう努めるものと

する。 

（医療費） 

第８条 救護所における医療費は、無料とする。 

２ 搬送先医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。 

（費用弁償） 

第９条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の費用は、甲が負担するもの

とする。 
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（１）医療救護班の編成及び派遣に要する経費 

（２）医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費 

（３）前各号に定めるもののほか、この協定実施のために要した経費のうち甲が必要と認めた経費 

２ 前項に定める費用の額については、別に定める。 

（損害補償） 

第１０条 甲は、甲の要請に基づき乙が派遣した医療救護班員が、その業務に従事したために負傷し、

若しくは疾病にかかり、又は死亡したときには、災害応急措置の業務に従事した者に対する損害補償

に関する条例（昭和３７年山梨県条例第５５号）に定めるところによりその損害を補償するものとす

る。 

（細則） 

第１１条 この協定を実施するために必要な事項については、山梨県大規模災害時医療救護マニュアル

（平成８年）の規定によるほか、別に定める。 

（協議） 

第１２条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議のう

え定めるものとする。 

（有効期間） 

第１３条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の有効

期間満了の日の１か月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がなされないときは、有効期間満了

の日の翌日から起算して１年間この協定は延長されるものとし、以降も同様とする。 

 

この協定の成立を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保有す

る。 

 

平成２４年４月１日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号 

                      山梨県知事 横 内  正 明 

 

乙 山梨県甲府市丸の内二丁目３２番１１号 

                      社団法人山梨県医師会 

                       会 長  薬 袋   健 
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(40) 災害時の歯科医療救護に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と社団法人山梨県歯科医師会（以下「乙」という。）とは、災害時の歯

科医療救護に関して、次のとおり協定を締結する。 

（総則） 

第１条 この協定は、山梨県地域防災計画に基づき、甲が行う歯科医療救護活動に対する乙の協力につ

いて、必要な事項を定めるものとする。 

（歯科医療救護班の派遣） 

第２条 甲は、歯科医療救護活動を実施する上で必要があると認めた場合は、乙に対して歯科医療救護

班の派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、速やかに歯科医療救護班を編成し災害現場等の救護所等に派遣

するものとする。 

（自主出動） 

第３条 乙は、甲と連絡がとれないとき又は派遣の要請を待ついとまがないときは、自主的に被災地の

情報収集を行い、その結果、緊急に歯科医療救護班を派遣する必要があると認めた場合は、自主的に

歯科医療救護班を編成して派遣することができる。 

２ 乙は、前項の規定により歯科医療救護班を派遣したときは遅延なく甲に報告するものとする。 

３ 乙が前項の規定により派遣した後において、甲が前条に基づき歯科医療救護班の派遣が必要と認め

たときは、乙が派遣したときに要請があったものとみなす。 

（歯科医療救護班の業務） 

第４条 乙が派遣する歯科医療救護班は、甲又は市町村が避難所及び災害現場等に設置する救護所にお

いて歯科医療救護活動を行うものとする。 

２ 歯科医療救護班の業務は、次のとおりとする。 

（１）傷病者に対する応急処置の実施及び必要な医療の提供 

（２）後方医療機関への転送の要否の判断及びその順位の決定 

（３）警察機関等の要請に基づく死体の個人識別、検案等への協力 

（４）その他必要な措置 

（歯科医療救護班の輸送） 

第５条 歯科医療救護班の輸送手段は乙が確保するものとするが、道路等の被災状況により困難な場合

には、甲は、必要な措置を講じるものとする。 

（医薬品等の供給） 

第６条 乙が派遣する歯科医療救護班が使用する医薬品等は、当該歯科医療救護班が携行するもののほ

か、甲が供給するものとする。 

（搬送先医療機関の確保） 

第７条 甲は、乙の協力を得て災害拠点病院のほか必要な搬送先医療機関を確保するよう努めるものと

する。 

（医療費） 

第８条 救護所における医療費は、無料とする。 

２ 搬送先医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。 

（費用弁償） 

第９条 甲の要請に基づき、乙が歯科医療救護活動を実施した場合に要する次の費用は、甲が負担する

ものとする。 

（１）歯科医療救護班の編成及び派遣に要する経費 

（２）歯科医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費 
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（３）前各号に定めるもののほか、この協定実施のために要した経費のうち甲が必要と認めた経費 

２ 前項に定める費用の額については、別に定める。 

（損害補償） 

第１０条 甲は、甲の要請に基づき乙が派遣した歯科医療救護班員が、その業務に従事したために負傷

し、若しくは疾病にかかり、又は死亡したときには、災害応急措置の業務に従事した者に対する損害

補償に関する条例（昭和３７年山梨県条例第５５号）に定めるところによりその損害を補償するもの

とする。 

（細則） 

第１１条 この協定を実施するために必要な事項については、山梨県大規模災害時医療救護マニュアル

（平成８年）の規定によるほか、別に定める。 

（協議） 

第１２条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議のう

え定めるものとする。 

（有効期間） 

第１３条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の有効

期間満了の日の１か月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がなされないときは、有効期間満了

の日の翌日から起算して１年間この協定は延長されるものとし、以降も同様とする。 

 

この協定の成立を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保有す

る。 

 

平成２４年４月１日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号 

                      山梨県知事 横 内  正 明 

 

乙 山梨県甲府市大手一丁目４番１号 

                      社団法人山梨県歯科医師会 

                       会 長  三 塚  憲 二 
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(41) 災害時の看護師派遣に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と公益社団法人山梨県看護協会（以下「乙」という。）とは、災害時の

看護師派遣に関して、次のとおり協定を締結する。 

（総則） 

第１条 この協定は、山梨県地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力について、

必要な事項を定めるものとする。 

（医療救護班の派遣） 

第２条 甲は、医療救護活動を実施する上で必要があると認めた場合は、乙に対して看護職員の派遣を

要請するものとする。 

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、速やかに看護職員を災害現場等の救護所等に派遣するものとす

る。 

（自主出動） 

第３条 乙は、甲と連絡がとれないとき又は派遣の要請を待ついとまがないときは、自主的に被災地の

情報収集を行い、その結果、緊急に看護職員を派遣する必要があると認めた場合は、自主的に看護職

員を派遣することができる。 

２ 乙は、前項の規定により看護職員を派遣したときは遅延なく甲に報告するものとする。 

３ 乙が前項の規定により派遣した後において、甲が前条に基づき看護職員の派遣が必要と認めたとき

は、乙が派遣したときに要請があったものとみなす。 

（看護職員の業務） 

第４条 乙が派遣する看護職員は、甲又は市町村が避難所及び災害現場等に設置する救護所において、

救護活動及び医師会・歯科医師会が派遣する医療救護班と協働して医療救護活動を行うものとする。 

２ 看護職員の業務は、次のとおりとする。 

（１）傷病者に対する応急手当及び看護 

（２）その他状況に応じた必要な措置 

（看護職員の輸送） 

第５条 看護職員の輸送手段は乙が確保するものとするが、道路等の被災状況により困難な場合には、

甲は必要な措置を講じるものとする。 

（医薬品等の供給） 

第６条 乙が派遣する看護職員が使用する医薬品等は、当該看護職員が携行するもののほか、甲が供給

するものとする。 

（費用弁償） 

第７条 甲の要請に基づき、乙が救護活動及び医師会・歯科医師会が派遣する医療救護班と協働して医

療救護活動を実施した場合に要する次の費用は、甲が負担するものとする。 

（１）看護職員の派遣に要する経費 

（２）看護職員が携行した医薬品等を使用した場合の実費 

（３）前各号に定めるもののほか、この協定実施のために要した経費のうち甲が必要と認めた経費 

２ 前項に定める費用の額については、別に定める。 

（損害補償） 

第８条 甲は、甲の要請に基づき乙が派遣した看護職員が、その業務に従事したために負傷し、若しく

は疾病にかかり、又は死亡したときには、災害応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関す

る条例（昭和３７年山梨県条例第５５号）に定めるところによりその損害を補償するものとする。 

（細則） 

第９条 この協定を実施するために必要な事項については、山梨県大規模災害時医療救護マニュアル（平
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成８年）の規定によるほか、別に定める。 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、

定めるものとする。 

（有効期間） 

第１１条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の有効

期間満了の日の１か月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がなされないときは、有効期間満了

の日の翌日から起算して１年間この協定は延長されるものとし、以降も同様とする。 

 

この協定の成立を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保有す

る。 

 

平成２４年４月１日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号 

                      山梨県知事 横 内  正 明 

 

乙 山梨県甲府市東光寺２丁目２５番１号 

                      公益社団法人山梨県看護協会 

                       会 長  藤 巻  秀 子 
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(42) 災害時における薬剤師の医療救護活動に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と一般社団法人山梨県薬剤師会（以下「乙」という。）とは、災害時の

医療救護活動に関して、次のとおり協定を締結する。 

（総則） 

第１条 この協定は、山梨県地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力について、

必要な事項を定めるものとする。 

（薬剤師の派遣） 

第２条 甲は、医療救護活動を実施する上で必要があると認めた場合は、乙に対して薬剤師の派遣を要

請するものとする。 

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、速やかに薬剤師で構成する班（以下「薬剤師班」という。）を編

成し救護所等に派遣するものとする。なお、薬剤師班には、医療救護活動の状況により必要と認める

ときは、補助者（事務員等）を置くことができる。 

（自主出動） 

第３条 乙は、甲と連絡がとれないとき又は派遣の要請を待ついとまがないときは、自主的に被災地の

情報収集を行い、その結果、緊急に薬剤師を派遣する必要があると認めた場合は、自主的に薬剤師班

を編成して派遣することができる。 

２ 乙は、前項の規定により薬剤師班を派遣したときは遅延なく甲に報告するものとする。 

３ 乙が前項の規定により派遣した後において、甲が前条に基づき薬剤師の派遣が必要と認めたときは、

乙が派遣したときに要請があったものとみなす。 

（薬剤師班の業務） 

第４条 乙が派遣する薬剤師班は、甲又は市町村が避難所、災害現場等に設置する救護所及び医薬品の

集積所等において医療救護活動を行うものとする。 

２ 薬剤師班の業務は、次のとおりとする。 

（１）救護所等における傷病者等に対する調剤、服薬指導 

（２）救護所及び医薬品等の集積所等における医薬品等の仕分け、管理 

（３）その他医療救護活動において必要な業務 

（薬剤師班の輸送） 

第５条 薬剤師班の輸送手段は乙が確保するものとするが、道路等の被災状況により困難な場合には、

甲は、必要な措置を講じるものとする。 

（医薬品等の供給） 

第６条 乙が派遣する薬剤師班が使用する医薬品等は、当該薬剤師班が携行するもののほか、甲が供給

するものとする。 

（調剤費） 

第７条 救護所等における調剤費は、無料とする。 

（費用弁償） 

第８条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の費用は、甲が負担するもの

とする。 

（１）薬剤師班の編成及び派遣に要する経費 

（２）薬剤師班が携行した医薬品等を使用した場合の実費 

（３）前各号に定めるもののほか、この協定実施のために要した経費のうち甲が必要と認めた経費 

２ 前項に定める費用の額については、別に定める。 

（損害補償） 

第９条 甲は、甲の要請に基づき乙が派遣した薬剤師班員が、その業務に従事したために負傷し、若し
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くは疾病にかかり、又は死亡したときには、災害応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関

する条例（昭和３７年山梨県条例第５５号）に定めるところによりその損害を補償するものとする。 

（細則） 

第１０条 この協定を実施するために必要な事項については、山梨県大規模災害時医療救護マニュアル

（平成８年）の規定によるほか、別に定める。 

（協議） 

第１１条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議のう

え定めるものとする。 

（有効期間） 

第１２条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の有効

期間満了の日の１か月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がなされないときは、有効期間満了

の日の翌日から起算して１年間この協定は延長されるものとし、以降も同様とする。 

 

この協定の成立を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保有す

る。 

 

平成２４年４月１日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号 

                      山梨県知事  横 内  正 明 

 

乙 山梨県甲府市富士見１丁目２番４号 

                      一般社団法人山梨県薬剤師会 

                       会 長   幡 野   仁 
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(43) 山梨ＤＭＡＴに関する協定書 

 

山梨県知事（以下「甲」という。）と山梨県立中央病院長（以下「乙」という。）は、山梨ＤＭＡＴ運

営要綱（以下「運営要綱」という。）第５条第３項の規定に基づき、山梨県立中央病院を山梨ＤＭＡＴ指

定病院として、次のとおり協定を締結する。 

（総則） 

第１条 この協定は、運営要綱に基づき甲が乙に対して要請する山梨ＤＭＡＴの派遣について、必要な

事項を定めるものとする。 

（指揮系統等） 

第２条 山梨ＤＭＡＴは、被災した市町村等の災害対策本部等のもとで活動することを基本とする。 

２ 山梨ＤＭＡＴが被災都道府県からの要請を受けて派遣される場合には、被災都道府県のＤＭ 

ＡＴ受入れに係る体制の中で活動する。 

３ 前２項の規定に関わらず、山梨ＤＭＡＴの活動する者の身分については、乙の管理下にある 

ものとする。 

（費用弁償） 

第３条 甲の要請に基づき派遣された山梨ＤＭＡＴが、運営要綱第３条に定める活動を実施した 

場合に要する経費は、次の各号に基づき甲が負担するものとする。 

（１）人件費のうち超過勤務手当に要する経費   

山梨県立中央病院の支給規定に基づく額とする。 

（２）乙が所有する自動車を使用した場合の経費 

     １キロメートルにつき３７円とする。ただし、通算した路程に１キロメートル未満の 

端数を生じたときは、これを切り捨てる。  

（３）医薬品等に要する経費 

     実費額とする。 

（４）前各号に定めるもののほか、山梨ＤＭＡＴの派遣のために要した経費のうち甲が必要と 

認めた経費 

  甲が必要と認める額とする。 

（待機に係る費用） 

第４条 山梨ＤＭＡＴ派遣のための待機に要する費用は、甲の要請の有無に関わらず乙の負担とする。 

（損害補償） 

第５条 甲は、甲の要請に基づき乙が派遣した山梨ＤＭＡＴが、その業務に従事したために負傷し、若

しくは疾病にかかり、又は死亡したときには、災害応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に

関する条例（昭和３７年山梨県条例第５５号）に定めるところによりその損害を補償するものとする。 

（報告） 

第６条 乙は、山梨ＤＭＡＴとしての活動内容を速やかに甲に報告するものとする。 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議 

のうえ定めるものとする。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の有効期

間満了の日の１か月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がなされないときは、有効期間満了の

日の翌日から起算して１年間この協定は延長されるものとし、以降も同様とする。 

 

この協定の成立を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保有する。 
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平成２４年４月１日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号 

                     山梨県知事 横 内  正 明 

 

乙 山梨県甲府市富士見一丁目６番１号 

                     山梨県立中央病院 

院長  山 下  晴 夫 

 

 



 

- 557 - 

(44) 山梨ＤＭＡＴに関する協定書 

 

山梨県知事（以下「甲」という。）と国民健康保険富士吉田市立病院長（以下「乙」という。）は、山

梨ＤＭＡＴ運営要綱（以下「運営要綱」という。）第５条第３項の規定に基づき、国民健康保険富士吉田

市立病院を山梨ＤＭＡＴ指定病院として、次のとおり協定を締結する。 

（総則） 

第１条 この協定は、運営要綱に基づき甲が乙に対して要請する山梨ＤＭＡＴの派遣について、必要な

事項を定めるものとする。 

（指揮系統等） 

第２条 山梨ＤＭＡＴは、被災した市町村等の災害対策本部等のもとで活動することを基本とする。 

２ 山梨ＤＭＡＴが被災都道府県からの要請を受けて派遣される場合には、被災都道府県のＤＭ 

ＡＴ受入れに係る体制の中で活動する。 

３ 前２項の規定に関わらず、山梨ＤＭＡＴの活動する者の身分については、乙の管理下にある 

ものとする。 

（費用弁償） 

第３条 甲の要請に基づき派遣された山梨ＤＭＡＴが、運営要綱第３条に定める活動を実施した 

場合に要する経費は、次の各号に基づき甲が負担するものとする。 

（１）人件費のうち超過勤務手当に要する経費 

国民健康保険富士吉田市立病院の支給規定に基づく額とする。 

（２）乙が所有する自動車を使用した場合の経費 

     １キロメートルにつき３７円とする。ただし、通算した路程に１キロメートル未満の 

端数を生じたときは、これを切り捨てる。  

（３）医薬品等に要する経費 

     実費額とする。 

（４）前各号に定めるもののほか、山梨ＤＭＡＴの派遣のために要した経費のうち甲が必要と 

認めた経費 

  甲が必要と認める額とする。 

（待機に係る費用） 

第４条 山梨ＤＭＡＴ派遣のための待機に要する費用は、甲の要請の有無に関わらず乙の負担とする。 

（損害補償） 

第５条 甲は、甲の要請に基づき乙が派遣した山梨ＤＭＡＴが、その業務に従事したために負傷し、若

しくは疾病にかかり、又は死亡したときには、災害応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に

関する条例（昭和３７年山梨県条例第５５号）に定めるところによりその損害を補償するものとする。 

（報告） 

第６条 乙は、山梨ＤＭＡＴとしての活動内容を速やかに甲に報告するものとする。 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議 

のうえ定めるものとする。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の有効期

間満了の日の１か月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がなされないときは、有効期間満了の

日の翌日から起算して１年間この協定は延長されるものとし、以降も同様とする。 

（その他） 

第９条 山梨ＤＭＡＴに関する協定書（平成２０年４月２１日）は廃止する。 
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この協定の成立を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

平成２４年４月１日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号 

                     山梨県知事 横 内  正 明 

 

乙 山梨県富士吉田市上吉田６５３０   

             国民健康保険富士吉田市立病院 

                        院長  樫 本   温 
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(45) 山梨ＤＭＡＴに関する協定書 

 

山梨県知事（以下「甲」という。）と国立大学法人山梨大学長（以下「乙」という。）は、山梨ＤＭＡ

Ｔ運営要綱（以下「運営要綱」という。）第５条第３項の規定に基づき、山梨大学医学部附属病院を山梨

ＤＭＡＴ指定病院として、次のとおり協定を締結する。 

（総則） 

第１条 この協定は、運営要綱に基づき甲が乙に対して要請する山梨ＤＭＡＴの派遣について、必要な

事項を定めるものとする。 

（指揮系統等） 

第２条 山梨ＤＭＡＴは、被災した市町村等の災害対策本部等のもとで活動することを基本とする。 

２ 山梨ＤＭＡＴが被災都道府県からの要請を受けて派遣される場合には、被災都道府県のＤＭ 

ＡＴ受入れに係る体制の中で活動する。 

３ 前２項の規定に関わらず、山梨ＤＭＡＴの活動する者の身分については、乙の管理下にある 

ものとする。 

（費用弁償） 

第３条 甲の要請に基づき派遣された山梨ＤＭＡＴが、運営要綱第３条に定める活動を実施した 

場合に要する経費は、次の各号に基づき甲が負担するものとする。 

（１）人件費のうち超過勤務手当に要する経費   

山梨大学医学部附属病院の支給規定に基づく額とする。 

（２）乙が所有する自動車を使用した場合の経費 

     １キロメートルにつき３７円とする。ただし、通算した路程に１キロメートル未満の 

端数を生じたときは、これを切り捨てる。  

（３）医薬品等に要する経費 

     実費額とする。 

（４）前各号に定めるもののほか、山梨ＤＭＡＴの派遣のために要した経費のうち甲が必要と 

認めた経費 

  甲が必要と認める額とする。 

（待機に係る費用） 

第４条 山梨ＤＭＡＴ派遣のための待機に要する費用は、甲の要請の有無に関わらず乙の負担とする。 

（損害補償） 

第５条 甲は、甲の要請に基づき乙が派遣した山梨ＤＭＡＴが、その業務に従事したために負傷し、若

しくは疾病にかかり、又は死亡したときには、災害応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に

関する条例（昭和３７年山梨県条例第５５号）に定めるところによりその損害を補償するものとする。 

（報告） 

第６条 乙は、山梨ＤＭＡＴとしての活動内容を速やかに甲に報告するものとする。 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議 

のうえ定めるものとする。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の有効期

間満了の日の１か月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がなされないときは、有効期間満了の

日の翌日から起算して１年間この協定は延長されるものとし、以降も同様とする。 

 

この協定の成立を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保有する。 
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平成２４年４月１日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号 

                     山梨県知事 横 内  正 明 

 

乙 山梨県甲府市武田４丁目４番３７号 

                     国立大学法人 山梨大学 

学長  前 田  秀一郎 
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(46) 山梨ＤＭＡＴに関する協定書 

 

山梨県知事（以下「甲」という。）と山梨赤十字病院長（以下「乙」という。）は、山梨ＤＭＡＴ運営

要綱（以下「運営要綱」という。）第５条第３項の規定に基づき、山梨赤十字病院を山梨ＤＭＡＴ指定病

院として、次のとおり協定を締結する。 

（総則） 

第１条 この協定は、運営要綱に基づき甲が乙に対して要請する山梨ＤＭＡＴの派遣について、必要な

事項を定めるものとする。 

（指揮系統等） 

第２条 山梨ＤＭＡＴは、被災した市町村等の災害対策本部等のもとで活動することを基本とする。 

２ 山梨ＤＭＡＴが被災都道府県からの要請を受けて派遣される場合には、被災都道府県のＤＭ 

ＡＴ受入れに係る体制の中で活動する。 

３ 前２項の規定に関わらず、山梨ＤＭＡＴの活動する者の身分については、乙の管理下にある 

ものとする。 

（費用弁償） 

第３条 甲の要請に基づき派遣された山梨ＤＭＡＴが、運営要綱第３条に定める活動を実施した 

場合に要する経費は、次の各号に基づき甲が負担するものとする。 

（１）人件費のうち超過勤務手当に要する経費   

山梨赤十字病院の支給規定に基づく額とする。 

（２）乙が所有する自動車を使用した場合の経費 

     １キロメートルにつき３７円とする。ただし、通算した路程に１キロメートル未満の 

端数を生じたときは、これを切り捨てる。  

（３）医薬品等に要する経費 

     実費額とする。 

（４）前各号に定めるもののほか、山梨ＤＭＡＴの派遣のために要した経費のうち甲が必要と 

認めた経費 

  甲が必要と認める額とする。 

（待機に係る費用） 

第４条 山梨ＤＭＡＴ派遣のための待機に要する費用は、甲の要請の有無に関わらず乙の負担とする。 

（損害補償） 

第５条 甲は、甲の要請に基づき乙が派遣した山梨ＤＭＡＴが、その業務に従事したために負傷し、若

しくは疾病にかかり、又は死亡したときには、災害応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に

関する条例（昭和３７年山梨県条例第５５号）に定めるところによりその損害を補償するものとする。 

（報告） 

第６条 乙は、山梨ＤＭＡＴとしての活動内容を速やかに甲に報告するものとする。 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議 

のうえ定めるものとする。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の有効期

間満了の日の１か月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がなされないときは、有効期間満了の

日の翌日から起算して１年間この協定は延長されるものとし、以降も同様とする。 

 

この協定の成立を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保有する。 
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平成２５年２月１日 

甲 山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号 

                     山梨県知事 横 内  正 明 

乙 山梨県南都留郡富士河口湖町船津６６６３番地１ 

                     山梨赤十字病院 

院長 今 野  述 
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(47) 大規模災害発生時における飲料水の運搬協力に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）とサントリー株式会社（以下「乙」という。）は、大規模災害発生時に

おける飲料水の運搬協力に関して、次の通り協定を締結する。 

 

（協力要請） 

第１条 甲は、大規模災害発生時における被災住民等への飲料水の応急給水を円滑に実施するため、市

町村の要請を基に必要数等を調整し、乙に対して、乙の使用する車両を利用した飲料水の運搬につい

て協力を要請することができる。 

２ 乙は、前項の規定に基づく協力要請（以下「協力要請」という。）を受けたときは、可能な範囲内で

これに応じるものとする。 

（協力要請の手続） 

第２条 協力要請は、口頭、電話、ファックス、メール等可能な通信手段により行い、甲は、後日、速

やかに乙に対して協力要請する旨の文書を送付する。 

２ 甲は、協力要請を行う際に、乙に対して、乙の協力を必要とする期間を明示しなければならない。 

３ 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して、乙の協力期間の延長を要請することができる。 

（運転者の手配） 

第３条 協力要請に応じることにより乙が実施する飲料水の運搬（以下「運搬協力」という。）において、

乙の使用する車両を運転する者の手配は、乙が行う。 

（飲料水の注入） 

第４条 協力要請に応じることにより乙が運搬する飲料水は、甲が指示する水道事業者の配水池又は乙

の所有する井戸から注入しなければならない。 

（水質管理） 

第５条 協力要請に応じて、乙が搬送する飲料水の水質管理は、保健所の指導を基に市町村が行う。 

（経費の負担） 

第６条 乙が協力要請に応じることにより必要となる経費（以下「協力経費」という。）は、原則として

運搬協力を受けた市町村が負担する。 

２ 協力経費の算出は、別に定める基準によるものとする。 

３ 乙は、市町村が協力経費を支弁するいとまがなく、かつ、市町村から要請があった場合には、協力

経費を一時繰り替えて支弁するものとする。 

４ 前３項によりがたい場合、別に協議して定める。 

（運搬協力の実績通知） 

第7条 乙は、運搬協力の実績を別に定めるところにより甲及び市町村に通知する。 

（便宜供与） 

第８条 甲は、市町村と協議調整し、運搬協力に従事する者に対する宿舎の斡旋その他の便宜を供与す

るものとする。 

（情報の交換） 

第９条 甲及び乙は、この協定を円滑に実施するために必要な情報を相互に交換する。 

（連絡責任者） 

第１０条 甲及び乙は、この協定を円滑に実施するための相互連絡を担当する責任者をあらかじめ定め

る。 

（実施細目） 

第１１条 この協定の実施に関する必要な細目については、別に協議して定める。 

（補足） 
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第１２条 この協定に定めのない事項及び協定の内容に疑義が生じた場合には、その都度協議して定め

る。 

 

附 則 

この協定は、平成１８年４月１日から適用する 

 

 この協定の締結を証するため、この協定書を２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を保

有する。 

   

平成１８年３月３０日 

 

      甲  山梨県甲府市丸の内一丁目六番一号 

       山梨県福祉保健部長  杉 原 初 男 

      乙  東京都港区台場二丁目三番三号 

         サントリー株式会社 

                          ロジスティック推進部長  岡 村 芳 郎 
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(48)  災害時における調査及び復旧支援協力に関する協定 

 

山梨県県土整備部流域下水道事務所長(以下「甲」という。)と公益社団法人日本下水道管路管理業協

会会長(以下「乙」という。)とは、甲の管轄する地域において地震、風水害等の災害(以下「災害」とい

う。)により流域下水道管路施設が被災したときに行う、管路施設調査及び復旧支援協力に関して次のと

おり協定を締結する。 

 

(目的) 

第1条 この協定は、この甲に対する協力に関して基本的な事項を定め、災害により被災した流域下水

道管路施設の機能の早期復旧を行うことを目的とする。 

(協力要請) 

第2条 甲は乙に対し、災害により被災した流域下水道管路施設の調査及び復旧に関し支援を要請する

ことができる。この場合、甲からごに対し支援内容を記した要請書により支援要請を行うものとする。

ただし、緊急時の支援要請は、要請書によらず電話等で行うことができるものとする。この場合、甲

は乙に対し、後日速やかに要請書を交付するものとする。 -- 

2 乙は、前項により甲の要請する実務を行うために、必要な人員、機材等をもって、 要請された業務

を遂行しなければならない。 

3 第1項の復旧支援協力の要請に関する手の連絡窓口は、山梨県県土整備部流城下水道事務所工務課、

この連絡窓口は公益社団法人日本下水道管路管理業協会関東支部山梨県部会とする。 

(協力業務) 

第3条 この協定に基づき、乙が行う支援業務は下記のとおりとする。 

(報告) 

1) 災害により被災した流域下水道管路施設の調査及び応急復旧のために必要な業務。 

2) その他、甲、乙間で協議し必要と思われる業務。 

第4条 乙は、甲の要請により行った支援業務が終了したときは、速やかに甲に対し所定の書式による

報告を行うものとする。 

2 乙は、毎年4月1日現在において災害発生時の支援に備えて、協力会社、提供可能な車両等の機器及

び人員を甲に対して報告するものとする。 

(費用) 

第5条 この協定に基づき、甲が乙に対して支援要請した業務に係る費用は、甲の負担とする。 

2 甲は、乙から前条第1項により提出された資料をもとに、速やかに随意契約を締結するものとする。 

(損害補償) 

第6条 第2条の規定に基づき、応急対策業務に従事したものが、当該業務により負傷しもしくは疾病

にかかり又は死亡した場合は、労働者災害補償保険法に基づき補償を受けるものとする。 

これによらない場合は、甲乙の協議の上処理するものとする。 

(広域災害) 

第7条 甲が管轄する地域において、平成8年1月に作成された「下水道事業における災害時支援に関

するルール」に基づく下水道対策本部が設置された場合は、下水道対策本部の指揮による活動を優先

し、乙もこれに従うものとする。 

(協定の効力) 

第8条 この協定の有効期限は、締結の日から平成25年3月31日までとする。ただし、 期間満了の1

ヶ月前までに甲、乙いずれからもそれぞれ相手方に対して文書により異議の申出のないときは、更に

1年間延長するものとし、その後において期間満了したときも同様とする。 
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(その他) 

第9条 本協定に定めのない事項や各条項に疑義が生じた場合には、甲、乙双方による協議の上決定す

るものとする。 

 

本協定成立の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各 1々通を保有する。 

 

平成24年6月26日 

 

 

甲 山梨県県土整備部 

流域下水道事務所長 

           小林  巌 

 

乙 公益社団法人 

日本下水道管路管理業協会 

       会  長  長谷川 健司 
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(49) 災害発生時等の物資の保管等に関する協定書 

 

 山梨県（以下｢甲」という。）と山梨県倉庫協会（以下｢乙｣という。）は、次のとおり、 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の緊急・救援輸送に係る物資（以下「物資」という。）

の保管等に関する協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、地震、火山噴火、風水害等の災害が発生し、又は発生するおそれがあ 

る場合において、甲から乙に対して行う物資の保管等の要請に関する必要事項を定める。 

 

（物資の保管及び物流専門家の派遣に関する要請） 

第２条 甲は、物資を保管する上で、乙の応援を必要と認めるときは、乙に対し、次に掲げる事項を

明示して、文書により要請する。但し、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請し、

その後、速やかに文書を提出する。 

（１）災害の状況及び応援を要請する事由 

（２）必要とする保管倉庫の地域 

（３）応援を必要とする期間 

（４）主な保管品目及び数量 

（５）その他参考となる事項 

２ 甲は、前項に掲げる要請の他、物資の保管管理等を実施する上で、乙の応援を必要と認めるとき

は、乙に対し、物資の保管等に関する助言を行う物流専門家の派遣を要請することがある。 

３ 乙は前２項の規定による甲の要請があったときは、可能な限り協力し、物資の保管又は物流専門

家の派遣を行う。 

 

（保管倉庫（場所）の選定及び報告） 

第３条 乙は、前条第１項の要請に対し、速やかに甲に対して、保管倉庫（施設）を選定し、次に掲

げる事項を文書により報告する。但し、文書をもって報告するいとまがないときは、口頭で報告し、

その後、速やかに文書を提出する。 

（１）物資の保管を行う事業者名（必要とする保管場所に事業者がないときはその旨） 

（２）保管倉庫（施設）の所在地、名称、面積 

（３）保管期間 

（４）保管品目及び数量 

（５）その他 

２ 乙は、前条第２項の要請に対し、甲に対して、次に掲げる事項を文書により報告する。 

但し、文書をもって報告するいとまがないときは、口頭で報告し、その後、速やかに文書を提出す

る。 

（１）派遣する者の所属及び氏名 

（２）派遣期間及び派遣場所 

（３）その他 

３ 乙は、第１項の要請に備えて、災害時において優先的に活用を検討する倉庫（トラックターミ

ナル）をあらかじめ指定し、甲に書面で報告する。なお、変更があった場合も同様とする。 

 

（経費の負担） 

第４条 物資の保管に要した費用（保管料、荷役料及び実費負担額（パレット使用料等の費用をい
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う。））は甲が負担する。 

２ 前項の費用のうち倉庫に係る保管料及び荷役料は、災害発生時の山梨県の事業者が定める料金を

基準として、甲乙協議の上、決定する。 

３ 第２条第２項の規定による派遣に要した費用に関する乙の負担については、甲乙協議の上、決定

する。 

４ 乙は、前２項の決定をする前に、前条第１項第１号の事業者又は同条第２項第１号の派遣者の同

意を得なければならない。 

 

（保管料等の支払い） 

第５条 乙は、前条の規定により甲が負担することとなる費用（以下｢保管料等｣という。）を甲に請

求する。 

２ 甲は、前項の請求があった場合には、その日から起算して３０日以内に、保管料等を支払う。但

し、予算措置を必要とする場合は、予算措置後３０日以内に支払う。 

 

（事故等） 

第６条 事故の発生等により第３条第１項第１号の事業者による物資の保管の継続が困難な事由が

発生した場合は、乙は、速やかに他の倉庫（トラックターミナル）の提供その他の措置を講じ物資

の継続保管に努める。 

２ 乙は、物資の保管の実施に際し事故が発生したときは、甲に対し速やかにその状況を報告する。 

 

（災害補償） 

第７条 本協定により業務に従事した者が、当該業務に従事したことに関し死亡・負傷・疾病等にか

かった場合は、次に掲げる場合を除き、その損害の補償について、甲乙誠意をもって協議する。 

（１）当該業務に従事する者の故意又は重大な過失による場合 

（２）当該損害につき、乙又は当該業務に従事する者が締結した損害保険契約により、保険給付を受

けることができる場合（保険会社により補填されない損害は除く。) 

（３）当該損害が第三者の行為によるものであって、当該第三者から損害賠償を受けることができる

場合（第三者からの賠償で補填されない損害は除く。） 

 

（関係市町村との連絡） 

第８条 本協定に基づく物資の保管及び物流専門家の派遣に係る業務の実施に当たり関係市町村と

の連絡調整は、原則として甲が実施する。 

 

（情報提供） 

第９条 甲、乙は、それぞれが知り得た災害に関する諸情報をお互いに提供するよう努める。 

 

（担当部署及び連絡責任者） 

第１０条 甲、乙は、本協定に基づく物資の保管等に関する担当部署を定めるとともに、連絡責任者

を選任する。 

２ 甲、乙は、前項の規定により担当部署を定め、連絡責任者を選任した場合は、相互に通知する。 

 

（実施細目） 

第１１条 この協定の実施に関し必要な手続きその他の事項は、甲、乙協議して実施細目で決める。 
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 (協議) 

第１２条 この協定に定めがない事項について疑義が生じた時は、その都度甲、乙が協議して定める

ものとする。 

 

（有効期間） 

第１３条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和６年３月３１日までの間とする。但し、期

間満了の日の１ヶ月前までに、甲、乙のいずれかの者が何らかの意思表示をしない限り、その効力

を維持する。 

 

（協定の改訂） 

第１４条 この協定は、甲、乙のいずれかの申し出があったときは、協議して解除又は改訂すること

ができる。 

 

（実施日） 

第１５条 この協定は、協定締結の日から実施する。 

 

 

 

附 則 平成２５年２月１３日付けの協定は、廃止する。 

 

 

 

この協定を証するため、本書を２通作成し、各者記名押印の上、それぞれ１通を保有する。 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

甲  山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

 

山梨県知事  長崎 幸太郎         

 

 

 

乙  山梨県甲府市飯田三丁目２番４４号 山梨ＪＡ会館南別館 

 

山梨県倉庫協会 会長  坂本 宗隆 

 

 



 

- 570 - 

（50）災害時の広域応援業務に関する協定書 

山梨県（以下「甲」という。）と一般社団法人山梨県建設業協会（以下「乙」という。）とは、災害時の

広域応援業務に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）及び山梨県地域防災計画に基づき、

災害時における民間協力の一環として、災害が発生した場合又はそのおそれがある場合に、被害の

拡大防止や被災施設の早期復旧などに資するため、工事請負契約に先立つ協力要請により、広域応

援業務として応急工事を実施し、公共の福祉を確保することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (1) 災害 地震、風水害その他の異常な自然現象等による被害をいう。 

 (2) 公共施設 道路、河川、砂防、地すべり防止、急傾斜地崩壊防止、治山、林道等の甲の所管す

る施設をいう。 

 (3) 広域応援 県内に甚大な被害を及ぼし、「災害時における応急対策業務に関する基本協定」及び

「災害時における応急対策業務に関する細目協定」では応急対策業務が十分に実施できないと認め

る場合に、応援を必要とする甲の要請に基づき、乙が行う広域的な応援をいう。 

（対象となる災害） 

第３条 この協定の対象となる災害は、公共施設の被災、土砂の崩壊等により危険な状況が発生し、又

は発生するおそれがある場合において、甲が広域応援を必要と認める災害とする。 

（広域応援協力者） 

第４条 乙は、この協定に賛同する広域応援協力者（以下「協力者」という。）を取りまとめた名簿及

び協力者ごとの災害時出動態勢として人員編成、建設資材等の数量を取りまとめた資機材・編成人

員報告書を、協定締結後速やかに甲に提出するものとする。 

２ 乙は、協力者がやむを得ない理由により広域応援業務を実施することが困難となったとき又は新た

な協力者が広域応援業務を実施しようとするときは、別紙様式１により甲に提出するものとする。 

（広域応援計画） 

第５条 乙は、協力者の体制を踏まえ、災害の発生を地域ごとに想定し、円滑に広域応援業務が実施で

きる応援体制及び同体制に係る指示系統、その他広域応援業務の実施に必要な事項を定めた広域応

援計画を策定し、甲に提出するものとする。 

２ 前項の広域応援計画の実効性を確保するため、乙及び協力者は、合同で広域応援に関する訓練（以

下「訓練」という。）を年１回以上行い、訓練の結果を甲に報告するものとする。 

（広域応援要請及び応援施工者） 

第６条 甲は、甲の県土整備部又は林政部の各出先事務所（以下「事務所」という。）から連絡を受け、

広域応援が必要と認める場合は、速やかに乙に協力を要請する。 

２ 乙は、甲からの要請を受けた場合は、直ちに第４条第１項の協力者の中から応急工事施工者（以下

「応援施工者」という。）を選定し、その結果を甲及び事務所に報告するものとする。 

３ 事務所と乙は、広域応援要請に係る文書を取り交わすとともに、当該文書を保管するものとする。 

４ 事務所は、必要があると認めるときは、応援施工者の変更又は追加を乙に要請することができる。 

（工事の実施） 

第７条 乙は、前条第１項の規定による甲の要請があったときは、同条第２項において選定した応援施

工者により、事務所の指示に従い、速やかに応急工事に着手するものとする。 

２ 前項の応急工事の限度は、必要最小限度の工事とする。 
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３ 応援施工者は、応急工事の施工に当たっては、第三者に損害を与えないよう特段の注意を払わなけ

ればならない。 

４ 応援施工者は、業務従事者の労働災害補償のため、労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０

号）の適用を受けられるように手続をとるものとする。 

５ 応援施工者は、工事内容が判定できる写真等の資料を整備するとともに、適宜、応急工事の進捗状

況及を事務所に報告するものとする。 

（請負契約の締結） 

第８条 事務所は、要請に基づき実施を指示した応急工事について、工事施工者と協議の上、速やかに

随意契約を締結するものとする。 

２ 応援施工者は、前項の随意契約を締結したときは、速やかにその旨を乙に報告するものとする。 

（乙から甲への報告） 

第９条 乙は、第４条の協力者の名簿及び資機材・編成人員報告書並びに第５条の広域応援計画につい

て、その内容に変更が生じたとき、甲が特に報告を求めたとき及び毎年４月１日に報告するものと

する。 

（損害補償） 

第１０条 第６条の協力要請により広域応援業務に従事した者が死亡し、負傷し、若しくは疾病にかか

り、又は廃疾した場合におけるその者に対する損害は、応援施工者が補償するものとする。ただし、

山梨県知事が災害対策基本法第７１条第１項の規定により、協力命令を発したときは、災害応急措

置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例（昭和３７年山梨県条例第５５号）を適用す

る。 

（協定の効力） 

第１１条 この協定の有効期間は、協定の締結の日から令和６年３月３１日までとする。ただし、この

期間満了の日の３０日前までに、甲乙いずれからもそれぞれ相手方に対して文書により異議の申出

のないときは、更に１年間延長するものとし、その後も同様とする。 

（協議事項） 

第１２条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度甲乙協議し

て定めるものとする。 

（協定の解除） 

第１３条 甲は、乙が正当な理由がなくこの協定に違反したとき又は第４条及び第５条に定める応援体

制が維持できなくなったと認めるときは、この協定を解除することができる。 

附 則 

１ この協定は、発行日から適用する。 

 ２ 平成３０年８月１日付けの協定は、廃止する。 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有するものと

する。 

令和５年４月 １日 

              甲    甲府市丸の内一丁目６番１号 

山梨県知事   

長 崎 幸 太 郎 

 

                 乙    甲府市丸の内一丁目１３番７号 

                      一般社団法人山梨県建設業協会 

会 長    浅 野 正 一 
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(51) 防災への取り組みに関する協定書 
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- 574 - 

(52) 災害時における緊急輸送等に関する協定書 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、地震、風水害、火山噴火、その他災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

（以下「災害時」という。）に、山梨県（以下「甲」という。）が山梨県タクシー協会（以下「乙」と

いう。）に対し行う緊急輸送等の要請に関し、必要な事項を定める。 

（緊急輸送等の対象） 

第２条 この協定における緊急輸送等の対象は、次に掲げるものとする。 

（１）災害に伴う傷病者の輸送 

（２）応急対策に必要な人員及び機材の輸送 

（３）災害の状況、被害情報の収集 

（４）その他甲が必要と認めるもの 

（要請） 

第３条 甲は、乙に対して災害時の緊急輸送等の要請をしようとするときは、次に掲げる事項を明示し

た文書により行うものとする。ただし、文書によるいとまがないときは、電話等により要請し、事後、

速やかに文書を提出するものとする。 

（１）緊急輸送を要する理由 

（２）輸送する人員数等 

（３）乗車場所及び降車場所 

（４）災害の状況、被害情報を収集する地域 

（５）その他参考となる事項 

（実施） 

第４条 乙は、甲から緊急輸送の要請を受けたとき、又は乙が緊急輸送等の必要性を認知したときは、

公共交通機関としての責務を十分に自覚し、やむを得ない事由のない限り、通常業務に優先して実施

するものとする。 

２ 甲は、乙が実施する緊急時の輸送業務が円滑に実施できるよう、情報の提供その他必要な協力を行

うものとする。 

（報告） 

第５条 乙は、緊急輸送を実施した場合は、速やかに甲に対し文書により報告するものとする。ただし、

緊急を要する場合は電話等により報告し、事後、速やかに文書を提出するものとする。 

（費用） 

第６条 甲の要請により第４条の規定による緊急輸送に要した費用は、甲が負担するものとする。 た

だし、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第６８条第１項又は第７４条第１項の規定によ

り、他の地方公共団体等の要請に応じて、緊急輸送を行った場合の費用負担は、同法第９２条に定め

るところによる。 

２ 前項の費用の算出方法については、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第９条の３の規定に

より、乙に属するタクシー会社が国土交通大臣に認可された運賃・料金を基準として、甲乙協議して

定めるものとする。 

（支払方法） 

第７条 費用の支払方法については、利用者が利用区間、運賃を確認したサインのある領収書等を請求

書に添付し、請求するものとする。 

（事故等） 

第８条 乙が供給した事業用自動車が故障その他の理由により運行を中断したときは、乙は速やかに当

該事業用自動車を交換してその運行を継続するものとする。 
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２ 乙は、前項の場合その他事業用自動車の運行に際し、事故等が発生したときは、甲に対し速やかに

その状況を報告するものとする。 

（補償） 

第９条 第３条の規定による緊急輸送を行ない負傷等により損害を受けた従事者は、次に掲げる場合を

除き、「災害応急処置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例（昭和３７年１２月２８日

条例第５５号）」に規定する従事者として、同条例に規定する損害補償の適用を受ける。 

（１）従事者の故意又は重大な過失による場合 

（２）当該損害が第三者の行為による場合 

（３）当該損害につき損害保険契約により、給付を受けることができる場合 

（連絡責任者） 

第１０条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては防災危機管理課長、乙においては専務理事が

従事する。 

（協議） 

第１１条 この協定に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めがない事項については、必要に応じて甲

乙協議の上、別途定めるものとする。 

（適用） 

第１２条 この協定は、締結の日から適用する。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

    平成２５年３月２１日 

 

甲  山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

山梨県知事   

 

乙  山梨県笛吹市石和町唐柏１０００番地

７ 

山梨県タクシー協会 

会 長     

 

 



 

- 576 - 

(53) 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と株式会社ダスキン（以下「乙」という。）とは、次のとおり協定を締

結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、地震等による災害が発生し、交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等

に滞留する大量の通勤者、通学者、観光客等のうち、容易に帰宅することができない者（以下「帰宅

困難者」という。）の支援を行うため、必要な事項を定める。 

（支援ステーションの設置） 

第２条 甲は、山梨県内に所在する乙の直営店及び乙のフランチャイズチェーン契約により加盟されて

いるミスタードーナツ店舗（以下併せて「店舗」という。）に対しこの協定に基づき支援ステーショ

ンの設置を依頼するものとする。 

２ 乙は、フランチャイズチェーン本部として、店舗に最大限の努力を以って協定の履行を求めるもの

とするが、甲は、乙のフランチャイズチェーン契約上の制限から店舗に協定の履行を強制することが

困難な事情があることを承諾し、これを支援ステーション設置における前提とする。 

（支援の内容） 

第３条 甲は、乙に対し、災害時に次の各号について、支援ステーションとしての協力を要請すること

ができるものとする。 

（１）乙の店舗において、帰宅困難者に対し、水道水、トイレ等の提供をすること。 

（２）乙の店舗において、帰宅困難者に対し、地図等による道路情報、ラジオ等で知った通行可能な道

路に関する情報を提供すること。 

２ 前項に規定する店舗は、支援ステーションの設置に賛同する店舗であり、前項に掲げる事項の全部

又は一部について支援可能な店舗（以下「支援ステーション協力店舗」という。）とする。 

３ 甲及び乙は、第１項に定めのない事項について、可能な範囲で相互に協力を求めることができる。 

（支援の実施） 

第４条 乙は、前条の規定により甲から支援の協力要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、可能な範

囲内において、帰宅困難者に対し、支援を実施するものとする。ただし、甲が、乙に対し、通信の途

絶等の事由により要請を行うことができないときは、乙は、甲の要請を待たないで、状況に応じ自主

的に可能な範囲において支援を実施することができるものとする。 

（支援ステーション・ステッカーの掲出） 

第５条 乙は支援ステーション協力店舗の取組みについて、広く住民へ周知を図るとともに、防災に対

する意識啓発のため、甲が提供する「支援ステーション・ステッカー」を掲出するものとする。 

２ 甲は、支援ステーション協力店舗へ掲出中の「支援ステーション・ステッカー」の劣化を鑑みて、

年1回２月１日までに乙に次年度の必要数を確認し、提供するものとする。 

（経費の負担） 

第６条 第４条に規定する支援の実施に要した経費は、当該支援を実施した者が負担するものとする。 

２ 第５条の「支援ステーション・ステッカー」を作成する費用は、甲が負担するものとする。 

（情報の交換） 

第７条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて、情報の交換を行うも

のとする。 

（協定の効力） 

第８条 この協定は、甲の各市町村とその市町村に店舗が所在する乙が、各市町村と個別に協定を締結

した場合と同等の効力を有するものとする。 
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（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定書締結日から1年間とする。なお、期間満了の１ヶ月前までに甲

乙双方又はいずれか一方からの特段の意思表示がない場合は、この協定はさらに１年間更新されるも

のとし、以後も同様とする。 

 

（協議） 

第 10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙が協議の上、これ

を定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成２５年３月２５日 

 

（甲）山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号  

                                山梨県知事 

 

（乙）大阪府吹田市豊津町１番３３号 

株式会社ダスキン       

代表取締役社長 

 

 



 

- 578 - 

(54) 大規模災害時における防疫業務の協力に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と一般社団法人山梨県ペストコントロール協会（以下乙」という。）と

は、大規模災害時の防疫活動に関して、次のとおり協定を締結する。 

(総則) 

第１条 この協定は、山梨県地域防災計画に基づき、大規模災害時において、「甲」と「乙」とが相互

に協力して感染症の発生の予防及びそのまん延防止を図るため、防疫業務の協力に関する事項につい

て必要な事項を定めるものとする。 

(協力要請) 

第２条 甲は、大規模災害発生に伴い、感染症発生の恐れがある場合又は感染症が発生しその被害が拡

大する恐れがある場合において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１

０年法律第１１４号）第２７条第２項、第２８条第２項及び第２９条第２項に基づく市町村による防

疫業務が、当該市町村の被災が甚大である等の理由により実施できず、その市町村からの要請に基づ

き甲が防疫業務を実施する場合に、必要と認めるときは、乙に防疫業務の実施を要請するものとする。 

(業務の実施) 

第３条 乙は、甲から防疫業務の実施要請があった場合、甲の指定する日時及び場所に速やかに出動し、

甲の指示に従い、業務を行うものとする。 

２ 防疫業務に必要な薬剤及び機材は、乙が確保するものとする。 

(乙の責務) 

第４条 乙は、次の事項について充分配慮するものとする。 

(1) 出動要請に迅速に対応できるよう、機材等は常時使用可能な状態に整備し、また使用する薬剤を

確保する等、常に体制を整えておくこと。 

(2) 研修会等を開催し、常に防疫業務に関する技術の向上を図ること。 

(3) 業務実施にあたっては細心の注意を払い、事故防止に努めること。 

(4) 業務実施にあたっては、患者及び関係者等に対して、人権等への配慮がなされるように万全を期

すこと。 

(5) 業務上知り得た事項を第三者に漏らさないこと。 

(6) 乙が被災し、防疫業務が実施できない場合、他の都道府県のペストコントロール協会の協力を得

て業務を実施できる体制を整備すること。 

(費用弁償) 

第５条 甲の要請に基づき乙が防疫業務を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。 

(1) 防疫作業班の編成及び派遣に要する経費 

(2) 防疫業務に使用した薬剤等の実費 

(3) 前２号に定めるもののほか、この協定実施のために要した経費のうち甲が必要と認めた経費 

(細則) 

第６条 この協定の実施に際し必要な事項は、細則で定めるものとする。 

(協議) 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議のうえ

定めるものとする。 

(有効期間) 

第８条 この協定の有効期間は、協定の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の有効期間満

了の日から１か月前までに甲乙いずれからも何ら意思表示がなされないときは、有効期間満了の日の

翌日から起算して、１年間この協定は延長されるものとし、以降も同様する。 

この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保有する。 
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平成２５年４月２６日 

甲 山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号 

山梨県知事  

 

乙 山梨県甲府市徳行３丁目９番２８号 

一般社団法人 山梨県ペストコントロール協会 

代表理事 
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(55) 大規模災害時における障害物の除去等の協力に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と山梨県カーリサイクル協同組合（以下「乙」という。）は、大規模災

害時における応急復旧活動の阻害となる障害物の除去等の協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、山梨県内において大規模災害が発生した際、市町村が実施する応急措置について、

甲が市町村から業務実施の調整依頼を受けた場合において、乙に対して要請する障害物の除去等の協

力に関して必要な事項を定めるものとする。 

（協力の要請） 

第２条 甲は、市町村から障害物の除去等の実施に係る調整依頼を受けたときは、乙に対し、「応援業

務要請書（様式１）」により当該市町村への協力の要請を行う。ただし、緊急を要するときは、口頭

で要請し、後日、速やかに文書で通知するものとする。 

（業務の実施） 

第３条 乙は、前条の要請を受けたときは、乙の組合員の保有する機材を活用し、必要な協力を行うも

のとする。 

２ 乙は、応援業務を完了したときは、「応援業務実施報告書（様式２）」により、甲及び当該市町村に

報告するものとする。 

（費用の負担） 

第４条 本協定に基づく応援業務に要する費用については、原則として当該市町村が負担するものとし、

その額は、乙と当該市町村が協議して定めるものとする。 

（災害補償） 

第５条 本協定に基づく応援業務の実施により、乙の組合員及び機材が損害を受けた場合の補償は、乙

の責において行うものとする。 

（損害補償） 

第６条 本協定に基づく応援業務の実施により、第三者に損害を与えた場合の補償は、乙の責において

行うものとする。ただし、当該市町村が除去等を要請した対象物に係る補償については、乙と当該市

町村が協議して定めるものとする。 

（協議） 

第７条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度甲及び乙が協議して定めるもの

とする。 

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

平成２５年９月１１日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号 

山梨県知事 

 

乙 山梨県南アルプス市寺部１９９５番地 

山梨県カーリサイクル協同組合 

理 事 長 
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(56) 大規模災害時における行政書士業務相談に関する協定書 

 

山梨県(以下｢甲｣という｡)と山梨県行政書士会(以下｢乙｣という｡)とは，県内で地震，風水害その他の

大規模災害が発生した場合（以下「大規模災害時」という。）において，県民（県内に避難してきた被

災者を含む。以下，同じ）に対して行う行政書士業務に関する相談業務（以下「行政書士業務相談」と

いう。）の体制確保を図るため，次のとおり協定を締結する。 

 

(協議) 

第１条 甲は，大規模災害時における県民の不安解消のため，緊急に行政書士業務相談を行う必要が生

じたときは，乙と協議の上，行政書士業務相談会を開催するものとする。 

２ 諸般の事情から乙において緊急に行政書士業務相談を行う必要が生じたと認め，乙から甲に対しそ

の旨の告知があったときも，前項の例による。 

３ 行政書士業務相談会の開催について県内市町村からの要請があった場合には，甲乙双方で協議し，

必要な調整を行うものとする。 

(相談担当者の連絡) 

第２条 乙は，前条記載の協議の結果，行政書士業務相談を行う場合には，速やかに行政書士業務相談

担当者を選出し，甲へ行政書士業務相談担当者名簿を提出する。ただし，緊急を要するなど事前に名

簿を提出することが能わない場合は，省略することができる。 

２ 行政書士業務相談担当者は，乙の会員行政書士であることを原則とする。ただし，諸般の事情によ

り乙の会員のみによる対応が困難な場合は，乙の会員でない行政書士を派遣することができる。 

(相談場所の確保及び広報) 

第３条 甲は，行政書士業務相談会の開催場所の確保及び行政書士業務相談会を開催する旨の広報を行

う。 

(報告) 

第４条 乙は，実施した行政書士業務相談の件数，対象者，相談内容について，随時甲に書面で報告を

するものとする。ただし，その具体的範囲は，行政書士が法令上遵守すべき守秘義務に反しないもの

とする。 

(経費) 

第５条 甲と乙は，この協定に基づく行政書士業務相談は，県民に対して無償で提供することを相互に

確認する。 

２ 甲は，乙に対し，この協定に基づく行政書士業務相談の特殊性に鑑み，これに要する報酬その他の

経費は支弁しないものとする。 

(平時における準備) 

第６条 甲と乙は，この協定が想定する事態に備え，平時において，情報交換や担当窓口の連絡先等の

提供に努めるものとする。 

(協議解決) 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは，その都度，甲乙協議の

上解決するものとする。 

(有効期間) 

第８条 この協定の有効期間は，協定書締結日から１年間とする。ただし，期間満了の１ヶ月前までに

甲乙双方またはいずれか一方から特段の意思表示がない場合は，さらに１年間更新されるものとし，

以後も同様とする。 

 

この協定の締結を証するため，本書２通を作成し，甲乙両者署名の上，各１通を保有する。 
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平成２５年１２月２０日 

甲 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

山梨県知事 

乙 山梨県甲府市丸の内三丁目２７番５号 

山梨県行政書士会 

会長 



 

- 583 - 

(57) 災害時におけるＬＰガス供給等に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と 一般社団法人山梨県エルピーガス協会（以下「乙」という。）は、

地震、風水害その他の災害が発生した場合（以下「災害時」という。）における被災者及び避難者等を

支援するために必要となるＬＰガスの供給等について、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時における避難所や救護所、防災拠点施設等への緊急用燃料として液化ガス

等（燃焼器など必要な設備を含む。以下「ＬＰガス等」という。）の供給等に関し、必要な事項を定

める。 

（要請） 

第２条 甲は、次に掲げる場合に、乙に対して、ＬＰガス等の供給を要請できるものとする。 

（１） 災害時に、県内市町村から甲に対し、ＬＰガス等の供給のあっせんを求められたとき、又は甲

自らが調達の必要を認めたとき 

（２） 県外の災害時に、国又は他の都道府県から甲に対し、ＬＰガス等の供給に関する支援の要請が

あったとき 

２ 甲は、前項に定めるものの他、一般消費者等に係るＬＰガス等の保安の確保及びＬＰガス等の供給

のために必要な業務を要請できるものとする。 

３ 甲は、前項の要請にあたっては、乙に対して、別紙１により要請するものとする。ただし、文書を

もって要請するいとまがないときは、口頭で要請したうえで、事後に文書を提出するものとする。 

（協力の実施） 

第３条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、やむを得ない事由のない限り、これを受諾し、速や

かに協力を実施するものとする。 

２ 前項の規定により供給したＬＰガス等について、使用者が、その使用を終了したときは、乙は、甲

の指示に基づき、これを撤去するものとする。 

３ 乙は、前条の協力を実施したときは、別紙２により甲へ実施状況を報告するものとする。 

（費用の負担） 

第４条 第３条の協力に要する費用（人件費を除く）は、甲が負担する。ただし、甲が県内市町村から

の要請に基づきあっせんした場合は、供給等を受けた市町村が費用を負担するものとする。 

２ 前項に規定する費用については、別紙２に基づき、災害時前における適正価格を基準として甲と乙

とが協議の上、決定するものとする。 

（情報交換等） 

第５条 甲及び乙は、平常時から相互の連絡体制及びＬＰガスの供給等について情報交換を行い、災害

時に備えるものとする。 

２ 乙は、災害時において、県内のＬＰガス販売事業者及び一般消費者等の被害状況及び復旧状況につ

いて、甲へ情報提供するものとする。 

（協議事項） 

第６条 この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、その都度、甲、乙協議の上、こ

れを定めるものとする。 

（有効期間） 

第７条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙のいずれかが文書を も

って協定の終了を通知しない限り、その効力が継続するものとする。 

 

  

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自１通を保有する。 
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平成２６年３月２８日 

 

甲 山梨県知事   

 

乙 一般社団法人 山梨県エルピーガス協会 

会 長         
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（58）山梨ＤＭＡＴに関する協定書  

 

山梨県知事（以下「甲」という。）と韮崎市国民健康保険韮崎市立病院管理者（以下「乙」と

いう。）は、山梨ＤＭＡＴ運営要綱（以下「運営要綱」という。）第５条第３項の規定に基づき、

韮崎市国民健康保険韮崎市立病院を山梨ＤＭＡＴ指定病院として、次のとおり協定を締結する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は、運営要綱に基づき甲が乙に対して要請する山梨ＤＭＡＴの派遣について、

必要な事項を定めるものとする。 

（指揮系統等） 

第２条 山梨ＤＭＡＴは、被災した市町村等の災害対策本部等のもとで活動することを基本とす

る。 

２ 山梨ＤＭＡＴが被災都道府県からの要請を受けて派遣される場合には、被災都道府県のＤＭ 

ＡＴ受入れに係る体制の中で活動する。 

３ 前２項の規定に関わらず、山梨ＤＭＡＴの活動する者の身分については、乙の管理下にある 

ものとする。 

（費用弁償） 

第３条 甲の要請に基づき派遣された山梨ＤＭＡＴが、運営要綱第３条に定める活動を実施した 

場合に要する経費は、次の各号に基づき甲が負担するものとする。 

（１）人件費のうち超過勤務手当に要する経費   

韮崎市国民健康保険韮崎市立病院の支給規定に基づく額とする。 

（２）乙が所有する自動車を使用した場合の経費 

     １キロメートルにつき３７円とする。ただし、通算した路程に１キロメートル未満の 

端数を生じたときは、これを切り捨てる。  

（３）医薬品等に要する経費 

     実費額とする。 

（４）前各号に定めるもののほか、山梨ＤＭＡＴの派遣のために要した経費のうち甲が必要と 

認めた経費 

  甲が必要と認める額とする。 

（待機に係る費用） 

第４条 山梨ＤＭＡＴ派遣のための待機に要する費用は、甲の要請の有無に関わらず乙の負担と

する。 

（損害補償） 

第５条 甲は、甲の要請に基づき乙が派遣した山梨ＤＭＡＴが、その業務に従事したために負傷

し、若しくは疾病にかかり、又は死亡したときには、災害応急措置の業務に従事した者に対す

る損害補償に関する条例（昭和３７年山梨県条例第５５号）に定めるところによりその損害を

補償するものとする。 

（報告） 

第６条 乙は、山梨ＤＭＡＴとしての活動内容を速やかに甲に報告するものとする。 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議 

のうえ定めるものとする。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の
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有効期間満了の日の１か月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がなされないときは、有

効期間満了の日の翌日から起算して１年間この協定は延長されるものとし、以降も同様とする。 

 

この協定の成立を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保

有する。 

 

 

平成２６年 ４月 １日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号 

                     山梨県知事 横 内  正 明 

 

乙 山梨県韮崎市本町３丁目５番３号 

                     韮崎市国民健康保険韮崎市立病院 

管理者 東 田  耕 輔  
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（59）山梨ＤＭＡＴに関する協定書  

 

山梨県知事（以下「甲」という。）と大月市立中央病院長（以下「乙」という。）は、山梨ＤＭ

ＡＴ運営要綱（以下「運営要綱」という。）第５条第３項の規定に基づき、大月市立中央病院を

山梨ＤＭＡＴ指定病院として、次のとおり協定を締結する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は、運営要綱に基づき甲が乙に対して要請する山梨ＤＭＡＴの派遣について、

必要な事項を定めるものとする。 

（指揮系統等） 

第２条 山梨ＤＭＡＴは、被災した市町村等の災害対策本部等のもとで活動することを基本とす

る。 

２ 山梨ＤＭＡＴが被災都道府県からの要請を受けて派遣される場合には、被災都道府県のＤＭ 

ＡＴ受入れに係る体制の中で活動する。 

３ 前２項の規定に関わらず、山梨ＤＭＡＴの活動する者の身分については、乙の管理下にある 

ものとする。 

（費用弁償） 

第３条 甲の要請に基づき派遣された山梨ＤＭＡＴが、運営要綱第３条に定める活動を実施した 

場合に要する経費は、次の各号に基づき甲が負担するものとする。 

（１）人件費のうち超過勤務手当に要する経費   

大月市立中央病院の支給規定に基づく額とする。 

（２）乙が所有する自動車を使用した場合の経費 

     １キロメートルにつき３７円とする。ただし、通算した路程に１キロメートル未満の 

端数を生じたときは、これを切り捨てる。  

（３）医薬品等に要する経費 

     実費額とする。 

（４）前各号に定めるもののほか、山梨ＤＭＡＴの派遣のために要した経費のうち甲が必要と 

認めた経費 

  甲が必要と認める額とする。 

（待機に係る費用） 

第４条 山梨ＤＭＡＴ派遣のための待機に要する費用は、甲の要請の有無に関わらず乙の負担と

する。 

（損害補償） 

第５条 甲は、甲の要請に基づき乙が派遣した山梨ＤＭＡＴが、その業務に従事したために負傷

し、若しくは疾病にかかり、又は死亡したときには、災害応急措置の業務に従事した者に対す

る損害補償に関する条例（昭和３７年山梨県条例第５５号）に定めるところによりその損害を

補償するものとする。 

（報告） 

第６条 乙は、山梨ＤＭＡＴとしての活動内容を速やかに甲に報告するものとする。 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議 

のうえ定めるものとする。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の
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有効期間満了の日の１か月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がなされないときは、有

効期間満了の日の翌日から起算して１年間この協定は延長されるものとし、以降も同様とする。 

 

この協定の成立を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保

有する。 

 

 

平成２６年 ４月 １日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号 

                     山梨県知事 横 内  正 明 

 

乙 山梨県大月市大月町花咲１２２５番地 

                     大月市立中央病院 

院長 進 藤  廣 成  
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（60）山梨ＤＭＡＴに関する協定書  

 

山梨県知事（以下「甲」という。）と峡南医療センター企業団企業長（以下「乙」という。）は、

山梨ＤＭＡＴ運営要綱（以下「運営要綱」という。）第５条第３項の規定に基づき、峡南医療セ

ンター富士川病院を山梨ＤＭＡＴ指定病院として、次のとおり協定を締結する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は、運営要綱に基づき甲が乙に対して要請する山梨ＤＭＡＴの派遣について、

必要な事項を定めるものとする。 

（指揮系統等） 

第２条 山梨ＤＭＡＴは、被災した市町村等の災害対策本部等のもとで活動することを基本とす

る。 

２ 山梨ＤＭＡＴが被災都道府県からの要請を受けて派遣される場合には、被災都道府県のＤＭ 

ＡＴ受入れに係る体制の中で活動する。 

３ 前２項の規定に関わらず、山梨ＤＭＡＴの活動する者の身分については、乙の管理下にある 

ものとする。 

（費用弁償） 

第３条 甲の要請に基づき派遣された山梨ＤＭＡＴが、運営要綱第３条に定める活動を実施した 

場合に要する経費は、次の各号に基づき甲が負担するものとする。 

（１）人件費のうち超過勤務手当に要する経費   

峡南医療センター富士川病院の支給規定に基づく額とする。 

（２）乙が所有する自動車を使用した場合の経費 

     １キロメートルにつき３７円とする。ただし、通算した路程に１キロメートル未満の 

端数を生じたときは、これを切り捨てる。  

（３）医薬品等に要する経費 

     実費額とする。 

（４）前各号に定めるもののほか、山梨ＤＭＡＴの派遣のために要した経費のうち甲が必要と 

認めた経費 

  甲が必要と認める額とする。 

（待機に係る費用） 

第４条 山梨ＤＭＡＴ派遣のための待機に要する費用は、甲の要請の有無に関わらず乙の負担と

する。 

（損害補償） 

第５条 甲は、甲の要請に基づき乙が派遣した山梨ＤＭＡＴが、その業務に従事したために負傷

し、若しくは疾病にかかり、又は死亡したときには、災害応急措置の業務に従事した者に対す

る損害補償に関する条例（昭和３７年山梨県条例第５５号）に定めるところによりその損害を

補償するものとする。 

（報告） 

第６条 乙は、山梨ＤＭＡＴとしての活動内容を速やかに甲に報告するものとする。 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議 

のうえ定めるものとする。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の
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有効期間満了の日の１か月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がなされないときは、有

効期間満了の日の翌日から起算して１年間この協定は延長されるものとし、以降も同様とする。 

 

この協定の成立を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保

有する。 

 

 

平成２６年 ４月 １日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号 

                     山梨県知事 横 内  正 明 

 

乙 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢３４０－１ 

                     峡南医療センター企業団 

企業長 河 野  哲 夫 
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（61）山梨ＤＭＡＴに関する協定書  

 

山梨県知事（以下「甲」という。）と公益財団法人山梨厚生会山梨厚生病院管理者（以下「乙」

という。）は、山梨ＤＭＡＴ運営要綱（以下「運営要綱」という。）第５条第３項の規定に基づき、

山梨厚生病院を山梨ＤＭＡＴ指定病院として、次のとおり協定を締結する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は、運営要綱に基づき甲が乙に対して要請する山梨ＤＭＡＴの派遣について、

必要な事項を定めるものとする。 

（指揮系統等） 

第２条 山梨ＤＭＡＴは、被災した市町村等の災害対策本部等のもとで活動することを基本とす

る。 

２ 山梨ＤＭＡＴが被災都道府県からの要請を受けて派遣される場合には、被災都道府県のＤＭ 

ＡＴ受入れに係る体制の中で活動する。 

３ 前２項の規定に関わらず、山梨ＤＭＡＴの活動する者の身分については、乙の管理下にある 

ものとする。 

（費用弁償） 

第３条 甲の要請に基づき派遣された山梨ＤＭＡＴが、運営要綱第３条に定める活動を実施した 

場合に要する経費は、次の各号に基づき甲が負担するものとする。 

（１）人件費のうち超過勤務手当に要する経費   

山梨厚生病院の支給規定に基づく額とする。 

（２）乙が所有する自動車を使用した場合の経費 

     １キロメートルにつき３７円とする。ただし、通算した路程に１キロメートル未満の 

端数を生じたときは、これを切り捨てる。  

（３）医薬品等に要する経費 

     実費額とする。 

（４）前各号に定めるもののほか、山梨ＤＭＡＴの派遣のために要した経費のうち甲が必要と 

認めた経費 

  甲が必要と認める額とする。 

（待機に係る費用） 

第４条 山梨ＤＭＡＴ派遣のための待機に要する費用は、甲の要請の有無に関わらず乙の負担と

する。 

（損害補償） 

第５条 甲は、甲の要請に基づき乙が派遣した山梨ＤＭＡＴが、その業務に従事したために負傷

し、若しくは疾病にかかり、又は死亡したときには、災害応急措置の業務に従事した者に対す

る損害補償に関する条例（昭和３７年山梨県条例第５５号）に定めるところによりその損害を

補償するものとする。 

（報告） 

第６条 乙は、山梨ＤＭＡＴとしての活動内容を速やかに甲に報告するものとする。 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議 

のうえ定めるものとする。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の
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有効期間満了の日の１か月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がなされないときは、有

効期間満了の日の翌日から起算して１年間この協定は延長されるものとし、以降も同様とする。 

 

この協定の成立を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保

有する。 

 

 

平成２６年 ４月 １日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号 

                     山梨県知事 横 内  正 明 

 

乙 山梨県山梨市落合８６０ 

                     公益財団法人山梨厚生会 山梨厚生病院 

院長 千 葉  成 宏  
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（62）山梨ＤＭＡＴに関する協定書  

 

山梨県知事（以下「甲」という。）と医療法人康麗会笛吹中央病院管理者（以下「乙」という。）

は、山梨ＤＭＡＴ運営要綱（以下「運営要綱」という。）第５条第３項の規定に基づき、医療法

人康麗会笛吹中央病院を山梨ＤＭＡＴ指定病院として、次のとおり協定を締結する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は、運営要綱に基づき甲が乙に対して要請する山梨ＤＭＡＴの派遣について、

必要な事項を定めるものとする。 

（指揮系統等） 

第２条 山梨ＤＭＡＴは、被災した市町村等の災害対策本部等のもとで活動することを基本とす

る。 

２ 山梨ＤＭＡＴが被災都道府県からの要請を受けて派遣される場合には、被災都道府県のＤＭ 

ＡＴ受入れに係る体制の中で活動する。 

３ 前２項の規定に関わらず、山梨ＤＭＡＴの活動する者の身分については、乙の管理下にある 

ものとする。 

（費用弁償） 

第３条 甲の要請に基づき派遣された山梨ＤＭＡＴが、運営要綱第３条に定める活動を実施した 

場合に要する経費は、次の各号に基づき甲が負担するものとする。 

（１）人件費のうち超過勤務手当に要する経費   

医療法人康麗会笛吹中央病院の支給規定に基づく額とする。 

（２）乙が所有する自動車を使用した場合の経費 

     １キロメートルにつき３７円とする。ただし、通算した路程に１キロメートル未満の 

端数を生じたときは、これを切り捨てる。  

（３）医薬品等に要する経費 

     実費額とする。 

（４）前各号に定めるもののほか、山梨ＤＭＡＴの派遣のために要した経費のうち甲が必要と 

認めた経費 

  甲が必要と認める額とする。 

（待機に係る費用） 

第４条 山梨ＤＭＡＴ派遣のための待機に要する費用は、甲の要請の有無に関わらず乙の負担と

する。 

（損害補償） 

第５条 甲は、甲の要請に基づき乙が派遣した山梨ＤＭＡＴが、その業務に従事したために負傷

し、若しくは疾病にかかり、又は死亡したときには、災害応急措置の業務に従事した者に対す

る損害補償に関する条例（昭和３７年山梨県条例第５５号）に定めるところによりその損害を

補償するものとする。 

（報告） 

第６条 乙は、山梨ＤＭＡＴとしての活動内容を速やかに甲に報告するものとする。 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議 

のうえ定めるものとする。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の
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有効期間満了の日の１か月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がなされないときは、有

効期間満了の日の翌日から起算して１年間この協定は延長されるものとし、以降も同様とする。 

 

この協定の成立を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保

有する。 

 

 

平成２６年 ４月 １日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号 

                     山梨県知事 横 内  正 明 

 

乙 山梨県笛吹市石和町四日市場４７－１ 

                     医療法人康麗会 笛吹中央病院 

管理者 熊 澤  光 生  
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（63）山梨ＤＭＡＴに関する協定書  

 

山梨県知事（以下「甲」という。）と市立甲府病院開設者甲府市長（以下「乙」という。）は、

山梨ＤＭＡＴ運営要綱（以下「運営要綱」という。）第５条第３項の規定に基づき、市立甲府病

院を山梨ＤＭＡＴ指定病院として、次のとおり協定を締結する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は、運営要綱に基づき甲が乙に対して要請する山梨ＤＭＡＴの派遣について、

必要な事項を定めるものとする。 

（指揮系統等） 

第２条 山梨ＤＭＡＴは、被災した市町村等の災害対策本部等のもとで活動することを基本とす

る。 

２ 山梨ＤＭＡＴが被災都道府県からの要請を受けて派遣される場合には、被災都道府県のＤＭ 

ＡＴ受入れに係る体制の中で活動する。 

３ 前２項の規定に関わらず、山梨ＤＭＡＴの活動する者の身分については、乙の管理下にある 

ものとする。 

（費用弁償） 

第３条 甲の要請に基づき派遣された山梨ＤＭＡＴが、運営要綱第３条に定める活動を実施した 

場合に要する経費は、次の各号に基づき甲が負担するものとする。 

（１）人件費のうち超過勤務手当に要する経費   

市立甲府病院の支給規定に基づく額とする。 

（２）乙が所有する自動車を使用した場合の経費 

     １キロメートルにつき３７円とする。ただし、通算した路程に１キロメートル未満の 

端数を生じたときは、これを切り捨てる。  

（３）医薬品等に要する経費 

     実費額とする。 

（４）前各号に定めるもののほか、山梨ＤＭＡＴの派遣のために要した経費のうち甲が必要と 

認めた経費 

  甲が必要と認める額とする。 

（待機に係る費用） 

第４条 山梨ＤＭＡＴ派遣のための待機に要する費用は、甲の要請の有無に関わらず乙の負担と

する。 

（損害補償） 

第５条 甲は、甲の要請に基づき乙が派遣した山梨ＤＭＡＴが、その業務に従事したために負傷

し、若しくは疾病にかかり、又は死亡したときには、災害応急措置の業務に従事した者に対す

る損害補償に関する条例（昭和３７年山梨県条例第５５号）に定めるところによりその損害を

補償するものとする。 

（報告） 

第６条 乙は、山梨ＤＭＡＴとしての活動内容を速やかに甲に報告するものとする。 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議 

のうえ定めるものとする。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の
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有効期間満了の日の１か月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がなされないときは、有

効期間満了の日の翌日から起算して１年間この協定は延長されるものとし、以降も同様とする。 

 

この協定の成立を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保

有する。 

 

 

平成２６年 ４月 １日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号 

                     山梨県知事 横 内  正 明 

 

乙 山梨県甲府市増坪町３６６番地 

                     市立甲府病院開設者 

甲府市長 宮 島  雅 展  
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(64) 災害時における医療ガス等の供給に関する協定書 

 

  山梨県（以下「甲」という。）と一般社団法人日本産業・医療ガス協会関東地域本部山梨県支部（以下

「乙」という。）とは、災害時における医療ガス等の供給に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（要請） 

第１条 甲は、災害時における医療ガス等の確保を図る必要があると認めたときは、乙に対し乙の加盟

協会員の保有する医療ガス等の供給を要請することができる。 

（要請事項の措置） 

第２条 乙は、甲から要請を受けたときは、要請事項について速やかに措置するとともに、その措置状

況を甲に連絡するものとする。 

（医療用ガス等の範囲） 

第３条  医療ガス等の範囲は、次のとおりとし、乙の加盟協会員において措置可能な品目及び数量とす

る。 

（１）医療ガス 

（２）医療ガスの使用にあたり必要となる資機材等 

（３）その他甲が指定するもの 

（供給要請の方法） 

第４条 前条に掲げる医療ガス等の供給要請は文書によることとするが、緊急の場合には電話等による

ことができるものとする。 

（緊急措置） 

第５条  やむを得ない事情のため、前条による手続きがとれないときは、甲は直接乙の加盟協会員に対

し医療ガス等の供給を要請することができるものとする。この場合、甲はそれに伴う措置状況を、事

後速やかに乙に連絡するものとする。 

（医療ガス等の引渡し） 

第６条  医療ガス等の引渡し場所は、甲が指定するものとし、引渡し場所までの医療ガス等の運搬は、

乙又は乙の指定する者が行うものとし、当該場所において甲の職員が品目及び数量を確認のうえ、引

渡しを受けるものとする。ただし、甲による確認が困難な場合は、甲の職員以外の者に委託して確認

を行うことができるものとする。 

（医療ガス等を使用する施設の安全等の確認） 

第７条 甲は、医療ガス等を使用する施設の安全性等を確認する必要があると認める場合には、乙に対

し当該施設の安全性等の確認について協力を要請することができるものとする。 

（費用負担） 

第８条  この協定に基づき供給された医療ガス等について、その供給に要した費用は、医療ガス等の供

給を受けた者が支払うものとする。 

（医療ガス等の価格） 

第９条 甲が引渡しを受けた医療ガス等の価格は、災害発生直前における適正な価格を基準として、甲

乙協議して定める。 

（連絡責任者の報告） 

第 10 条 甲及び乙は、この協定の成立に係る連絡責任者を協定終了後速やかに相手方に報告するもの

とする。また、変更があった場合は、直ちに相手方に報告するものとする。 

（安全の確保及び車両の通行） 

第 11 条 甲の要請に基づき乙又は乙の加盟協会員が供給作業等を実施する場合は、甲は、その作業者

の安全確保に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
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２ 甲は、乙が医療ガス等を供給する際には、その用に供する車両を緊急又は優先車両として通行でき

るように支援する。 

（協議） 

第12条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議して定めるものとする。 

（有効期間） 

第 13 条 この協定は、成立の日から１年間その効力を発生するものとし、有効期間満了日までに双方

いずれからも意思表示がないときには更新されたものとし、以後も同様とする。 

 

この協定の締結を証するため本書を２通作成し、甲乙記名押印の上各１通を保有するものとする。 

 

 

平成２６年 ６月 ５日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

山梨県知事               

 

乙 山梨県南アルプス市下今諏訪４２３番地 

一般社団法人 日本産業・医療ガス協会 

関東地域本部 山梨県支部 
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（65）山梨県が発信する土砂災害情報及び雨量・河川水位情報提供に関する協定書 
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（66）異常豪雪時における道路除雪等の相互応援に関する協定 
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(67) 災害時における機材のレンタル供給に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と株式会社アクティオ（以下「乙」という。）とは、災害発生時におけ

る機材（乙が所有する機材であって、レンタルの用に供するもの。以下「機材」という。）のレンタル供

給について、次のとおり協定を締結する。 

 

（要請） 

第１条 甲は、次に掲げる場合において、乙に対し、供給が可能な機材の供給を要請することができる。 

（１）山梨県内において災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。 

（２）山梨県外の災害応急対策のため、国又は関係都道府県から、機材の調達斡旋を要請されたとき。 

（供給機材の範囲） 

第２条 甲が乙に供給を要請する機材は、支援物資にかかる荷役・輸送用資機材のほか、応急対策全般

にかかる資機材のうち、要請時点で、乙が供給できる機材とする。 

（要請の方法） 

第３条 第１条の要請は、別紙第１号様式をもって行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によ

ることができない場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を交付するも

のとする。 

（要請に基づく乙の協力） 

第４条 乙は、前条第１項の要請を受けたときは、可能な範囲で機材の優先レンタル供給に努めるもの

とする。 

（機材の運搬、引渡し） 

第５条 機材の引渡し場所、運搬経路は、甲が乙と協議の上、指定するものとし、引渡場所までの機材

の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、甲又は甲の指定する

者が行うものとする。 

２ 甲は、引渡し場所に職員又は甲が指定する者を派遣し、機材を確認の上、受領するものとする。 

３ 乙は、機材の引渡しが完了した場合は、速やかに別紙第2 号様式により甲に報告するものとする。 

（車両の通行） 

第６条 甲は、乙が前条第１項の規定により機材を運搬する車両を緊急通行車両として通行できるよう

に可能な範囲で支援するものとする。 

（機材のレンタル費用等） 

第７条 乙が供給した機材の賃貸に係る費用は、甲又は甲の指定する地方自治体が負担するものとする。 

２ 乙が供給した機材の賃貸価格は、災害発生直前における適正な価格（災害発生前の取引については

取引時の適正な価格）とする。 

３ 乙が行なった運搬に係る費用は、甲乙協議の上決定する。 

（費用の支払い） 

第８条 甲が借り受けた機材の賃貸に係る費用は、乙からの請求後、速やかに甲又は甲の指定する地方

自治体から乙に支払うものとする。 

（災害補償） 

第９条 この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因して死亡し、負傷し、

又は疾病にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係法令に定めるところによるも

のとする。 

（連絡体制） 

第 10 条 甲及び乙は、機材の供給に支障をきたさないよう、事前に連絡責任者を定め、相互に文書で

報告するものとする。 
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２ 甲及び乙は、前項の報告を毎年４月に行うものとし、連絡責任者に変更が生じた場合は、その都度

行うものとする。 

(有効期限) 

第 11 条 この協定は、締結の日から起算して１年間とする。ただし、有効期間満了日まで、甲、乙い

ずれからも意思表示がないときは同一条件で更新されたものとし、以後も同様とする。 

２ この協定を解除する場合は、甲乙双方又はいずれか一方が解除日1 か月前までに書面により相手方

に通知するものとする。 

（協議） 

第 12 条 この協定において疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議

を行い、円満に解決を図るものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有するものと

する。 

 

平成２６年１２月 １日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

山梨県知事 

 

乙 東京都中央区日本橋３丁目１２番２号 

株式会社アクティオ 

代表取締役副社長 
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(68) 災害時における機材のレンタル供給に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と甲陽建機リース株式会社（以下「乙」という。）とは、災害発生時に

おける機材（乙が所有する機材であって、レンタルの用に供するもの。以下「機材」という。）のレンタ

ル供給について、次のとおり協定を締結する。 

（要請） 

第１条 甲は、次に掲げる場合において、乙に対し、供給が可能な機材の供給を要請することができる。 

（１）山梨県内において災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。 

（２）山梨県外の災害応急対策のため、国又は関係都道府県から、機材の調達斡旋を要請されたとき。 

（供給機材の範囲） 

第２条 甲が乙に供給を要請する機材は、支援物資にかかる荷役・輸送用資機材のほか、応急対策全般

にかかる資機材のうち、要請時点で、乙が供給できる機材とする。 

（要請の方法） 

第３条 第１条の要請は、別紙第１号様式をもって行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によ

ることができない場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を交付するも

のとする。 

（要請に基づく乙の協力） 

第４条 乙は、前条第１項の要請を受けたときは、可能な範囲で機材の優先レンタル供給に努めるもの

とする。 

（機材の運搬、引渡し） 

第５条 機材の引渡し場所、運搬経路は、甲が乙と協議の上、指定するものとし、引渡場所までの機材

の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、甲又は甲の指定する

者が行うものとする。 

２ 甲は、引渡し場所に職員又は甲が指定する者を派遣し、機材を確認の上、受領するものとする。 

３ 乙は、機材の引渡しが完了した場合は、速やかに別紙第2 号様式により甲に報告するものとする。 

（車両の通行） 

第６条 甲は、乙が前条第１項の規定により機材を運搬する車両を緊急通行車両として通行できるよう

に可能な範囲で支援するものとする。 

（機材のレンタル費用等） 

第７条 乙が供給した機材の賃貸に係る費用は、甲又は甲の指定する地方自治体が負担するものとする。 

２ 乙が供給した機材の賃貸価格は、災害発生直前における適正な価格（災害発生前の取引については

取引時の適正な価格）とする。 

３ 乙が行なった運搬に係る費用は、甲乙協議の上決定する。 

（費用の支払い） 

第８条 甲が借り受けた機材の賃貸に係る費用は、乙からの請求後、速やかに甲又は甲の指定する地方自

治体から乙に支払うものとする。 

（災害補償） 

第９条 この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因して死亡し、負傷し、又

は疾病にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係法令に定めるところによるもの

とする。 

（連絡体制） 

第 10 条 甲及び乙は、機材の供給に支障をきたさないよう、事前に連絡責任者を定め、相互に文書で

報告するものとする。 

２ 甲及び乙は、前項の報告を毎年４月に行うものとし、連絡責任者に変更が生じた場合は、その都度
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行うものとする。 

(有効期限) 

第 11 条 この協定は、締結の日から起算して１年間とする。ただし、有効期間満了日まで、甲、乙い

ずれからも意思表示がないときは同一条件で更新されたものとし、以後も同様とする。 

２ この協定を解除する場合は、甲乙双方又はいずれか一方が解除日1 か月前までに書面により相手方

に通知するものとする。 

（協議） 

第 12 条 この協定において疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議

を行い、円満に解決を図るものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有するものと

する。 

 

平成２６年１２月 １日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

山梨県知事 

 

乙 山梨県甲府市国玉町７９７番地 

甲陽建機リース株式会社 

代表取締役 
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(69) 災害時における支援協力に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と学校法人日本航空学園（以下「乙」という。）は、山梨県内に地震、

風水害、その他の災害が発生した、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）において、

県民の安全確保等の応急対策を迅速に推進するため、災害時の協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、山梨県内における災害時において、県民の安全確保等の応急対策を迅速に行うた

め甲及び乙の協力体制について、必要な事項を定めるものとする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害時において必要があるときは、次に掲げる施設及び資機材など（以下「施設等」と

いう。）について、乙に協力を要請するものとする。ただし、乙の業務に支障がある場合、その他や

むを得ない事情により、当該協力要請に応じられない場合は、この限りではない。 

(1) 救助・救援ヘリコプターの受入・活動拠点としての乙の施設等の使用 

(2) 救援物資等の集積・保管場所としての乙の施設等の使用 

(3) 応急対策を迅速に行うための乙の施設等の使用 

(4) 前各号に定めるもののほか、特に必要と認められる事項 

（協力要請の手続） 

第３条 甲は乙に前条に規定する協力を要請する場合は、使用内容を明らかにし、文書により要請する

ものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話、口頭等により要請し、その後速やかに文書を提出

するものとする。 

（連絡員の派遣等） 

第４条 甲及び乙は、災害時における情報交換等を行うため、必要に応じて乙の所在地、甲が設置する

災害対策本部等に連絡員を派遣することができる。 

２ 第２条第１項第１号による救助・救援ヘリコプターの受入・活動に係る飛行統制及び運航支援につ

いては、乙がこれを行うものとする。 

（施設等の使用） 

第５条 施設等の使用期間は、原則として１ヶ月以内とする。ただし、災害時の状況によりこれを超え

て使用する場合は、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、乙の業務に必要あるときは、甲に施設等の使用の中止を求めることがで

きる。この場合において、甲は速やかに原状に復して返還するものとする。 

（費用の負担） 

第６条 甲の要請に基づき乙の施設等を使用した場合に要する費用は、甲の負担とするものとする。 

２ 甲は、施設等を使用後は速やかに原状に復して返還するとともに、施設等に破損等が生じた場合は、

その回復に等に必要な費用を負担するものとする。 

（実施細目） 

第７条 この協定の実施に必要な事項については、実施細目に定める。 

（情報交換） 

第８条 甲及び乙は、この協定を円滑に推進し、また、災害時において有効なものとするために、平常

時から連絡を密にし、相互に情報交換を行うものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議の上決定するも

のとする。 

（有効期間） 

第 10 条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日より１年間とする。ただし、有効期間満了の日
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の１ ヶ月前までに、甲乙いずれからも書面による申し出がないときは、有効期間は、同一の内容でさ

らに１年間更新されるものとし、以降も同様とする。 

 

この協定締結の証として本協定書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

平成２６年１２月２６日 

 

甲 甲府市丸の内一丁目６番１号 

山梨県知事 

 

乙 甲斐市宇津谷４４５番地 

学校法人 日本航空学園 

理事長 
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（70）山梨ＤＭＡＴに関する協定書  

 

山梨県知事（以下「甲」という。）と白根徳洲会病院管理者（以下「乙」という。）は、山梨Ｄ

ＭＡＴ運営要綱（以下「運営要綱」という。）第５条第３項の規定に基づき、白根徳洲会病院を

山梨ＤＭＡＴ指定病院として、次のとおり協定を締結する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は、運営要綱に基づき甲が乙に対して要請する山梨ＤＭＡＴの派遣について、

必要な事項を定めるものとする。 

（指揮系統等） 

第２条 山梨ＤＭＡＴは、被災した市町村等の災害対策本部等のもとで活動することを基本とす

る。 

２ 山梨ＤＭＡＴが被災都道府県からの要請を受けて派遣される場合には、被災都道府県のＤＭ 

ＡＴ受入れに係る体制の中で活動する。 

３ 前２項の規定に関わらず、山梨ＤＭＡＴの活動する者の身分については、乙の管理下にある 

ものとする。 

（費用弁償） 

第３条 甲の要請に基づき派遣された山梨ＤＭＡＴが、運営要綱第３条に定める活動を実施した 

場合に要する経費は、次の各号に基づき甲が負担するものとする。 

（１）人件費のうち超過勤務手当に要する経費   

白根徳洲会病院の支給規定に基づく額とする。 

（２）乙が所有する自動車を使用した場合の経費 

     １キロメートルにつき３７円とする。ただし、通算した路程に１キロメートル未満の 

端数を生じたときは、これを切り捨てる。  

（３）医薬品等に要する経費 

     実費額とする。 

（４）前各号に定めるもののほか、山梨ＤＭＡＴの派遣のために要した経費のうち甲が必要と 

認めた経費 

  甲が必要と認める額とする。 

（待機に係る費用） 

第４条 山梨ＤＭＡＴ派遣のための待機に要する費用は、甲の要請の有無に関わらず乙の負担と

する。 

（損害補償） 

第５条 甲は、甲の要請に基づき乙が派遣した山梨ＤＭＡＴが、その業務に従事したために負傷

し、若しくは疾病にかかり、又は死亡したときには、災害応急措置の業務に従事した者に対す

る損害補償に関する条例（昭和３７年山梨県条例第５５号）に定めるところによりその損害を

補償するものとする。 

（報告） 

第６条 乙は、山梨ＤＭＡＴとしての活動内容を速やかに甲に報告するものとする。 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議 

のうえ定めるものとする。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の
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有効期間満了の日の１か月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がなされないときは、有

効期間満了の日の翌日から起算して１年間この協定は延長されるものとし、以降も同様とする。 

 

この協定の成立を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保

有する。 

 

 

平成 26 年 12 月 26 日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号 

                     山梨県知事 横 内  正 明 

 

乙 山梨県南アルプス市西野 2294-2 

                     医療法人徳洲会 白根徳洲会病院 

管理者     院長 太田文人 
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(71) 家畜伝染病等災害発生時における物資供給に関する基本協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）とＮＰＯ法人コメリ災害対策センター（以下「乙」という。）は家畜伝

染病等災害発生時における物資の供給に関し、以下のとおり基本協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザその他の家畜の伝染病が発生し又は発生の恐

れがある場合等災害発生時（以下「家畜伝染病発生時等」という。）において、甲が乙から物資を調

達するために必要な事項を定めるものとする。 

（供給等の協力要請） 

第２条 甲は、家畜伝染病発生時等において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に物資の供

給を要請することができる。 

（調達物資の範囲） 

第３条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、甲が指定する物資とする。 

（要請の方法） 

第４条 第２条の要請は、調達する物資名と数量・規格等を記載した「物資供給要請書（別記様式第 1 

号）」をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまが無いときは、電話、ファク

シミリ等で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。 

（物資の供給の協力） 

第５条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、可能な範囲で物資の優先供給に努めるも

のとする。 

（引渡し） 

第６条 物資の引渡場所は、原則として甲が指定するものとし、甲は、乙がこの協定に基づき物資を供

給する際に利用する車両の、緊急通行車両としての確認について配慮するものとする。 

２ 乙は、物資の引渡しが終了した後、その結果を速やかに「物資供給報告書（別記様式第２号）」によ

り甲に報告するものとする。 

（費用の負担） 

第７条 第５条の規定に基づき乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費（以下「費用」と

いう。）は、甲が負担するものとする。 

２ 前項に規定する費用は、乙が甲に物資を供給するに当たり負担した実費額を基準とし、甲と乙が協

議の上決定する。 

（費用の支払い） 

第８条 前条の規定に基づき甲が負担する費用は、乙の請求後速やかに支払うものとする。ただし、甲

において予算措置を必要とする場合は、予算措置後速やかに支払うものとする。 

（情報交換） 

第９条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、家畜伝染

病発生時等に備えるものとする。 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するもの

とする。 

（有効期間） 

第１１条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を

通知しない限り、その効力を有するものとする。 

 

この協定の成立を証するため、甲と乙は、本協定書２通を作成し、双方記名押印の上、各１通を保有す
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る。 

平成２７年１月２０日 

甲 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

山梨県知事 

乙 新潟県新潟市南区清水４５０１番地１ 

ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター 

理事長 
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（72）災害時における住宅の早期復興に向けた協力に関する協定書 
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- 616 - 

（73）山梨ＤＭＡＴに関する協定書  

 

山梨県知事（以下「甲」という。）と社会医療法人加納岩加納岩総合病院理事長（以下「乙」

という。）は、山梨ＤＭＡＴ運営要綱（以下「運営要綱」という。）第５条第３項の規定に基づき、

社会医療法人加納岩加納岩総合病院を山梨ＤＭＡＴ指定病院として、次のとおり協定を締結する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は、運営要綱に基づき甲が乙に対して要請する山梨ＤＭＡＴの派遣について、

必要な事項を定めるものとする。 

（指揮系統等） 

第２条 山梨ＤＭＡＴは、被災した市町村等の災害対策本部等のもとで活動することを基本とす

る。 

２ 山梨ＤＭＡＴが被災都道府県からの要請を受けて派遣される場合には、被災都道府県のＤＭ 

ＡＴ受入れに係る体制の中で活動する。 

３ 前２項の規定に関わらず、山梨ＤＭＡＴの活動する者の身分については、乙の管理下にある 

ものとする。 

（費用弁償） 

第３条 甲の要請に基づき派遣された山梨ＤＭＡＴが、運営要綱第３条に定める活動を実施した 

場合に要する経費は、次の各号に基づき甲が負担するものとする。 

（１）人件費のうち超過勤務手当に要する経費   

社会医療法人加納岩加納岩総合病院の支給規定に基づく額とする。 

（２）乙が所有する自動車を使用した場合の経費 

     １キロメートルにつき３７円とする。ただし、通算した路程に１キロメートル未満の 

端数を生じたときは、これを切り捨てる。  

（３）医薬品等に要する経費 

     実費額とする。 

（４）前各号に定めるもののほか、山梨ＤＭＡＴの派遣のために要した経費のうち甲が必要と 

認めた経費 

  甲が必要と認める額とする。 

（待機に係る費用） 

第４条 山梨ＤＭＡＴ派遣のための待機に要する費用は、甲の要請の有無に関わらず乙の負担と

する。 

（損害補償） 

第５条 甲は、甲の要請に基づき乙が派遣した山梨ＤＭＡＴが、その業務に従事したために負傷

し、若しくは疾病にかかり、又は死亡したときには、災害応急措置の業務に従事した者に対す

る損害補償に関する条例（昭和３７年山梨県条例第５５号）に定めるところによりその損害を

補償するものとする。 

（報告） 

第６条 乙は、山梨ＤＭＡＴとしての活動内容を速やかに甲に報告するものとする。 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議 

のうえ定めるものとする。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の
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有効期間満了の日の１か月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がなされないときは、有

効期間満了の日の翌日から起算して１年間この協定は延長されるものとし、以降も同様とする。 

 

この協定の成立を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保

有する。 

 

 

平成２７年 ４月 １日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号 

                     山梨県知事 横 内  正 明 

 

乙 山梨県山梨市上神内川 1309 番地 

                     社会医療法人加納岩 加納岩総合病院 

理事長 中 澤  良 英   
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(74) 災害にかかる情報発信等に関する基本協定書 

 

山梨県およびヤフー株式会社（以下「ヤフー」という）は、災害に係る情報発信等に関し、次のとお

り協定（以下「本協定」という）を締結する。 

 

第１条（本協定の目的） 

本協定は、山梨県内の地震、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、山梨県が県民に対して必

要な情報を迅速に提供し、かつ県の情報発信機能の低下を軽減させるため、山梨県とヤフーが互いに協

力して様々な取組みを行うことを目的とする。 

第２条（本協定における取組み） 

1. 本協定における取組みの内容は次の中から、山梨県およびヤフーの両者の協議により具体的な内容

および方法について合意が得られたものを実施するものとする。 

(1) ヤフーが、山梨県の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、山梨

県の運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一般の閲覧に供

すること。 

(2) 山梨県が、県内の避難所等の防災情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報を平常時か

らヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。 

(3) 山梨県が、県内の避難勧告、避難指示等の緊急情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情

報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。 

(4) 山梨県が、災害発生時の県内の被害状況、ライフラインに関する情報および避難所におけるボ

ランティア受入れ情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報をヤフーサービス上に掲載

するなどして、一般に広く周知すること。 

(5) 山梨県が、県内の避難所等における必要救援物資に関する情報をヤフーに提供し、ヤフーが、

この必要救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知する

こと。 

(6) ヤフーが、ヤフーの提供するブログサービスにおいて山梨県が運営するブログ（以下「災害ブ

ログ」という）にアクセスするための web リンクをヤフーサービス上に掲載するなどして、災

害ブログを一般に広く周知すること。 

(7) 山梨県が、県内の避難所に避難している避難者の名簿を作成する場合、ヤフーが提示する所定

のフォーマットを用いて名簿を作成すること。 

2. 山梨県およびヤフーは、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先および

その担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡する

ものとする。 

3. 第 1 項各号に関する事項および同項に記載のない事項についても、山梨県およびヤフーは、両者

で適宜協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。 

第３条（費用） 

前条に基づく山梨県およびヤフーの対応は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、それぞれ

の対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。 

第４条（情報の周知） 

ヤフーは、山梨県から提供を受ける情報について、山梨県が特段の留保を付さない限り、本協定の目

的を達成するため、ヤフーが適切と判断する方法（提携先への提供、ヤフーサービス以外のサービス上

での掲載等を含む）により、一般に広く周知することができる。ただし、ヤフーは、本協定の目的以外

のために二次利用をしてはならないものとする。 

第５条（本協定の公表） 
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本協定締結の事実および本協定の内容を公表する場合、山梨県およびヤフーは、その時期、方法およ

び内容について、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。 

第６条（本協定の期間） 

本協定の有効期間は、本協定締結日から1年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者から他の当

事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り、本協定はさらに

1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。 

第７条（協議） 

本協定に定めのない事項および本協定に関して疑義が生じた事項については、山梨県およびヤフーは、

誠実に協議して解決を図る。 

 

以上、本協定締結の証として本書2 通を作成し、山梨県とヤフー両者記名押印のうえ各1通を保有する。 

 

2014 年 1 月27 日 

 

山梨県：山梨県甲府市丸の内1 丁目6 番1 号 

山梨県知事 

 

ヤフー：東京都港区赤坂九丁目7 番1 号 

ヤフー株式会社 

代表取締役 
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(75) 災害時における医療機器品等の供給に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と山梨県医療機器販売業協会（以下「乙」という。）とは、災害時にお

ける医療機器等の供給に関し、次のとおり協定を締結する。 

（要請） 

第１条 甲は、災害時における医療機器等の確保を図る必要があると認めたときは、乙に対し乙の会員

の保有する医療機器等の供給を要請することができる。 

（医療機器等の範囲） 

第２条 甲が乙に供給を要請する医療機器等は、乙の会員において措置可能な品目及び数量で、次に掲

げるものとする。 

（１）カテーテル、注射器、ダイアライザー等の医療機器 

（２）その他甲が指定するもの 

（要請の方法） 

第３条 第１条の要請は、文書により行うものとする。ただし、文書により要請するいとまがないとき

は、口頭により要請し、事後、速やかに文書を交付するものとする。 

２ やむを得ない事情により乙に連絡がつかない場合には、甲は直接乙の会員に対し要請することがで

きるものとする。この場合、甲はそれに伴う措置状況を事後に速やかに乙に連絡するものとする。 

（要請に基づく措置） 

第４条 乙は、第１条の要請を受けたときは、その要請事項について速やかに適切な措置をとるととも

に、その措置の状況を甲に連絡するものとする。 

（医療機器等の引渡し） 

第５条 医療機器等の引渡し場所は、甲が指定するものとし、当該場所で甲の職員が品目及び数量を確

認のうえ、乙又は乙の会員から引渡しを受けるものとする。ただし、甲による確認が困難な場合は、

甲の職員以外の者に委託して確認を行うことができるものとする。 

（医療機器等の価格） 

第６条 甲が引渡しを受けた医療機器等の価格は、災害発生時直前における適正な価格（引渡しのため

の搬送を行った場合は、その搬送費を含む。）を基準として、甲乙協議して定める。 

（費用の負担） 

第７条 この協定に基づき供給された医療機器等について、その供給に要した費用は、医療機器等の供

給を受けた者が負担するものとする。 

（連絡責任者等の報告） 

第８条 甲及び乙は、この協定の成立に係る連絡責任者、連絡手段等を協定終了後速やかに相手方に報

告するものとする。また、変更があった場合は、直ちに相手方に報告するものとする。 

（搬送態勢の確保） 

第９条 医療機器等の搬送は乙又は乙の会員が行うものとし、甲は、搬送の用に供する車両を緊急又は

優先車両として通行できるように支援する。 

（協議事項） 

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議し

て定めるものとする。 

（有効期間） 

第１１条 この協定は、成立の日から１年間その効力を発生するものとし、有効期限満了日までに双方

いずれからも意思表示がないときには更新されたものとし、以後も同様とする。 

この協定の成立を証するため本書を２通作成し、甲乙署名押印のうえ、各自その１通を保有するもの

とする。 
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平成２７年７月２日 

甲 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

山梨県知事 

乙 山梨県中央市流通団地北５ 

山梨県医療機器販売業協会 

理事長 
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(76) 災害者支援の協力に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と山梨県理容生活衛生同業組合（以下「乙」という。）とは、被災者支

援の協力に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は、山梨県地域防災計画、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）その他関係法令

に基づき甲又は市町村が行う被災者支援に関する乙の協力について、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この協定で「災害」とは、地震、風水害その他の異常な自然現象等による被害をいう。 

２ この協定で「被災者支援」とは、災害に遭った者の保護又は災害に際しての公衆衛生の保全に係る

次に掲げるものとする。 

一 生活必需品の提供 

二 その他前号に係る役務の提供  

（協力の要請） 

第３条 甲は、前条第２項の実施について、必要があると認めたときは、乙にその実施の協力を要請す

るものとする。 

２ 災害が発生した地域の市町村は、前条第２項の実施について、必要があると認めたときは、甲にそ

の実施の協力を要請することができるものとする。甲は、この要請を受けたときは、乙にその実施の

協力を要請するものとする。 

３ 乙は、前２項の要請を受けたときは、乙に所属する組合員に速やかにその実施を要請するものとす

る。 

４ 乙は、組合員に要請を行ったときは、遅滞なく甲にその旨を連絡するものとする。 

（協力業務） 

第４条 甲が乙に協力を要請する被災者支援に係る業務は、次に掲げるものとする。 

一 組合員が保有するタオルの提供 

二 その他前号に係る役務 

（要請の方法） 

第５条 第３条第１項及び第２項の規定による要請は、原則として文書によるものとし、市町村から甲

への要請は様式第１号により、甲から乙への要請は様式第２号により行うものとする。ただし、緊急

の場合は、口頭等で要請することができ、その場合は、遅滞なく該当する様式による文書を要請先に

送付するものとする。 

（要請への対応） 

第６条 乙は、甲から前条の規定による要請を受けたときは、やむを得ない事由がある場合を除き、要

請された業務を実施するものとする。 

２ 乙は、甲から前条の規定による要請を受けたときは、応諾の可否を速やかに甲及び甲に要請を行っ

た市町村（以下「要請市町村」という。）に様式第３号により通知するものとする。 

（実施報告） 

第７条 乙は、甲からの第５条の規定による要請により第４条の業務を実施したときは、遅滞なく実施

状況を甲及び要請市町村に様式第４号により報告するものとする。 

（費用の負担） 

第８条 乙が第４条に規定する業務の実施に要した費用は、乙が負担するものとする。ただし、災害救

助法が適用される場合は、同法に係る規定によるものとする。 

（秘密の保持） 
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第９条 乙は、業務上、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

（責任者の設置） 

第10条 甲、乙は、この協定の締結後速やかに連絡及び調整に関する連絡調整責任者をそれぞれ設置し、

互いに報告するものとする。 

（協議） 

第11条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定めるものとする。 

（有効期間） 

第12条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の有効期

間満了の日の１か月前までに、甲、乙の一方から書面をもって協定解除の申し入れがない限り、有効

期間満了の日の翌日から起算して１年間この期間は延長され、その後も同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲、乙は署名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

平成２７年９月３０日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

山梨県知事 

 

乙 山梨県甲府市南口町４番８号 

山梨県理容生活衛生同業組合 

理事長 
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(77) 災害者支援の協力に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と山梨県美容業生活衛生同業組合（以下「乙」という。）とは、被災者

支援の協力に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は、山梨県地域防災計画、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）その他関係法令

に基づき甲又は市町村が行う被災者支援に関する乙の協力について、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この協定で「災害」とは、地震、風水害その他の異常な自然現象等による被害をいう。 

２ この協定で「被災者支援」とは、災害に遭った者の保護又は災害に際しての公衆衛生の保全に係る

次に掲げるものとする。 

一 生活必需品の提供 

二 その他前号に係る役務の提供  

（協力の要請） 

第３条 甲は、前条第２項の実施について、必要があると認めたときは、乙にその実施の協力を要請す

るものとする。 

２ 災害が発生した地域の市町村は、前条第２項の実施について、必要があると認めたときは、甲にそ

の実施の協力を要請することができるものとする。甲は、この要請を受けたときは、乙にその実施の

協力を要請するものとする。 

３ 乙は、前２項の要請を受けたときは、乙に所属する組合員に速やかにその実施を要請するものとす

る。 

４ 乙は、組合員に要請を行ったときは、遅滞なく甲にその旨を連絡するものとする。 

（協力業務） 

第４条 甲が乙に協力を要請する被災者支援に係る業務は、次に掲げるものとする。 

一 組合員が保有するタオルの提供 

二 その他前号に係る役務 

（要請の方法） 

第５条 第３条第１項及び第２項の規定による要請は、原則として文書によるものとし、市町村から甲

への要請は様式第１号により、甲から乙への要請は様式第２号により行うものとする。ただし、緊急

の場合は、口頭等で要請することができ、その場合は、遅滞なく該当する様式による文書を要請先に

送付するものとする。 

（要請への対応） 

第６条 乙は、甲から前条の規定による要請を受けたときは、やむを得ない事由がある場合を除き、要

請された業務を実施するものとする。 

２ 乙は、甲から前条の規定による要請を受けたときは、応諾の可否を速やかに甲及び甲に要請を行っ

た市町村（以下「要請市町村」という。）に様式第３号により通知するものとする。 

（実施報告） 

第７条 乙は、甲からの第５条の規定による要請により第４条の業務を実施したときは、遅滞なく実施

状況を甲及び要請市町村に様式第４号により報告するものとする。 

（費用の負担） 

第８条 乙が第４条に規定する業務の実施に要した費用は、乙が負担するものとする。ただし、災害救

助法が適用される場合は、同法に係る規定によるものとする。 

（秘密の保持） 
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第９条 乙は、業務上、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

（責任者の設置） 

第10条 甲、乙は、この協定の締結後速やかに連絡及び調整に関する連絡調整責任者をそれぞれ設置し、

互いに報告するものとする。 

（協議） 

第11条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定めるものとする。 

（有効期間） 

第12条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の有効期

間満了の日の１か月前までに、甲、乙の一方から書面をもって協定解除の申し入れがない限り、有効

期間満了の日の翌日から起算して１年間この期間は延長され、その後も同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲、乙は署名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

平成２７年９月３０日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

山梨県知事 

 

乙 山梨県甲府市緑が丘二丁目１３番３６号 

山梨県美容業生活衛生同業組合 

理事長 
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(78) 災害者支援の協力に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と山梨県クリーニング生活衛生同業組合（以下「乙」という。）とは、

被災者支援の協力に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は、山梨県地域防災計画、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）その他関係法令

に基づき甲又は市町村が行う被災者支援に関する乙の協力について、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この協定で「災害」とは、地震、風水害その他の異常な自然現象等による被害をいう。 

２ この協定で「被災者支援」とは、災害に遭った者の保護又は災害に際しての公衆衛生の保全に係る

次に掲げるものとする。 

一 クリーニングサービスの提供 

二 その他前号に係る役務の提供 

（協力の要請） 

第３条 甲は、前条第２項の実施について、必要があると認めたときは、乙にその実施の協力を要請す

るものとする。 

２ 災害が発生した地域の市町村は、前条第２項の実施について、必要があると認めたときは、甲にそ

の実施の協力を要請することができるものとする。甲は、この要請を受けたときは、乙にその実施の

協力を要請するものとする。 

３ 乙は、前２項の要請を受けたときは、乙に所属する組合員に速やかにその実施を要請するものとす

る。 

４ 乙は、組合員に要請を行ったときは、遅滞なく甲にその旨を連絡するものとする。 

（協力業務） 

第４条 甲が乙に協力を要請する被災者支援に係る業務は、次に掲げるものとする。 

一 避難所で利用された毛布等のクリーニング 

二 その他前号に係る役務 

（要請の方法） 

第５条 第３条第１項及び第２項の規定による要請は、原則として文書によるものとし、市町村から甲

への要請は様式第１号により、甲から乙への要請は様式第２号により行うものとする。ただし、緊急

の場合は、口頭等で要請することができ、その場合は、遅滞なく該当する様式による文書を要請先に

送付するものとする。 

（要請への対応） 

第６条 乙は、甲から前条の規定による要請を受けたときは、やむを得ない事由がある場合を除き、要

請された業務を実施するものとする。 

２ 乙は、甲から前条の規定による要請を受けたときは、応諾の可否を速やかに甲及び甲に要請を行っ

た市町村（以下「要請市町村」という。）に様式第３号により通知するものとする。 

（実施報告） 

第７条 乙は、甲からの第５条の規定による要請により第４条の業務を実施したときは、遅滞なく実施

状況を甲及び要請市町村に様式第４号により報告するものとする。 

（費用の負担） 

第８条 乙が第４条に規定する業務の実施に要した費用は、法令その他特別の定めがあるものを除くほ

か、要請市町村が負担するものとする。 

２ 前項に規定する費用については、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、災害発生直前にお
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ける適正価格を基準に乙及び要請市町村が協議して定めるものとする。ただし、乙又は要請市町村が

協議に甲を加えることを必要とした場合は、協議に甲を加えることができるものとする。 

（秘密の保持） 

第９条 乙は、業務上、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

（責任者の設置） 

第10条 甲、乙は、この協定の締結後速やかに連絡及び調整に関する連絡調整責任者をそれぞれ設置し、

互いに報告するものとする。 

（協議） 

第11条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定めるものとする。 

（有効期間） 

第12条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の有効期

間満了の日の１か月前までに、甲、乙の一方から書面をもって協定解除の申し入れがない限り、有効

期間満了の日の翌日から起算して１年間この期間は延長され、その後も同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲、乙は署名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

平成２７年９月３０日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

山梨県知事 

 

乙 山梨県甲府市朝日一丁目９番１０号 

山梨県クリーニング生活衛生同業組合 

理事長 
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(79) 災害者支援の協力に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と山梨県旅館生活衛生同業組合（以下「乙」という。）とは、（災害時に

おける）被災者支援の協力に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は、山梨県地域防災計画、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）その他関係法令

に基づき甲又は市町村が行う被災者支援に関する乙の協力について、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この協定で「災害」とは、地震、風水害その他の異常な自然現象等による被害をいう。 

２ この協定で「被災者支援」とは、災害に遭った者の保護又は災害に際しての公衆衛生の保全に係る

次に掲げるものとする。 

一 宿泊及び入浴サービスの提供 

二 食事の提供 

三 その他前号に係る役務の提供 

（協力の要請） 

第３条 甲は、前条第２項の実施について、必要があると認めたときは、乙にその実施の協力を要請す

るものとする。 

２ 災害が発生した地域の市町村は、前条第２項の実施について、必要があると認めたときは、甲にそ

の実施の協力を要請することができるものとする。甲は、この要請を受けたときは、乙にその実施の

協力を要請するものとする。 

３ 乙は、前２項の要請を受けたときは、乙に所属する組合員に速やかにその実施を要請するものとす

る。 

４ 乙は、組合員に要請を行ったときは、遅滞なく甲にその旨を連絡するものとする。 

（協力業務） 

第４条 甲が乙に協力を要請する被災者支援に係る業務は、次に掲げるものとする。 

一 組合員の宿泊施設を利用した宿泊並びに宿泊に付随する入浴及び食事の提供 

二 その他前号に係る役務 

（要請の方法） 

第５条 第３条第１項及び第２項の規定による要請は、原則として文書によるものとし、市町村から甲

への要請は様式第１号により、甲から乙への要請は様式第２号により行うものとする。ただし、緊急

の場合は、口頭等で要請することができ、その場合は、遅滞なく該当する様式による文書を要請先に

送付するものとする。 

（要請への対応） 

第６条 乙は、甲から前条の規定による要請を受けたときは、やむを得ない事由がある場合を除き、要

請された業務を実施するものとする。 

２ 乙は、甲から前条の規定による要請を受けたときは、応諾の可否を速やかに甲及び甲に要請を行っ

た市町村（以下「要請市町村」という。）に様式第３号により通知するものとする。 

（実施報告） 

第７条 乙は、甲からの第５条の規定による要請により第４条の業務を実施したときは、遅滞なく実施

状況を甲及び要請市町村に様式第４号により報告するものとする。 

（費用の負担） 

第８条 乙が第４条に規定する業務の実施に要した費用は、法令その他特別の定めがあるものを除くほ

か、要請市町村が負担するものとする。 
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２ 前項に規定する費用については、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、災害発生直前にお

ける適正価格を基準に乙及び要請市町村が協議して定めるものとする。ただし、乙又は要請市町村が

協議に甲を加えることを必要とした場合は、協議に甲を加えることができるものとする。 

（秘密の保持） 

第９条 乙は、業務上、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

（責任者の設置） 

第10条 甲、乙は、この協定の締結後速やかに連絡及び調整に関する連絡調整責任者をそれぞれ設置し、

互いに報告するものとする。 

（協議） 

第11条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定めるものとする。 

（有効期間） 

第12条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の有効期

間満了の日の１か月前までに、甲、乙の一方から書面をもって協定解除の申し入れがない限り、有効

期間満了の日の翌日から起算して１年間この期間は延長され、その後も同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲、乙は署名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

平成２７年９月３０日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

山梨県知事 

 

乙 山梨県甲府市湯村三丁目１０番５号 

山梨県旅館生活衛生同業組合 

理事長 
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(80) 災害者支援の協力に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と山梨県鮨商生活衛生同業組合（以下「乙」という。）とは、被災者支

援の協力に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は、山梨県地域防災計画、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）その他関係法令

に基づき甲又は市町村が行う被災者支援に関する乙の協力について、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この協定で「災害」とは、地震、風水害その他の異常な自然現象等による被害をいう。 

２ この協定で「被災者支援」とは、災害に遭った者の保護又は災害に際しての公衆衛生の保全に係る

次に掲げるものとする。 

一 食事の提供 

二 その他前号に係る役務の提供 

（協力の要請） 

第３条 甲は、前条第２項の実施について、必要があると認めたときは、乙にその実施の協力を要請す

るものとする。 

２ 災害が発生した地域の市町村は、前条第２項の実施について、必要があると認めたときは、甲にそ

の実施の協力を要請することができるものとする。甲は、この要請を受けたときは、乙にその実施の

協力を要請するものとする。 

３ 乙は、前２項の要請を受けたときは、乙に所属する組合員に速やかにその実施を要請するものとす

る。 

４ 乙は、組合員に要請を行ったときは、遅滞なく甲にその旨を連絡するものとする。 

（協力業務） 

第４条 甲が乙に協力を要請する被災者支援に係る業務は、次に掲げるものとする。 

一 弁当等の食事の提供 

二 その他前号に係る役務 

（要請の方法） 

第５条 第３条第１項及び第２項の規定による要請は、原則として文書によるものとし、市町村から甲

への要請は様式第１号により、甲から乙への要請は様式第２号により行うものとする。ただし、緊急

の場合は、口頭等で要請することができ、その場合は、遅滞なく該当する様式による文書を要請先に

送付するものとする。 

（要請への対応） 

第６条 乙は、甲から前条の規定による要請を受けたときは、やむを得ない事由がある場合を除き、要

請された業務を実施するものとする。 

２ 乙は、甲から前条の規定による要請を受けたときは、応諾の可否を速やかに甲及び甲に要請を行っ

た市町村（以下「要請市町村」という。）に様式第３号により通知するものとする。 

（実施報告） 

第７条 乙は、甲からの第５条の規定による要請により第４条の業務を実施したときは、遅滞なく実施

状況を甲及び要請市町村に様式第４号により報告するものとする。 

（費用の負担） 

第８条 乙が第４条に規定する業務の実施に要した費用は、法令その他特別の定めがあるものを除くほ

か、要請市町村が負担するものとする。 

２ 前項に規定する費用については、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、災害発生直前にお
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ける適正価格を基準に乙及び要請市町村が協議して定めるものとする。ただし、乙又は要請市町村が

協議に甲を加えることを必要とした場合は、協議に甲を加えることができるものとする。 

（秘密の保持） 

第９条 乙は、業務上、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

（責任者の設置） 

第10条 甲、乙は、この協定の締結後速やかに連絡及び調整に関する連絡調整責任者をそれぞれ設置し、

互いに報告するものとする。 

（協議） 

第11条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定めるものとする。 

（有効期間） 

第12条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の有効期

間満了の日の１か月前までに、甲、乙の一方から書面をもって協定解除の申し入れがない限り、有効

期間満了の日の翌日から起算して１年間この期間は延長され、その後も同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲、乙は署名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

平成２７年９月３０日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

山梨県知事 

 

乙 山梨県甲府市朝気一丁目５番１０号 

山梨県鮨商生活衛生同業組合 

理事長 
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(81) 災害者支援の協力に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と山梨県食肉生活衛生同業組合（以下「乙」という。）とは、被災者支

援の協力に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は、山梨県地域防災計画、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）その他関係法令

に基づき甲又は市町村が行う被災者支援に関する乙の協力について、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この協定で「災害」とは、地震、風水害その他の異常な自然現象等による被害をいう。 

２ この協定で「被災者支援」とは、災害に遭った者の保護又は災害に際しての公衆衛生の保全に係る

次に掲げるものとする。 

一 食事の提供 

二 その他前号に係る役務の提供 

（協力の要請） 

第３条 甲は、前条第２項の実施について、必要があると認めたときは、乙にその実施の協力を要請す

るものとする。 

２ 災害が発生した地域の市町村は、前条第２項の実施について、必要があると認めたときは、甲にそ

の実施の協力を要請することができるものとする。甲は、この要請を受けたときは、乙にその実施の

協力を要請するものとする。 

３ 乙は、前２項の要請を受けたときは、乙に所属する組合員に速やかにその実施を要請するものとす

る。 

４ 乙は、組合員に要請を行ったときは、遅滞なく甲にその旨を連絡するものとする。 

（協力業務） 

第４条 甲が乙に協力を要請する被災者支援に係る業務は、次に掲げるものとする。 

一 弁当等の食事の提供 

二 その他前号に係る役務 

（要請の方法） 

第５条 第３条第１項及び第２項の規定による要請は、原則として文書によるものとし、市町村から甲

への要請は様式第１号により、甲から乙への要請は様式第２号により行うものとする。ただし、緊急

の場合は、口頭等で要請することができ、その場合は、遅滞なく該当する様式による文書を要請先に

送付するものとする。 

（要請への対応） 

第６条 乙は、甲から前条の規定による要請を受けたときは、やむを得ない事由がある場合を除き、要

請された業務を実施するものとする。 

２ 乙は、甲から前条の規定による要請を受けたときは、応諾の可否を速やかに甲及び甲に要請を行っ

た市町村（以下「要請市町村」という。）に様式第３号により通知するものとする。 

（実施報告） 

第７条 乙は、甲からの第５条の規定による要請により第４条の業務を実施したときは、遅滞なく実施

状況を甲及び要請市町村に様式第４号により報告するものとする。 

（費用の負担） 

第８条 乙が第４条に規定する業務の実施に要した費用は、法令その他特別の定めがあるものを除くほ

か、要請市町村が負担するものとする。 

２ 前項に規定する費用については、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、災害発生直前にお
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ける適正価格を基準に乙及び要請市町村が協議して定めるものとする。ただし、乙又は要請市町村が

協議に甲を加えることを必要とした場合は、協議に甲を加えることができるものとする。 

（秘密の保持） 

第９条 乙は、業務上、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

（責任者の設置） 

第10条 甲、乙は、この協定の締結後速やかに連絡及び調整に関する連絡調整責任者をそれぞれ設置し、

互いに報告するものとする。 

（協議） 

第11条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定めるものとする。 

（有効期間） 

第12条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の有効期

間満了の日の１か月前までに、甲、乙の一方から書面をもって協定解除の申し入れがない限り、有効

期間満了の日の翌日から起算して１年間この期間は延長され、その後も同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲、乙は署名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

平成２７年９月３０日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

山梨県知事 

 

乙 山梨県甲府市丸の内三丁目６番１号 

山梨県食肉生活衛生同業組合 

理事長 
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(82) 災害者支援の協力に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と山梨県公衆浴場業生活衛生同業組合（以下「乙」という。）とは、被

災者支援の協力に関して、次のとおり協定を締結する。 

（総則） 

第１条 この協定は、山梨県地域防災計画、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）その他関係法令

に基づき甲又は市町村が行う被災者支援に関する乙の協力について、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この協定で「災害」とは、地震、風水害その他の異常な自然現象等による被害をいう。 

２ この協定で「被災者支援」とは、災害に遭った者の保護又は災害に際しての公衆衛生の保全に係る

次に掲げるものとする。 

一 入浴サービスの提供 

二 その他前号に係る役務の提供 

（協力の要請） 

第３条 甲は、前条第２項の実施について、必要があると認めたときは、乙にその実施の協力を要請す

るものとする。 

２ 災害が発生した地域の市町村は、前条第２項の実施について、必要があると認めたときは、甲にそ

の実施の協力を要請することができるものとする。甲は、この要請を受けたときは、乙にその実施の

協力を要請するものとする。 

３ 乙は、前２項の要請を受けたときは、乙に所属する組合員に速やかにその実施を要請するものとす

る。 

４ 乙は、組合員に要請を行ったときは、遅滞なく甲にその旨を連絡するものとする。 

（協力業務） 

第４条 甲が乙に協力を要請する被災者支援に係る業務は、次に掲げるものとする。 

一 組合員の入浴施設を利用した入浴サービスの提供 

二 その他前号に係る役務 

（要請の方法） 

第５条 第３条第１項及び第２項の規定による要請は、原則として文書によるものとし、市町村から甲

への要請は様式第１号により、甲から乙への要請は様式第２号により行うものとする。ただし、緊急

の場合は、口頭等で要請することができ、その場合は、遅滞なく該当する様式による文書を要請先に

送付するものとする。 

（要請への対応） 

第６条 乙は、甲から前条の規定による要請を受けたときは、やむを得ない事由がある場合を除き、要

請された業務を実施するものとする。 

２ 乙は、甲から前条の規定による要請を受けたときは、応諾の可否を速やかに甲及び甲に要請を行っ

た市町村（以下「要請市町村」という。）に様式第３号により通知するものとする。 

（実施報告） 

第７条 乙は、甲からの第５条の規定による要請により第４条の業務を実施したときは、遅滞なく実施

状況を甲及び要請市町村に様式第４号により報告するものとする。 

（費用の負担） 

第８条 乙が第４条に規定する業務の実施に要した費用は、乙が負担するものとする。ただし、災害救

助法が適用される場合は、同法に係る規定によるものとする。 

（秘密の保持） 

第９条 乙は、業務上、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 
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（責任者の設置） 

第10条 甲、乙は、この協定の締結後速やかに連絡及び調整に関する連絡調整責任者をそれぞれ設置し、

互いに報告するものとする。 

（協議） 

第11条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定めるものとする。 

（有効期間） 

第12条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の有効期

間満了の日の１か月前までに、甲、乙の一方から書面をもって協定解除の申し入れがない限り、有効

期間満了の日の翌日から起算して１年間この期間は延長され、その後も同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲、乙は署名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

平成２７年９月３０日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

山梨県知事 

 

乙 山梨県甲府市住吉四丁目６番２３号 

山梨県公衆浴場業生活衛生同業組合 

理事長 
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（83）災害時における遺体の処理及び埋葬の協力に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と山梨県葬祭事業協同組合（以下「乙」という。）及び全日本

葬祭業協同組合連合会（以下「丙」という。）とは、災害時における遺体の処理及び埋葬の協

力に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は、山梨県地域防災計画、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）その他

関係法令に基づき甲又は市町村が行う災害時における遺体の処理及び埋葬に関する乙又は

丙の協力について、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この協定で「災害」とは、地震、風水害その他の異常な自然現象等による被害をいう。 

２ この協定で「遺体の処理及び埋葬」とは、災害に際しての公衆衛生の保全に係る次に掲げ

るものとする。 

一 遺体の処理及び埋葬に係る物品の提供 

二 その他前号に係る役務の提供 

（協力の要請） 

第３条 甲は、前条第２項の実施について、必要があると認めたときは、乙にその実施の協力

を要請するものとする。ただし、乙が要請に応じられない場合は、丙に協力を要請すること

ができるものとする。 

２ 災害が発生した地域の市町村は、前条第２項の実施について、必要があると認めたときは、

甲にその実施の協力を要請することができるものとする。甲は、この要請を受けたときは、

乙又は丙にその実施の協力を要請するものとする。 

３ 乙又は丙は、前２項の要請を受けたときは、乙又は丙に所属する組合員に速やかにその実

施を要請するものとする。 

４ 乙又は丙は、組合員に要請を行ったときは、遅滞なく甲にその旨を連絡するものとする。 

（協力業務） 

第４条 甲が乙又は丙に協力を要請する遺体の処理及び埋葬に係る業務は、次に掲げるものと

する。 

一 遺体の処理及び埋葬に係る棺、葬祭用品等の提供並びに葬祭作業及び遺体の搬送 

二 前号の棺、葬祭用品等は、次のとおりとする。 

  ① 桐棺（内張付き、納棺用品一式を含む。）、遺体収納袋 

  ② ドライアイス、防腐剤等遺体安置用品 

  ③ 骨つぼ、その他必要な用品 

三 その他第一号に係る役務 

（要請の方法） 

第５条 第３条第１項及び第２項の規定による要請は、原則として文書によるものとし、市町

村から甲への要請は様式第１号により、甲から乙又は丙への要請は様式第２号により行うも

のとする。ただし、緊急の場合は、口頭等で要請することができ、その場合は、遅滞なく該

当する様式による文書を要請先に送付するものとする。 

２ 乙は、前項の規定による甲からの要請を受け、必要があると認めるときは、丙に協力を求

めることができる。ただし、丙に協力を求めた場合、乙は、遅滞なく甲にその旨を連絡する

ものとする。 

（要請への対応） 
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第６条 乙又は丙は、甲から前条各項の規定による要請を受けたときは、やむを得ない事由が

ある場合を除き、要請された業務を実施するものとする。 

２ 乙又は丙は、甲から前条各項の規定による要請を受けたときは、応諾の可否を速やかに甲

及び甲に要請を行った市町村（以下「要請市町村」という。）に様式第３号により通知する

ものとする。 

（実施報告） 

第７条 乙又は丙は、甲からの第５条各項の規定による要請により第４条の業務を実施したと

きは、遅滞なく実施状況を甲及び要請市町村に様式第４号により報告するものとする。 

（費用の負担） 

第８条 乙又は丙が第４条に規定する業務の実施に要した費用は、法令その他特別の定めがあ

るものを除くほか、要請市町村が負担するものとする。 

２ 前項に規定する費用については、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、災害発生

直前における適正価格を基準に乙又は丙及び要請市町村が協議して定めるものとする。ただ

し、乙、丙又は要請市町村が協議に甲を加えることを必要とした場合は、協議に甲を加える

ことができるものとする。 

（秘密の保持） 

第９条 乙又は丙は、業務上、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

（責任者の設置） 

第10条 甲、乙又は丙は、この協定の締結後速やかに連絡及び調整に関する連絡調整責任者

をそれぞれ設置し、互いに報告するものとする。 

（協議） 

第11条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じたときは、甲、乙又は丙が協議して定め

るものとする。 

（有効期間） 

第12条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協

定の有効期間満了の日の１か月前までに、甲、乙又は丙の一方から書面をもって協定解除の

申し入れがない限り、有効期間満了の日の翌日から起算して１年間この期間は延長され、そ

の後も同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書を３通作成し、甲、乙及び丙は署名押印の上、各自その

１通を保有する。 

 

平成２７年１０月１４日 

 甲 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

山梨県知事  

 

 

乙 山梨県韮崎市本町二丁目１０番９号 

  山梨県葬祭事業協同組合 

理事長  

 

 

丙 東京都港区港南二丁目４番１２号 

  港南ＹＫビル４階 
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  全日本葬祭業協同組合連合会 

  会長 
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(84)  災害時における遺体の処理及び埋葬等の協力に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会（以下「乙」という。）

とは、災害時における遺体の処理及び埋葬の協力に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は、山梨県地域防災計画、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）その他

関係法令に基づき甲又は市町村が行う災害時における遺体の処理及び埋葬に関する乙の協

力について、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この協定で「災害」とは、地震、風水害その他の異常な自然現象等による被害をいう。 

２ この協定で「遺体の処理及び埋葬等」とは、災害に際しての公衆衛生の保全に係る次に掲

げるものとする。 

一 遺体の処理及び埋葬に係る物品の提供 

二 前号に係る役務の提供 

三 その他甲の要請により乙が応じられる事項 

（協力の要請） 

第３条 甲は、前条第２項の実施について、必要があると認めたときは、乙にその実施の協力

を要請するものとする。 

２ 災害が発生した地域の市町村は、前条第２項の実施について、必要があると認めたときは、

甲にその実施の協力を要請することができるものとする。甲は、この要請を受けたときは、

乙にその実施の協力を要請するものとする。 

３ 乙は、前２項の要請を受けたときは、乙に所属する会員に速やかにその実施を要請するも

のとする。 

４ 乙は、会員に要請を行ったときは、遅滞なく甲にその旨を連絡するものとする。 

（協力業務） 

第４条 甲が乙に協力を要請する遺体の処理及び埋葬等に係る業務は、次に掲げるものとする。 

一 遺体の処理及び埋葬に係る棺、葬祭用品等の提供並びに葬祭作業及び遺体の搬送 

二 前号の棺、葬祭用品等は、次のとおりとする。 

  ① 桐棺（内張付き、納棺用品一式を含む。）、遺体収納袋 

  ② ドライアイス、防腐剤等遺体安置用品 

  ③ 骨つぼ、その他必要な用品 

三 第一号に係る役務 

四 その他甲の要請により乙が応じられる事項 

（要請の方法） 

第５条 第３条第１項及び第２項の規定による要請は、原則として文書によるものとし、市町

村から甲への要請は様式第１号により、甲から乙への要請は様式第２号により行うものとす

る。ただし、緊急の場合は、口頭等で要請することができ、その場合は、遅滞なく該当する

様式による文書を要請先に送付するものとする。 

（要請への対応） 

第６条 乙は、甲から前条の規定による要請を受けたときは、やむを得ない事由がある場合を

除き、要請された業務を実施するものとする。 

２ 乙は、甲から前条の規定による要請を受けたときは、応諾の可否を速やかに甲及び甲に要

請を行った市町村（以下「要請市町村」という。）に様式第３号により通知するものとする。 
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（実施報告） 

第７条 乙は、甲からの第５条の規定による要請により第４条の業務を実施したときは、遅滞

なく実施状況を甲及び要請市町村に様式第４号により報告するものとする。 

（費用の負担） 

第８条 乙が第４条に規定する業務の実施に要した費用は、法令その他特別の定めがあるもの

を除くほか、要請市町村が負担するものとする。 

２ 前項に規定する費用については、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、災害発生

直前における適正価格を基準に乙及び要請市町村が協議して定めるものとする。ただし、乙

又は要請市町村が協議に甲を加えることを必要とした場合は、協議に甲を加えることができ

るものとする。 

（秘密の保持） 

第９条 乙は、業務上、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

（責任者の設置） 

第10条 甲、乙は、この協定の締結後速やかに連絡及び調整に関する連絡調整責任者をそれ

ぞれ設置し、互いに報告するものとする。 

（協議） 

第11条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定めるもの

とする。 

（有効期間） 

第12条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協

定の有効期間満了の日の１か月前までに、甲、乙の一方から書面をもって協定解除の申し入

れがない限り、有効期間満了の日の翌日から起算して１年間この期間は延長され、その後も

同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲、乙は署名押印の上、各自その１通を

保有する。 

 

平成２９年１２月１４日 

 甲 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

 

山梨県知事  

 

 

 

乙 東京都港区西新橋１丁目１８番１２号 

ＣＯＭＳ虎ノ門６階 

  一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 

   

会長  
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(85) 災害時における機材のレンタル供給に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と株式会社ヨシカワ（以下「乙」という。）とは、災害発生時における

機材（乙が所有する機材であって、レンタルの用に供するもの。以下「機材」という。）のレンタル供給

について、次のとおり協定を締結する。 

 

（要請） 

第１条 甲は、次に掲げる場合において、乙に対し、供給が可能な機材の供給を要請することができる。 

（１）山梨県内において災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。 

（２）山梨県外の災害応急対策のため、国又は関係都道府県から、機材の調達斡旋を要請されたとき。 

（供給機材の範囲） 

第２条 甲が乙に供給を要請する機材は、支援物資にかかる荷役・輸送用資機材のほか、応急対策全般

にかかる資機材のうち、要請時点で、乙が供給できる機材とする。 

（要請の方法） 

第３条 第１条の要請は、別紙第１号様式をもって行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によ

ることができない場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を交付するも

のとする。 

（要請に基づく乙の協力） 

第４条 乙は、前条第１項の要請を受けたときは、可能な範囲で機材の優先レンタル供給に努めるもの

とする。 

（機材の運搬、引渡し） 

第５条 機材の引渡し場所、運搬経路は、甲が乙と協議の上、指定するものとし、引渡場所までの機材

の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、甲又は甲の指定する

者が行うものとする。 

２ 甲は、引渡し場所に職員又は甲が指定する者を派遣し、機材を確認の上、受領するものとする。 

３ 乙は、機材の引渡しが完了した場合は、速やかに別紙第2 号様式により甲に報告するものとする。 

（車両の通行） 

第６条 甲は、乙が前条第１項の規定により機材を運搬する車両を緊急通行車両として通行できるよう

に可能な範囲で支援するものとする。 

（機材のレンタル費用等） 

第７条 乙が供給した機材の賃貸に係る費用は、甲又は甲の指定する地方自治体が負担するものとする。 

２ 乙が供給した機材の賃貸価格は、災害発生直前における適正な価格（災害発生前の取引については

取引時の適正な価格）とする。 

３ 乙が行なった運搬に係る費用は、甲乙協議の上決定する。 

（費用の支払い） 

第８条 甲が借り受けた機材の賃貸に係る費用は、乙からの請求後、速やかに甲又は甲の指定する地方

自治体から乙に支払うものとする。 

（災害補償） 

第９条 この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因して死亡し、負傷し、

又は疾病にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係法令に定めるところによるも

のとする。 

（連絡体制） 

第 10 条 甲及び乙は、機材の供給に支障をきたさないよう、事前に連絡責任者を定め、相互に文書で

報告するものとする。 
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２ 甲及び乙は、前項の報告を毎年４月に行うものとし、連絡責任者に変更が生じた場合は、その都度

行うものとする。 

(有効期限) 

第 11 条 この協定は、締結の日から起算して１年間とする。ただし、有効期間満了日まで、甲、乙い

ずれからも意思表示がないときは同一条件で更新されたものとし、以後も同様とする。 

２ この協定を解除する場合は、甲乙双方又はいずれか一方が解除日1 か月前までに書面により相手方

に通知するものとする。 

（協議） 

第 12 条 この協定において疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議

を行い、円満に解決を図るものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有するものと

する。 

 

平成２７年１２月１８日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

山梨県知事 

 

乙 石川県金沢市北安江三丁目１番３３号 

株式会社ヨシカワ 

代表取締役社長 吉 川 義 一 
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(86) 災害時における汚泥等洗浄応急対策の協力に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と山梨県塗装工業会（以下「乙」という。）及び一般社団法人日本塗装

工業会山梨県支部(以下「丙」という。)とは、大規模な災害が発生した場合における甲の管理する建築

物の汚泥等洗浄応急対策に係る業務に関し、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、甲が必要と認める公共施設及び避難所等の建物に被害が発生したときの汚泥等洗

浄応急対策に係る業務（以下、「応急対策業務」という。）の実施に関し、甲が乙及び丙に対して支援

協力を得るにあたって必要な事項を定め、建築物の早期復旧を図ることを目的とする。 

（支援協力の要請） 

第２条 甲は、応急対策業務のために、乙及び丙の会員の有する技術、労力及び資機材の必要があると

認めるときは、乙及び丙に対し支援協力を要請することが出来る。 

２ 要請は応援要請書によるものとするが、緊急を要する時は、電話等の通信方法により行い、後日速

やかに応援要請書を送付する。 

３ 乙及び丙は前項の要請があったときは、可能な限り、協力するものとし、協力する場合は別に定め

る応急対策業務応諾書を甲に送付する。 

（経費の負担） 

第３条 乙及び丙が甲の要請により実施した応急対策業務に要した費用は、乙及び丙が負担するものと

する。 

（報告） 

第４条 乙及び丙は応急対策業務を完了した場合は、速やかに甲に報告する。 

（体制の確保） 

第５条 甲乙丙は、あらかじめ応急対策業務に関する連絡窓口を定め、必要な情報を交換する。 

２ 乙及び丙は災害時に応急対策業務を速やかに実施できる体制を平常時から確保する。 

（災害情報の提供） 

第６条 乙及び丙は応急対策業務実施中に覚知した災害等の情報を積極的に甲に提供する。 

（災害補償） 

第７条 応急対策業務に従事した者が、当該応急対策業務の実施により負傷又は死亡した場合の災害補

償については、乙及び丙の責任において行う。ただし、「災害応急措置の業務に従事した者に対する

損害補償に関する条例(昭和３７年山梨県条例第５５号)」が適用される場合は、甲が補償する。 

（有効期限） 

第８条 この協定は、締結の日から効力を有するものとし、甲乙丙いずれかが文書をもって協定の終了

を通知しない限りその効力を持続する。 

（雑則） 

第９条 この協定に定めのない事項について定めをする必要が生じたとき、又はこの協定に定める事項

に疑義が生じたときは、その都度、甲乙丙が協議して定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書３通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

平成２８年 ３月２２日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号 

山 梨 県 知 事 
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乙 山梨県甲府市蓬沢町１１４６ 

山梨県塗装工業会 

会 長 

 

丙 山梨県富士吉田市上吉田５３９７ 

一般社団法人日本塗装工業会山梨県支部支部長 
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(87)災害情報の発信に関する協定 

 
山梨県（以下「甲」という。）とファーストメディア株式会社（以下「乙」という。）は、災

害に係る情報提供等に関し、次のとおり協定（以下「本協定」という）を締結する。 

 

（本協定の目的） 

第１条 本協定は、富士山噴火をはじめ、県内で発生する災害に備え、甲が山梨県民や観光客、 

富士山登山者等（以下「県民等」という。）に対して必要な情報を提供する手段を充実させる 

ため、甲と乙が互いに協力することを目的とする。 

 

（本協定の実施内容） 

第２条 前条の目的を達成するため、本協定で実施する協力内容は以下のとおりとする。 

１ 甲が県民等に対して避難情報等を発する必要がある場合、乙は自社サービスの一部機能を甲 

に利用させるとともに、甲の要請に応じて、乙が知りうる県民等の位置情報等を甲に提供する。 

２ 甲は、県内の土砂災害警戒区域や浸水想定区域等の危険区域、富士山の既存路、避難対象 

エリア等の富士山噴火に関する情報を乙に提供し、乙は提供された情報を平時から自社サービ 

ス上に掲載するなどして、県民等に対し周知を図る。 

３ 甲は、山梨県内の避難所、避難場所等の情報を乙に提供し、乙は、提供された情報を自社サ

ービス上に掲載するなどし、県民等に対し周知する。 

４ 乙は、県内を観光する外国人等に対しても災害情報を提供できるよう、提供する情報の多言 

語化に努める。 

５ より多くの県民等に災害情報等を提供できるよう、甲と乙は協力して、乙が提供するサービ 

スの周知に務める。 

 

（費用の負担） 

第３条 前条に基づく甲乙それぞれの作業については、別段の合意がない限り無償で行われるも 

のとし、その一切の経費は、各自が負担するものとする。 

 

（二次利用） 

第４条 乙は、本協定で得た情報を、第三者に提供する場合は、あらかじめ甲に報告しなければ 

ならない。 

 

（本協定の有効期間） 

第５条 本協定の有効期間は協定締結日から平成２９年３月３１日までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、期間満了の日の２か月前に甲又は乙から何らの意思表示がない 

ときは、協定期間は更に１年延長するものとし、その後もこの例による。 

 

（疑義等の決定） 

第６条 本協定について疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議 

の上、これを定めるものとする。 
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この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 

 

 

平成２８年６月３０日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内１−６−１ 

 山梨県 

 山梨県知事                

 

 

 

乙 東京都千代田区神田神保町１丁目４２番４号 

 ファーストメディア株式会社 

代表取締役社長              
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（88）山梨県が発信する土砂災害情報及び雨量情報提供に関する協定書 
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（89）山梨県が発信する土砂災害関連情報及び雨量・河川水位情報提供に関する協定書 
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（90）山梨県が発信する土砂災害関連情報及び雨量・河川水位情報提供に関する協定書 
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（91）山梨県が発信する土砂災害関連情報及び雨量・河川水位情報提供に関する協定書 
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(92)  災害時における民間賃貸住宅の提供に関する協定 

 

山梨県（以下「甲」という。）と公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会（以下「乙」と

いう。）は災害時における民間賃貸住宅の提供に関し、次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害時における被災者の応急的な住宅として利用する民間賃貸住宅の提供

に関し、甲が乙に協力を求めるときに必要な事項を定めるものとする。 

（協力要請）  

第２条 甲は、災害が発生し必要と認める場合、乙に対し、被災者に提供可能な民間賃貸住宅の

情報提供及びその円滑な提供に向けた協力を要請できるものとする。  

（協力）  

第３条 乙は、前条に基づく要請があった場合は、民間賃貸住宅の情報提供及びその円滑な提供

について、甲に可能な限り協力するものとする。  

（協議）  

第４条 この協定の実施に関し必要な事項等については、甲と乙の協議のうえ定めるものとする。  

（雑則）  

第５条 この協定は、平成２８年３月１０日から適用する。  

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自１通を保有するもの

とする。  

 

平成２８年３月１０日  

 

        甲  山梨県 

            山梨県知事  後藤 斎 

                  

 

        乙  公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会 

              会  長    川口 雄一郎 
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(93) 災害時における木造応急仮設住宅の建設に関する協定書 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、山梨県地域防災計画に基づく災害時における木造応急仮設住宅（以下「住宅」と

いう。）の建設に関して、山梨県（以下「甲」という。）が一般社団法人全国木造建設事業協会（以

下「乙」という。）に協力を要請するに当たって必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この協定において「住宅」とは、災害救助法（昭和22年法律第118号）第23条第1項第1号

に規定するものをいう。 

（協力要請） 

第３条 甲は、住宅の建設に関して乙に協力を要請しようとするときは、建設場所、戸数、規模、着工

期日及びその他必要と認める事項を、書面により乙に連絡するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、電話その他の方法によることができる。この場合

において、甲は、速やかに前項の書面を乙に提出しなければならない。 

（協力） 

第４条 乙は、前条の要請があったときは、乙の会員である建設業者（以下「丙」という。）の斡旋を

行うほか、可能な限り甲に協力するものとする。 

（住宅建設） 

第５条 乙の斡旋を受けた丙は、甲（甲が住宅建設業務を市町村の長に委任した場合は、当該市町村の

長。以下、次条に同じ。）の指示に従い住宅建設を行うものとする。 

（費用の負担及び支払い） 

第６条 丙が前条の住宅建設に要した費用は、甲が負担するものとする。 

２ 甲は、丙の住宅建設完了後に検査をし、適正に実施されていることを確認したときは、丙の請求に

より前項の費用を速やかに支払うものとする。 

（連絡窓口） 

第７条 この協定の実施に関する業務の窓口は、甲においては山梨県県土整備部住宅対策室とし、乙に

おいては一般社団法人全国木造建設事業協会とする。 

（報告） 

第８条 乙は、住宅建設について協力できる生産能力及び建設能力等の状況について、毎年１回、甲に

報告するものとする。ただし、甲が必要と認めた場合は、甲は乙に対して随時報告を求めることがで

きる。 

（会員名簿等の提供） 

第９条 乙は、この協定に係る乙の業務担当者名簿及び乙に加盟する会員の名簿を毎年１回、甲に提供

するものとし、担当者又は会員に異動があったときは、その都度甲に報告するものとする。 

（協議） 

第１０条 この協定に定めるもののほか、必要な事項については、その都度甲乙協議の上、定めるもの

とする。 

（適用） 

第１１条 この協定は平成２８年３月３日から施行する。 

 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

 平成２８年３月３日 

      （甲）山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号 
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山梨県知事              

 

         （乙）東京都中央区八丁堀三丁目４番地１０ 

            京橋北見ビル東館６階 

一般社団法人全国木造建設事業協会  

            理事長                 
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(94)  災害時における県有建築物の応急対策業務に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と一般社団法人山梨県建設業協会（以下「乙」という。）とは、

大規模災害が発生した場合における甲の管理する建築物（以下「県有建築物」という。）の応

急対策業務に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、大規模災害により被害を受けた県有建築物の機能の確保及び回復のため、

応急対策業務の実施に関する基本事項を定め、災害に対し迅速かつ的確に対応することを目

的とする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、応急復旧が必要と判断された県有建築物（付帯する建築設備及び外構を含む。

以下同じ。）に係る応急対策業務について、乙に協力を要請することが出来る。 

２ 前項の規定による要請は、原則として文書によるものとする。ただし、緊急を要す

る場合には、口頭で要請することとし、後日、速やかに要請文書を乙に送付する。 

（協力業務） 

第３条 乙は前条の要請があったときは、当該応急対策業務を実施する会員（以下「応急対策

業務実施会員」という。）を選定し甲に報告するほか、可能な限り甲に協力するものとする。 

（応急対策業務の内容） 

第４条 第２条第１項の応急対策業務の内容は次のとおりとする。 

一 県有建築物の応急措置、応急復旧工事及び損傷個所等の被害状況把握 

二 その他特に必要とする事項 

(連絡窓口) 

第５条 甲乙は、あらかじめ応急対策業務に関する連絡窓口を定め、必要な情報を交換するも

のとする。 

（会員名簿等の提供） 

第６条 乙は、前条の連絡窓口担当者名簿及びこの協定に賛同する会員の名簿を甲に提

供するものとし、当該担当者または会員に異動があったときは、その都度甲に報告す

るものとする。 

（災害情報の提供） 

第７条 乙及び応急対策業務実施会員は、業務実施中に覚知した災害等の情報を積極的に甲に

提供するものとする。 

（業務実施の報告） 

第８条 応急対策業務実施会員は、速やかに次に掲げる事項を甲に報告するものとする。 

一 実施した業務の内容、人員及び期間 

二 使用消費した材料、資材、燃料 

三 使用した機械及び稼働期間 

四 その他必要な事項 

（費用の負担） 

第９条 甲の要請に基づく応急対策業務の実施に係る費用は甲が負担する。費用の請求及び支

払方法は、別途協議のうえ定めるものとする。 

（災害補償） 

第 10 条 応急対策業務に従事した者が、当該業務の実施により負傷又は死亡した場合の災害

補償は、山梨県知事が災害対策基本法第７１条第１項の規程により、協力命令を発したとき

に限り、「災害応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例(昭和３７年山梨
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県条例第５５号)」を適用する。 

（協議） 

第11条 この協定に定めのない事項について、定めをする必要が生じたとき、又 

はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、その都度甲と乙が協議して定めるものとす

る。 

（有効期限） 

第12条 この協定は、締結の日から効力を有するものとし、甲乙いずれかが書面 

をもって協定の終了を通知しない限りその効力を持続する。 

 
この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 
平成２８年１０月２８日 

 

        甲  山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

 

山 梨 県 知 事                   

 

乙  山梨県甲府市丸の内一丁目１３番７号 

   一般社団法人 山梨県建設業協会 

 

会   長                      
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(95) 災害時における県有建築物の応急対策業務に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と一般社団法人山梨県管工事協会（以下「乙」という。）とは、

大規模災害が発生した場合における甲の管理する建築物（以下「県有建築物」という。）の応

急対策業務に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、大規模災害により被害を受けた県有建築物の機能の確保及び回復のため、

応急対策業務の実施に関する基本事項を定め、災害に対し迅速かつ的確に対応することを目

的とする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、応急復旧が必要と判断された県有建築物（付帯する建築設備及び外構を含む。

以下同じ。）に係る応急対策業務について、乙に協力を要請することが出来る。 

２ 前項の規定による要請は、原則として文書によるものとする。ただし、緊急を要す

る場合には、口頭で要請することとし、後日、速やかに要請文書を乙に送付する。 

（協力業務） 

第３条 乙は前条の要請があったときは、当該応急対策業務を実施する会員（以下「応急対策

業務実施会員」という。）を選定し甲に報告するほか、可能な限り甲に協力するものとする。 

（応急対策業務の内容） 

第４条 第２条第１項の応急対策業務の内容は次のとおりとする。 

一 県有建築物の応急措置、応急復旧工事及び損傷個所等の被害状況把握 

二 その他特に必要とする事項 

(連絡窓口) 

第５条 甲乙は、あらかじめ応急対策業務に関する連絡窓口を定め、必要な情報を交換するも

のとする。 

（会員名簿等の提供） 

第６条 乙は、前条の連絡窓口担当者名簿及びこの協定に賛同する会員の名簿を甲に提

供するものとし、当該担当者または会員に異動があったときは、その都度甲に報告す

るものとする。 

（災害情報の提供） 

第７条 乙及び応急対策業務実施会員は、業務実施中に覚知した災害等の情報を積極的に甲に

提供するものとする。 

（業務実施の報告） 

第８条 応急対策業務実施会員は、速やかに次に掲げる事項を甲に報告するものとする。 

一 実施した業務の内容、人員及び期間 

二 使用消費した材料、資材、燃料 

三 使用した機械及び稼働期間 

四 その他必要な事項 

（費用の負担） 

第９条 甲の要請に基づく応急対策業務の実施に係る費用は甲が負担する。費用の請求及び支

払方法は、別途協議のうえ定めるものとする。 

（災害補償） 

第 10 条 応急対策業務に従事した者が、当該業務の実施により負傷又は死亡した場合の災害

補償は、山梨県知事が災害対策基本法第７１条第１項の規程により、協力命令を発したとき

に限り、「災害応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例(昭和３７年山梨
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県条例第５５号)」を適用する。 

（協議） 

第13条 この協定に定めのない事項について、定めをする必要が生じたとき、又 

はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、その都度甲と乙が協議して定めるものとす

る。 

（有効期限） 

第14条 この協定は、締結の日から効力を有するものとし、甲乙いずれかが書面 

をもって協定の終了を通知しない限りその効力を持続する。 

 
この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 
平成２８年１０月２８日 

 

        甲  山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

 

山 梨 県 知 事                   

 

乙  山梨県甲府市下石田二丁目３０番２５号 

   一般社団法人 山梨県管工事協会 

 

会   長                      
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(96)  災害時における県有建築物の応急対策業務に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と一般社団法人山梨県電設協会（以下「乙」という。）とは、

大規模災害が発生した場合における甲の管理する建築物（以下「県有建築物」という。）の応

急対策業務に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、大規模災害により被害を受けた県有建築物の機能の確保及び回復のため、

応急対策業務の実施に関する基本事項を定め、災害に対し迅速かつ的確に対応することを目

的とする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、応急復旧が必要と判断された県有建築物（付帯する建築設備及び外構を含む。

以下同じ。）に係る応急対策業務について、乙に協力を要請することが出来る。 

２ 前項の規定による要請は、原則として文書によるものとする。ただし、緊急を要す

る場合には、口頭で要請することとし、後日、速やかに要請文書を乙に送付する。 

（協力業務） 

第３条 乙は前条の要請があったときは、当該応急対策業務を実施する会員（以下「応急対策

業務実施会員」という。）を選定し甲に報告するほか、可能な限り甲に協力するものとする。 

（応急対策業務の内容） 

第４条 第２条第１項の応急対策業務の内容は次のとおりとする。 

一 県有建築物の応急措置、応急復旧工事及び損傷個所等の被害状況把握 

二 その他特に必要とする事項 

(連絡窓口) 

第５条 甲乙は、あらかじめ応急対策業務に関する連絡窓口を定め、必要な情報を交換するも

のとする。 

（会員名簿等の提供） 

第６条 乙は、前条の連絡窓口担当者名簿及びこの協定に賛同する会員の名簿を甲に提

供するものとし、当該担当者または会員に異動があったときは、その都度甲に報告す

るものとする。 

（災害情報の提供） 

第７条 乙及び応急対策業務実施会員は、業務実施中に覚知した災害等の情報を積極的に甲に

提供するものとする。 

（業務実施の報告） 

第８条 応急対策業務実施会員は、速やかに次に掲げる事項を甲に報告するものとする。 

一 実施した業務の内容、人員及び期間 

二 使用消費した材料、資材、燃料 

三 使用した機械及び稼働期間 

四 その他必要な事項 

（費用の負担） 

第９条 甲の要請に基づく応急対策業務の実施に係る費用は甲が負担する。費用の請求及び支

払方法は、別途協議のうえ定めるものとする。 

（災害補償） 

第 10 条 応急対策業務に従事した者が、当該業務の実施により負傷又は死亡した場合の災害

補償は、山梨県知事が災害対策基本法第７１条第１項の規程により、協力命令を発したとき

に限り、「災害応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例(昭和３７年山梨
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県条例第５５号)」を適用する。 

（協議） 

第15条 この協定に定めのない事項について、定めをする必要が生じたとき、又 

はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、その都度甲と乙が協議して定めるものとす

る。 

（有効期限） 

第16条 この協定は、締結の日から効力を有するものとし、甲乙いずれかが書面 

をもって協定の終了を通知しない限りその効力を持続する。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

平成２８年１０月２８日 

        甲  山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

山 梨 県 知 事                   

乙  山梨県甲府市住吉四丁目４番１７号 

   一般社団法人 山梨県電設協会 

会   長                      
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（97）関東ブロック大規模広域災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供に関する

協定 

 

 

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び静岡県（以下「都

県」という。）と、別記の宅地建物取引業協会（以下「宅建協会」という。）は、大規模広域災害

（二以上の都道府県の区域にわたり被害が発生し、又は一の都道府県の区域において甚大な被害

が発生し、広域的な対応が必要な災害をいう。）が発生した場合における民間賃貸住宅の被災者

への提供等に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、大規模広域災害時において、都県が、災害により住宅を滅失し自己の資力

によっては居住する住宅を確保できない被災者（以下単に「被災者」という。）のための応急

的な住宅（以下「応急借上げ住宅」という。）として、民間賃貸住宅を提供するため、宅建協

会に協力を求めるに当たり、基本的な事項を定めるものとする。 

 

（協力要請） 

第２条 都県は、大規模広域災害が発生し必要と認める場合、自都県に所在する宅建協会に対し、

応急借上げ住宅として被災者に提供可能な民間賃貸住宅の情報提供及びその円滑な提供に向

けた協力を要請するとともに、他の都県に対し、被災者への応急借上げ住宅の提供を要請する

ことができるものとする。 

２ 前項の要請を受けた都県は、自都県に所在する宅建協会に対し、応急借上げ住宅として被災

者に提供可能な民間賃貸住宅の情報提供及びその円滑な提供に向けた協力を要請することが

できるものとする。 

 

（協力） 

第３条 宅建協会は、前条の規定に基づく都県からの要請があった場合、応急借上げ住宅として

提供可能な民間賃貸住宅に関する情報提供及びその円滑な提供に向けて、都県に可能な限り協

力するものとする。 

 

（都県の役割） 

第４条 都県は、応急借上げ住宅の提供に関する次の各号に掲げる事務を行う。 

一 応急借上げ住宅として提供する民間賃貸住宅の募集に関すること 

二 応急借上げ住宅の借上げに関すること 

三 応急借上げ住宅入居者の入居許可及び退居に関すること 

四 応急借上げ住宅の賃料等の支払いに関すること 

五 その他関係者との調整に関すること 

２ 都県は、前項に掲げる業務の一部を、宅建協会に委託することができる。 

 

（宅建協会の役割） 

第５条 宅建協会は、第３条に基づき都県に協力するため、応急借上げ住宅の提供に関する次の

各号に掲げる事務を行う。 

一 応急借上げ住宅の制度の事前周知並びに民間賃貸住宅の所有者及び転貸を目的とする賃

借人に対する応急借上げ住宅としての提供依頼及び意向確認に関すること 
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二 応急借上げ住宅として都県が借り上げようとする民間賃貸住宅の被災後の使用の適否に

係る確認に関すること 

三 応急借上げ住宅として活用可能な民間賃貸住宅の情報提供に関すること 

四 都県からの委託を受けた業務に関すること 

五 その他関係者との調整に関すること 

 

（個別協定との関係） 

第６条 この協定は、都県が民間賃貸住宅の被災者への提供等に関して、宅建協会と個別に締結

している協定（この協定の適用日以降に締結するものを含む。）の効力を妨げるものではない。 

 

（協議） 

第７条 この協定の実施に関し必要な事項等については、都県及び宅建協会の協議の上定めるも

のとする。 

 

（雑則） 

第８条 第６条の個別協定を締結していない都県においては、大規模広域災害に該当しない災害

についても、この協定（第２条第２項を除く。）の規定を準用できる。 

 

第９条 この協定は、平成２９年 ３月２７日から適用する。 

 

この協定を証するため、本書を作成し、記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

（別記） 

公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会 

公益社団法人栃木県宅地建物取引業協会 

一般社団法人群馬県宅地建物取引業協会 

公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会 

一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会 

公益社団法人東京都宅地建物取引業協会 

公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会 

公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会 

公益社団法人静岡県宅地建物取引業協会 

 

平成２９年 ３月２７日 

茨城県知事 

栃木県知事 

群馬県知事 

埼玉県知事 

千葉県知事 

東京都知事 

神奈川県知事 

山梨県知事 
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静岡県知事 

公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会 

公益社団法人栃木県宅地建物取引業協会 

一般社団法人群馬県宅地建物取引業協会 

公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会 

一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会 

公益社団法人東京都宅地建物取引業協会 

公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会 

公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会 

公益社団法人静岡県宅地建物取引業協会 
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（98）関東ブロック大規模広域災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供に関する

協定 

 

 

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び静岡県（以下「都

県」という。）と、別記の全日本不動産協会都県本部（以下「不動産協会都県本部」という。）は、

大規模広域災害（二以上の都道府県の区域にわたり被害が発生し、又は一の都道府県の区域にお

いて甚大な被害が発生し、広域的な対応が必要な災害をいう。）が発生した場合における民間賃

貸住宅の被災者への提供等に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、大規模広域災害時において、都県が、災害により住宅を滅失し自己の資力

によっては居住する住宅を確保できない被災者（以下単に「被災者」という。）のための応急

的な住宅（以下「応急借上げ住宅」という。）として、民間賃貸住宅を提供するため、不動産

協会都県本部に協力を求めるに当たり、基本的な事項を定めるものとする。 

 

（協力要請） 

第２条 都県は、大規模広域災害が発生し必要と認める場合、自都県に所在する不動産協会都県

本部に対し、応急借上げ住宅として被災者に提供可能な民間賃貸住宅の情報提供及びその円滑

な提供に向けた協力を要請するとともに、他の都県に対し、被災者への応急借上げ住宅の提供

を要請することができるものとする。 

２ 前項の要請を受けた都県は、自都県に所在する不動産協会都県本部に対し、応急借上げ住宅

として被災者に提供可能な民間賃貸住宅の情報提供及びその円滑な提供に向けた協力を要請

することができるものとする。 

 

（協力） 

第３条 不動産協会都県本部は、前条の規定に基づく都県からの要請があった場合、応急借上げ

住宅として提供可能な民間賃貸住宅に関する情報提供及びその円滑な提供に向けて、都県に可

能な限り協力するものとする。 

 

（都県の役割） 

第４条 都県は、応急借上げ住宅の提供に関する次の各号に掲げる事務を行う。 

一 応急借上げ住宅として提供する民間賃貸住宅の募集に関すること 

二 応急借上げ住宅の借上げに関すること 

三 応急借上げ住宅入居者の入居許可及び退居に関すること 

四 応急借上げ住宅の賃料等の支払いに関すること 

五 その他関係者との調整に関すること 

２ 都県は、前項に掲げる業務の一部を、不動産協会都県本部に委託することができる。 

 

（不動産協会都県本部の役割） 

第５条 不動産協会都県本部は、第３条に基づき都県に協力するため、応急借上げ住宅の提供に

関する次の各号に掲げる事務を行う。 

一 応急借上げ住宅の制度の事前周知並びに民間賃貸住宅の所有者及び転貸を目的とする賃

借人に対する応急借上げ住宅としての提供依頼及び意向確認に関すること 
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二 応急借上げ住宅として都県が借り上げようとする民間賃貸住宅の被災後の使用の適否に

係る確認に関すること 

三 応急借上げ住宅として活用可能な民間賃貸住宅の情報提供に関すること 

四 都県からの委託を受けた業務に関すること 

五 その他関係者との調整に関すること 

 

（個別協定との関係） 

第６条 この協定は、都県が民間賃貸住宅の被災者への提供等に関して、不動産協会都県本部と

個別に締結している協定（この協定の適用日以降に締結するものを含む。）の効力を妨げるも

のではない。 

 

（協議） 

第７条 この協定の実施に関し必要な事項等については、都県及び不動産協会都県本部の協議の

上定めるものとする。 

 

（雑則） 

第８条 第６条の個別協定を締結していない都県においては、大規模広域災害に該当しない災害

についても、この協定（第２条第２項を除く。）の規定を準用できる。 

 

第９条 この協定は、平成２９年 ３月２７日から適用する。 

 

この協定を証するため、本書を作成し、記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

（別記） 

公益社団法人全日本不動産協会茨城県本部 

公益社団法人全日本不動産協会栃木県本部 

公益社団法人全日本不動産協会群馬県本部 

公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部 

公益社団法人全日本不動産協会千葉県本部 

公益社団法人全日本不動産協会東京都本部 

公益社団法人全日本不動産協会神奈川県本部 

公益社団法人全日本不動産協会山梨県本部 

公益社団法人全日本不動産協会静岡県本部 

平成２９年 ３月２７日 

茨城県知事 

栃木県知事 

群馬県知事 

埼玉県知事 

千葉県知事 

東京都知事 

神奈川県知事 

山梨県知事 
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静岡県知事 

公益社団法人全日本不動産協会茨城県本部 

公益社団法人全日本不動産協会栃木県本部 

公益社団法人全日本不動産協会群馬県本部 

公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部 

公益社団法人全日本不動産協会千葉県本部 

公益社団法人全日本不動産協会東京都本部 

公益社団法人全日本不動産協会神奈川県本部 

公益社団法人全日本不動産協会山梨県本部 

公益社団法人全日本不動産協会静岡県本部 



 

- 674 - 

（99）関東ブロック大規模広域災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供に関する

協定 

 

 

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び静岡県（以下「都

県」という。）と、公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会及び公益社団法人東京共同住宅

協会（以下「関係団体」という。）は、大規模広域災害（二以上の都道府県の区域にわたり被害

が発生し、又は一の都道府県の区域において甚大な被害が発生し、広域的な対応が必要な災害を

いう。）が発生した場合における民間賃貸住宅の被災者への提供等に関して、次のとおり協定を

締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、大規模広域災害時において、都県が、災害により住宅を滅失し自己の資力

によっては居住する住宅を確保できない被災者（以下単に「被災者」という。）のための応急

的な住宅（以下「応急借上げ住宅」という。）として、民間賃貸住宅を提供するため、関係団

体に協力を求めるに当たり、基本的な事項を定めるものとする。 

 

（協力要請） 

第２条 都県は、大規模広域災害が発生し必要と認める場合、公益社団法人全国賃貸住宅経営者

協会連合会（東京都にあっては、関係団体）に対し、応急借上げ住宅として被災者に提供可能

な民間賃貸住宅の情報提供及びその円滑な提供に向けた協力を要請するとともに、他の都県に

対し、被災者への応急借上げ住宅の提供を要請することができるものとする。 

２ 前項の他の県からの要請を受けた東京都は、公益社団法人東京共同住宅協会に対し、応急借

上げ住宅として被災者に提供可能な民間賃貸住宅の情報提供及びその円滑な提供に向けた協

力を要請することができるものとする。 

 

（協力） 

第３条 関係団体は、前条の規定に基づく都県からの要請があった場合、応急借上げ住宅として

提供可能な民間賃貸住宅に関する情報提供及びその円滑な提供に向けて、都県に可能な限り協

力するものとする。 

 

（都県の役割） 

第４条 都県は、応急借上げ住宅の提供に関する次の各号に掲げる事務を行う。 

一 応急借上げ住宅として提供する民間賃貸住宅の募集に関すること 

二 応急借上げ住宅の借上げに関すること 

三 応急借上げ住宅入居者の入居許可及び退居に関すること 

四 応急借上げ住宅の賃料等の支払いに関すること 

五 その他関係者との調整に関すること 

２ 都県は、前項に掲げる業務の一部を、関係団体に委託することができる。 

 

（関係団体の役割） 

第５条 関係団体は、第３条に基づき都県に協力するため、応急借上げ住宅の提供に関する次の

各号に掲げる事務を行う。 

一 応急借上げ住宅の制度の事前周知並びに民間賃貸住宅の所有者及び転貸を目的とする賃
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借人に対する応急借上げ住宅としての提供依頼及び意向確認に関すること 

二 応急借上げ住宅として都県が借り上げようとする民間賃貸住宅の被災後の使用の適否に

係る確認に関すること 

三 応急借上げ住宅として活用可能な民間賃貸住宅の情報提供に関すること 

四 都県からの委託を受けた業務に関すること 

五 その他関係者との調整に関すること 

 

（個別協定との関係） 

第６条 この協定は、都県が民間賃貸住宅の被災者への提供等に関して、関係団体と個別に締結

している協定（この協定の適用日以降に締結するものを含む。）の効力を妨げるものではない。 

 

（協議） 

第７条 この協定の実施に関し必要な事項等については、都県及び関係団体の協議の上定めるも

のとする。 

 

（雑則） 

第８条 第６条の個別協定を締結していない都県においては、大規模広域災害に該当しない災害

についても、この協定の規定を準用できる。 

 

第９条 この協定は、平成２９年 ３月２７日から適用する。 

 

この協定を証するため、本書を作成し、記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

 

平成２９年 ３月２７日 

茨城県知事 

栃木県知事 

群馬県知事 

埼玉県知事 

千葉県知事 

東京都知事 

神奈川県知事 

山梨県知事 

静岡県知事 

公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会 

公益社団法人東京共同住宅協会 
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 (100)災害時の支援等に関する協定 

 

財務省関東財務局及び財務省関東財務局甲府財務事務所（以下、併せて「甲」という。）並びに山梨県

（以下「乙」という。）は、山梨県内で地震、風水害等の災害が発生した場合（以下、このような場合を

「災害が発生した場合」という。）における甲から乙に対する災害支援の円滑な遂行を図るため、次のと

おり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目 的） 

第１条 本協定は、災害が発生した場合において、甲・乙間の連携により初動時の情報収集及び伝達を迅

速に実施し、利用可能な公務員宿舎及び未利用国有地の提供、また、災害対応業務に係る職員派遣を実

施することにより、乙における円滑かつ迅速な災害復旧事務の遂行及び県民生活の安定を図ることを目

的とする。 

 

（被害情報の収集・伝達） 

第２条 甲及び乙は、災害が発生した場合、相互に連絡し、情報の収集及び伝達を迅速に行うものとする。 

２ 前項の目的を達するため、甲及び乙は、災害時に速やかに連絡をとることができる体制を予め整備し

ておくものとする。 

 

（利用可能な公務員宿舎の提供） 

第３条 甲は、災害が発生した場合における応急措置の用に供する目的で、国有財産法（昭和 23 年法律

第 73号）第 18条及び第 19条が準用する第 22条第 1項第 3号の規定に基づき、甲が管理する利用可能

な国家公務員宿舎を乙に無償で貸し付け又は使用させるものとし、そのために必要な措置を講じるもの

とする。 

２ 甲は、前項に定める無償使用が可能な国家公務員宿舎に関する情報を四半期毎に乙に提供するものと

する。 

 

（利用可能な未利用国有地の提供） 

第４条 甲は、災害が発生した場合における応急措置の用に供する目的で、国有財産法第 22条第 1項第 3

号の規定に基づき、甲所有の利用可能な未利用国有地を乙に無償で貸し付けるものとし、そのために必

要な措置を講じるものとする。 

２ 甲は、前項に定める無償使用が可能な未利用国有地に関する情報を四半期毎に乙に提供するものとす

る。 

 

（災害対応業務に係る職員派遣） 

第５条 甲は、災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）が適用される等相当規模の災害が発生した場合、

職員を派遣して、以下の事務又は作業に従事させ、乙における災害復旧を支援するものとする。 

 (1) 情報の収集・提供（リエゾン（情報連絡員）含む） 

 (2) 被害情報のとりまとめ等に関する事務 

 (3) 関係機関への支援要請、受入等に関する事務 

 (4) 支援物資の受入等に関する事務 

 (5) 災害派遣等従事車両証明書の発行に関する事務 

 (6) その他乙及び乙管内市町村に対する支援を円滑に行うための事務及び作業 

２ 甲は、災害救助法が適用される等相当規模の災害が発生した場合、職員を派遣して、以下の事務又は
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作業に従事させ、乙管内の市町村における災害復旧を支援するものとする。 

 (1) 情報の収集・提供（リエゾン（情報連絡員）含む） 

 (2) り災証明書申請受付及び発行に関する事務 

 (3) り災建物判定にかかる現地調査補助 

 (4) 有価物（現金、保険証、貴金属等の遺失物）の分別等作業 

 (5) 災害ボランティア及び支援物資等の受付事務 

 (6) 避難施設運営補助（支援物資運搬、避難施設巡回等） 

 (7) その他当該市町村に対する支援を円滑に行うための事務及び作業 

 

（支援の要請） 

第６条 乙は、災害が発生した場合において、甲に対して第３条から第５条までに掲げる支援を要請する

必要があるものと判断した場合、財務省関東財務局甲府財務事務所総務課に対する電話連絡等の口頭で

の要請を行うものとし、その後、速やかに要請内容を記載した書面を甲に提出するものとする。 

 

（支援の実施） 

第７条 甲は、乙から第６条に基づく要請を受けた場合、甲における業務継続可能な体制を考慮した上で、

可能な範囲での支援を行うものとする。 

 

（費用負担） 

第８条 支援に係る費用は、原則として甲が負担するものとする。ただし、災害救助法の適用により乙が

負担すべき費用は乙が負担するものとする。 

 

（訓練等） 

第９条 甲は、災害が発生した際の甲・乙間での第２条から第５条までに掲げる対応が迅速に図られるよ

う、乙が実施する訓練等に対し、積極的に協力するよう努めるものとする。 

 

（その他） 

第 10条 甲及び乙は、本協定に定めのない事項に関しては、その都度、協議の上、決定するものとする。 

 

（協定の発効） 

第 11条 本協定は、平成２９年６月２日から効力を発するものとする。 

 

本協定の締結を証するため、本書を３通作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 

平成２９年６月２日 

 

甲 

埼玉県さいたま市中央区新都心 1番地１ 

財務省関東財務局 

局長 

  

 

山梨県甲府市丸の内１丁目１番１８号 
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財務省関東財務局甲府財務事務所 

所長 

 

 

 

乙 

山梨県甲府市丸の内１－６－１ 

山梨県 

知事   
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(101)災害発生時等の物資の保管等に関する協定 

 

 山梨県（以下｢甲」という。）と富岳通運株式会社並びに都留貨物自動車株式会社（以下｢乙｣とい

う。）は、次のとおり、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の緊急・救援輸送に係る物資

（以下「物資」という。）の保管等に関する協定を締結する。 

 

(趣旨) 

第２条 この協定は、地震、火山噴火、風水害等の災害が発生し、又は発生するおそれが 

 ある場合において、甲から乙に対して行う物資の保管等の要請に関する必要事項を定める。 

 

（物資の保管等に関する要請） 

第２条 甲は、物資の保管等を行う上で、乙の応援を必要と認めるときは、乙に対し、次に     掲

げる事項を明示して、文書により要請する。但し、文書をもって要請するいとまがないときは、口

頭で要請し、その後、速やかに文書を提出する。 

（１）災害の状況及び応援を要請する事由 

（２）必要とする保管倉庫の名称 

（３）応援を必要とする期間 

（４）主な保管品目及び数量 

（５）その他参考となる事項 

２ 乙は前項の規定による甲の要請があったときは、可能な限り協力し、物資の保管等を行う。 

 

 (保管倉庫の報告) 

第３条 乙は、前条第１項の要請に対し、速やかに甲に対して、次に掲げる事項を文書により報告す

る。但し、文書をもって報告するいとまがないときは、口頭で報告し、その後、速やかに文書を提

出する。 

（１）保管倉庫（施設）の名称、使用可能面積 

（２）保管期間 

（３）保管品目及び数量 

（４）その他 

 

（経費の負担） 

第４条 物資の保管等に要した費用（保管料、荷役料及び実費負担額（パレット使用料等の費用をい

う。））は甲が負担する。 

２ 前項の費用のうち倉庫に係る保管料及び荷役料は、災害発生時の山梨県の事業者が定める料金を

基準として、甲乙協議の上、決定する。 

 

（保管料等の支払い） 

第５条 乙は、前条の規定により甲が負担することとなる費用（以下｢保管料等｣という。）    を甲

に請求する。 

２ 甲は、前項の請求があった場合には、その日から起算して３０日以内に、保管料等を支払う。但

し、予算措置を必要とする場合は、予算措置後３０日以内に支払う。 

 

（事故等） 
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第６条 事故の発生等により第３条第１項第１号の事業者による物資の保管等の継続が困難な事由

が発生した場合は、乙は、速やかに他の倉庫の提供その他の措置を講じ物資の継続保管に努める。 

２ 乙は、物資の保管等の実施に際し事故が発生したときは、甲に対し速やかにその状況を報告する。 

 

（災害補償） 

第７条 本協定により業務に従事した者が、当該業務に従事したことに関し死亡・負傷・疾病等にか

かった場合は、次に掲げる場合を除き、その損害の補償について、甲乙誠意をもって協議する。 

（１）当該業務に従事する者の故意又は重大な過失による場合 

（２）当該損害につき、乙又は当該業務に従事する者が締結した損害保険契約により、保険給付を受

けることができる場合（保険会社により補填されない損害は除く。) 

（３）当該損害が第三者の行為によるものであって、当該第三者から損害賠償を受けることができる

場合（第三者からの賠償で補填されない損害は除く。） 

 

（関係市町村との連絡） 

第８条 本協定に基づく物資の保管等に係る業務の実施に当たり関係市町村との連絡調整は、原則と

して甲が実施する。 

 

（情報提供） 

第９条 甲、乙は、それぞれが知り得た災害に関する諸情報をお互いに提供するよう努める。 

 

（担当部署及び連絡責任者） 

第１０条 甲、乙は、本協定に基づく物資の保管等に関する担当部署を定めるとともに、連絡責任者

を選任する。 

２ 甲、乙は、前項の規定により担当部署を定め、連絡責任者を選任した場合は、相互に通知する。 

 

（実施細目） 

第１１条 この協定の実施に関し必要な手続きその他の事項は、甲、乙協議して実施細目で決める。 

 

 (協議) 

第１２条 この協定に定めがない事項について疑義が生じた時は、その都度甲、乙が協議して定める

ものとする。 

 

 

（有効期間） 

第１３条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成３０年３月３１日までの間とする。但し、

期間満了の日の１ヶ月前までに、甲、乙のいずれかの者が何らかの意思表示をしない限り、その効

力を維持する。 

 

（協定の改訂） 

第１４条 この協定は、甲、乙のいずれかの申し出があったときは、協議して解除又は改訂すること

ができる。 

 

（実施日） 

第１５条 この協定は、協定締結の日から実施する。 
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この協定を証するため、本書を３通作成し、各者記名捺印の上、それぞれ１通を保有する。 

 

 

平成２９年１１月１６日 

 

甲  山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

山梨県知事   後藤 斎 

 

 

 

乙  山梨県甲府市西下条町１１６７番地８ 

富岳通運株式会社 代表取締役  浅沼 克秀 

 

 

 

山梨県富士吉田市下吉田六丁目２番１号 

都留貨物自動車株式会社 代表取締役社長 田畑 英太郎 
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（102）災害時における緊急輸送等に関する協定書 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、地震、風水害、火山噴火、その他自然災害、またはテロ、弾道ミサイル攻撃等

の武力攻撃災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）に、山梨県

（以下「甲」という。）が一般社団法人山梨県バス協会（以下「乙」という。）に対し行う緊急輸送

等の要請に関し、必要な事項を定める。 

（緊急輸送等の対象） 

第２条 この協定における緊急輸送等の対象は、次に掲げるものとする。 

 （１）災害に伴う被災者（滞留者を含む。）の輸送 

 （２）応急対策に必要な人員及び機材の輸送 

 （３）ボランティアの輸送 

 （４）その他甲が必要と認めるもの 

（要請） 

第３条 甲は、前条に掲げる緊急輸送等の要請をしようとするときは、乙又は乙の協会員に対し、輸

送要請書（様式１）を送付することにより行うものとする。ただし、文書によるいとまがないとき

は、電話等により要請し、事後、速やかに文書を提出するものとする。 

２ 甲は、前項の規定により、乙の協会員に直接要請したときは、乙に対し速やかにその旨を報告す

るものとする。 

（実施） 

第４条 乙又は乙の協会員は、甲から緊急輸送の要請を受けたときやむを得ない事由のない限り、通

常業務に優先して実施するものとする。 

２ 甲は、乙又は乙の協会員が実施する緊急時の輸送業務が円滑に実施できるよう、情報の提供その

他必要な協力を行うものとする。 

（報告） 

第５条 乙又は乙の協会員は、緊急輸送を実施した場合は、速やかに甲に対し文書により報告するも

のとする。ただし、緊急を要する場合は電話等により報告し、事後、速やかに輸送実施報告書（様

式２）を提出するものとする。 

（費用の負担） 

第６条 甲の要請により第４条の規定による緊急輸送に要した費用（運賃及び料金、有料道路通行料、

車両借上料等の実費負担額）は、甲が負担するものとする。ただし、災害対策基本法（昭和３６年

法律第２２３号）第６８条第１項又は第７４条第１項の規定により、他の地方公共団体等の要請に

応じて、緊急輸送を行った場合の費用負担は、同法第９２条に定めるところによる。 

２ 前項の費用の算出方法については、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第９条３項、同法

第９条の２第１項の規定により届け出た旅客の運賃及び料金を基準として、甲乙協議して定めるも

のとする。 

（費用の請求及び支払） 

第７条 乙の協会員は、業務の終了後、当該業務に要した費用について甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項の規定による請求があったときは、内容を確認し、その費用を乙の協会員に支払うも

のとする。 

（事故等） 

第８条 乙の協会員が供給したバスが故障その他の理由により運行を中断したときは、乙の協会員は

速やかに当該バスを交換してその運行を継続するものとする。 

２ 乙の協会員は、バスの運行に際し、事故等が発生したときは、甲及び乙に対し、事故報告書（様
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式３）を提出し、速やかにその状況を報告するものとする。 

（輸送及び第三者に対する責任） 

第９条 乙の協会員は、バスの運行に際し、自己の責めに帰すべき理由によりバスの利用者及び第三

者に損害を与えたときは、その賠償の責めを負うものとする。 

（補償） 

第１０条 第３条の規定による緊急輸送を行ない負傷等により損害を受けた従事者は、次に掲げる場

合を除き、「災害応急処置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例（昭和３７年１２月

２８日条例第５５号）」に規定する従事者として、同条例に規定する損害補償の適用を受ける。 

 （１）従事者の故意又は重大な過失による場合 

（２）当該損害が第三者の行為による場合 

 （３）当該損害につき損害保険契約により、給付を受けることができる場合 

（名簿の提出） 

第１１条 乙は、所属する協会員のうち、この協定に基づく業務に協力できるものの連絡先を記載し

た名簿を毎年度１回甲に提出するものとする。 

（秘密の保持） 

第１２条 甲及び乙又は乙の協会員は、この協定に基づく業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らし、

又は利用してはならない。業務が終了又は解除された後においても同様とする。 

（協議） 

第１３条 この協定に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めがない事項については、必要に応じて

甲乙協議の上、別途定めるものとする。 

（適用） 

第１４条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成３０年３月３１日までの間とする。但し、

期間満了の日の１ヶ月前までに、甲、乙のいずれかの者が何らかの意思表示をしない限り、その効

力を維持する。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

    平成２９年 1２月２６日 

甲  山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

                   山梨県知事   

 

乙  山梨県笛吹市石和町唐柏１０００番地７ 

                   一般社団法人山梨県バス協会 

会   長    
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様式１（第３条関係）                        要請 第   号（※１） 

平成 年 月 日 

 

一般社団法人山梨県バス協会会長 殿 

  

山梨県知事 

 

輸送要請書 

 

 災害時における緊急輸送等に関する協定第３条により、下記のとおり出動を要請します。 

 

記 

（１） 輸送日時 
 

 

 

 

（２） 

 

 

 

 

緊急輸送を要請する理由（※２） 

 

ア 災害に伴う被災者（滞留者を含む。）の輸送 

イ 応急対策に必要な人員及び機材の輸送 

ウ ボランティアの輸送 

エ その他（               ） 

（３） 輸送する人員数及び台数 
 

 

（４） 
乗車（積み込み）場所及び降車（取り

降ろし）場所 

 

 

 

（５） 

災害現場で業務の実施 

を指示する部署及び担

当者名 

所属名 

担当者名 

 

 

連絡先 

（※３） 

固定電話： 

携帯電話： 

 

※１ 当該災害で何回目の出動要請書かを明確にするため記入して下さい。 

 ※２ ア・イ・ウ・エの該当するものに○をして下さい。 

 ※３ 固定、携帯両方を記入して下さい。 
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様式２（第５条関係） 

平成 年 月 日 

 

山梨県知事 殿 

 

一般社団法人山梨県バス協会長 

 

輸送実施報告書 

 

 災害時における緊急輸送等に関する協定第５条に基づき、下記のとおり緊急輸送を終了しましたの

で報告します。 

 

記 

 

（１） 輸送年月日及び終了時間 

 

 

 

（２） 輸送区間 

 

 

 

（３） 輸送人員数（機材数量） 

 

 

 

（４） 

会社名 
 

 

運転者名 
 

 

（５） その他必要な事項 

 

 

 

様式３（第８条関係） 

平成 年 月 日 
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山梨県知事 殿 

 

一般社団法人山梨県バス協会長 

 

事故等報告書 

 

 災害時における緊急輸送等に関する協定第８条に基づき、下記のとおり事故等の報告をします。 

 

記 

 

（１） 発生日時 
  

 

（２） 発生場所  

（３） 当時の状況 

 

 

 

 

（４） 当時の処置 

 

 

 

 

（５） 事故等の原因 

 

 

 

（６） 輸送人員数  

（７） その他 
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（103）山梨県が発信する土砂災害関連情報及び雨量情報提供に関する協定書 

 

 山梨県（以下「甲」という。）と河口湖有線テレビ放送有限会社（以下「乙」という。）は、山梨県南

都留郡富士河口湖町における土砂災害関連情報及び雨量情報（以下「災害関連情報」という。）の提供に

ついて、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 土砂及び洪水災害から住民の生命・財産を守るため、災害関連情報を提供することにより警戒

避難体制を強化し、人的被害の軽減を図るため、甲及び乙が協力し、住民に対して災害関連情報を迅

速かつ正確に提供することを目的とする。 

（協力体制） 

第２条 甲及び乙は、この協定に基づく業務を行う場合、互いに最大限の協力をするものとする。 

（放送等要請の手続き） 

第３条 甲が災害関連情報の放送要請を行うにあたっては、乙のテレビ放送の特性（運営方法及び放送

範囲）を十分に考慮するものとする。 

（放送等の実施） 

第４条 乙は、甲から受けた災害関連情報に関して、可能な範囲と精度において放送するものとし、速

やかにこれに協力するものとする。 

2 放送の内容は、災害関連情報とする。 

3 災害関連情報の放送は、乙の自主放送チャンネルで行うものとする。 

（放送の範囲） 

第５条 放送の範囲は、乙の放送エリアとする。（別紙１） 

（平時の協力） 

第６条 甲及び乙は、災害関連情報の迅速かつ正確な提供を円滑にするために、平時から次の事項につ

いて、相互に協力するものとする。 

一 保有するシステムの適切な維持管理に努めるものとする。 

二 定期点検及び修理等により情報提供を停止する場合は、事前に相互に連絡、調整するものとする。 

三 障害により情報提供に支障が発生した場合には、相互に連絡を取り迅速な復旧に努めるものとす

る。 

（連絡責任者） 

第７条 第３条に規定する放送要請に関する事項の伝達を確実かつ円滑に行うため、甲及び乙は、それ

ぞれの連絡責任者（別紙２）を定め、あらかじめ相互に通知するものとする。 

（二次利用権） 

第８条 乙は甲の提供する災害関連情報に基づいて作成された、ケーブルテレビ地上デジタルデータ放

送用の情報画面を、第１条の目的以外のことに利用してはならない。 

2 乙は、他の者に対し、本協定でいう「ケーブルテレビ地上デジタルデータ放送用の情報画面」を利用

させる場合には、甲と協議しなければならない。また、第５条でいう、「放送の範囲」を超えて放送

する場合も同様とする。 

（その他） 

第９条 この協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときには、その都度、甲乙協議のうえ定め

るものとする。 

（有効期間） 

第１０条 本協定の有効期間は平成３０年２月１日から平成３１年３月３１日までとする。ただし、期
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間満了の１か月前までに、甲乙のいずれからも何ら意思表示がない場合には、さらに１年間有効期間

を延長するものとし、以後この例による。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、各自１通を保有する。 

 

 

 平成３０年２月１日 

 

                         

                    甲   山梨県 県土整備部 

                        部長 垣下 禎裕  

 

 

                        山梨県南都留郡富士河口湖町 

                               船津３６３７ 

                                       乙   河口湖有線テレビ放送有限会社 

                        代表取締役社長 井出 治彦 
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（104）災害時リハビリテーション支援チームの派遣に関する協定書 

 

 

山梨県（以下、併せて「甲」という。）と山梨県災害リハビリテーション支援関連団体協議会（以下「乙」とい

う。）は、大規模災害時における災害支援活動に関して、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（総則） 

第１条 本協定は、山梨県地域防災計画に基づき、甲の要請により乙が甲に協力して行う災害支援活動に関して、

必要な事項を定めるものとする。 

 

（災害支援） 

第２条 甲は、災害時において甲が行う災害支援活動を実施する上で必要があると認めた場合は、乙に対して協力

を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、速やかに災害時リハビリテーション支援チームを編成、派遣し、甲が指示

する現場等において災害支援活動を実施するものとする。 

 

（災害支援班の業務） 

第３条 乙が派遣する災害時リハビリテーション支援チームは、甲又は市町村が避難所及び災害現場等に設置する

避難所等において災害支援活動を行うものとする。 

２ 災害支援班の主な業務は、次のとおりとする。 

（１）要支援者の基本動作能力の評価及び援助方法の指導（補装具等の評価及び提供を含む） 

（２）要支援者の日常生活能力の評価及び援助方法の指導（自助具等の評価及び提供を含む） 

（３）要支援者のコミュニケーション、摂食・嚥下能力の評価及び援助方法の指導 

（４）避難所における要支援者を対象とした環境整備の評価及び対応 

（５）生活不活発状態に対する指導及び支援 

（６）その他必要な支援 

 

（災害時リハビリテーション支援チームの輸送） 

第４条 災害時リハビリテーション支援チームの輸送手段は乙が確保するものとするが、道路等の被災状況により

困難な場合には、甲は、必要な措置を講じるものとする。 

 

（支援用物品等の供給） 

第５条 乙が派遣する災害時リハビリテーション支援チームが使用する支援用物品等は、当該災害支援班が携行す

るもののほか、甲が供給するものとする。 

 

（連絡責任者の指定） 

第６条 協力要請の手続を円滑に行うため、甲乙両者は事前に連絡責任者及び副連絡責任者を定め文書で報告する

ものとする。 

 

（医療費） 

第７条 第２条に規定する活動場所における被災者の医療費等は、無料とする。 

 

（費用弁償） 

第８条 甲の要請に基づき、乙が災害支援活動を実施した場合に要する費用は、災害発生時に甲乙協議してきめる
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ものとする。 

 

（損害補償） 

第９条 甲は、甲の要請に基づき乙が派遣した災害時リハビリテーション支援チームが、その業務に従事したため

に負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡したときには、災害応急措置の業務に従事した者に対する損害補償

に関する条例（昭和37年山梨県条例第55号）に定めるところによりその損害を補償するものとする。 

 

（細則） 

第10条 この協定を実施するために必要な事項について、別に定める。 

 

（協議） 

第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議のうえ定めるもの

とする。 

 

（有効期間） 

第12条 本協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の

１か月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がなされないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して１

年間本協定は延長されるものとし、以降も同様とする。 

 

本協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙２者記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

 

平成３０年１月２５日 

 

 

甲 

山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号 

山梨県知事  後 藤  斎 

  

 

乙 

山梨県笛吹市春日居町国府４３６ 

山梨県災害リハビリテーション支援関連団体協議会 

代表  天 野  達 也   
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（105）山梨県災害派遣精神医療チーム派遣に関する協定書 

 

 

山梨県（以下「県」という。）と地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立北病院（以下「協

定機関」という。）は、山梨県災害派遣精神医療チーム運営要綱（以下「運営要綱」という。）第

５条に基づき、大規模自然災害及び大事故災害（以下「大規模災害」という。）発生時における

山梨県の災害派遣精神医療チーム（以下「山梨ＤＰＡＴ」という。）の派遣等に関し、次のとお

り協定を締結する。 

  

 

（目的） 

第１条 この協定は、大規模災害が発生した際に、精神科医療の提供及び精神保健活動を行う山

梨ＤＰＡＴが、県内外の被災地域において、被災者や支援者に対して精神保健医療活動を行う

ことにより、災害時の心のケアの充実を図ることを目的とする。 

 

（派遣等） 

第２条 県は、運営要綱第７条の規定により、山梨ＤＰＡＴの派遣が必要と認めるときは、協定

機関に対してその派遣を要請するものとする。 

２ 協定機関は、前項の規定により県から要請を受けた場合には、山梨ＤＰＡＴを県が指定する

災害現場等に派遣するものとする。 

  ただし、山梨ＤＰＡＴ構成員（以下、「構成員」という。）が所属する精神科医療機関が被災

した場合にあっては、派遣の可否について県と協議することができる。 

 

（指揮命令系統等） 

第３条 山梨ＤＰＡＴに対する指揮命令及び活動の連絡調整は、運営要綱第９条に定める統括者

及び県が指定する者が行うものとする。 

２ 県内の災害等に際し派遣する場合は、山梨ＤＰＡＴは「山梨県災害時心のケアマ ニュアル」

に基づき活動するものとする。 

３ 県外の災害等に際し運営要綱第８条に基づき山梨ＤＰＡＴを派遣する場合は、被災都道府県

のＤＰＡＴの受入れに係る体制の中で活動するものとする。 

４ 前３項の規定にかかわらず、構成員の身分については、構成員が所属する医療機関の管理下

にあるものとする。 

 

（活動内容） 

第４条 山梨ＤＰＡＴは、被災地域内で運営要綱第１０条に定める活動を行うものとする。 

２ 山梨ＤＰＡＴは、移動、生活手段等については、自ら確保しながら継続した活動を行うこと

を基本とする。なお、薬や医療器具については、山梨県立北病院と調整する。 

 

（費用負担） 

第５条 災害救助法（昭和２２年法律第１１８号。以下「法」という。）が適用された場合、県

は、山梨ＤＰＡＴを派遣した協定機関に対し法の定めるところにより費用を負担する。 

２ 前項に定めるもののほか、山梨ＤＰＡＴの派遣に要した費用のうち県が必要と認めた費用に

ついては、県が費用を負担する。 
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（傷害保険の加入） 

第６条 県は、協定機関が派遣した山梨ＤＰＡＴが第４条に規定する業務に従事したことに伴う

事故等に対応するため、県の負担により、派遣される構成員を傷害保険に加入させるものとす

る。 

 

（定めのない事項） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、県と協定機関で

協議して定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結日の翌年３月３１日までの期間とする。ただし、この

協定の有効期間満了の日の１月前までに、県、協定機関いずれからも何らかの意思表示がない

場合は、有効期間満了の日から起算して１年間延長されるものとし、以後も同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、県、協定機関が記名押印の上、それぞれ１

通を保管する。 

 

 

平成３０年３月１３日 

 

県 

山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号 

山梨県知事 

 

 

 

協定機関 

山梨県韮崎市旭町上條南割３３１４－１３ 

地方独立行政法人 山梨県立病院機構山梨県立北病院 

院長 
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（106）山梨県災害派遣精神医療チーム派遣に関する協定書 

 

 

山梨県（以下「県」という。）と国立大学法人山梨大学（以下「協定機関」という。）は、山梨

県災害派遣精神医療チーム運営要綱（以下「運営要綱」という。）第５条に基づき、大規模自然

災害及び大事故災害（以下「大規模災害」という。）発生時における山梨県の災害派遣精神医療

チーム（以下「山梨ＤＰＡＴ」という。）の派遣等に関し、次のとおり協定を締結する。 

  

 

（目的） 

第１条 この協定は、大規模災害が発生した際に、精神科医療の提供及び精神保健活動を行う山

梨ＤＰＡＴが、県内外の被災地域において、被災者や支援者に対して精神保健医療活動を行う

ことにより、災害時の心のケアの充実を図ることを目的とする。 

 

（派遣等） 

第２条 県は、運営要綱第７条の規定により、山梨ＤＰＡＴの派遣が必要と認めるときは、協定

機関に対してその派遣を要請するものとする。 

２ 協定機関は、前項の規定により県から要請を受けた場合には、山梨ＤＰＡＴを県が指定する

災害現場等に派遣するものとする。 

  ただし、山梨ＤＰＡＴ構成員（以下、「構成員」という。）が所属する精神科医療機関が被災

した場合にあっては、派遣の可否について県と協議することができる。 

 

（指揮命令系統等） 

第３条 山梨ＤＰＡＴに対する指揮命令及び活動の連絡調整は、運営要綱第９条に定める統括者

及び県が指定する者が行うものとする。 

２ 県内の災害等に際し派遣する場合は、山梨ＤＰＡＴは「山梨県災害時心のケアマ ニュアル」

に基づき活動するものとする。 

３ 県外の災害等に際し運営要綱第８条に基づき山梨ＤＰＡＴを派遣する場合は、被災都道府県

のＤＰＡＴの受入れに係る体制の中で活動するものとする。 

４ 前３項の規定にかかわらず、構成員の身分については、構成員が所属する医療機関の管理下

にあるものとする。 

 

（活動内容） 

第４条 山梨ＤＰＡＴは、被災地域内で運営要綱第１０条に定める活動を行うものとする。 

２ 山梨ＤＰＡＴは、移動、生活手段等については、自ら確保しながら継続した活動を行うこと

を基本とする。なお、薬や医療器具については、山梨県立北病院と調整する。 

 

（費用負担） 

第５条 災害救助法（昭和２２年法律第１１８号。以下「法」という。）が適用された場合、県

は、山梨ＤＰＡＴを派遣した協定機関に対し法の定めるところにより費用を負担する。 

２ 前項に定めるもののほか、山梨ＤＰＡＴの派遣に要した費用のうち県が必要と認めた費用に

ついては、県が費用を負担する。 
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（傷害保険の加入） 

第６条 県は、協定機関が派遣した山梨ＤＰＡＴが第４条に規定する業務に従事したことに伴う

事故等に対応するため、県の負担により、派遣される構成員を傷害保険に加入させるものとす

る。 

 

（定めのない事項） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、県と協定機関で

協議して定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結日の翌年３月３１日までの期間とする。ただし、この

協定の有効期間満了の日の１月前までに、県、協定機関いずれからも何らかの意思表示がない

場合は、有効期間満了の日から起算して１年間延長されるものとし、以後も同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、県、協定機関が記名押印の上、それぞれ１

通を保管する。 

 

 

平成３０年３月１３日 

 

県 

山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号 

山梨県知事 

 

 

 

協定機関 

山梨県甲府市武田４丁目４番３７号 

国立大学法人 山梨大学 

学長 
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（107）山梨県災害派遣精神医療チーム派遣に関する協定書 

 

 

山梨県（以下「県」という。）と山梨県精神科病院協会（以下「協定機関」という。）は、山梨

県災害派遣精神医療チーム運営要綱（以下「運営要綱」という。）第５条に基づき、大規模自然

災害及び大事故災害（以下「大規模災害」という。）発生時における山梨県の災害派遣精神医療

チーム（以下「山梨ＤＰＡＴ」という。）の派遣等に関し、次のとおり協定を締結する。 

  

 

（目的） 

第１条 この協定は、大規模災害が発生した際に、精神科医療の提供及び精神保健活動を行う山

梨ＤＰＡＴが、県内外の被災地域において、被災者や支援者に対して精神保健医療活動を行う

ことにより、災害時の心のケアの充実を図ることを目的とする。 

 

（派遣等） 

第２条 県は、運営要綱第７条の規定により、山梨ＤＰＡＴの派遣が必要と認めるときは、協定

機関に対してその派遣を要請するものとする。 

２ 協定機関は、前項の規定により県から要請を受けた場合には、山梨ＤＰＡＴを県が指定する

災害現場等に派遣するものとする。 

  ただし、山梨ＤＰＡＴ構成員（以下、「構成員」という。）が所属する精神科医療機関が被災

した場合にあっては、派遣の可否について県と協議することができる。 

 

（指揮命令系統等） 

第３条 山梨ＤＰＡＴに対する指揮命令及び活動の連絡調整は、運営要綱第９条に定める統括者

及び県が指定する者が行うものとする。 

２ 県内の災害等に際し派遣する場合は、山梨ＤＰＡＴは「山梨県災害時心のケアマ ニュアル」

に基づき活動するものとする。 

３ 県外の災害等に際し運営要綱第８条に基づき山梨ＤＰＡＴを派遣する場合は、被災都道府県

のＤＰＡＴの受入れに係る体制の中で活動するものとする。 

４ 前３項の規定にかかわらず、構成員の身分については、構成員が所属する医療機関の管理下

にあるものとする。 

 

（活動内容） 

第４条 山梨ＤＰＡＴは、被災地域内で運営要綱第１０条に定める活動を行うものとする。 

２ 山梨ＤＰＡＴは、移動、生活手段等については、自ら確保しながら継続した活動を行うこと

を基本とする。なお、薬や医療器具については、山梨県立北病院と調整する。 

 

（費用負担） 

第５条 災害救助法（昭和２２年法律第１１８号。以下「法」という。）が適用された場合、県

は、山梨ＤＰＡＴを派遣した協定機関に対し法の定めるところにより費用を負担する。 

２ 前項に定めるもののほか、山梨ＤＰＡＴの派遣に要した費用のうち県が必要と認めた費用に

ついては、県が費用を負担する。 
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（傷害保険の加入） 

第６条 県は、協定機関が派遣した山梨ＤＰＡＴが第４条に規定する業務に従事したことに伴う

事故等に対応するため、県の負担により、派遣される構成員を傷害保険に加入させるものとす

る。 

 

（定めのない事項） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、県と協定機関で

協議して定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結日の翌年３月３１日までの期間とする。ただし、この

協定の有効期間満了の日の１月前までに、県、協定機関いずれからも何らかの意思表示がない

場合は、有効期間満了の日から起算して１年間延長されるものとし、以後も同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、県、協定機関が記名押印の上、それぞれ１

通を保管する。 

 

 

平成３０年３月１３日 

 

県 

山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号 

山梨県知事 

 

 

 

協定機関 

山梨県山梨市上神内川１３６３ 

山梨県精神科病院協会 

会長 
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（108）災害時における災害応急対策業務及び 

建設資材調達に関する包括的協定書 
 

 

 国土交通省関東地方整備局長（以下「甲」という。）並びに茨城県知事、栃木県知事、群馬県知事、

埼玉県知事、千葉県知事、東京都知事、神奈川県知事、山梨県知事、長野県知事、さいたま市長、千

葉市長、横浜市長、川崎市長、相模原市長、独立行政法人水資源機構理事長、東日本高速道路株式会

社関東支社長、中日本高速道路株式会社東京支社長、中日本高速道路株式会社八王子支社長及び首都

高速道路株式会社代表取締役社長（以下これらを総称して「乙」という。）と一般社団法人日本建設

業連合会関東支部長（以下「丙」という。）は、災害時における災害応急対策業務及び建設資材等の

調達（以下「業務等」という。）に関し、次のとおり包括的協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条  本協定は、地震・大雨等の異常な自然現象等により生ずる災害及び予測できない災害が発

生、又はそのまま放置すれば直ちに災害が発生するおそれがある場合（以下「災害時」とい

う。）に行う業務等に必要な事項を定め、被害の拡大防止と被災施設の早期復旧に資するこ

とを目的とする。 

 

（業務等の対象） 

第２条  業務等の対象は、甲若しくは甲の所掌する事務所及び管理所（以下「甲の事務所等」とい

う。）の長又は乙若しくは乙の所掌する地方機関及び事務所等（以下「乙の地方機関等」と

いう。）の長が、管理中又は施工中の公共施設（高速道路会社にあっては自社施設を含む。）

とする。 

   ２ 前項に規定する対象以外であっても、甲若しくは甲の事務所等の長又は乙若しくは乙の地

方機関等の長が、特に必要と判断し、第３条、第４条又は第６条の規定により、丙に業務等

を要請した場合は、丙及び丙の会員は、特別な理由がある場合を除き、これに応じるものと

する。 

 

（災害応急対策業務） 

第３条  甲又は乙は、災害時に、必要と認めるときは、被災状況に応じて、丙に災害応急対策業務

の実施を要請するものとする。 

   ２ 甲又は乙は、前項の規定により災害応急対策業務の実施に向けて出動を要請する丙の会員

を特定するため、別に定める様式により、丙の会員の使用可能な建設機械、資材の状況、作

業可能人員に関する情報等（以下「資機材及び人員に関する情報」という。）の収集及び報

告を、丙に要請するものとする。 

３ 丙は、前項の規定により要請を受けたときは、速やかに、第１項の規定により要請を受け

た災害応急対策業務に応じるための丙の会員の資機材及び人員に関する情報を収集し、当該

要請をした甲又は乙に報告するものとする。 

ただし、関東地方整備局管内（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈

川県、山梨県及び長野県）で震度６弱以上の地震が発生した場合、丙は、前項の規定によら

ず、資機材及び人員に関する情報の収集を開始するものとする。 

   ４ 甲又は乙は、前項の規定により報告を受けた丙の会員の資機材及び人員に関する情報によ

り、災害応急対策業務を実施する丙の会員を特定し、出動を要請するものとする。 
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   ５ 甲又は乙は、前項の規定により出動を要請する丙の会員を特定した場合は、その内容を丙

に通知するものとする。 

   ６ 丙の会員は、甲又は乙から第４項の規定により出動の要請があった場合、出来る限り速や

かに、甲若しくは甲の事務所等の長又は乙若しくは乙の地方機関等の長の指示により、災害

応急対策業務を実施するものとする。 

 

（建設資材等調達） 

第４条  甲又は乙は、災害時に、必要と認めるときは、被災状況に応じて、別に定める様式にて、

丙に建設資材等の調達（以下「調達」という。）を要請できるものとする。 

２ 丙は、前項の規定により要請を受けたときは、速やかに建設資材等の在庫情報を収集し、

甲及び当該要請をした乙に報告するものとする。 

３ 甲又は乙は、前項の規定により報告される建設資材の在庫情報により、丙に調達の具体的

な内容を指示するものとする。 

   ４ 丙は、前項の規定により調達の指示を受けたときは、出来る限り速やかに、甲若しくは甲

の事務所等の長又は乙若しくは乙の地方機関等の長の指示する場所へ、調達した建設資材等

を運搬するものとする。 

 

（連絡体制の整備等） 

第５条  甲、乙及び丙は、緊急時の連絡体制（丙の会員への緊急時の連絡体制を含む。）を整える

ものとし、その連絡体制表を保有するものとする。 

   ２ 丙は、丙の会員への連絡体制及び丙の会員が有する技術者、建設機械、建設資材等（以下

「要員・資機材等」という。）の数を把握し、また、災害時における建設資機材等の確保、

運搬及び人員確保の方法について定め、毎年４月末までに甲及び乙に報告するものとする。 

   ３ 丙の会員は、災害時において迅速に業務等ができるよう、要員・資機材等の確保に努め、

前項の報告に大幅な変更が生じた場合は丙を通じて速やかに甲及び乙に報告するものとす

る。 

 

（大規模災害時等の場合） 

第６条  甲は、複数の都県又は政令指定都市にわたる広域的な大規模災害が発生又は発生するおそ

れがある場合（以下「大規模災害時等」という。）は、第３条及び第４条の規定にかかわら

ず、乙が行う丙への要請に対して、秩序ある業務の遂行のため必要な調整を行うことができ

るものとする。 

     この場合、乙が第３条及び第４条の規定により行う丙への要請は、甲を通じて一元的に行

うものとする。なお、甲又は丙は、乙の業務等の要請を一元的に行う場合は乙に連絡するも

のとする。 

   ２ 前項の規定により甲が一元的に実施を要請する業務等については、関係する乙又は乙の地

方機関等の長が、第３条第６項並びに第４条第３項及び第４項の指示を行うものとする。     

 

（本協定の効力） 

第７条  本協定は、甲若しくは甲の事務所等又は乙若しくは乙の地方機関等と丙が締結する同じ目

的の協定を妨げるものではないが、大規模災害時等においては、本協定を優先するものとし、

甲は、第６条の規定により必要な調整を行うことができるものとする。 

     また、本協定は、甲若しくは甲の事務所等又は乙若しくは乙の地方機関等が締結する他団

体との同じ目的の協定（災害応急対策業務等に関する協定）を妨げるものではない。 
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（契約の締結） 

第８条  甲若しくは甲の事務所等の長及び乙若しくは乙の地方機関等の長は、第３条の規定により

丙の会員に出動を要請したときは、遅滞なく、丙の会員と当該出動の内容に係る契約を締結

するものとし、第４条の規定により丙に調達を要請したときは、遅滞なく、丙と当該調達の

内容に係る契約を締結するものとする。 

   ２ 第６条の規定により甲が一元的に丙に要請した乙の業務等については、業務等を必要とし

た乙若しくは乙の地方機関等の長が、遅滞なく、当該業務に係る契約を丙の会員と締結する

ものとし、調達については丙と契約を締結するものとする。 

 

（訓練の実施） 

第９条  甲、乙又は丙は、防災訓練の参加依頼があった場合には、可能な限り参加するものとし、

甲、乙、丙相互のスキルアップ及び協力体制の充実･強化を図るものとする。 

 

（有効期限） 

第 10条  本協定の有効期間は、協定締結日から平成３１年３月３１日までとする。 

ただし、期間満了の 1ヶ月前までに甲、乙又は丙のいずれからも申出のない時は、本協定の

有効期間を更に１年間延長するものとし、その後も同様とする。 

 

（損害の報告） 

第 11条  丙又は丙の会員は、業務等の実施に伴い、第三者に損害を及ぼした場合又は 

人員及び建設資機材等に損害が生じた場合は、その事実の発生後、遅滞なく、書面により、

その状況について、当該業務等を要請した機関に報告するとともに、その措置について当該

業務等を要請した機関と協議して、定めるものとする。また、第６条の規定により甲が一元

的に丙に要請した業務等については、当該業務等を必要とした乙又は乙の地方機関等の長に

対して同様の報告及び協議を行うものとする。 

 

（その他） 

第 12 条  本協定に定めのない事項又は本協定に疑義が生じたときは、その都度、甲、乙及び丙が

協議してこれを定めるものとする。 

 

本協定の証として、本書２１通を作成し、甲、乙及び丙が記名捺印の上、各々１通を保有するもの

とする。 

 

 

平成３０年３月２８日 

 

 

甲 埼玉県さいたま市中央区新都心２－１ 

国土交通省 関東地方整備局長          泊   宏 

 

 

 

乙 茨城県水戸市笠原町９７８番６ 
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茨 城 県 知 事            大井川 和 彦 

 

 

栃木県宇都宮市塙田１丁目１番２０号 

栃 木 県 知 事            福 田 富 一 

 

 

群馬県前橋市大手町１丁目１番１号 

群 馬 県 知 事            大 澤 正 明 

 

 

埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目１５番１号 

埼 玉 県 知 事            上 田 清 司 

 

 

千葉県千葉市中央区市場町１番１号 

千 葉 県 知 事            鈴 木 栄 治 

 

 

東京都新宿区西新宿２丁目８番１号 

東 京 都 知 事            小 池 百合子 

 

 

神奈川県横浜市中区日本大通１ 

神 奈 川 県 知 事           黒 岩 祐 治 

 

 

山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号 

山 梨 県 知 事            後 藤   斎 

 

 

長野県長野市大字南長野字幅下６９２番地の２ 

長 野 県 知 事            阿 部 守 一 

 

 

埼玉県さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さ い た ま 市 長           清 水 勇 人 

 

 

千葉県千葉市中央区千葉港１番１号 

千 葉 市 長             熊 谷 俊 人 

 

 

神奈川県横浜市中区港町１番１号 
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横 浜 市 長             林  文 子 

 

 

神奈川県川崎市川崎区宮本町１番地 

川 崎 市 長             福 田 紀 彦 

 

 

神奈川県相模原市中央区中央２丁目１１番１５号 

相 模 原 市 長            加 山 俊 夫 

 

 

埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２ 

独立行政法人水資源機構 理事長     甲 村 謙 友 

 

 

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目１１番地２０ 

東日本高速道路株式会社 関東支社長   髙 橋 知 道 

 

 

東京都港区虎ノ門４丁目３番１号 

中日本高速道路株式会社 東京支社長   源 島 良 一 

 

 

東京都八王子市宇津木町２３１番地 

中日本高速道路株式会社 八王子支社長   野 口 英 正 

 

 

東京都千代田区霞が関１丁目４番１号 

首都高速道路株式会社 代表取締役社長    宮 田 年 耕 

 

 

丙 東京都中央区八丁堀２－５－１ 東京建設会館 

一般社団法人 日本建設業連合会 関東支部長 大 嶋 匡 博 
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（109）新型インフルエンザ等発生時の医薬品等の供給に関する協定書 

 

 山梨県（以下「甲」という。）と山梨県医薬品卸協同組合（以下「乙」という。）とは、新型インフル

エンザ等発生時の医薬品の供給等について、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、新型インフルエンザ等（新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律

第31号。以下「法」という。）第２条第１号に定める新型インフルエンザ等感染症及び新感染症）が

発生した場合において、甲及び乙が相互協力し、医薬品の安定的な供給等により、そのまん延を防止

し、県民の生命及び健康を保護するために必要な事項について定めるものとする。 

 

（協力） 

第２条 乙は法第３条第５項に規定する指定地方公共機関の責務に準じ、その業務について、甲と協力

して、新型インフルエンザ等対策を実施するものとする。 

２ 乙は組合員に対して協定の趣旨を周知し、医薬品等の流通状況の把握及び安定供給等について、積

極的な対策を講じることとする。 

３ 前項に規定する事項の詳細な内容については、甲、乙が協議の上、定めるものとする。 

 

（相互連携） 

第３条 甲及び乙は、対策の円滑な推進を図るため、各種情報共有を行う等、相互の連携の強化に努め

るものとする。 

 

（有効期間） 

第４条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、有効期間満了日ま

でに、甲、乙双方いずれからも意思表示がないときは、同一条件で更新されたものとし、以後も同様

とする。 

２ この協定を解除する場合は、甲乙いずれか一方が書面により、相手方に通知するものとする。 

 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙押印の上、各自１通を保有する。 

 

平成31年1月31日 
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甲 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

     

 山梨県知事 後藤 斎 

 

 

乙 山梨県中央市山之神流通団地北２番地 

   山梨県医薬品卸共同組合 

   理事長 秋田 和人 
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（110）災害時における段ボール製品の調達に関する協定 

 

 山梨県（以下「甲」という。）と、東日本段ボール工業組合（以下「乙」という。）は、災害時におけ
る段ボール製品の調達に関し、次のとおり協定を締結する。 
 
（目的） 
第１条 この協定は、山梨県内で災害（災害対策基本法第２条第1号に規定する災害をいう。以下同じ。）
が発生し、又は発生するおそれがある場合における避難所に必要な物資（以下「物資」という。）の調
達について定めるものとする。 

 
（協力要請） 
第２条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、甲は、物資を必要とするときは、文
書により、乙に対し、物資の供給等について協力を要請することができる。ただし、甲が緊急を要す
ると認めるときは、口頭、電話、電子メール等により行うことができるものとし、その場合は事後に
速やかに書面を提出するものとする。 

 
（協力の実施及び受諾等） 
第３条 乙は、前条の規定による要請があったときは、乙の組合員のうち、以下の条件を満たすものを
選定する。 
(1) 山梨県内、最寄りの場所等に事業所を有するもの 
(2) 生産設備が被災しておらず、甲の要請を満たす生産能力を有しているもの 
(3) 甲の要請に優先的に対応することが可能なもの 

２ 乙は、前項で選定した複数の組合員のうち、当該組合員の承諾を得たときは、甲に対して次の事項
を連絡するものとする。 
(1) 組合員の名称、所在地 
(2) 連絡窓口、連絡方法 
(3) 物資の種類、数量、提供可能時期 
(4) その他必要な事項 

３ 甲は、乙から前項の連絡を受けた後、同項の承諾をした乙の組合員（以下「組合員」という。）と物
資の調達に必要な基本的条件について協議するものとする。 
協議事項は以下の通りとする。 
なお、甲及び組合員は、合意内容を書面にして正本各1部を保有し、乙には写し1部を提出する。 

(1) 物資（種類、数量、対価） 
(2) 引渡し時期  
(3) 引渡し場所  

 (4)搬送手段・費用 
(5)その他必要な事項 

４ 乙及び組合員は、可能な範囲において物資の供給等に協力するよう努めるものとし、甲は、乙及び
組合員が物資の供給等を迅速かつ安全に行うことができるよう必要な協力を行うものとする。 

 
（物資の種類） 

第４条 物資の種類は、次に掲げるものとする。 
(1) 段ボール製簡易ベッド 
(2) 段ボール製シート 
(3) 段ボール製間仕切り 
(4) その他組合員の取扱商品 

 
（物資の引渡し） 

第５条 組合員は、第３条第３項の甲及び組合員の協議により合意された場所等で甲に物資を引き渡す
ものとする。その際、甲は指定する者をもってこれを確認させ、受け取るものとする。 

２ 組合員は、引渡し、搬送等の終了後、速やかに書面により物資の種類、数量等を甲及び乙に報告す
るものとする。 

３ 乙は、組合員又は搬送関係者（搬送業者等）に最大限の努力をもって協定を履行するよう求めるが、
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履行することが困難な事情がある場合、甲はこれを承諾し、対応策について乙及び組合員と協議する。 
 
 （費用） 
第６条 組合員が供給する物資の対価及び搬送等の費用については、相当額を甲が負担するものとする。 
２ 前項の物資の対価及び搬送等の費用については、災害発生時の直近の価格を基準とし、甲及び組合
員が協議の上決定するものとする。 

 
 （連絡体制等） 
第７条 甲及び乙は、この協定に関する窓口を定め、相手方に通知しなければならない。また、連絡窓
口を変更したときも同様とする。 

２ 乙は、災害時において甲の要請に即応するため、組合員に対する連絡体制の確立を図るものとする。 
 
（車両の通行等） 

第８条 甲は，第２条の要請に基づき組合員が物資を搬送等する際に、「緊急通行車両」として、緊急
又は優先車両としての通行に可能な限り配慮するものとする。 

 
（協議等） 

第９条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲及び乙は、情報を共有するとともに、随時協
議を行うものとする。 

２ 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、組合員の生産能力及び災害時の連絡体制について報
告を求めることができる。 

３ 乙は、日頃より、本協定の趣旨及び手続等について組合員の理解を深めるよう努力するものとする。 
 
（実施細目等） 

第１０条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に定める。 
 
（他の協定との関係） 

第１１条 この協定は、甲又は乙が既に他の者と締結している災害協力協定、今後個別に締結する災害
協力協定等を妨げ、あるいは妨げられるものではない。 

 
（有効期間） 

第１２条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙のいずれかが、解約の
予定日の１か月前までに文書により解約又は変更の申し出をしない限り、その効力を継続するものと
する。 

 
（その他） 

第１３条 この協定に定めのない事項、疑義を生じた事項、解釈等については、その都度、甲と乙が協
議の上決定するものとする。 

 
この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各１通を保管

するものとする。 
 
平成３１年４月２３日 
              甲  山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 
 

山梨県知事 長崎 幸太郎 
 
 

 
              乙  東京都中央区八丁堀四丁目１番４号 八丁堀中央ビル８階 
 

東日本段ボール工業組合 理事長 齋藤 英男 
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（111）災害による家屋の応急復旧に関する協定 

 

 山梨県（以下「甲」という。）と、一般社団法人災害復旧職人派遣協会（以下「乙」

という。）は、災害による家屋の応急復旧に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、山梨県内外で災害（災害対策基本法第２条第１号に規定する災害

をいう。以下同じ。）が発生した場合における損壊した屋根の応急復旧について定め

るものとする。 

 

（要請） 

第２条 山梨県内外で災害が発生した場合において、甲は、屋根の応急復旧を必要とす

るときは、文書により乙に対し、協力を要請することができる。ただし、甲が緊急を

要すると認めるときは、口頭、電話、電子メール等により行うことができるものとし、

その場合は事後に速やかに書面を提出するものとする。 

 

（実施） 

第３条 乙は、前条の規定による要請があり、受諾した場合は、可能な範囲において損

壊した屋根の応急復旧に必要な専門技能員を派遣するよう努めるものとし、甲は、乙

が迅速な活動をできるよう必要な協力を行うものとする。 

 

（費用） 

第４条 専門技能員の派遣に要した費用（交通費、宿泊費）については、県の規定によ

る額を甲が負担するものとする。 

２ 乙は、応急復旧業務の終了後、甲に書面（様式１）により業務終了を報告し、前項

に定める費用について甲に請求するものとする。 

３ 甲は、前項の規定による請求があったときは、内容を確認し、その費用を乙に支払

うものとする。 

 

（第三者に及ぼした損害） 

第５条 甲は、乙が本協定に基づく活動によって第三者に損害を及ぼしたときは、責任

を負わないものとする。 

 

（活動報告） 

第６条 乙は、甲の求めに応じて、応急復旧業務により得た知見や業務の内容等につい

て、報告を行うものとする。 

 

（連絡体制等） 

第７条 甲及び乙は、この協定に関する窓口を定め、相手方に通知しなければならない。

また、連絡窓口を変更したときも同様とする。 

２ 乙は、災害時において甲の要請に即応するため、連絡体制の確立を図るものとする。 

 

（協議等） 
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第８条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲及び乙は、情報を共有すると

ともに、随時協議を行うものとする。 

 

（他の協定との関係） 

第９条 この協定は、甲又は乙が既に他の者と締結している災害協力協定、今後個別に

締結する災害協力協定等を妨げ、あるいは妨げられるものではない。 

 

（有効期間） 

第１０条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙のいず

れかが、解約の予定日の１か月前までに文書により解約又は変更の申し出をしない限

り、その効力を継続するものとする。 

 

（その他） 

第１１条 この協定に定めのない事項、疑義を生じた事項、解釈等については、その都

度、甲と乙が協議の上決定するものとする。 

 

この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、

各１通を保管するものとする。 

 

 

 令和元年６月２１日 

 

 

            甲  山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

 

               山梨県知事 長崎 幸太郎 

 

 

 

            乙  山梨県大月市猿橋町殿上６３０番地１ 

一般社団法人災害復旧職人派遣協会 

               代 表 理 事 石岡  博 実 
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（112）災害時における道路標識等の安全確保に関する協定 

 

山梨県(以下「甲」という。)と一般社団法人全国道路標識・標示業協会関東支部山梨県協会(以下「乙」

という。)とは、山梨県内において地震、風水害等の災害（以下「災害」という。）が発生し、又は発生

する恐がある場合、道路標識等の応急対策業務の実施に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

(目的) 

第1条 この協定は、災害が発生し、又は災害が発生する恐れがある場合に、応急対策業務に係

わる資機材及び労務等の提供に関し、甲と乙の基本事項を定め、もって災害の拡大防止と円滑

な早期復旧・救援活動について、迅速かつ的確に対応することを目的とする。 

 

(支援要請) 

第2条 甲は第 1 条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を実施する必要があると認め

たときは、乙に支援を要請するものとする。 

(1) 保有機械、労務の提供による、応急対策作業 

(2) 避難場所、救援物資等の集積地としての保有地の提供 

(3) 標識等の安全性について、道路標識点検診断士による点検業務 

 (4) 迂回路等の看板や路面標示、バリケード等の安全施設の提供と設置作業 

2 乙は、甲からの支援要請に基づき、できる限り速やかに乙を構成する会員と調整し、乙の会員に出動

を要請するとともに、派遣する会員名を甲へ報告するものとする。 

 

(支援要請の手続き) 

第3条 甲から乙への支援要請は文書で行うものとし、要請書は甲、乙がそれぞれ 1 通保管する

ものとする。 

2 緊急を要するなど前項によりがたい場合は、甲から乙へ支援要請を口頭又は電話等で行うこととする

が、この場合においても、甲は、後日速やかに文書で要請を行うものとする。 

3 甲は、乙が業務を実施するために必要な情報や資料を提供するものとする。 

 

(業務の実施) 

第4条 支援要請の指示を受けた乙は、速やかに要請された業務を実施するものとする。 

2 乙が当該業務を行うにあたっては、二次災害に注意して作業を進めなければならない。また、当該作

業の関係者だけでなく、近隣住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。 

3 乙は、業務従事者の労働災害補償のため、労働者災害補償保険法の適用を受けられるよう手続きを行

うものとする。 

 

(業務内容の報告) 

第5条 前条の業務を実施する乙は、甲に適宜業務の進歩状況を報告するとともに、業務を完了

したときは実施結果を文書により報告するものとする。 

 

(業務の実施体制) 
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第6条 乙は、第 3 条の業務を早急に実施できるよう事前に必要な技術者等の確保、出動の方法

を定め、その実施体制及び連絡系統を示した表を甲に報告するものとする。 

 

(費用の負担) 

第7条 第 2 条 1 項の支援要請に係わる費用は甲が負担する。費用の請求及び支払い方法は、別

途協議のうえ定めるものとする。 

 

(損害補償) 

第8条 第 2 条の支援要請により応急対策業務に従事した者が死亡し、負傷し、若しくは疾病に

かかり、又は廃疾となった場合の本人又はその遺族に対する損害補償は、山梨県知事が災害対

策基本法第 71 条第 1 項の規定により、協力命令を発したときに限り、災害に際し応急処置の業

務に従事した者に対する損害補償に関する条例（昭和 37 年山梨県条例第 55 号）を適用する。 

 

(連絡責任者の報告) 

第9条 甲と乙は、本協定にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに相手方に報告するものとす

る。また、変更があった場合においても直ちに相手方に報告するものとする。 

 

(協議事項) 

第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、その都度、

甲、乙が協議して定めるものとする。 

 

(協定の効力) 

第11条 この協定の期間は、協定を締結した日から令和 2 年 3 月 31 日までの期間とする。 

2 前項に規定する期間満了の1箇月前までに甲、乙いずれかから文書により何ら申し出がないときは、

前項の定めにかかわらず、同一条件をもって更に 1 年間延長するものとし、その後期間満了したと

きも同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名捺印のうえ、それぞれ１通を保有する。 

令和元年8月28日 

 

            甲 山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号 

              山梨県知事 

            乙 山梨県韮崎市穴山町三ツ石8786 

              一般社団法人 全国道路標識・標示業協会 

              関東支部 山梨県協会 

              会      長 
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(113)災害時における臨床検査技師の派遣に関する基本協定 
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(114)災害時における臨床検査薬等の供給に関する基本協定 
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(115)災害時における電力復旧のための連携等に関する基本協定 

 

山梨県（以下「甲」という。）と東京電力パワーグリッド株式会社山梨総支社（以下「乙」

という。）は、災害が発生した場合又はそのおそれのある場合の協力関係の構築等に関

し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）及び山梨県地域防災

計画、防災業務計画（東京電力パワーグリッド株式会社）に基づき、甲は県民の生命、

身体及び財産の保護の役割を担うこと、乙は電力の早期復旧の役割を担うことを相互

に確認し、災害の発生に備え、平時から甲及び乙双方の連絡体制をはじめとする協力

関係を構築する。また、災害による大規模停電が発生した場合における情報共有や、

早期の電力復旧のために行う停電復旧作業等において、甲及び乙が相互に協力するこ

とを目的とする。 

 

（連絡体制） 

第２条 甲及び乙は、平時から災害発生時の連携を図るため双方の連絡体制を構築する。 

２ 乙は、甲との協議の上、甲が設置する災害対策本部に職員を派遣し、相互に情報共

有を行うものとする。 

 

（協力体制） 

第３条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、情報共有や停電復旧作業等を実施す

る必要があると認めるときは、相互に要請する。 

２ 甲及び乙は、前項の要請があったときは、相互に協力するものとする。 

 

（覚書の締結） 

第４条 甲及び乙は、第１条の目的を達成するための具体的な実施事項について、覚書

等により別に定めるものとする。 

 

（秘密保持） 

第５条 甲及び乙は、本協定に基づく活動を通じて知り得た秘密情報を他人に開示又は

漏えいしてはならない。 

 

（協定期間） 

第６条  本協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙のいずれか

が、 

解約の予定日の１ヶ月前までに文書による解約又は変更の申し出をしない限り、その

効力 

を継続するものとする。 

 

 

（協議） 

第７条 本協定に関し、定めのない事項又は疑義が生じた場合は、甲及び乙が協議して
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定めるものとする。 

 

本協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ署名押印の上、各自１通を保

有する。 

 

 

令和２年３月３０日 

 

甲 甲府市丸の内一丁目６番１号 

 

 

山梨県知 事 

 

 

 

乙 甲府市丸の内一丁目１０番７号 

 

東京電力パワーグリッド株式会社 

 

 

山梨総支社長 
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(116)国道４１３号の強靱化に関する協定書 
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 (117)災害時における調査・設計等の応急対策業務に関する協定 
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令和２年７月２９日 
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(118)災害時における宿泊施設提供に関する協定書 

 

 山梨県（以下「甲」という。）と山梨県旅館ホテル生活衛生同業組合（以下「乙」という。）との間

において、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、山梨県内に地震、風水害その他の災害等が発生した場合に、職員等が、乙に

所属する組合員の所有する宿泊施設を利用すること等への協力に関して、必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（職員等の範囲） 

第２条 職員等は、次のとおりとする。 

（１） 山梨県災害対策本部及び山梨県災害警戒本部において災害対応に従事する者 

（２） 県庁舎及び被災地において災害対応に従事する地方公共団体等の職員 

（３） その他、県が必要と認めた者 

 

（協力の要請及び内容） 

第３条 甲は、災害時において職員等の宿泊施設を確保する必要があるときは、乙に対し宿泊施設

の提供を要請するものとする。 

２ 乙は、甲の要請に基づき、職員等への客室の提供並びにその他乙が可能とする協力を乙の業務

に支障を来さない範囲で協力を行うものとする。 

 

（協力の期間） 

第４条 乙が職員等を宿泊施設に受け入れる期間は、甲乙協議の上、決定するものとする。 

 

（経費の負担） 

第５条 第３条に規定する協力に要する経費の額及び支払い方法は、甲乙協議の上、決定するもの

とする。 

 

（連絡責任者） 

第６条 甲及び乙は、本協定の締結後速やかに連絡責任者を相手方に報告するものとし、変更があ

った場合も同様に報告するものとする。 

 

（協議等） 

第７条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲及び乙は、情報を共有するとともに、随

時協議を行うものとする。 

 

（他の協定との関係） 

第８条 この協定は、甲又は乙が既に他の者と締結している災害協力協定、今後個別に締結する災

害協力協定等を妨げ、あるいは妨げられるものではない。 

 

（有効期間） 

第９条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙のいずれかが、解約
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の予定日の１か月前までに文書により解約又は変更の申し出をしない限り、その効力を継続する

ものとする。 

 

（その他） 

第１０条 この協定に定めのない事項、疑義を生じた事項、解釈等については、その都度、甲及び

乙が協議の上決定するものとする。 

 

 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

 令和２年８月１日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

                     山梨県知事 長崎 幸太郎 

 

乙 山梨県甲府市城東四丁目１６番１０号 

  山梨県旅館ホテル生活衛生同業組合 

  理 事 長 笹本 健次   
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(119)災害時における電気自動車の活用に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と甲斐日産自動車株式会社及び日産プリンス山梨販売株式会社（以下両

社を併せて「乙」という。）並びに日産自動車株式会社（以下「丙」という。）は、災害時等における電

気自動車による避難所等への電力の供給に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、甲による電気自動車を非常用電源として活用できる体制の構築に加え、山梨県内

で災害（災害対策基本法第２条第１号に規定する災害をいう。以下同じ。）による大規模停電が発生し、

又は発生するおそれがある場合に、乙及び丙の協力のもと、電力不足が想定される避難所等において、

電気自動車から電力を供給すること（以下「電力供給」という。）、及び防災・環境意識向上に向けた

協力関係を構築することについての基本的事項を定めることを目的とする。なお、次条以下に規定す

る本連携の全部又は一部の実施に関し、各当事者に対して、何らの法的義務を負わせるものではない

ことを、甲、乙及び丙は確認する。 

 

（連携事項） 

第２条 甲、乙及び丙は、第１条に定める目的を達成するために、次の各号に定める活動を対応可能な

範囲において行うものとする。 

（１）甲及び乙による災害時における電気自動車を利用した活動 

  ア ガソリン入手困難時の甲による災害対策本部間の移動、巡回・救護活動その他の災害時応急

活動等への利用 

イ 避難所等における電気自動車を利用した電力供給 

（２）甲、乙及び丙による平常時における電気自動車を利用した防災・環境意識の普及啓発活動 

   ア 甲による防災訓練、啓発イベント等への乙及び丙の協力 

   イ 甲、乙及び丙による県民、市町村向け防災・環境意識向上のためのＰＲ活動 

 

（貸与要請） 

第３条 甲は、災害による大規模停電が発生し、又は発生するおそれがある場合において、電力供給の

ための電気自動車及び外部給電器（以下「電気自動車等」という。）の貸与、並びに電気自動車用充電

スタンド（以下「充電スタンド」という。）の使用を必要とするとき（市町村が必要とし、甲に対して

要請を行う場合を含む。）、乙に対して「協力要請書」（別紙第１号様式）により電気自動車等の貸与並

びに充電スタンドの使用を要請することができる。ただし、緊急を要する場合は、口頭又は電子メー

ルにより連絡し、後日速やかに文書をもって処理するものとする。 

 

（協力） 

第４条 乙は、前条の要請を受けたときは、可能な範囲において乙の所有する電気自動車等を甲又は

市町村に貸与することに努めるものとする。なお、本項に基づき乙から甲に貸与される電気自動車

等を、以下「貸与車両等」という。 

２ 乙は、前項に基づく貸与に併せて、乙の指定する日時及び場所において、乙の管理する充電スタ

ンドの使用を許諾することに努めるものとする。なお、使用許諾する充電スタンドの使用料につい

ては、原則無償とする。 

３ 貸与車両等の貸与期間（以下「貸与期間」という。）及び充電スタンドの使用許諾期間は、原則

として貸与開始日から１週間とし、甲が延長を希望する場合は、災害の状況等を勘案の上、甲、乙
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間で協議して延長期間を決定する。 

 

（貸与実施） 

第５条 乙は、乙の指定する日時及び場所で貸与車両等を甲又は市町村に無償で貸与し、使用させる

ものとする。 

 

（貸与時の充電状態） 

第６条 乙は、貸与車両の貸与にあたっては、十分に充電された状態で貸与するよう努めるものとする。 

２ 貸与時において貸与車両に充電されている電力は、乙が無償で提供する。 

 

（貸与車両等の移動） 

第７条 乙の営業所等からの貸与車両等の移動は、原則として甲又は市町村の責任において行うもの

とする。ただし、甲又は市町村による移動が困難な場合は、甲又は市町村と乙間での協議により、

乙が行うものとする。 

 

（管理等） 

第８条 甲又は市町村は、貸与車両等を善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、管理方法そ

の他の取り扱いは、甲又は市町村と乙間での協議により取り決める。 

２ 甲又は市町村は、充電スタンドを乙より提示される使用条件に従って使用するものとする。 

３ 前二項の規定に違反し、甲又は市町村の責に帰すべき事由により、貸与車両等又は充電スタンドに

損害を与え、又は滅失したときは、甲又は市町村は乙に対しその損害を賠償するものとする。 

 

（故障等の対応） 

第９条 甲又は市町村は、貸与期間中、貸与車両等に故障又は紛失等があった場合、直ちに乙に通知す

るものとし、その対応について甲又は市町村と乙間での協議により取り決める。 

２ 甲は、貸与期間中、乙が指定する補償内容に準じた自動車保険に加入するものとし、その費用につ

いては甲が負担する。 

 

（返却） 

第１０条 甲又は市町村は、乙より貸与された貸与車両等を原状に復した上で（ただし、通常損耗を除

く。）、乙に返却するものとし、返却方法については、甲又は市町村と乙間での協議により取り決める。 

 

（外部給電器の使用上の注意） 

第１１条 甲は、貸与車両に外部給電器を接続して使用（医療機器への使用を含む）する場合、当該外

部給電器の製造者が発行する保証条件を、その都度確認の上、使用するものとする。なお、当該外部

給電器の使用に起因する事由により、甲が損害を被った場合であっても、乙及び丙は一切責任を負わ

ないものとする。 

 

（電気自動車等の情報提供） 

第１２条 乙は、災害時に電力供給が遂行可能な電気自動車等の情報を、丙は、電気自動車等の普及促

進に資する情報を、電力供給に必要な範囲において、甲に提供するものとする。 

 

（連絡調整） 

第１３条 この協定及びこの協定に定める業務に係る連絡調整を行うため、甲、乙及び丙はあらかじめ
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連絡調整者を指定することとし、「連絡調整者名簿」（別紙第２号様式）により他の当事者に通知する

ものとし、連絡調整者に変更があった場合は、当該変更後の名簿を他の当事者に対して送付するもの

とする。 

 

（プレスリリース） 

第１４条 甲、乙又は丙が、この協定に係るプレスリリース、その他外部への公表等を行おうとする

場合は、事前に他の当事者と公表内容等について協議の上、実施するものとする。 

 

（定期協議） 

第１５条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲、乙及び丙は、年１回以上、意見

交換、協議等を行うものとする。 

 

（譲渡制限） 

第１６条 甲、乙及び丙は、事前に他の当事者の書面による承諾を得ることなく、この協定から生ずる

いかなる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡もしくは移転し又は担保の用に供してはならな

いものとする。 

 

（協定期間） 

第１７条 この協定の有効期間（以下「協定期間」という。）は、協定締結日から令和３年３月３１日ま

でとする。ただし、協定期間の満了する日の３箇月前までに、甲、乙又は丙から何らの意思表示がな

いときは、協定期間は、さらに１年間更新されるものとし、その後もまた同様とする。 

 

（その他） 

第１８条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、甲、乙及

び丙が協議して定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書４通を作成し、甲、乙及び丙が署名の上、各自その１通を保有す

る。 

 

 

令和２年９月１５日 

                                    

              甲  山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

      山梨県知事                                           

        

 

 

乙  山梨県甲府市上今井町７０６番地 

甲斐日産自動車株式会社 

     代表取締役社長 
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   山梨県甲府市富竹二丁目１番２９号 

                  日産プリンス山梨販売株式会社 

                   代表取締役社長 

 

 

 

              丙  神奈川県横浜市西区高島一丁目１番１号 

                  日産自動車株式会社 

                   理事 
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別紙第１号様式（第３条関係） 

令和  年  月  日 

            御中 

山梨県知事       

協力要請書 

 

 災害時等における電気自動車の活用に関する協定第３条の規定により、下記のとおり要請し

ます。 

記 

１ 電気自動車、外部給電器の貸与 

車種・品名等 台数 備考（店舗名・期間等） 

 台  

 台  

 台  

２ 充電スタンドの使用 

使用する場所 備考（期間等） 

  

  

  

３ 電力供給場所 

避難所等 備考（住所等） 

  

  

  

４ その他の要請及び連絡事項等 

 

 
〔問い合わせ先〕 

電 話   －    － 

ＦＡＸ   －    － 

担 当 
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別紙第２号様式（第１３条関係） 

 

連絡調整者名簿 
 

【山梨県】 

１ 連絡責任者 

役職・氏名   

ＴＥＬ  

携 帯  

ＦＡＸ  

２ 時間外及び休日の場合の連絡先 

項 目 第１連絡先 第２連絡先 

役職・氏名   

ＴＥＬ   

携 帯   

ＦＡＸ   

３ 勤務時間及び休日 

・勤務時間：  

・休  日：  

 

 

【甲斐日産自動車株式会社】 

１ 連絡責任者 

役職・氏名  

ＴＥＬ  

携 帯  

ＦＡＸ  

２ 時間外及び休日の場合の連絡先 

項 目 第１連絡先 第２連絡先 

役職・氏名   

ＴＥＬ   

携 帯   

ＦＡＸ   

３ 勤務時間及び休日 

・勤務時間： 

・休  日： 
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【日産プリンス山梨販売株式会社】 

１ 連絡責任者 

役職・氏名  

ＴＥＬ  

携 帯  

ＦＡＸ  

２ 時間外及び休日の場合の連絡先 

項 目 第１連絡先 第２連絡先 

役職・氏名   

ＴＥＬ   

携 帯   

ＦＡＸ   

３ 勤務時間及び休日 

・勤務時間： 

・休  日： 

 

 

【日産自動車株式会社】 

１ 連絡責任者 

役職・氏名  

ＴＥＬ  

携 帯  

ＦＡＸ  

２ 時間外及び休日の場合の連絡先 

項 目 第１連絡先 第２連絡先 

役職・氏名   

ＴＥＬ   

携 帯   

ＦＡＸ   

３ 勤務時間及び休日 

・勤務時間： 

・休  日： 
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(120)災害時における車両の提供等に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）と山梨県自動車販売店協会（以下「乙」という。）及び一般社団法人日

本自動車連盟山梨支部（以下「丙」という。）は、災害時における車両の提供等に関し、次のとおり協定

を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、山梨県内で災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に規定す

る災害（以下「災害」という。）が発生し、又は発生するおそれがある場合に、乙又は丙が甲に対して

行う車両の提供等の支援について必要な事項を定めるものとする。 

 

（支援の内容） 

第２条 乙及び丙の支援の内容等は、別紙に掲げるものとし、甲の要請の時点で乙及び丙が対応可能な

ものとする。 

２ 別紙に定める事項については、甲、乙及び丙が協議して、変更、追加及び削除することができる。 

 

（支援の要請） 

第３条 甲は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、前条に規定する支援を必要と

するときは、乙又は丙に対し、支援を要請することができる。 

２ 前項による要請は、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により行い、

その後速やかに書面を提出するものとする。 

 

（支援の実施） 

第４条 乙及び丙は、前条の要請を受けたときは、可能な範囲において支援を行うものとする。ただ

し、甲の要請を待たずに自主的に支援活動を行うことができる。 

 

（費用の負担） 

第５条 この協定に基づく甲の要請により乙又は丙が支援を行った場合に要する費用は、原則として

乙又は丙が負担するものとする。ただし、乙又は丙が負担できない場合は、甲、乙又は丙が協議し

て、災害発生時の直前における適正な価格を基準として、甲に請求することができる。 

 

（損害補償） 

第６条 乙の会員のうち協力が可能な会員（以下「協力会員」という。）又は丙の従事者が、この協

定に基づく業務により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の損害補償は、労働者災

害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）に基づき行うものとする。 

２ この協定に基づき支援に供した協力会員又は丙の所有する車両等に損害が発生した場合は、その

損害の帰責理由のある者が補償責任を負うものとする。 

３ この協定に基づき丙が行う車両等の移動に伴い、やむを得ない限度において当該車両等を破損、

又は協力会員の施設を破損した場合は、災害対策基本法第８２条第１項の規定により、通常生ずべ

き損失を補償するものとする。 

 

（連絡体制） 
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第７条 この協定による支援を円滑に実施するため、甲、乙及び丙は、あらかじめ連絡担当者を定め、

連絡担当者名簿（様式第４号）を他の当事者に送付するものとし、変更があった場合も同様とする。 

 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、有効期間満了日の１か月前ま

でに、甲、乙又は丙いずれからも意思表示がない場合は、有効期間満了日の翌日から起算して１年間

更新するものとし、以降も同様とする。 

 

（その他） 

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定の実施について疑義が生じたときは、その都

度、甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書３通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印の上、各自その１通を保

有する。 

 

 

令和２年１２月２３日 

 

 

              甲  山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

      山梨県知事                                           

 

 

 

乙  山梨県笛吹市石和町唐柏１０００番地の７ 

山梨県自動車販売店協会 

     会 長 

 

 

 

              丙  山梨県甲府市中小河原町７３０番地３ 

                  一般社団法人日本自動車連盟山梨支部 

                   支部長 
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別紙 

 

山梨県自動車販売店協会（乙） 

支援の内容 運用等 

① 避難所等における電力供

給に必要な電気自動車等の

提供 

 

 

 

○ 要請は、車両等提供要請書（様式第１号）により行うものとする。 

○ 引き渡し場所は甲が指定する。引き渡し場所までの移動は、原則

として乙の協力会員が行うが、困難な場合は甲と乙の協力会員が協

議して決定するものとする。 

○ 必要に応じて、乙の協力会員は車両等を管理する人員を派遣する

ものとする。 

○ 提供期間は、原則として１週間とし、甲が延長を希望する場合は、

甲と乙の協力会員が協議して期間を決定するものとする。 

○ 提供期間中、甲は、乙の協力会員が指定する補償内容に準じた自

動車保険に加入するものとし、その費用は原則として甲が負担する

が、困難な場合は甲と乙の協力会員が協議して決定するものとす

る。 

○ 返却場所は、原則として車両等を提供した店舗とするが、乙の協

力会員の了承を得た場合は、当該店舗以外の場所に返却できるもの

とする。 

 

② 物資運搬・人員輸送に必

要な車両の提供 

 

 

 

 

③ ④により移動した車両等

の一時退避場所の提供 

 

 

 

 

○ 要請は、車両等提供要請書（様式第１号）により行うものとする。 

○ 甲は、一時退避場所に移動した車両等の所有者又は使用者に対

し、災害の状況等を勘案の上、順次、当該車両等の撤去を要請する

ものとする。 

○ 上記の要請後、速やかに撤去が行われない場合は、乙の協力会員

から当該車両等の所有者又は使用者に対し、適正な駐車料を請求す

ることができるものとする。 

 

 

一般社団法人日本自動車連盟山梨支部（丙） 

支援の内容 運用等 

④ 緊急通行車両の通行の支

障となる車両等の移動 

○ 要請は、車両等移動要請書（様式第２号）により行うものとする。 

○ 作業の際は原則として上記の要請書の写しを携行し、乙の協力会

員の指定する一時退避場所へ移動するものとする。 

○ 対象とする車両等の重量は３トン以下とする。 

○ 移動が完了したときは、車両等移動報告書（様式第３号）により、

甲に報告するものとする。 
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様式第１号 

 

年  月  日 

 

 

山梨県自動車販売店協会 会長 様 

 

 

山梨県知事 

 

 

車両等提供要請書 

 

 災害時における車両の提供等に関する協定書に基づき、次のとおり要請します。 

 

 

災害発生日時 

 

 

    年  月  日（ ）   時  分 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

 

 

 

 

 

避難所等における電力供給に

必要な電気自動車等の提供 

 

 

避難所等 

 

所在地 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

物資運搬・人員輸送に必要な

車両等の提供 

 

 

車両の種類や台数等 

 

目的（物資運搬・人員輸送） 

 

引き渡し場所 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

移動した車両等の一時退避場

所の提供 

 

 

地域 

 

現場担当者 

 

 

 

連絡先 

担当者： 

電 話： 
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様式第２号 

 

年  月  日 

 

 

一般社団法人日本自動車連盟山梨支部 支部長 様 

 

 

山梨県知事 

 

 

車両等移動要請書 

 

 災害時における車両の提供等に関する協定書に基づき、次のとおり要請します。 

 

 

災害発生日時 

 

 

   年  月  日（ ）   時  分 

 

災害の状況 

 

 

 

通行障害発生場所 

 

 

 

通行障害車両の種別及び台数 

 

 

 

登録番号（車両番号） 

 

 

 

現場担当者 

 

 

 

連絡先 

担当者： 

電 話： 
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様式第３号 

 

年  月  日 

 

 

山梨県知事 様 

 

 

一般社団法人日本自動車連盟山梨支部 支部長 

 

 

車両等移動報告書 

 

 災害時における車両の提供等に関する協定書に基づき、次のとおり報告します。 

 

 

措置実施場所 

 

 

 

対象車両 

 

 

 

運転手の有無 

 

 

 

移動日時 

 

 

年  月  日（ ）   時  分 

 

移動先 

 

 

 

破損状況 

 

 

 

作業担当者 

 

 

 

※ 別紙状況写真を添付 

 

連絡先 

担当者： 

電 話： 
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様式第３号 別紙 

 

 

状 況 写 真 

 

 

移動前 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移動後 
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様式第４号 

連絡担当者名簿 
 

【山梨県】 

◆開庁時（                  ） 

連絡先 

◆閉庁時（                  ） 

連絡順 連絡先 

第１連絡先 

所属・職名  

氏名(ふりがな)  

携帯電話番号  

第２連絡先 

所属・職名  

氏名(ふりがな)  

携帯電話番号  

 

【山梨県自動車販売店協会】                       【一般社団法人日本自動車連盟山梨支部】 

◆営業時（                  ）            ◆営業時（                  ） 

連絡先                                 連絡先 

◆休業時（                  ）                   ◆休業時（                  ） 

連絡順 連絡先  連絡順 連絡先 

第１連絡先 

所属・職名   

第１連絡先 

所属・職名  

氏名(ふりがな)   氏名(ふりがな)  

携帯電話番号   携帯電話番号  

第２連絡先 

所属・職名   

第２連絡先 

所属・職名  

氏名(ふりがな)   氏名(ふりがな)  

携帯電話番号   携帯電話番号  

 

                        

           

            ※内容に変更が生じた場合は、相互に速やかに 

       連絡の上更新するものとする。 

 

会員各社 

※会員各社も連絡担当者等を選任し、協会事務局へ届け出る。 
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 (121)山梨ＤＭＡＴに関する協定書 
 

 

山梨県知事（以下「甲」という。）と都留市立病院開設者都留市長（以下「乙」という。）は、山梨Ｄ

ＭＡＴ運営要綱（以下「運営要綱」という。）第５条第３項の規定に基づき、都留市立病院を山梨ＤＭ

ＡＴ指定病院として、次のとおり協定を締結する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は、運営要綱に基づき甲が乙に対して要請する山梨ＤＭＡＴの派遣について、必要な

事項を定めるものとする。 

（指揮系統等） 

第２条 山梨ＤＭＡＴは、被災した市町村等の災害対策本部等のもとで活動することを基本とする。 

２ 山梨ＤＭＡＴが被災都道府県からの要請を受けて派遣される場合には、被災都道府県のＤＭ 

ＡＴ受入れに係る体制の中で活動する。 

３ 前２項の規定に関わらず、山梨ＤＭＡＴの活動する者の身分については、乙の管理下にある 

ものとする。 

（費用弁償） 

第３条 甲の要請に基づき派遣された山梨ＤＭＡＴが、運営要綱第３条に定める活動を実施した 

場合に要する経費は、次の各号に基づき甲が負担するものとする。 

（１）人件費のうち超過勤務手当に要する経費   

都留市立病院の支給規定に基づく額とする。 

（２）乙が所有する自動車を使用した場合の経費 

     １キロメートルにつき３７円とする。ただし、通算した路程に１キロメートル未満の 

端数を生じたときは、これを切り捨てる。  

（３）医薬品等に要する経費 

     実費額とする。 

（４）前各号に定めるもののほか、山梨ＤＭＡＴの派遣のために要した経費のうち甲が必要と 

認めた経費 

  甲が必要と認める額とする。 

（待機に係る費用） 

第４条 山梨ＤＭＡＴ派遣のための待機に要する費用は、甲の要請の有無に関わらず乙の負担とする。 

（損害補償） 

第５条 甲は、甲の要請に基づき乙が派遣した山梨ＤＭＡＴが、その業務に従事したために負傷し、若

しくは疾病にかかり、又は死亡したときには、災害応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に

関する条例（昭和３７年山梨県条例第５５号）に定めるところによりその損害を補償するものとする。 

（報告） 

第６条 乙は、山梨ＤＭＡＴとしての活動内容を速やかに甲に報告するものとする。 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議 

のうえ定めるものとする。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の有効期

間満了の日の１か月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がなされないときは、有効期間満了の

日の翌日から起算して１年間この協定は延長されるものとし、以降も同様とする。 

 

この協定の成立を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

 

令和３年２月１日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号 

                     山梨県知事 長 崎  幸 太 郎 
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乙 山梨県都留市つる５丁目１番５５号 

                      都留市立病院開設者 

                        都留市長 堀 内  富 久 
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(122)災害時における移動金融車による電力の供給等に関する協定書 
 

 

山梨県（以下「甲」という。）と山梨県民信用組合（以下「乙」という。）は、災害時における移動金

融車による電力の供給等に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、山梨県内で災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に規定す

る災害（以下「災害」という。）が発生し、又は発生するおそれがある場合に、甲の要請に応じ、乙

が発電機等を備えた移動金融車を避難所や官公庁等へ派遣し、電力の供給等を行うことについて必要

な事項を定めるものとする。 

 

（要請） 

第２条 甲は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、移動金融車の派遣を必要とす

るとき、又は市町村から依頼があったときは、乙に対し、電力の供給又は金融サービスの提供のため

移動金融車の派遣を要請することができる。 

２ 甲から乙に対する要請は、派遣場所等を明らかにし、文書により行うものとする。ただし、緊急を

要するときは、電話等により行い、事後速やかに文書を提出するものとする。 

 

（実施） 

第３条 乙は、甲から前条に規定する要請を受けたときは、やむを得ない場合を除き、移動金融車及び

必要な人員を要請された場所に派遣し、移動金融車に搭載された発電機による電力の供給、又は窓口

若しくは現金自動預払機（ＡＴＭ）での入出金等の金融サービスの提供を行うものとする。 

 

（費用負担） 

第４条 この協定に基づき乙が実施した派遣に要する費用は、乙が負担するものとする。ただし、燃料

費については、甲又は甲に派遣を依頼した市町村が負担するものとする。 

 

（損害補償） 

第５条 この協定に基づき乙が派遣した移動金融車に損害が発生した場合は、その損害の帰責理由のあ

る者が補償責任を負うものとする。 

 

（連絡責任者） 

第６条 甲及び乙は、この協定の締結後速やかに連絡担当者を報告し、その後変更があった場合も同様

に報告するものとする。 

 

（有効期間） 

第７条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙のいずれかが、解約の予

定日の１箇月前までに文書により解約の申し出をしない限り、その効力を継続するものとする。 

 

（その他） 

第８条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じた事項については、その都度、甲

と乙が協議して決定するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

 

令和３年２月１０日 

 

 

              甲  山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 
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       山梨県知事                                           

 

 

乙  山梨県甲府市相生一丁目２番３４号 

 

山梨県民信用組合 

    理 事 長   
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(123)生活必需物資の調達に関する協定書 

 

 
 



 

- 743 - 
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(124)生活必需物資及び医薬品等の調達に関する協定書 
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(125)大規模災害時における相互協力に関する覚書 
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(126)災害時相互協力に関する申合せ 
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(127)データ放送により情報の取り扱いに関する確認書 
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(128)山梨県ドクターヘリ運航におけるゴルフ場の活用に関する協定書 
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(129)山梨県災害多言語支援センターの設置・運営に関する協定書 
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(130)災害時等における山梨県立八ヶ岳少年自然の家の施設の使用に関する協定書 
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(131)山梨県と国立大学法人東京大学大学院工学系研究科・工学部における富士山火山防災対策等

の推進に向けた連携・協力にかかる協定書 
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(132)火山噴火時の相互応援及び火山研究職員等の交流に関する協定 
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(133)災害時における栄養・食生活支援活動に関する協定書 
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(134)災害時における電気バスによる電力の供給等に関する協定書 
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(135)災害時における資機材の提供等に関する協定書 
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(135)山梨県における広域避難等に関する協定書 
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(137)災害時における施設使用等に関する協定書 
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(138)山梨県大規模災害時の被災動物の支援に関する協定書 

 

 

山梨県（以下「甲」という。）と公益社団法人山梨県獣医師会（以下「乙」という。）は、

大規模な災害が発生し、県内市町村が被災した場合において、被災者が安心して、飼養す

る犬猫等と同行避難できるよう、次のとおり協定を締結する。 

 

（対象動物） 

第１条 対象となる動物は、犬、猫その他個人が飼養する小動物で、飼い主と同行避難し

た動物又は被災市町村が保護した動物（以下「被災動物」という。）とする。 

 

（派遣の要請） 

第２条 甲は、大規模な災害が発生し、県内市町村が被災するとともに山梨県災害対策本

部が設置された場合であって、被災市町村から獣医師の派遣要請があり、その要請が適

当と認められる場合、乙に対し、被災市町村が指定する避難所等への獣医師の派遣を要

請する。 

２ 前項の要請は、原則として文書によるものとし、市町村から甲への要請は様式第１号

により、甲から乙への要請は様式第２号により行うものとする。ただし、緊急の場合は、

口頭等で要請することができ、その場合は、遅滞なく該当する様式による文書を要請先

に送付するものとする。 

 

（活動の内容） 

第３条 乙は、甲から前条の要請があった場合、市町村が指定する避難所等において、次

の活動を行うものとする。 

（１）被災動物の応急手当 

（２）被災動物の避難所等での飼養・管理に関する助言 

（３）被災動物に関する情報提供 

（４）その他必要な災害応急業務に関すること 

２ 乙は、前項の活動について、可能な限り誠意をもって行うものとする。 

３ 甲と乙は、第１項の活動を円滑かつ効果的に遂行するため、常に情報を共有する。 

４ 活動の詳細については、必要に応じて、別に定めるものとする。 

 

（派遣の終了） 

第４条 前条の活動は、被災市町村から甲に対し、獣医師の派遣を要しない旨の申し出が

あったときに終了する。 

２ 乙は、避難所等に派遣した獣医師から前条の活動の必要がないと報告を受けた場合、

甲に対しこれを報告する。 

３ 甲は、前項の報告を受けた場合、被災市町村に対し活動の終了を協議する。 

（実施報告） 

第５条 乙は、第４条の規定により第３条の活動を終了したときは、遅滞なく実施状況を

甲及び当該要請を行った市町村に様式第３号により報告するものとする。 

 

（費用負担） 

第６条 第３条の活動に要する費用は、原則として乙の負担とする。 

 

（連絡体制） 

第７条 この協定の運用に関する窓口は、山梨県福祉保健部衛生薬務課と山梨県獣医師会
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事務局とする。 

２ 甲、乙は、この協定の締結後速やかに連絡及び調整に関する連絡調整責任者をそれぞ

れ設置し、互いに報告するものとする。 

 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲乙協議して定める。 

 

（協定の期間） 

第９条 この協定の期間は協定日から起算して１年間とする。 

２ 協定期限の満了する日の１箇月前までに、甲乙いずれかが協定を更新しない旨を文書

で申し出ない限り、この協定は１年間更新されるものとし、以降同様とする。 

 

 この協定の締結を証するため、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和４年１０月２０日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号 

山梨県知事  長崎 幸太郎 

                      

 

                                   

 

 

乙 山梨県甲府市相生２丁目１５番１２号 

公益社団法人 山梨県獣医師会長 笠松 豊乗 
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様式第１号（第２条第２項関係：市町村から県への要請） 

第     号 

  年  月  日 

 

山 梨 県 知 事  殿 

 

市・町・村 長 

 

被災動物の支援の協力要請について 

 
 このことについて、山梨県大規模災害時の被災動物の支援に関する協定第２条第１項の規定により、次の

とおり業務の実施を要請します。 

市町村担当者 

所 属 部・局            課・室 

職・氏名  

連 絡 先 
ＴＥＬ           （ＦＡＸ          ） 

E-mail  

口頭による 

要 請 日 時  
年   月   日     時   分頃 

要 請 理 由   

要 請 内 容  

派 遣 場 所  

派 遣 期 間 

      月   日  午前・午後   時   分から 

 

     月   日  午前・午後   時   分まで 

備 考  
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様式第２号（第２条第２項関係：県から獣医師会への要請） 

第     号 

    年  月  日 

 

公益社団法人 山梨県獣医師会長  殿  

 

山 梨 県 知 事 

 

被災動物の支援の協力要請について 
 

 このことについて、山梨県大規模災害時の被災動物の支援に関する協定第２条第１項の規定により、次の

とおり業務の実施を要請します。 

担 当 者  

山

梨

県 

所 属 部・局            課・室 

職・氏名  

連 絡 先 
ＴＥＬ         （ＦＡＸ          ） 

E-mail  

市

町

村 

所 属 部・局            課・室 

職・氏名  

連 絡 先 
ＴＥＬ         （ＦＡＸ          ） 

E-mail  

口頭による 

要 請 日 時  

年  月  日   時  分頃  

（市町村からの受理日時       年  月  日   時  分頃）  

要 請 理 由   

要 請 内 容  

派 遣 場 所  

派 遣 期 間 

      月   日  午前・午後   時   分から 

 

     月   日  午前・午後   時   分まで 

備 考  

 
様式第３号（第５条関係：獣医師会から県及び市町村への報告） 
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                                                                                     第      号 

 年  月  日  

 

山 梨 県 知 事  殿 

市 町 村 長  殿 

 

                                                               公益社団法人 山梨県獣医師会長 

 

被災動物の支援の協力要請に対する実施状況について 

 

    年  月  日付け  第  号で要請のあったこのことについては、次のとおり 

実施したので報告します。 

担当者名等 

所 属   公益社団法人 山梨県獣医師会 

職・氏名  

連 絡 先 
ＴＥＬ         （ＦＡＸ          ） 

E-mail  

活 動 内 容   

活 動 場 所   

活 動 期 間  

     月   日  午前・午後   時   分から 

 

    月   日  午前・午後   時   分まで 

備 考  
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 (139)山梨県防災局と国立大学法人山梨大学大学院総合研究部附属地域防災・マネジメン

ト研究センターとの地域防災力向上に関する連携協定 
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(140) 富士山火山防災対策等の推進に向けた火山研究職員等の協力に関する協定 
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(141) 富士山火山防災対策等の推進に向けた連携・協力に関する協定 
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(142) 山梨県災害派遣福祉チームの派遣に関する基本協定書 
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- 813 - 
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(143) 山梨県と富士通株式会社との包括連携に関する協定書 
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(144) 山梨県災害廃棄物等の処理に関する相互支援協定 
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(145) 富士山噴火時における現地対策拠点としての施設使用等に関する協定書 

 

 

山梨県（以下「甲」という。）と世田谷区（以下「乙」という。）は、富士山の噴火時又は噴火が発生する

と予想される場合（以下「緊急時」という。）における現地対策拠点としての世田谷区立河口湖林間学園（以

下「施設」という。）の使用等に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲が乙の管理する施設を緊急時に現地対策拠点として使用すること 

及び甲が施設使用中の生徒等を、緊急時に安全に帰宅させるための支援について、必要な事項を定める

ことを目的とする。 

 

（連携内容） 

第２条 甲は、緊急時に施設を現地対策拠点として使用する。 

２ 甲は、緊急時に乙に富士山火山に関する情報を提供し、また、施設使用中の生徒等がいる場合、安全

に帰宅させるための支援を行う。 

 

（施設の使用） 

第３条 甲は、緊急時に現地対策拠点を設置する必要が生じた場合、乙に対して施設の使 

用について要請する。 

２ 乙は、前項の要請を受け、施設の使用を許可するものとする。 

３ 乙は、直ちに施設の使用を許可することが困難である場合、使用許可の見込みについて、甲に伝える

ものとする。 

 

（連絡責任者の設置及び連絡会議の開催） 

第４条 この協定の円滑な実施を図るため、甲、乙それぞれに連絡責任者を置き、必要に 

応じて連絡会議を開催し、富士山火山に関する情報共有やこの協定の実施にかかる事項についての協議

を行うものとする。 

 

（防災訓練の実施） 

第５条 甲及び乙は、この協定書に基づく内容が緊急時に円滑に進められるよう、必要に応じて防災訓練を実施

する。 

 

（現地対策拠点設置時の施設管理）  

第６条 現地対策拠点設置時の施設の管理運営は、甲の責任において行い、施設の維持管理には十分留意

するものとする。 

２ 現地対策拠点の管理運営について、乙はできる限り甲に協力するものとする。 

（費用負担） 

第７条 甲が行う現地対策拠点の施設の管理運営に係る費用は、甲が負担するものとする。 
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（施設使用の終了） 

第８条 甲は、現地対策拠点としての施設使用を終了する場合は、乙に現地対策拠点の使用終了を文書に

て提出するとともに、その施設を原状に復し、確認を受けた後、乙に返還する。ただし、天災などの不

可抗力により、甲の責によらない建物の破損について、甲は責任を負うものではない。 

 

（実施細目） 

第９条 この協定の実施に必要な事項については、実施細目に定める。 

 

（協定の有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間は、協定締結日から 1 年間とする。ただし、有効期間満了の１か月前まで

に、甲乙いずれかからも書面による協定の解除又は変更の申出がない場合は、本協定はさらに 1 年間延

長されるものとし、以後も同様とする。 

 

（協議） 

第１１条 この協定に定めのない事項又は本協定の解釈に係る疑義が生じた場合は、甲及び乙は誠意をも

って協議し、決定するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 

  令和５年３月２８日 

 

 

甲 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

 

 

山梨県知事                        

 

 乙 東京都世田谷区世田谷四丁目２１番２７号 

 

 

世田谷区長                        
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(146) 大規模災害時における物資の輸送・荷役等に関する協定 

 

山梨県（以下「甲」という。）と一般社団法人 AZ-COM丸和・支援ネットワーク（以下「乙」と

いう。）は、災害（災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 2条第 1号に規定する災害をい

う。以下同じ。）が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時等」という。）におけ

る物資の輸送・荷役等に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第 1条 この協定は、災害時等において、甲が乙に対して行う物資の輸送や荷役作業等の協力要

請について必要な事項を定め、もって災害応急対策及び災害復旧対策を円滑に実施することを

目的とする。 

 

（協力の要請） 

第２条 甲は、災害応急対策及び災害復旧対策のため必要があると判断したときは、乙に対し協

力を要請することができるものとする。 

２ 乙は、前項の要請があったときは、可能な限り協力を行うものとする。 

３ 前項の規定において、甲は乙の会員運送事業者と取引先、委託先、加盟店等の関係者との契

約上の制限又は業務上の制約等により、乙の会員運送事業者の協力が困難な場合があることを

考慮するものとする。 

４ 甲は、乙及び乙の会員運送事業者による物資の輸送や荷役作業等が円滑に行われるよう、輸

送ルートの被災状況等に係る情報の提供、支援物資の搬送車両の円滑な通行に関する支援、及

びその他の必要な支援に努めるものとする。 

 

（協力の内容） 

第３条 甲が乙に協力を要請する業務は、次に掲げるものとする。 

（１）物資等の輸送力の提供 

（２）荷役作業 

（３）物資の調達及び供給 

（４）物資拠点の提供及び運営 

（５）その他、甲が必要と認めるもの 

２ 甲は、前項の業務を円滑に実施するため、乙に対して物資の輸送・荷役等に関する専門的な

知識を有する者（以下「連絡調整員」という。）の派遣を要請することができる。 

 

（要請の方法） 

第４条 甲は、乙に対し前条の協力要請を行うときは、協力要請書（様式第１号）（以下「要請書」

という。）により要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭又は電話等により要

請できるものとし、後日速やかに要請書を提出するものとする。 

（報告） 

第５条 乙は、甲が要請した業務を実施したときは、速やかに業務実施報告書（様式第２号）（以

下「実施報告書」という。）により甲に報告するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口

頭又は電話等により報告できるものとし、後日速やかに実施報告書を提出するものとする。 

 

（費用の負担） 

第６条 甲の要請により、乙が実施した業務に要した費用については、甲が負担するものとする。

ただし、災害対策基本法第 68条又は第 74条第 1項の規定により、甲が他の地方公共団体の長

等の応援の要求に応じて、災害応急対策を行った場合の費用の負担は、同法第 92条に定めると
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ころによる。 

２ 前項の規定により甲が負担する額は、災害発生直前における適正価格を基準として、甲と乙

が協議の上、決定するものとする。 

 

（費用の支払） 

第７条 甲は、乙から第５条の実施報告書が提出されたときは、必要な予算措置を講じるものと

する。 

２ 乙は、甲が必要な予算措置を講じた後、甲に対し、負担額の支払を請求するものとする。 

３ 甲は、前項の規定により適法な支払請求書を受理したときは、その受理した日から 30日以内

に当該請求に係る金額を乙に支払うものとする。 

 

（損害補償） 

第８条 甲の要請により、乙が実施した業務に従事した者の負傷、疾病、障害又は死亡に関する

損害補償については、乙の責任において行うものとする。 

 

（第三者への損害賠償責任） 

第９条 乙は、甲の要請による業務の実施中に、乙の責めに帰する理由により第三者に損害を与

えたときは、その賠償の責めを負うものとする。 

２ 前項に規定する第三者への賠償については、乙と乙の会員運送事業者で協議の上、決定する

ものとする。 

３ 乙は、甲の要請による業務の実施中に、自らの責めに帰することができない理由により第三

者に損害を与えた場合は、乙はその事実の発生後速やかにその状況等を文書により甲に報告し、

その処置については、甲と乙が協議して定めるものとする。 

 

（連絡責任者の報告） 

第 10条 甲及び乙は、この協定に関する連絡責任者を定め、連絡責任者等届（様式第３号）によ

り相互に報告するものとし、変更があった場合も同様とする。 

 

（機密の保持） 

第 11条 甲及び乙は、この協定に基づく業務の処理上知り得た秘密を他人に漏洩、又は利用して

はならない。この協定の有効期間終了後においても、同様とする。 

 

（情報提供） 

第 12条 甲及び乙は、覚知した災害の被害情報を相互に提供するほか、山梨県内の市町村等にも

積極的に提供するものとする。 

 

（有効期間） 

第 13 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、有効期間終了の 30

日前までに、甲又は乙から文書で相手方に協定終了の意思表示をしないときは、更に１年間更

新するものとし、その後も同様とする。 

 

（協議） 

第 14条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、その都度、甲と乙が協議して定め

るものとする。 

２ 甲及び乙は、相互に協力して、この協定に係る検討、協議、訓練を行うなど、この協定に基

づく業務の円滑な運用に努めるものとする。 
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この協定の成立を証するため本書２通を作成し、甲及び乙がそれぞれ署名の上、各自その１通

を保管するものとする。 

 

令和５年 11月２日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

 

山梨県知事 

 

 

乙 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 

 

一般社団法人 AZ-COM丸和・支援ネットワーク 

 

理事長 
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様式第１号（第４条関係） 

 

年  月  日  

 

一般社団法人 AZ-COM丸和・支援ネットワーク 

理事長                   殿 

 

山梨県知事          

 

協力要請書 

 

大規模災害時における物資の輸送・荷役等に関する協定第４条の規定により、次のとおり要請

します。 

 

要請日時 年 月 日  時  分 

原因となった災害等  

協力を要請する業務 

□物資等の輸送力の提供 

□荷役作業 

□物資の調達及び供給 

□物資拠点の提供及び運営 

□その他、甲が必要と認めるもの 

□連絡調整員の派遣 

具体的な業務内容  

協力を要請する期間  

業務の場所  

その他必要な事項  

 

 

 

 

（問い合わせ先） 

担当 

電話 

FAX 

E-Mail 
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様式第 2号（第 5条関係） 

 

年  月  日  

 

山梨県知事       殿 

 

一般社団法人 AZ-COM丸和・支援ネットワーク 

理事長 

 

業務実施報告書 

 

大規模災害時における物資の輸送・荷役等に関する協定第５条の規定により、次のとおり報告

します。 

 

１ 業務を実施した期間 

年  月  日から    年  月  日まで 

 

２ 業務の実施内容 

事項 具体的な内容 

物資等の輸送力の提供 
（業務に従事した車両の台数、車種（t）、配車場所、輸送場所
等） 

荷役作業 （作業場所、作業量等） 

物資の調達及び供給 （調達及び供給した物資の品目、数量、搬入場所等） 

物資拠点の提供及び運営 （物資拠点の場所、概要、運営の内容等） 

その他の業務  

連絡調整員 （氏名、派遣場所、派遣期間、業務内容等） 

備考  

（必要に応じ、適宜様式を変更し、又は資料を添付すること。） 

 

 

 

 

 

 

 

（問い合わせ先） 

担当 

電話 

FAX 

E-Mail 
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様式第３号（第 10条関係） 

 

年  月  日  

 

○○○○ 殿 

 

○○○○  

 

連絡責任者等届 

 

大規模災害時における物資の輸送・荷役等に関する協定第 10条の規定により、次のとおり報告

します。 

 

１ 連絡責任者 

項目 第１連絡先 第２連絡先 

役職・氏名   

TEL   

FAX   

E-Mail   

 

２ 時間外及び休日の場合の連絡先 

項目 第１連絡先 第２連絡先 

役職・氏名   

TEL   

FAX   

E-Mail   

 

３ 勤務時間及び休日 

（１）勤務時間： 

（２）休日： 

（問い合わせ先） 

担当 

電話 

FAX 

E-Mail 
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(147) 火山噴火時の相互応援及び火山研究職員等の交流に関する協定 

 

第 1条 山梨県(以下「甲」という。)と国立大学法人東京大学地震研究所(以下「乙」という。) は、

火山噴火時の連携・協力体制を強化し、火山研究に従事する職員等(以下「職員」という。)の

相互交流を行うことにより、火山研究の推進並びに火山防災力の向上に資することを目的に本

協定を締結する。 

(基本理念) 

第 2条 火山噴火時又はその兆候が認められる事態に際して、調査活動及び防災対策を円滑かつ

効果的に実施する。 

2 富士山における研究の推進と防災力の向上に資すると認められる火山学的な知見の獲得・蓄積

について広く研究協力を進める。 

3 調査研究において取得した観測データ等のうち火山噴火災害対策に資する情報については相

互に共有する。 

(相互連絡) 

第 3条 甲及び乙は、火山噴火災害対策及び研究協力を円滑かつ効果的に実施するための情報共

有体制を確立するとともに、関係する火山の噴火警戒レベルに応じて相互に連絡するものとす

る。 

2  甲及びとは、緊急時の情報交換手段を確保するため、複数の通信手段の確保等による通信連

絡体制の整備に努めるものとする。 

(職員の派遣) 

第 4条 火山噴火時又はその兆候が認められる場合において、甲もしくは乙から職員の派遣要請

があったときは、派遣機関(甲乙のうちも職員を派遣する機関をいう。以下同じ。)は速やかに

派遣する職員を運定し、要請機関(職員の派遣を要請する機関をいう。以下同じ。)の応援に努

めるものとする。 

2 派遣された幅員は、要請接間の要請に基づき行動するとともに、自らが消費又は使用する物資

を携行するなど自律的活動に努めることを原則とする。 

3 甲及び乙は、協力して職員の安全の確保に努めるものとする。 

(遣要請の方法) 

第 5条 要請機関は、派遣機関に対し、次に掲げる事項を記載した文書によって職員の派遣要請

を行うものとする。ただし、緊急の場合にあっては、口頭で要請し、後に文書を提出するもの

とする。 

(1) 被害の状況 

(2) 要請する派遣の内容 

(3) 派遣の場所及び派遣場所への経路 

(4) 派遣の期間 

(5)派遣担当責任者氏名及び連絡先 

(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

(要請によらない派遣) 

第 6条 前条の規定にかかわらず、派遣機関は、事案の緊急度に応じ、要請機関からの要請がな

くても、自発的に職員を派遣(以下「要請によらない派遣」という。)することができるものと

する。 

2 派遣機関は、要請によらない派遣をしようとするときは、要請機関に対しあらかじめ派遣する

旨の連絡を行うこととする。 

3 第 4条第 2項の規定は、要請によらない配達について準用する 

(費用の負担) 

第 7条 乙が派遣のために要した旅費等は、法令その他別に定めがある場合を除き、乙が負担す
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るものとする。 

2 甲が派遣のために要した旅費等は、甲乙の協議によって乙の負担とすることを可能とする。 

(損失補個) 

第 8条 派遣に伴い、派遣機関の職員が負傷、疾病に罹患又は死亡した場合、要請機関に対して、

その補償を求めないものとする。 

2 要請機関は、派遣機関の職員が要請に基づき行った情報提供、助言等に基づき実施した活動を

原因として損害が生じた場合において、派遣機関に対してその補償を求めないものとする。 

(受入れ体制の整備) 

第 9条 甲及び乙は、相互に職員を受け入れるための施設及び場所をあらかじめ定めるなどの体

制を整備するものとする。 

2 甲及び乙は、職員が本協定に基づく活動を速やかに実施できるよう、あらかじめ関係機間との

事前調整を実施するものとする。 

(訓練の実施) 

第 10条 甲及び乙は、本協定に基づく協力が円滑かつ効果的に行われるよう、適時、情報伝達訓

練その他必要な訓練を相互に協力して実施するものとする。 

(職員の交流) 

第 11条 甲及び乙は、職員の交流を通じ共同して火山防災に関する研究等に取り組むことにより、

その知識や技能の向上等を図り、火山防災対策の推進に努めるものとする。 

(資料の提供) 

第 12条 甲及び乙は、本協定に基づく連携・協力が円滑かつ効果的に行われるよう、防災計画そ

の他の参考資料を相互に提供するものとする。 

(協定の期間) 

第 13条 本協定の適用期間は、2025年 3月 31日までとする。ただし、期間満了の日の 2箇月前

までに、甲乙のいずれから本協定を更新しない旨の申出があった場合を除き、本協定は 1年間

更新されるものとし、その後も同様とする。 

(その他) 

第 14条 本協定の実施に関し必要な事項は、中及び乙が協議して別に定めるものとする。 

(適用期日) 

この協定は、2024年 6月 5日から適用する。 

本協定の締結を証するため、本協定書 2通を作成し、各当事者が記名押印の上、各 1通を保有

する。 

 

2024年 6月 5日 

甲 山梨県甲府市丸の内一丁目６番 1号 

山梨県知事 

長 崎  幸 太 郎 

乙 東京都文京区弥生一丁目 1番 1号 

国立大学法人東京大学 地震研究所長 

古 村  孝 志 
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（148）災害時等における支援に関する協定書 

 

山梨県（以下「甲」という。）とシミックホールディングス株式会社（以下「乙」という。）及

び株式会社アルテミス（以下「丙」という。）は、災害（災害対策基本法（昭和 36年法律第 223

号）第 2条第 1号に規定する災害をいう。以下同じ。）が発生し、又は発生するおそれがある場合

（以下「災害時等」という。）における支援に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時等において、乙及び丙が甲に対して行う支援の内容について、基本

的事項を定める。 

 

（支援の要請） 

第２条 甲は、災害時等において必要と判断したときは、乙及び丙に対し支援の要請を行うもの

とする。 

２ 乙及び丙は、前項の要請があったときは、可能な範囲において支援を行うものとする。 

 

（支援の内容） 

第３条 乙及び丙が行う支援の内容は、次に掲げるものとする。 

（１）乙又は丙が所有する宿泊施設を災害対応に当たる行政職員等の宿泊場所として提供し、及

び当該施設に乙又は丙が備蓄している物資を提供すること。 

（２）乙又は丙が山梨県内に所有する施設の敷地等を警察、消防及び自衛隊等の応援部隊等のベ

ースキャンプ地等として提供すること。 

（３）保健医療福祉対策を実施するために必要となる人材を派遣すること。 

（４）その他甲、乙及び丙の協議により決定した事項 

 

（要請の方法） 

第４条 第 2条の規定による甲の要請は、文書により行うものとする。ただし、緊急を要する場

合は、口頭により要請できるものとし、後日速やかに文書を提出するものとする。 

 

（連絡責任者の報告） 

第５条 甲、乙及び丙は、この協定に関する連絡責任者を定め、相互に報告するものとし、変更

があった場合も同様とする。 

 

（甲の費用負担） 

第６条 第 3条第３号に規定する支援に要した費用については、甲が負担するものとし、同条第

４号に規定する支援に要した費用の負担については、甲、乙及び丙が協議して決定するものと

する。 

 

（守秘義務） 

第７条 甲、乙及び丙は、この協定に基づく業務の処理上知り得た秘密事項を第三者に開示し、

又は漏洩してはならない。ただし、事前に相手方の書面による承諾を得た場合はこの限りでは

ない。 

２ 前項の規定は、この協定の有効期間終了後においても、なお効力を有するものとする。 

 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年を経過した日の属する年度（地方自治法
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（昭和 22年法律第 67号）第 208条第１項に規定する会計年度をいう。）の末日までとする。た

だし、有効期間終了の１箇月前までに、甲、乙又は丙が何らかの意思表示をしないときは、更

に１年間更新するものとし、その後も同様とする。 

 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、その都度、甲、乙及び丙が協議し

て決定するものとする。 

 

この協定の成立を証するため本書３通を作成し、甲、乙及び丙がそれぞれ署名の上、各自その

１通を保管するものとする。 

 

令和７年２月６日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

山梨県 

知事 

 

 

乙 東京都港区芝浦一丁目１番 1号 

シミックホールディングス株式会社 

代表取締役 

 

 

丙 東京都渋谷区広尾三丁目８番 8号 

株式会社アルテミス 

代表取締役 
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９ 防災資機材および応急給水用施設等の保有数 

 
(１) 地方連絡本部および県立防災安全センターにおける防災資機材等の保有数（令和 5年 12月末時点） 

 
① 県立防災安全センターの防災資機材等の保有数 

品目 在庫数＊ 単位 

台所・食器 ろ水機・浄水器 21 個 

台所・食器 移動式炊飯器 20 個 

生活用品 携帯トイレ 2,500 回分 

生活用品 毛布 2,460 枚 

生活用品 段ボールベッド 100 セット 

生活用品 酸素自動蘇生機 4 個 

避難所備品・応急用品 組立トイレ（便槽型） 2 基 

避難所備品・応急用品 テント 14 張 

避難所備品・応急用品 コードリール 74 個 

避難所備品・応急用品 作業燈 116 個 

避難所備品・応急用品 発電機 40 個 

避難所備品・応急用品 投光器 55 個 

避難所備品・応急用品 ブルーシート 660 枚 

避難所備品・応急用品 担架 50 台 

避難所備品・応急用品 チェーンソー 1 個 

避難所備品・応急用品 リヤカー 2 個 

避難所備品・応急用品 一輪車 3 個 

避難所備品・応急用品 救命ボート 1 個 

避難所備品・応急用品 林野火災用空中消火用水機 1 個 

避難所備品・応急用品 組立式水槽 5 個 

避難所備品・応急用品 軽可搬ポンプ 2 個 

避難所備品・応急用品 連結式水のう 1 個 
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② 地方連絡本部の防災資機材等の保有数     単位：個 

  保管場所 東八代合同庁舎

備蓄倉庫 

東山梨合同

庁舎 

西八代合同

庁舎 

南巨摩合同

庁舎 

北巨摩合同

庁舎 

南都留合同

庁舎 

富士吉田合同

庁舎 

品目 

生活用品 毛布 3,984 1,200   1,200 2,400 1,170   

生活用品 携帯トイレ   2,750 1,000 1,600 2,500 2,500   

避難所備品・応急用品 組立トイレ   7 3 4 7 7 4 

避難所備品・応急用品 発電機   16 5 13 10 13 5 

避難所備品・応急用品 投光器   10 4 7 6 6 4 

避難所備品・応急用品 テント         4   2 

避難所備品・応急用品 ブルーシート   810   800 800 800   
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（２）応急給水用施設・資機材市町村別保有数 
令和６年３月1日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種別 所管 種別 所管
浄水池 15,700 m3 1 池 甲府市上下水道局 非常用貯水槽 80 m3 1 基 甲府市
配水池 13,360 m3 1 池 〃 〃 75 m3 2 基 〃
〃 1,800 m3 1 池 〃 〃 65 m3 1 基 〃
〃 600 m3 1 池 〃 〃 60 m3 10 基 〃
〃 8,000 m3 1 池 〃 〃 50 m3 2 基 〃
〃 6,280 m3 1 池 〃 〃 45 m3 1 基 〃
〃 99 m3 1 池 〃 〃 40 m3 5 基 〃
〃 1,800 m3 1 池 〃 浄水機 41 台 〃
〃 84 m3 1 池 〃 給水タンク 1.5 m3 5 台 甲府市上下水道局
〃 467 m3 1 池 〃 キャンバス水槽 0.5 m3 19 個 〃
〃 163 m3 1 池 〃 給水車 2 m3 1 台 〃
〃 8,500 m3 1 池 〃 〃 3 m3 1 台 〃
〃 12,000 m3 1 池 〃 折りたたみ式給水器具 1 m3 10 台 〃
〃 100 m3 1 池 〃 飲料水兼用耐震貯水槽 60 m3 7 基 甲斐市水道事務所
〃 1,030 m3 1 池 〃 浄水機 2 m3/h 1 台 〃
非常用貯水槽 100 m3 1 基 〃 給水タンク 1 m3 2 台 〃
〃 75 m3 1 基 〃 飲料水袋詰機 2 m3/h 1 台 〃
〃 70 m3 1 基 〃 ポリタンク 20 ㍑ 105 個 〃
〃 60 m3 1 基 〃 〃 6 ㍑ 100 個 〃
〃 55 m3 1 基 〃 飲料水兼用耐震貯水槽 60 m3 2 基 甲斐市
〃 50 m3 1 基 〃 ろ水機 100 ㍑ 1 台 〃
〃 45 m3 1 基 〃 給水タンク 1.8 m3 1 台 〃

ポリタンク 18 ㍑ 5 個 〃
〃 18 ㍑ 20 個 〃

保有数能力 能力 保有数種別 所管 種別 所管
浄水池 15,700 m3 1 池 甲府市上下水道局 非常用貯水槽 80 m3 1 基 甲府市
配水池 13,360 m3 1 池 〃 〃 75 m3 2 基 〃
〃 1,800 m3 1 池 〃 〃 65 m3 1 基 〃
〃 600 m3 1 池 〃 〃 60 m3 10 基 〃
〃 8,000 m3 1 池 〃 〃 50 m3 2 基 〃
〃 6,280 m3 1 池 〃 〃 45 m3 1 基 〃
〃 99 m3 1 池 〃 〃 40 m3 5 基 〃
〃 1,800 m3 1 池 〃 浄水機 41 台 〃
〃 84 m3 1 池 〃 給水タンク 1.5 m3 5 台 甲府市上下水道局
〃 467 m3 1 池 〃 キャンバス水槽 0.5 m3 19 個 〃
〃 163 m3 1 池 〃 給水車 2 m3 1 台 〃
〃 8,500 m3 1 池 〃 〃 3 m3 1 台 〃
〃 12,000 m3 1 池 〃 折りたたみ式給水器具 1 m3 10 台 〃
〃 100 m3 1 池 〃 飲料水兼用耐震貯水槽 60 m3 7 基 甲斐市水道事務所
〃 1,030 m3 1 池 〃 浄水機 2 m3/h 1 台 〃
非常用貯水槽 100 m3 1 基 〃 給水タンク 1 m3 2 台 〃
〃 75 m3 1 基 〃 飲料水袋詰機 2 m3/h 1 台 〃
〃 70 m3 1 基 〃 ポリタンク 20 ㍑ 105 個 〃
〃 60 m3 1 基 〃 〃 6 ㍑ 100 個 〃
〃 55 m3 1 基 〃 飲料水兼用耐震貯水槽 60 m3 2 基 甲斐市
〃 50 m3 1 基 〃 ろ水機 100 ㍑ 1 台 〃
〃 45 m3 1 基 〃 給水タンク 1.8 m3 1 台 〃

ポリタンク 18 ㍑ 5 個 〃
〃 18 ㍑ 20 個 〃

保有数能力 能力 保有数
種別 所管 種別 所管

浄水池 15,700 m3 1 池 甲府市上下水道局 非常用貯水槽 80 m3 1 基 甲府市
配水池 13,360 m3 1 池 〃 〃 75 m3 2 基 〃
〃 1,800 m3 1 池 〃 〃 65 m3 1 基 〃
〃 600 m3 1 池 〃 〃 60 m3 10 基 〃
〃 8,000 m3 1 池 〃 〃 50 m3 2 基 〃
〃 6,280 m3 1 池 〃 〃 45 m3 1 基 〃
〃 99 m3 1 池 〃 〃 40 m3 5 基 〃
〃 1,800 m3 1 池 〃 浄水機 41 台 〃
〃 84 m3 1 池 〃 給水タンク 1.5 m3 5 台 甲府市上下水道局
〃 467 m3 1 池 〃 キャンバス水槽 0.5 m3 19 個 〃
〃 163 m3 1 池 〃 給水車 2 m3 1 台 〃
〃 8,500 m3 1 池 〃 〃 3 m3 1 台 〃
〃 12,000 m3 1 池 〃 折りたたみ式給水器具 1 m3 10 台 〃
〃 100 m3 1 池 〃 飲料水兼用耐震貯水槽 60 m3 7 基 甲斐市水道事務所
〃 1,030 m3 1 池 〃 浄水機 2 m3/h 1 台 〃
非常用貯水槽 100 m3 1 基 〃 給水タンク 1 m3 2 台 〃
〃 75 m3 1 基 〃 飲料水袋詰機 2 m3/h 1 台 〃
〃 70 m3 1 基 〃 ポリタンク 20 ㍑ 105 個 〃
〃 60 m3 1 基 〃 〃 6 ㍑ 100 個 〃
〃 55 m3 1 基 〃 飲料水兼用耐震貯水槽 60 m3 2 基 甲斐市
〃 50 m3 1 基 〃 ろ水機 100 ㍑ 1 台 〃
〃 45 m3 1 基 〃 給水タンク 1.8 m3 1 台 〃

ポリタンク 18 ㍑ 5 個 〃
〃 18 ㍑ 20 個 〃

保有数能力 能力 保有数
種別 所管 種別 所管

浄水池 15,700 m3 1 池 甲府市上下水道局 非常用貯水槽 80 m3 1 基 甲府市
配水池 13,360 m3 1 池 〃 〃 75 m3 2 基 〃
〃 1,800 m3 1 池 〃 〃 65 m3 1 基 〃
〃 600 m3 1 池 〃 〃 60 m3 10 基 〃
〃 8,000 m3 1 池 〃 〃 50 m3 2 基 〃
〃 6,280 m3 1 池 〃 〃 45 m3 1 基 〃
〃 99 m3 1 池 〃 〃 40 m3 5 基 〃
〃 1,800 m3 1 池 〃 浄水機 41 台 〃
〃 84 m3 1 池 〃 給水タンク 1.5 m3 5 台 甲府市上下水道局
〃 467 m3 1 池 〃 キャンバス水槽 0.5 m3 19 個 〃
〃 163 m3 1 池 〃 給水車 2 m3 1 台 〃
〃 8,500 m3 1 池 〃 〃 3 m3 1 台 〃
〃 12,000 m3 1 池 〃 折りたたみ式給水器具 1 m3 10 台 〃
〃 100 m3 1 池 〃 飲料水兼用耐震貯水槽 60 m3 7 基 甲斐市水道事務所
〃 1,030 m3 1 池 〃 浄水機 2 m3/h 1 台 〃
非常用貯水槽 100 m3 1 基 〃 給水タンク 1 m3 2 台 〃
〃 75 m3 1 基 〃 飲料水袋詰機 2 m3/h 1 台 〃
〃 70 m3 1 基 〃 ポリタンク 20 ㍑ 105 個 〃
〃 60 m3 1 基 〃 〃 6 ㍑ 100 個 〃
〃 55 m3 1 基 〃 飲料水兼用耐震貯水槽 60 m3 2 基 甲斐市
〃 50 m3 1 基 〃 ろ水機 100 ㍑ 1 台 〃
〃 45 m3 1 基 〃 給水タンク 1.8 m3 1 台 〃

ポリタンク 18 ㍑ 5 個 〃
〃 18 ㍑ 20 個 〃

保有数能力 能力 保有数

１00 

給水タンク車 

ウォーターボール 

2 台 

台 

コンボライフ 

仮設給水栓 4 

200 〃 1.1 m3 1 台 

20 基 

5 台 

飲料水兼用耐震貯水槽 60 ㎥ 9 基 甲斐市 

給水ﾀﾝｸ 1.0㎥ 4 台 甲斐市水道事務所 

ろ水機 1.4㎥/ｈ 8 台 甲斐市 

飲料水運搬ﾎﾟﾘ容器 10.0 ㍑ 7,850 個 〃 

飲料水運搬ﾎﾟﾘ容器 6.0㍑ 1,200 個 〃 

緊急遮断弁付耐震配水池 1,500 ㎥ 1 基 甲斐市水道事務所 

配水池 1,000 ㎥ 3 基 〃 

配水池 2,200 ㎥ 1 基 〃 

配水池 3,000 ㎥ 2 基 〃 

緊急遮断弁付耐震配水池 715㎥ 1 基 〃 

緊急遮断弁付耐震配水池 200㎥ 2 基 〃 

配水池 400㎥ 1 基 〃 

緊急遮断弁付耐震配水池 1,000 ㎥ 1 基 〃 

 

設置型給水タンク 24 
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種別 所管 種別 所管
緊急遮断弁付耐震配水池 500 m3 1 基 甲斐市 給水車 4 m3 1 台 南アルプス市企業局
〃 1,000 m3 1 基 〃 〃 2 m3 1 台 〃
〃 200 m3 1 基 〃 給水タンク 2 m3 2 基 〃
ろ水機 1.4 m3/h 14 台 〃 〃 1 m3 2 基 〃
配水池 1,300 m3 1 基 中央市水道課 ポリタンク 500 ㍑ 6 個 南アルプス市総務課
簡易給水タンク 1 m3 10 基 〃 〃 20 ㍑ 100 個 〃
給水タンク 2 m3 1 基 〃 〃 10 ㍑ 200 個 〃
給水車 2 m3 1 台 〃 〃 500 ㍑ 4 個 〃
ポリタンク 20 m3 2 個 中央市豊富簡易水道 貯水のう 0.5 m3 2 基 〃
配水池 100 m3 1 基 〃 非常用水袋 10 ㍑ 6,000 個 南アルプス市企業局
浄水機 2,500 ㍑/h 5 台 昭和町企画財政課 耐震性貯水槽 100 m3 1 基 北杜市地域課
給水タンク 1,000 ㍑ 2 基 〃 〃 48 m3 1 基 〃
ポリ袋 4 ㍑ 4,000 枚 〃 ろ水機 1 m3/h 2 台 〃
非常用貯水池(飲料水兼用耐震性） 100 ｔ 1 基 〃 給水タンク 1 m3 1 個 北杜市上水道課
〃 60 ｔ 1 基 〃 ポリタンク 0.5 m3 4 個 〃
ろ水機 200 ㍑/h 7 台 韮崎市総務課 ろ水機 1.3 m3/h 5 台 北杜市地域課
給水タンク 1 m3 2 基 韮崎市上下水道課 給水タンク 1.5 m3/h 1 台 北杜市上水道課
〃 2 m3 1 基 〃 ポリタンク 600 ㍑ 1 個 〃
ポリタンク 20 ㍑ 2 個 〃 浄水機 1 m3/h 1 台 北杜市地域課
配水池 2,450 m3 1 基 南アルプス市企業局 ポリタンク 500 ㍑ 1 個 北杜市上水道課
〃 900 m3 1 基 〃 緊急遮断弁付配水池 830 m3 1 基 〃
〃 2,500 m3 1 基 〃 〃 1,000 m3 1 基 〃
〃 1,400 m3 1 基 〃 〃 144 m3 1 基 〃
〃 1,800 m3 1 基 〃 〃 102 m3 1 基 〃
〃 110 m3 1 基 〃 〃 399 m3 1 基 〃
〃 50 m3 1 基 〃 〃 302 m3 1 基 〃
〃 3,798 m3 1 基 〃 〃 1,020 m3 1 基 〃
〃 3,000 m3 1 基 〃 〃 1,124 m3 1 基 〃
非常用貯水池 100 m3 2 基 南アルプス市総務課 〃 1,014 m3 1 基 〃
ろ水機 1 m3/h 9 台 〃 〃 1,014 m3 1 基 〃
〃 1.3 m3/h 1 台 〃 〃 700 m3 1 基 〃
〃 1.8 m3/h 1 台 〃 〃 1,000 m3 1 基 〃
〃 2 m3/h 2 台 〃 〃 200 m3 1 基 〃

2

能力 保有数 能力 保有数

 
 

 

 

配水池 2,650 1 

6 

簡易給水タンク 1 1 

非常用貯水池（飲料水兼用耐震性） 100 ｔ 基 1 〃 

1,500 上下水道局 

 

２ 

 ２ 

 

3,800 

〃 〃 

〃 

〃 

飲料水件用貯水池 100 m3 

 

2 基 

 

南アルプス市防災危機管理課 

 

1,200 m3 

m3 

 
1,000 m3 

m3 

 
410 m3 

m3 

 

1 基 

 1 基 

 1 基 

 

上下水道局 

 

防災危機管理課 

 
30 

 

 

1 

 

 

300 

 

 

 

種別 所管 種別 所管
緊急遮断弁付耐震配水池 500 m3 1 基 甲斐市 給水車 4 m3 1 台 南アルプス市企業局
〃 1,000 m3 1 基 〃 〃 2 m3 1 台 〃
〃 200 m3 1 基 〃 給水タンク 2 m3 2 基 〃
ろ水機 1.4 m3/h 14 台 〃 〃 1 m3 2 基 〃
配水池 1,300 m3 1 基 中央市水道課 ポリタンク 500 ㍑ 6 個 南アルプス市総務課
簡易給水タンク 1 m3 10 基 〃 〃 20 ㍑ 100 個 〃
給水タンク 2 m3 1 基 〃 〃 10 ㍑ 200 個 〃
給水車 2 m3 1 台 〃 〃 500 ㍑ 4 個 〃
ポリタンク 20 m3 2 個 中央市豊富簡易水道 貯水のう 0.5 m3 2 基 〃
配水池 100 m3 1 基 〃 非常用水袋 10 ㍑ 6,000 個 南アルプス市企業局
浄水機 2,500 ㍑/h 5 台 昭和町企画財政課 耐震性貯水槽 100 m3 1 基 北杜市地域課
給水タンク 1,000 ㍑ 2 基 〃 〃 48 m3 1 基 〃
ポリ袋 4 ㍑ 4,000 枚 〃 ろ水機 1 m3/h 2 台 〃
非常用貯水池(飲料水兼用耐震性） 100 ｔ 1 基 〃 給水タンク 1 m3 1 個 北杜市上水道課
〃 60 ｔ 1 基 〃 ポリタンク 0.5 m3 4 個 〃
ろ水機 200 ㍑/h 7 台 韮崎市総務課 ろ水機 1.3 m3/h 5 台 北杜市地域課
給水タンク 1 m3 2 基 韮崎市上下水道課 給水タンク 1.5 m3/h 1 台 北杜市上水道課
〃 2 m3 1 基 〃 ポリタンク 600 ㍑ 1 個 〃
ポリタンク 20 ㍑ 2 個 〃 浄水機 1 m3/h 1 台 北杜市地域課
配水池 2,450 m3 1 基 南アルプス市企業局 ポリタンク 500 ㍑ 1 個 北杜市上水道課
〃 900 m3 1 基 〃 緊急遮断弁付配水池 830 m3 1 基 〃
〃 2,500 m3 1 基 〃 〃 1,000 m3 1 基 〃
〃 1,400 m3 1 基 〃 〃 144 m3 1 基 〃
〃 1,800 m3 1 基 〃 〃 102 m3 1 基 〃
〃 110 m3 1 基 〃 〃 399 m3 1 基 〃
〃 50 m3 1 基 〃 〃 302 m3 1 基 〃
〃 3,798 m3 1 基 〃 〃 1,020 m3 1 基 〃
〃 3,000 m3 1 基 〃 〃 1,124 m3 1 基 〃
非常用貯水池 100 m3 2 基 南アルプス市総務課 〃 1,014 m3 1 基 〃
ろ水機 1 m3/h 9 台 〃 〃 1,014 m3 1 基 〃
〃 1.3 m3/h 1 台 〃 〃 700 m3 1 基 〃
〃 1.8 m3/h 1 台 〃 〃 1,000 m3 1 基 〃
〃 2 m3/h 2 台 〃 〃 200 m3 1 基 〃

2

能力 保有数 能力 保有数

1 

 

 
6 4,500 上下水道局 

〃 6 ㍑ 3,700 個 南アルプス市防災危機管理課 

配水池 2,315 ㎥ 1 基 韮崎市上下水道課 

〃 4,300 ㎥ 1 基 〃 

仮設給水栓   1 〃 

非常用水袋 6 ㍑ 1 基 〃 
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種別 所管 種別 所管
緊急遮断弁付耐震配水池 1,160 m3 1 基 北杜市上水道課 給水タンク 1.5 m3 1 個 北杜市地域課
〃 360 m3 1 基 〃 〃 2 m3 1 個 〃
〃 500 m3 1 基 〃 ろ過機 1 m3/h 4 台 〃
〃 600 m3 1 基 〃 〃 2 m3/h 1 台 〃
〃 42 m3 1 基 〃 ろ水機 1 m3/h 20 台 山梨市総務課
〃 142 m3 1 基 〃 給水タンク 1 m3 1 基 山梨市水道課
〃 300 m3 1 基 〃 〃 0.5 m3 1 基 〃
〃 360 m3 1 基 〃 貯水のう 0.2 m3 2 基 山梨市総務課
〃 528 m3 1 基 〃 〃 1.5 m3 1 基 〃
〃 520 m3 1 基 〃 ポリタンク 20 ㍑ 10 個 山梨市水道課
ろ水機 2 m3/h 1 台 北杜市地域課 非常用ポリ袋 10 ㍑ 100 枚 〃
〃 1 m3/h 1 台 〃 給水タンク 1 m3 1 台 山梨市牧丘支所
給水タンク 2 m3 1 台 北杜市上水道課 ポリタンク 10 ㍑ 40 個 〃
〃 0.5 m3 1 台 〃 給水タンク 0.5 m3 1 個 山梨市三富支所
ポリタンク 90 ㍑ 2 ケ 〃 ポリタンク 18 ㍑ 5 個 〃
〃 70 ㍑ 3 ケ 〃 配水池 2,000 m3 4 基 笛吹市水道課
〃 20 ㍑ 20 台 〃 〃 1,330 m3 1 基 〃
浄水機 2 m3/h 1 台 北杜市地域課 〃 1,000 m3 2 基 〃
〃 1 m3/h 4 基 〃 〃 2,900 m3 1 基 〃
ポリタンク 300 ㍑ 2 基 〃 〃 1,900 m3 2 基 〃
〃 1 m3 2 基 〃 〃 2,400 m3 3 基 〃
〃 500 ㍑ 10 基 北杜市上水道課 非常貯留池 60 m3 3 基 笛吹市総務課
飲料水兼用耐震性貯水槽 60 m3 1 基 北杜市地域課 〃 100 m3 1 基 笛吹市水道課
〃 60 m3 1 基 〃 ろ水機 120 ㍑/分 4 台 笛吹市総務課
〃 60 m3 1 基 〃 給水タンク 1 m3 3 台 笛吹市水道課
ろ水機 1 m3/h 14 台 〃 〃 0.3 m3 26 台 〃
給水車 2 m3 1 台 〃 給水車 2.5 m3 1 台 笛吹市総務課
貯水のう 5 m3 1 基 〃 〃 2 m3 4 台 〃
ポリタンク 10 ㍑ 50 缶 北杜市上水道課 〃 1.5 m3 1 台 〃
〃 500 ㍑ 2 個 〃 配水池 1,590 m3 1 基 笛吹市水道課
ろ水機 8.4 m3/h 1 台 北杜市地域課 〃 250 m3 1 基 〃
給水タンク 0.5 m3 4 個 〃 ろ水機 1.5 m3/h 7 台 笛吹市総務課
〃 0.7 m3 1 個 〃 給水車 2 m3 2 台 〃

3

能力 保有数 能力 保有数

 
 

 

 

笛吹市防災危機管理課 

笛吹市防災危機管理課 

笛吹市防災危機管理課 

笛吹市防災危機管理課 

山梨市防災危機管理課 

山梨市防災危機管理課 
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種別 所管 種別 所管
給水専用タンク 2 m3 1 台 笛吹市水道課 給水タンク 0.5 m3 2 基 甲州市総務課
〃 2.5 m3 1 台 〃 〃 1 m3 4 基 〃
耐震性貯水槽 40 m3 1 基 笛吹市総務課 防火水槽 100 m3 4 基 甲州市勝沼地域総合局
〃 60 m3 10 基 〃 ろ水機 2 m3/h 1 台 〃
〃 60 m3 10 基 〃 給水車 2 m3 1 台 甲州市総務課
〃 60 m3 2 基 〃 ポリタンク 500 ㍑ 5 個 甲州市勝沼地域総合局
〃 100 m3 1 基 〃 ろ水機 2 m3/h 1 台 甲州市大和地域総合局
〃 60 m3 2 基 〃 給水タンク 200 ㍑ 1 個 〃
〃 60 m3 2 基 〃 〃 500 ㍑ 1 個 〃
〃 100 m3 1 基 〃 ポリタンク 20 ㍑ 20 個 〃
ろ水機 1.5 m3/h 6 台 〃 貯水タンク兼用配水池 100 m3 1 基 市川三郷町生活環境課
給水車 2 m3 1 台 〃 〃 100 m3 1 基 〃
給水タンク 0.5 m3 4 台 笛吹市水道課 〃 1 m3 1 基 〃
耐震貯水池 100 m3 2 基 〃 給水タンク(軽金属) 1 m3 1 個 〃
ろ水機 1 m3/h 8 台 笛吹市総務課 緊急遮断弁付耐震配水池 2,700 m3 1 基 〃
給水車 2 m3 1 台 〃 ろ水機 1 m3/h 1 台 〃
〃 2.5 m3 1 台 〃 〃 1 m3/h 2 台 〃
ろ水機 1.3 m3/h 1 台 〃 給水タンク 1 m3 1 基 〃
給水車 2 m3 2 台 〃 ろ水機 2 m3/h 5 基 〃
ろ水機 20 m3/h 6 台 〃 給水タンク 1,500 ㍑ 1 基 〃
給水タンク 1 m3 1 基 笛吹市水道課 〃 0.5 m3 3 基 〃
給水車 1 m3 1 台 〃 ポリタンク 150 ㍑ 1 基 〃
ポリタンク 10 ㍑ 2,000 ケ 〃 〃 100 ㍑ 2 基 〃
ろ水機 0.12 m3/分 2 台 芦川支所 給水マス 450 ㍑ 3 基 〃
給水車 2 m3 1 台 〃 〃 2 m3 1 基 〃
ポリタンク 20 ㍑ 15 個 〃 給水タンク(軽金属) 2,000 ㍑ 1 基 〃
〃 10 ㍑ 5 個 〃 配水池 2,000 m3 1 基 富士川町上下水道課
配水池 3,500 m3 1 基 甲州市水道課 〃 2,000 m3 1 基 〃
〃 1,000 m3 1 基 〃 〃 1,500 m3 1 基 〃
〃 2,000 m3 1 基 〃 〃 1,000 m3 1 基 〃
非常貯留池 60 m3 1 基 甲州市総務課 〃 300 m3 1 基 〃
〃 100 m3 1 基 〃 耐震性緊急貯水槽 60 m3 1 基 〃
〃 100 m3 1 基 〃 給水タンク 1 m3 1 台 〃

4

能力 保有数 能力 保有数

 
 

笛吹市防災危機管理課 

笛吹市防災危機管理課 

笛吹市防災危機管理課 

芦川支所 



 

- 849 - 

種別 所管 種別 所管
給水タンク 0.5 m3 3 台 富士川町上下水道課 配水池 5,190 m3 4 基 富士吉田市水道営業課
配水池 100 m3 1 基 〃 ろ水機 39 m3/h 3 台 〃
ろ水機 1 m3/h 2 台 〃 給水タンク 1 m3 4 台 〃
〃 2 m3/h 16 台 〃 〃 1.5 m3 2 台 〃
〃 1 m3/h 1 台 〃 ポリタンク 20 ㍑ 100 個 〃
ポリタンク 20 ㍑ 20 個 〃 緊急遮断弁 6,070 m3 3 箇所 都留市上下水道課
給水タンク 300 ㍑ 3 個 〃 ろ水機 1 m3 2 台 〃
〃 500 ㍑ 8 個 〃 給水袋 1 m3 1 袋 〃
〃 1.2 m3 1 個 〃 給水袋 500 ㍑ 2 袋 〃
〃 2 m3 1 個 〃 給水袋 250 ㍑ 2 袋 〃
〃 1.5 m3 1 個 〃 ろ水機 2,000 ㍑/h 12 台 都留市消防署
〃 1,200 ㍑ 1 基 早川町 〃 2,000 ㍑/h 5 台 都留市総務課

〃 1,000 ㍑/h 18 台 〃
水用ポリタンク 20 ㍑ 215 個 〃
飲料水袋 6 ㍑ 1,780 枚 〃

ろ水機 1～2．5 m3/h 14 台 身延町総務課 飲料水兼用防火水槽及び緊急遮断弁 60 m3 1 基 大月市総務管理課
〃 1～2．5 m3/h 0 台 身延町水道課 耐震型配水池 100 m3 1 基 大月市地域整備課
給水タンク 1.5 m3 2 台 〃 ろ水機 7.5 m3/h 1 台 〃
ポリタンク 0.3 m3 1 個 〃 〃 7.5 m3/h 16 台 大月市総務管理課
〃 0.5 m3 6 個 〃 給水タンク 2 m3 1 台 大月市地域整備課
折畳式簡易給水貯水タンク 1 m3 0 台 〃 〃 0.5 m3 2 台 〃
緊急遮断弁付配水池 400 m3 1 基 南部町水道環境課 ポリタンク 18 ㍑ 50 個 〃
〃 630 m3 1 基 〃 給水タンク 1 m3 5 基 上野原市生活環境課
〃 180 m3 1 基 〃 ろ水機 19 台 上野原市総務課
〃 630 m3 1 基 〃 ポリタンク 500 ㍑ 2 個 〃
〃 184.1 m3 1 基 〃 緊急遮断弁付緊急貯水槽 100 m3 1 基 〃
〃 236 m3 1 基 〃 貯水のう 500 ㍑ 9 基 道志村総務課
〃 93.73 m3 1 基 〃 給水タンク 300 ㍑ 1 台 道志村産業振興課
〃 216 m3 1 基 〃 〃 200 ㍑ 1 台 〃
〃 97 m3 1 基 〃 〃 100 ㍑ 1 台 〃
〃 100 m3 1 基 〃 〃 20 ㍑ 10 台 〃
〃 70 m3 1 基 〃 〃 10 ㍑ 10 台 〃
ろ水機 2 m3/h 11 台 南部町総務課 〃 1 m3 1 台 西桂町総務課
給水タンク 1.5 m3 1 台 南部町水道環境課 ペットボトル 0.5 ㍑ 1,200 本 〃
〃 1.5 m3 1 台 〃 〃 1.5 ㍑ 400 本 〃
〃 0.4 m3 1 台 〃 貯水タンク 3,040 m3 3 基 忍野村上下水道課

5

保有数 能力 保有数能力

 
 

 

身延町環境上下水道課 

ろ水機 19台 都留市総務課 

1,800 

 

南部町交通防災課 
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種別 所管 種別 所管
ろ水機 6 台 忍野村総務課 給水タンク 2 m3 1 台 東部地域広域水道事業団

給水車 2 m3 1 台 忍野村上下水道課 〃 1.5 m3 2 台 〃
緊急遮断弁付配水池 1,174 m3 2 基 山中湖村水道課 〃 2 m3 4 台 〃
〃 1,190 m3 1 基 〃 ポリタンク 18 ㍑ 200 個 〃
〃 2,700 m3 2 基 〃
ろ過機 8 台 山中湖村総務課
給水タンク 3,000 ㍑ 3 基 〃
配水池 300 m3 1 池 鳴沢村振興課
緊急遮断弁付配水池 1,000 m3 3 基 〃
給水車 2 m3 1 台 鳴沢村総務課
貯水槽 100 m3 3 基 富士河口湖町管理課
ろ水機 1.3 m3/h 1 台 〃
〃 2 m3/h 2 台 〃
〃 2.5 m3/h 13 台 〃
給水車 3.7 m3 2 台 富士河口湖町水道課
〃 3.4 m3 1 台 〃
緊急遮断弁付配水池 100 m3 1 基 小菅村源流振興課
ペットボトル 1.5 ㍑ 960 本 小菅村総務課
緊急時用浄水器 1 m3/h 2 台 丹波山村総務企画課
緊急遮断弁付浄水池 6,000 m3 1 基 東部地域広域水道事業団

緊急遮断弁付配水池 4,000 m3 1 基 〃
〃 3,500 m3 1 基 〃
〃 1,500 m3 1 基 〃
〃 960 m3 1 基 〃
〃 910 m3 1 基 〃
〃 680 m3 1 基 〃
〃 650 m3 1 基 〃
〃 570 m3 1 基 〃
〃 400 m3 1 基 〃
〃 400 m3 1 基 〃
〃 190 m3 1 基 〃
緊急遮断弁付緊急貯水槽 100 m3 1 基 〃
飲料水兼用防火水槽及び緊急遮断弁 60 m3 1 基 〃

6

能力 保有数 能力 保有数

 
 

2 
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【自衛隊派遣に関する資料】 
 

１ 災害派遣用として利用される主要な器材等の 

能力・諸元及び運用 
 

(1) 人命救助システム 
 ア 人命救助システムの概要 

  (ｱ) 運用目的 

 人命救助システムは、地震、津波等による災害及び航空機事故等の大規模な事故により倒壊した

家屋や事故機等から被災者を捜索し、救助するために運用することを目的とする。 

(ｲ) 種類 

    人命救助システムには、Ⅰ型とⅡ型の２種類がある。この内、陸上自衛隊東部方面特科連隊につ

いては、Ⅰ型を保有している。 

(ｳ) 構成 

    人命救助システムは、運用目的を達成するために必要な個人用装備、部隊用装備、これらを収納・

搬送するためのコンテナ等から構成される。 

イ 運用要領 

(ｱ) 警備隊区担任部隊長は、災害発生に伴い、人命救助システムを速やかに災害現場に搬送し、災害

救援の初動を容易にする。 

  (ｲ) 大規模な災害に際しては、必要により、方面隊・師団等各級レベルの権限の範囲において、人命

救助システムを災害現場に増加して対処する。状況により他方面隊からの転用を考慮する。 

(ｳ) 人命救助システムの搬送は、車両及び大型ヘリコプターにより実施する。状況により、航空自衛

隊輸送機により搬送する。 
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(3) その他（施設科器材等） 

 
 

 

２ 航空機の主要な性能及び飛行制限 
 

区分 

 

機種 

巡航速度 

(㎞/h) 

航続時間 

(燃料 

満ﾀﾝ) 

(h) 

有効搭載量 

(㎏) 

(乗客用 

座席数) 

離着陸 

所用面積 

(長m×幅m) 

上昇 

限度 

(m) 

ﾎﾊﾞﾘﾝｸﾞ 

高度 

(m) 

使用 

燃料 
夜間飛行 山地の飛行 

固

定

翼 

ＬＲ 445 3.0 (5) － 9,000 － JP-4 

○飛行場に必要な照明が必要

である。 

○飛行は昼間よりも視程及び

雲高に安全率を加える必要

がある。 

○気流が悪い場合は、低地（対

地）飛行は危険。 

○通常対地300m以上必要。 

回

転

翼 

ＯＨ－６ 235 2.0 
430 

(2～3) 
30×30 4,400 2,200 JP-4 

○発着場に簡易な照明が必 

要。 

○その他固定翼機に同様であ 

る。 

○気流が悪い場合は、行動に 

制限を受ける。 
ＵＨ－１ 214 2.0 

1,050 

(11) 
36×36 4,500 335 JP-4 

CH-47J 259 2.0 
11,000 

(55) 
100×100 2,600 1,800 JP-4 

備考 

１ 本表の諸元はおおむね実用諸元である。 

２ ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰの性能中、航続時間、有効搭載量及びﾎﾊﾞﾘﾝｸﾞ高度の諸元は、使用目的、気象、地形等の相互関係によって相当の変化がある。 

３ 山岳地等における人命救助のためのﾍﾘｺﾌﾟﾀｰの能力限界等については、関係機関に知らせておく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

t 
t 
t 

t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 

t 
t 

t 

t 

t 

t 

ｶﾞｿﾘﾝ及び灯油 2 t 
  

野外炊具1号 
給水給 

食 給食 
(例(本)40kg) 

作業 
区分 

交 
通 
等 

１ 土砂の切取、盛土 
２ 側溝掘削 
３ 土砂運搬 
４ 地ならし 

10 m3/h 
50 m3/h 
52 m3/h 

軽油 5 小型：大型ﾄﾗｯｸ等で輸送 
中・大型：ﾄﾚｰﾗにより輸送 
（列車により輸送） 
短距離なら自走可能 

軽油 
軽油 

主要作業内容 作業能力 

１ 土砂運搬 
２ 軽易な地ならし、土砂の切取、車両 
  への積込み等 

50 m3/h 

橋 
( 
車 
両 

用 
) 

鋼製導板(M2) 
浮のう橋(M4A2) 
自走架柱橋 
自走浮橋 

20 km/h 

10,000 ㎡/h 
10 km/h 

15 t/回 
20 m3/h 

5.7 t/回 

車両の通過 
車両の通過 

8 t/回 
45 m3/h 

130 ㎡/h 
65 m/組 
90 m/組 

200 名/回 

60 m/組 
90 m/組 

化学加熱器 

20人/回、2t/回 
10 kl/h 

洗濯セット 36 着/h 

人員・物量の水上輸送 
浄水(1 ｾｯﾄの展開に約10㎡の地積を要する) 

ﾀﾝｸ容量2,500L 
ｼｬﾜｰ両面90L/分 
加湿能力450℃ 
ﾎﾟﾝﾌﾟ最大吐出量 
52L/分 

100 人/h 

シャワー（入浴支援） 
温水供給 

軽油 

軽油 
混合油 

軽油及び灯油 

軽油 

ｶﾞｿﾘﾝ及び軽油 

車両の通過 
車両の通過 

軽油 

軽油 

22t×6 

軽油 

  
  
  

軽油 

8 
8 

灯油 

軽油及び灯油 

20 
26 

24t×10 

7 

12 

23 

  

19 
4 

100 
110 

(1 ｾｯﾄの展開に約30㎡の地積 
を要する) 

0.3 
0.6 

7.4 
(空) 

  

４ 除雪 

使用燃料 重量 その他 

軽油 11 t 
ﾄﾚｰﾗにより輸送 
（列車により輸送） 
短距離なら自走可能 

4 km/h 

  
t 
  

１ 重量物の吊上(ｸﾚｰﾝ） 
２ 土砂掘削、積込み(ｼｮﾍﾞﾙ) 

軽油 t 

１ 整地 
２ 道路補修 
３ 側溝掘削 

ダ 
ン 
プ 

土砂運搬 
4㌧ 

２1/2 
３1/2㌧ 

  
側溝掘削   
人員の通過   

0.5 

0.8 

  

  

  2 

  
  
  
  

浄水セット 

入浴 

消 
毒 
衛 
生 

除染車 

入浴セット 

洗濯 

広地域消毒、人員ｼｬﾜｰ、散水、雑用水補給 

ボート 

油圧シャベル 

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ（２０ｔ） 

グレーダ 

バケットローダ 

中型 
小型 

器材名 

大型 

ド 
ー 

ザ 

ー 

橋（人員用） 
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３ 臨時へリポートの基準 
 

ア 下記基準を満たす地積（ヘリポート）を確保する。この際、土地の所有者又は管理者との調整を確実

に実施する。          

 
  (ｲ) 離着地点の地盤は堅固で平坦地であること。 

 イ 着陸地点には、次の基準のＨ記号を風と並行方向に向けて標示するとともに、ヘリポートの近くに

上空から風向及び風速の判定ができる吹き流しを掲揚する。 

9° 9° 
1.5m 8m 15m 

(ｱ) 各航空機に応じた離着地点（着陸点及び着陸帯）及び無障害地帯の基準 

ａ ＯＨ－６ ｂ ＵＨ－１ 

着陸点 着陸点 

5m 6m 

着陸帯 着陸帯 

進入角 10° 進入角 8° 

ｃ Ｖ－１０７ ｄ ＣＨ－４７ 

着陸点 着陸点 

15m 20m 

着陸帯 着陸帯 

進入角 6° 進入角 6° 450m 450m 

100m 

基 
点 10m 50m 100m 

400mまで 

15ｍ 20m 

45ｍ 100m 

45m 

6m 

36m 

450m 450m 

5ｍ 

30ｍ 

30m 36m 

無障害地 帯 
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ウ 危害予防の措置 

(ｱ) 離着陸地帯への立入禁止 

    離着陸帯及びその近傍において、運行上の障害となるおそれのある範囲には、立ち入らせない。 

  (ｲ) 防塵措置 

    表土が砂塵の発生しやすいところでは、航空機の進入方向に留意して散水等の措置を講ずるもの

とする。 

 

(ｱ) Ｈ記号の基準 (ｲ) 吹き流しの基準 

30cm 

以上 
3m以上 

・生地は繊維 
・形は円形帯 
（注）吹き流しがない場合は、吹き流しに 

準ずる規格の旗を掲揚 

石灰で標示 
積雪時は墨汁絵の具等で明瞭に標示 

進入方向 

2m以上 

4m以上 

2m以上 

45cm以上 

進入方向 

20cm以上 

赤色     白色 

60cm以上 
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４ ヘリコプター主要発着場一覧表 

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

所属地 ヘリポート等の名称

管理者
又は占有者

施設規模

広
さ

(

幅
×
長

)

消
防
署
か
ら
の

所
要
時
間
（

分
）

地
域
防
災
計
画
へ
の

掲
上

市町村名 住所
小
　
型

甲府市 飯田5-11 県立飯田球場 山梨県

専
用

名称
大
　
型

中
　
型

○
甲府市 緑が丘2-8 甲府市緑が丘ｽﾎﾟｰﾂ公園野球場 山梨県 120*120 4 ○

甲府市緑が丘ｽﾎﾟｰﾂ公園球技場 山梨県

100*265 3

80*140 4 ○
甲府市 大手2-1 山梨大学工学部ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 学長 126*170 2 ○
甲府市 緑が丘2-8

○
甲府市 大和町4-35 北中学校校庭 学校長 98*115 3 ○
甲府市 塩部2-7-1

甲府第一高等学校校庭 学校長

89*171 4甲府工業高等学校校庭 学校長

105*120 5 ○
甲府市 北新1-5-1 北新小学校校庭 学校長 84*108 3 ○
甲府市 美咲2-13-44

○
甲府市 大手2-4-18 北東中学校校庭 学校長 66*100 1 ○
甲府市 北新1-4-2

東中学校校庭 学校長

91*105 3山梨大学付属小・中学校校庭 学校長

90*120 4 ○
甲府市 湯田2-21-24 南中学校校庭 学校長 98*116 2 ○
甲府市 東光寺2-8-1

○
甲府市 上石田4-10-8 南西中学校校庭 学校長 60*130 5 ○
甲府市 中小河原町222

池田小学校校庭 学校長

100*160 5甲府南高等学校校庭 学校長

80*118 2 ○
甲府市 下曽根町257 笛南中学校校庭 組合長 100*70 10 ○
甲府市 長松寺町7-1

甲府市 上曽根町3215 中道北小学校校庭 学校長 100*70 10 ○
甲府市 下向山町4364

下吉田中学校校庭 学校長

70*50 3中道南小学校校庭 学校長

100*70 8 ○
富士吉田市 上吉田1-3-6 吉田中学校校庭 学校長 90*100 5 ○
富士吉田市 下吉田4-12-17

○
富士吉田市 下吉田1-8-1 下吉田第一小学校校庭 学校長 70*150 5 ○
富士吉田市 小明見1-4-14

下吉田第二小学校校庭 学校長

100*100 6明見中学校校庭 学校長

130*130 8 ○
富士吉田市 上吉田5-1-1 吉田小学校校庭 学校長 80*80 5 ○
富士吉田市 緑ヶ丘2-8-2

○
富士吉田市 上暮地1-22-1 富士小学校校庭 学校長 135*70 10 ○
富士吉田市 小明見1-4-6

吉田高等学校校庭 学校長

100*100 5明見小学校校庭 学校長

140*110 3 ○
富士吉田市 上吉田4-3-1 ひばりが丘高等学校校庭 学校長 80*140 5 ○
富士吉田市 下吉田6-17-1

○
富士吉田市 下吉田9-21-1 下吉田東小学校校庭 学校長 115*90 4 ○
富士吉田市 新西原1-23-1

都留文科大学校庭 市長

150*120 12富士北稜高等学校校庭 学校長

80*100 5 ○
都留市 法能333 都留市営住吉球場 市長 100*100 7 ○
都留市 田原3-8-1

○
都留市 四日市場750 都留第二中学校校庭 学校長 130*100 10 ○
都留市 上谷1-1-2

禾生第一小学校校庭 学校長

73*82 2谷村第一小学校校庭 学校長

55*65 13 ○
都留市 大幡1143 宝小学校校庭 学校長 55*55 13 ○
都留市 古川渡553

○
都留市 大野52-5 都留第一中学校校庭 学校長 88*100 7 ○
都留市 桂町840

都留興譲館高等学校第２グラウンド 学校長

80*100 10東桂中学校校庭 学校長

100*125 10 ○
都留市 上谷5-7-1 都留興譲館高等学校校庭 学校長 90*100 5 ○
都留市 四日市場909

○
山梨市 小原東305 日下部小学校校庭 学校長 69*127 9 ○
山梨市 上神内川189-1

後屋敷小学校校庭 学校長

74*100 5加納岩小学校校庭 学校長

60*81 13 ○
山梨市 歌田143 日川小学校校庭 学校長 80*118 7 ○
山梨市 三ヶ所877

○
山梨市 北1889 八幡小学校校庭 学校長 75*80 10 ○
山梨市 落合3

堀之内小学校校庭 市長

75*90 10山梨小学校校庭 学校長

45*85 12 ○
山梨市 東1760 岩手小学校校庭 学校長 60*90 12 ○
山梨市 堀内1936

山梨南中学校校庭 学校長 105*160 6 ○
山梨市 小原東359 山梨北中学校校庭 学校長 110*170 7 ○
山梨市 下石森287
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50*60 5白根源小学校校庭 学校長 ○
南アルプス市 飯野2860-2 白根巨摩中学校校庭 学校長 80*100 9 ○
南アルプス市 有野490

60*80 10 ○
南アルプス市 百々2300 白根百田小学校校庭 学校長 80*120 5
南アルプス市 西野２３１１ 白根東小学校校庭 学校長
南アルプス市 飯野1972-1 白根飯野小学校校庭 学校長 60*70 7 ○
南アルプス市 宮沢288-3 甲西市民総合グラウンド 市長

66*80 10南湖小学校校庭 学校長

130*100 10

○
南アルプス市 落合816 落合小学校校庭 学校長 72*70 15 ○
南アルプス市 西南湖3204-1

○
南アルプス市 古市場180-1 大明小学校校庭 学校長 60*68 8 ○
南アルプス市 古市場150 甲西中学校校庭 学校長

60*80 15豊小学校校庭 学校長

82*88 8

○
南アルプス市 桃園815 北小学校校庭 学校長 60*100 15 ○
南アルプス市 吉田787

○
南アルプス市 上市之瀬726 西小学校校庭 学校長 60*80 15 ○
南アルプス市 小笠原441 小笠原小学校校庭 学校長 60*100 5
南アルプス市 小笠原1500 巨摩高等学校校庭 学校長 100*200 5 ○
南アルプス市 小笠原985 櫛形中学校校庭 学校長 70*150 5 ○
南アルプス市 鏡中条741

寺部740

鏡中条スポーツ広場 市長

100*100 8若草小学校校庭 学校長

50*70 12

六科

○
南アルプス市 藤田1600-3 藤田スポーツ広場 市長 45*65 10
南アルプス市

3
南アルプス市 加賀美2947 若草中学校校庭 学校長 100*80 7 ○
南アルプス市

○南アルプス市 野午島2222
御勅使南公園 山梨県

100*300 10八田小学校校庭 学校長
150*100

○
南アルプス市 六科1588 ㈱宮入バルブ製作所ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ㈱宮入ﾊﾞﾙﾌﾞ 95*100 3 ○
韮崎市 龍岡町下條南割 御勅使サッカー場 市長

120*120 5韮崎高等学校校庭 学校長

120*80 18

○
韮崎市 龍岡町若尾新田50番地1 韮崎工業高等学校校庭 学校長 120*100 4 ○
韮崎市 若宮3-2-1

○
韮崎市 竜岡町下条南割1007 竜岡スポーツ広場 市長 70*55 13 ○
韮崎市 大草町上條東割821番地1 甘利小学校校庭 学校長

80*70 20円野スポーツ広場 市長

100*80 15

○
韮崎市 清哲町青木2305 清哲スポーツ広場 市長 50*60 15 ○
韮崎市 円野町下円井1252

○
韮崎市 清哲町青木193 北西小学校校庭 学校長 100*80 15
韮崎市 穂坂町宮久保6135 穂坂小学校校庭 学校長

180*100 5韮崎西中学校校庭 学校長

200*50 10

○
韮崎市 藤井町南下條371番地 韮崎東中学校校庭 学校長 100*130 5 ○
韮崎市 神山町鍋山1-1

○
韮崎市 本町4-9-2 韮崎市営総合運動場グラウンド 市長 130*110 2 ○
大月市 七保町下和田1000 大月市総合グラウンド 市長

60*50 20徳和スポーツ広場 教育長

160*110 15
大月市 笹子町吉久保 笹子河川親水公園 市長 55*40 15 ○
山梨市 三富徳和948

○
山梨市 三富川浦1394 川浦スポーツ広場 教育長 40*60 20 ○
山梨市 三富釜口447 村民スポーツ広場 教育長

40*80 22西保スポーツ広場 市長

100*60 15
山梨市 牧丘町柳平42 柳平分校校庭 学校長 45*45 40
山梨市 牧丘町牧平683

○
山梨市 牧丘町牧平16 牧丘第三小学校校庭 学校長 80*40 20 ○
山梨市 牧丘町窪平1200 牧丘第一小学校校庭 市長

100*50 7ろう学校校庭 学校長

60*120 12
山梨市 牧丘町窪平1100 笛川小学校 学校長 90*110 12
山梨市 大野1009
山梨市 上神内川194 山梨高等学校校庭 学校長 80*80 5 ○
山梨市 一町田中1062 日川高等学校第二グラウンド 学校長

100*75 10山梨市民グラウンド 市長

95*120 7
山梨市 一町田中1062 日川高等学校校庭 学校長 100*75 6 ○
山梨市 江曽原
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南アルプス市 百々1990-1 御勅使中学校校庭 学校長
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70*100 3
南アルプス市 上今諏訪1180 白根高等学校校庭 学校長 120*120 12
南アルプス市 飯野新田1237 飯丘スポーツグラウンド 市長 60*70 7

芦安小学校校庭 学校長 60*80 10
北杜市 明野町上手8342 明野中学校校庭 学校長 100*200 10 ○

南アルプス市 芦安安通335

○
北杜市 須玉町下津金2963 津金スポーツ広場 市長 60*50 15 ○
北杜市 須玉町大豆生田999

須玉中学校校庭 学校長

100*70 3須玉商業高等学校校庭跡地 山梨県

100*100 5 ○
北杜市 須玉町江草7623 津金スポーツ公園広場 市長 50*60 12 ○
北杜市 須玉町小倉200

○
北杜市 高根町村山北割100 高根町総合グラウンド 市長 110*170 2
北杜市 須玉町小尾6896

長坂中学校校庭 学校長

100*50 37旧東北小学校 市長

100*140 12 ○
北杜市 長坂町長坂下条1237-3 旧日野春小学校校庭 市長 60*130 18 ○
北杜市 長坂町長坂上条1608

○
北杜市 長坂町大八田3677 旧秋田小学校校庭 市長 55*100 6 ○
北杜市 長坂町白井沢4078

長坂小学校校庭 学校長

50*100 10旧小泉小学校校庭 市長

90*110 12 ○
北杜市 長坂町中丸3280 保谷硝子長坂工場グラウンド 保谷硝子長坂工場 80*80 20
北杜市 長坂町長坂上条1603-1

北杜市 白州町白須7458 白州町総合グラウンド 市長 220*100 7 ○
北杜市 長坂町大八田6811-187

白州中学校校庭 学校長

115*120 3長坂勤労者体育センター 市長

100*70 5 ○
北杜市 白州町白須225 白州小学校校庭 学校長 100*90 4
北杜市 白州町白須1920

○
北杜市 武川町三吹2595 武川町体育広場 市長 100*170 8 ○
北杜市 白州町横手997

武川小学校校庭 学校長

100*50 8旧駒城小学校校庭 東村山市長

50*150 7 ○
北杜市 武川町三吹770 新光合成㈱グラウンド 新光合成㈱ 80*90 5
北杜市 武川町牧原944

○
北杜市 小淵沢町732 小淵沢中学校校庭 学校長 130*80 15 ○
北杜市 大泉町谷戸2870

小淵沢東ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 教育長

100*200 10大泉スポーツ広場 市長

80*50 10 ○
北杜市 小淵沢町2161 小淵沢町市民総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 教育長 100*50 20 ○
北杜市 小淵沢町下笹尾1240

○
甲斐市 西八幡2560 玉幡小学校校庭 学校長 80*80 3 ○
北杜市 小淵沢町7741

竜王小学校校庭 学校長

110*80 15小淵沢小学校 学校長

100*100 1 ○
甲斐市 篠原2030 竜王中学校校庭 学校長 80*90 2 ○
甲斐市 篠原2800

○
甲斐市 篠原1180 竜王南小学校校庭 学校長 100*90 5 ○
甲斐市 西八幡4533-3

山梨県警察学校校庭 学校長

200*150 5農林高等学校校庭 学校長

100*150 5 ○
甲斐市 西八幡地内 釜無川沿岸 国土交通省 2-5 ○
甲斐市 西八幡4422

○
甲斐市 玉川75 竜王西小学校校庭 学校長 100*100 4 ○
甲斐市 竜王555

玉幡中学校校庭 学校長

100*90 3竜王北小学校校庭 学校長

100*120 4 ○
甲斐市 西八幡2002 竜王南部公園 市長 100*120 4 ○
甲斐市 西八幡3190

○
甲斐市 島上条1263 敷島中学校校庭 学校長 90*70 5 ○
甲斐市 西八幡4261

双葉スポーツ公園 市長

200*95 5釜無川スポーツ公園 市長

126*126 10 ○
笛吹市 春日居町桑戸644 春日居小学校校庭 学校長 100*80 10 ○
甲斐市 岩森2732

○
笛吹市 御坂町夏目原592 御坂西小学校校庭 学校長 90*70 7 ○
笛吹市 春日居町鎮目613-2

御坂東小学校校庭 学校長

95*80 12春日居中学校校庭 学校長

90*60 15 ○
笛吹市 御坂町下野原1260 御坂中学校校庭 学校長 120*100 10 ○
笛吹市 御坂町上黒駒1692

笛吹市 御坂町大野寺1973 大野寺スポーツ広場 大野寺区長 60*55 12 ○  
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50*50 20菱山小学校校庭 学校長 ○
甲州市 大和町初鹿野1679-5 大和小学校校庭 学校長 45*60 15 ○
甲州市 勝沼町菱山1071

70*70 17 ○
甲州市 勝沼町休息1560-1 東雲小学校校庭 学校長 50*100 10 ○
甲州市 勝沼町下岩崎960 祝小学校校庭 学校長

○
甲州市 勝沼町勝沼309 勝沼小学校校庭 学校長 50*60 16 ○
甲州市 勝沼町勝沼761-1

塩山千野193

勝沼中学校校庭 学校長

82*87 5塩山高等学校第二ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 学校長

90*100 15

塩山一ノ瀬高橋404

○
甲州市 塩山小屋敷1854 甲州市多目的広場 市長 100*150 10
甲州市

90
甲州市 塩山三日市場440-1 塩山高等学校校庭 学校長 130*140 7 ○
甲州市

○甲州市 塩山上井尻675
神金第二小中学校一ノ瀬分校校庭 教育長

75*45 6井尻小学校校庭 学校長
40*30

○
甲州市 塩山小屋敷1381 松里小学校校庭 学校長 55*80 6 ○
甲州市 塩山竹森3018 玉宮小学校校庭 学校長

50*75 7大藤小学校校庭 学校長

60*40 8

○
甲州市 塩山上萩原1518 神金小学校校庭 学校長 75*50 10 ○
甲州市 塩山上栗小野492

○
甲州市 塩山熊野907 奥野田小学校校庭 学校長 50*80 6 ○
甲州市 塩山千野3421 塩山北小学校校庭 学校長

75*65 7松里中学校校庭 学校長

55*80 3

○
甲州市 塩山上於曽1028 塩山南小学校校庭 学校長 85*75 3 ○
甲州市 塩山小屋敷2

○
甲州市 塩山上栗生野133 塩山北中学校校庭 学校長 100*90 7 ○
甲州市 塩山下於曽995 塩山中学校校庭 学校長

95*50 25秋山東部スポーツ広場 市長

110*110 3
甲州市 塩山上塩後240 中央公民館駐車場 市長 50*60 5
上野原市 秋山2550

○
上野原市 秋山8674 秋山小学校校庭 学校長 90*80 15 ○
上野原市 秋山6770 秋山中学校校庭 学校長

100*120 4日大明誠高等学校野球場 学校長

98*60 20

○
上野原市 野田尻808 旧平和中学校校庭 学校長 55*65 20 ○
上野原市 上野原3200

○
上野原市 上野原3454 上野原小学校校庭 学校長 80*80 5 ○
上野原市 新田先桂川左岸 上野原レクレーション広場 知事

50*35 40芦川小学校 学校長

100*100 5

○
笛吹市 芦川鶯宿深川1613-1 芦川スポーツ広場 市長 60*50 50 ○
笛吹市 芦川中芦川835

○
笛吹市 境川町三3 境川町スポーツ広場 市長 108*90 20 ○
笛吹市 境川町小黒坂1941 境川小学校校庭 学校長

120*80 5高等支援学校桃花台学園校庭 学校長

110*70 20

○
笛吹市 石和町市部地内 笛吹川河川敷 国土交通省 80*60 3 ○
笛吹市 石和町中川1400

○
笛吹市 石和町市部3 笛吹高等学校校庭 学校長 130*70 2 ○
笛吹市 石和町小石和716 石和中学校校庭 学校長

70*55 5石和東小学校校庭 学校長

101*130 10

○
笛吹市 石和町今井10 富士見小学校校庭 学校長 55*85 12 ○
笛吹市 石和町中川478

○
笛吹市 石和町松本1442-20 石和北小学校校庭 学校長 85*90 8 ○
笛吹市 石和町市部720 石和南小学校校庭 学校長

80*50 20花鳥スポーツ広場 市長

90*80 5

○
笛吹市 石和町広瀬無番地 ｳｲﾝｽﾞ石和駐車場 所長 166*132 10 ○
笛吹市 八代町竹居2156

○
笛吹市 八代町岡780 八代小学校校庭 学校長 140*110 13 ○
笛吹市 八代町米倉36 南部スポーツ広場 市長

200*88 15浅川中学校校庭 学校長

80*67 15

○
笛吹市 八代町南527 八代中央スポーツ広場 市長 100*56 12 ○
笛吹市 八代町米倉1111

○
笛吹市 一宮町中尾933 一宮北小学校校庭 学校長 101*76 7 ○
笛吹市 一宮町土塚655-2 一宮南小学校校庭 学校長

90*60 5一宮スポーツ広場 市長

90*86 7

○
笛吹市 一宮町末木801 一宮中学校校庭 学校長 100*100 6 ○
笛吹市 一宮町東原335-2
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)

消
防
署
か
ら
の

所
要
時
間
（

分
）

施設管理者
又は占有者

施設規模
地
域
防
災
計
画
へ
の

掲
上

市町村名 住所
専
用

名称
大
　
型

中
　
型

小
　
型

所属地 ヘリポート等の名称
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

80*80 15島尻スポーツ公園 町長
南部町 福士28505-3 南部町営富沢野球場 町長 100*120 5
南部町 片瀬地先

○
南部町 大和360 アルカディア南部総合運動場 町長 130*110 10
南部町 富士川河川敷 南部橋上流河川敷 国土交通省

80*80 15睦合小学校校庭

10

○
身延町

○
南部町 内船8766 栄小学校校庭 学校長 94*96 15 ○

町長

遅沢無番地 遅沢グラウンドゴルフ場 町長
14 ○

35*55 3 ○
身延町 手打沢1041 甲南スポーツ広場 町長
身延町 古関2437 古関グラウンド

100*70 10

身延町 古関229 古関ヘリポート 町長 30*55 3 ○

40*80

13,000㎡ 8
100*60
120*92 10

中富中学校校庭 学校長

学校長
南部中学校校庭 学校長

寺沢3250
身延町

南部町 南部8746
南部町 南部4375

○
身延町 三沢河川敷 旧久那土中学校道路向こう河川敷 町長 95*110 15 ○
身延町 三沢24 久那土グラウンド 町長

100*150 15身延高等学校校庭 学校長

65*75 15

○
身延町 常葉1443 下部グラウンド 町長 90*120 15 ○
身延町 梅平1201-2
身延町 丸滝454 大河内グラウンド 町長 町長 15 ○

120*80 4下山小学校校庭 町長 ○
身延町 相又247 豊岡グラウンド 町長 85*68 20 ○
身延町 下山10000-1

○
早川町 保666 早川中学校校庭 学校長 40*70 10 ○

80*80 15湯島の湯グラウンド 町長

100*60 15
60*50 20

早川町 湯島1780

早川町 高住574 早川南小学校校庭 学校長
雨畑699 ヴィラ雨畑グラウンド 町長早川町 ○

早川町 大原野651 ヘルシー美里広場 町長 90*80 2 ○
○

市川三郷町 大塚4264 大塚小学校校庭 学校長 70*31 12
市川三郷町 上野2628 三珠中学校校庭 学校長

30*65 20鴨狩スポーツ広場 国土交通省

60*80 6

○
市川三郷町 上野3552 三珠農村広場 町長 105*118 7
市川三郷町 鴨狩5167

○
市川三郷町 宮原120 山宮スポーツ広場 宮原区長 30*50 23
市川三郷町 楠甫282-1

岩間2927

富士川河川敷 国土交通省

65*130 18六郷中学校校庭 学校長

200*50 20

黒沢1420

○
市川三郷町 落居2331 旧落居小学校校庭 町長 60*50 15 ○
市川三郷町

15 ○
市川三郷町 山保6320 市川東小学校校庭 学校長 50*50 20 ○
市川三郷町

○
市川三郷町 市川大門5744

市川南小中学校校庭 学校長

100*70 15市川小学校校庭 学校長

100*70

○
市川三郷町 市川大門1733

○
市川三郷町 市川大門字向新田地先 富士川防災公園ﾍﾘﾎﾟｰﾄ 国土交通省 60*80 10

市川三郷町 市川大門5064 市川中学校校庭 学校長 140*80 15

○
市川高等学校校庭 学校長 150*100 15

市川三郷町 高田682 総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 町長 200*120 10

○
中央市 白井河原 釜無川左岸土手 国土交通省 5 ○
中央市 布施2493 田富中学校校庭 学校長

180*90 2田富小学校校庭 学校長

180*90 2

○
中央市 今福991 山梨県消防学校校庭 学校長 70*70 5 ○
中央市 布施2122

○
中央市 一町畑1189 中巨摩地区公園 市長 94*123 7 ○
中央市 乙黒1-1 玉穂ふるさとふれあい広場 市長

100*100 10豊富農村広場 市長

70*80 7

○
中央市 成島2140 三村小学校校庭 学校長 93*100 7 ○
中央市 大鳥居3866

90*60 15 ○
中央市 大鳥居3797 豊富小学校校庭 学校長 80*100 10 ○
甲州市 大和町初鹿野1643 大和中学校校庭 学校長

広
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×
長
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
南部町 上佐野407-1 佐野場外離着陸場 佐野区長 55*55 40 ○
南部町 南部8168 南部町地域救急搬送拠点ヘリコプター 町長 25*50 10

最勝寺320

20

○
富士川町 天神中条675 増穂中学校校庭 学校長 100*80 12 ○
富士川町

○富士川町 小室2618 増穂南小学校校庭 学校長

90*85 12増穂小学校校庭 学校長

50*45
○

富士川町 1164 鰍沢小学校校庭 学校長 110*90 5 ○
富士川町 青柳町

旧鰍沢中部小学校校庭 町長

5,000㎡ 10富士川堤防 国土交通省

60*70 8 ○
富士川町 鳥屋137-1 甲州鰍沢温泉かじかの湯 町長 50*75 13 ○
富士川町 5056

○
富士川町 十谷34 十谷農村公園 町長 25*35 25 ○
富士川町 柳川1134

富士川町 大法師 大法師公園 町長

85*60 14旧五開小学校校庭 町長

90*60 8 ○

市町村名 住所

ヘリポート等の名称

施設管理者
又は占有者

施設規模

名称
大
　
型

中
　
型

小
　
型

広
さ

(

幅
×
長

)

消
防
署
か
ら
の

所
要
時
間
（

分
）

地
域
防
災
計
画
へ
の

掲
上

南部町 福士2700-18 旧富河中学校校庭 町長

専
用

所属地

100*100 5 ○
○

南部町 福士19021-2 徳間スポーツ広場 徳間区長 50*80 20 ○
南部町 万沢4119

陵草スポーツ広場 陵草区長

70*80 10旧万沢小学校校庭 町長

58*66 25 ○

昭和町 押越885 押原小学校校庭 学校長 90*90 15 ○

南部町 万沢15300

昭和町 押越452-1 押原中学校校庭 学校長 120*100 15
昭和町 西条2222

甲府昭和高等学校校庭 学校長

100*100 10西条小学校校庭 学校長

100*100 10
道志村 11125 旧善ノ木小学校跡 村長 90*35 16 ○
昭和町 西条3000

○
道志村 8991 旧唐沢小学校跡地 村長 70*35 9 ○
道志村 9013

旧同志小学校校庭 町長

90*52 12横浜市スポーツ広場 横浜市長

100*35 2 ○
道志村 5768 道志中学校校庭 村長 150*140 3 ○
道志村 5596

○
西桂町 下暮地884-1 西桂中学校校庭 町長 60*60 6 ○
西桂町 小沼1874

忍野小学校校庭 学校長

70*70 6西桂小学校校庭 町長

80*130 15 ○
山中湖村 山中705 山中小学校校庭 学校長 100*76 6 ○
忍野村 忍草1516

山中湖村 山中341-2 山中湖中学校校庭 学校長 120*100 10 ○
山中湖村 平野2435-1

鳴沢小学校校庭 学校長

75*66 15山中東小学校校庭 学校長

100*100 10 ○
富士河口湖町 船津5552 町営町民運動場 町長 90*120 5 ○
鳴沢村 1585

○
富士河口湖町 小立2446 小立小学校校庭 学校長 121*74 5 ○
富士河口湖町 船津3737

旧上九一色中学校校庭 町長

60*130 5船津小学校校庭 学校長

70*80 12
富士河口湖町 富士ヶ嶺 富士豊茂小学校校庭 学校長 70*80 11 ○
富士河口湖町 本栖

○
富士河口湖町 船津1164 湖南中学校校庭 学校長 100*128 3 ○
富士河口湖町 精進

大石小学校校庭 学校長

70*50 8精進湖畔 学校長

75*134 15 ○
富士河口湖町 河口1550 河口小学校校庭 学校長 52*137 10 ○
富士河口湖町 大石2583

富士河口湖町 勝山1047 勝山小中学校グラウンド 町長 90*80 8
富士河口湖町 西湖2068

村民スポーツ広場 村長

100*80 30町営体育広場 町長

70*86 3 ○
小菅村 3321(中組) 村民第２スポーツ広場 村長 80*56 8
小菅村 4299(川池)

45*80 3丹波山村 1243 観光ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ広場 村長


